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平成２７年第５回苓北町議会定例会会議録（第１日目） 

 

 平成２７年第５回苓北町議会定例会は、平成２７年９月４日苓北町議会議場に招集さ

れた。 

 

１．午前９時３０分開会 

 

２．応招議員は次のとおりである。 

    １番  松本 良人          ２番  田 幸英 

    ３番  髙戸 幸雄          ４番  松野 重幸 

    ５番  倉田 明           ６番  石田 みどり 

７番  野﨑 幸洋          ８番  浜口 雅英 

９番  田嶋 豊昭         １０番  山下 時義 

１１番  錦戸 俊春（副議長）    １２番  山本 政人（議長） 

 

３．不応招議員 なし 

 

４．出席議員は、応招議員と同じである。 

 

５．欠席議員は、不応招議員と同じである。 

 

６．議会書記 

  事 務 局 長  宮 﨑 裕 昭     書    記  野 田 寛 子 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により議案説明に出席した者は、次のとおりである。 

町 長  田 嶋 章 二     副 町 長  松 野   茂 

教 育 長  芦 塚 博 昭     総 務 課 長  山 﨑 秀 典 

税務住民課長  益 田 大 介     土木管理課長  山 口 仁 人 

農林水産課長兼 
        野 田 尚 之     企画政策課長  荒 木 広 之 
農委事務局長  

福祉保健課長  田 尻 伸 治     健康増進室長  山 﨑 敬 一 

                    会計管理者兼       
水道環境課長  小 林 和 文                   大 田 勝 彦 
                    会 計 課 長        

教 育 課 長  汐 﨑 正 喜     商工観光課長  立 山 清 剛 
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８．議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期決定の件 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 行政報告 

日程第５ 一般質問 
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９．議事の顛末 

開会 午前９時３０分 

○議長（山本政人君） おはようございます。 

只今の出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、只今から平成２７年第

５回苓北町議会定例会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（山本政人君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、９番、田嶋豊昭

君、１０番、山下時義君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期決定の件 

○議長（山本政人君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、お手元に日程案を作成し配付いたしておりますが、本日から９月

１１日までの８日間にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は本日から９月１１日までの８日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（山本政人君） 日程第３、諸般の報告を申し上げます。 

６月１３日、島原市で開催された島原・天草・長島架橋構想九州西岸軸構想推進地方

大会に出席しました。 

６月１７日、平成２７年度天草陶石研究開発推進協議会総会に出席をいたしました。 

６月２１日、大阪市で開催された第２４回関西ふるさと苓北会総会に議会から田嶋議

員、浜口議員、松野議員とともに出席をいたしました。総会には、会員の皆さま並びに

招待者の皆さま、約１７０名が出席されておられました。出席者の皆さん方にふるさと

の情報を発信するとともに懇親を深めてまいりました。 

７月６日、天草警察署で開催された天草地区防犯協会評議員会に出席をいたしまし

た。 

７月８日、熊本県町村議会議長会より、県、県議会、自民党県連に対し要望活動を行

いました。要望活動には各郡の理事が参加し、天草郡選出理事として幹線道路の整備促
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進及び６月に豪雨災害が発生いたしましたが、この災害の早期復旧について強く要望を

してまいりました。幸いにして、このときには特別に意見を述べる機会がありましたの

で、県とそれから県議会、自民党県連に対しましても写真を見ていただきながら強く要

望をしたところであります。 

７月２１日、天草市で開催された天草ジオパーク推進協議会に出席しました。 

７月２８日、苓北町振興計画審議会に出席をいたしました。 

７月２９日、苓北町歴史資料館開会記念式典に出席をいたしました。 

７月３１日、熊本県自治会館で開催された県町村議会議長会第２回理事会に出席をし

ました。九州・西日本・全国議長会関係事項等の報告や標準町村議会会議規則の改正内

容についての説明等が行われました。 

８月４日、天草市で開催された三県架橋期成会総会に出席をいたしました。 

８月４日、熊本県自治会館で開催されました県町村議会議長会主催の正副議長研修会

に錦戸副議長とともに出席をいたしました。「これからの町村議会」と題して、新潟県

立大学国際地域学部、田口一博准教授の講演がございました。 

８月７日、苓北町水産振興協議会総会に出席をいたしました。 

８月９日、天草郡市原爆死没者慰霊式典に出席をいたしました。 

８月１１日、天草広域連合議会運営委員会に出席をしました。８月議会提出議案等に

ついて協議をいたしました。 

８月２１日、天草広域連合議会定例会に出席をいたしました。 

９月３日、昨日でありますが、上天草市で開催された天草地域国県道路整備促進期成

会総会に野﨑建設経済常任委員長とともに出席をいたしました。 

なお、これらの会議の資料は、議会事務局に保管しておりますのでご覧ください。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 行政報告 

○議長（山本政人君） 日程第４、行政報告を行います。 

町長から行政報告の申し出があっております。町長。 

○町長（田嶋章二君） 行政報告をさせていただきます。 

まず、去る８月３０日日曜日に唐津市の西の浜海水浴場で開催されました第１１回唐

津ペーロン・レガッタ大会に、苓北町から今年度れいほくペーロン大会、混成の部町内

１位チームのダブルクリックチームが参加し、姉妹都市唐津市の皆さま方とより一層交

流を深めて帰って来られました。 

次に、９月１２日土曜日、９月１３日日曜日には、熊本市において第７０回熊本県民

体育祭熊本市大会が開催されます。苓北町からは、天草郡代表選手として１１競技１６
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種目に総勢１６７名の選手役員が出場いたします。 

次に、家庭用粗大ゴミ収集の実施についてのお知らせでございます。 

来る９月１３日日曜日に家庭用粗大ゴミの収集を実施します。当日の午前８時までに

各区の収集場所に出していただくように周知しておりますが、当日悪天候の場合は、９

月２０日日曜日に延期いたしますので、必ず実施日当日の朝に出していただくようお願

いをいたします。 

次に、町民体育祭の日程でございます。まず、９月２７日の日曜日には、坂瀬川地区

が旧坂瀬川中学校グラウンドで、都呂々地区が都呂々小学校グラウンドで行われます。

１０月４日日曜日には、志岐地区が志岐小学校グラウンドで、富岡地区が富岡小学校グ

ラウンドでそれぞれ開催されます。 

次に１０月８日から１２日まで、苓北町５窯元、天草町４窯元が参加をいたしまして

「天草西海岸秋の窯元めぐり」が開催されます。なお、開会式は、１０月８日木曜日、

午前１１時から内田皿山焼窯元で開催されます。 

次に、敬老会の日程でございます。１０月１４日水曜日には、志岐地区が町体育セン

ター、富岡地区が富岡公民館で、１０月１５日木曜日は、坂瀬川地区が坂瀬川小学校体

育館、都呂々地区が都呂々小学校体育館で、それぞれ午前１０時から開催いたします。 

次に、第２１回吟詠「天草洋に泊す」全国大会についてのお知らせでございます。１

０月２５日日曜日、午前８時３０分から志岐集会所で開催いたします。 

次に、第３回苓北夕焼けマラソン大会の開催についてでございます。１１月７日土曜

日、午後２時３０分から、農村運動広場をスタート・ゴールとして開催をいたします。 

次に、苓北町防災訓練についてのお知らせでございます。１１月８日日曜日、都呂々

海岸地先を震源とした震度５強の地震発生を想定いたしまして、津波発生の情報伝達訓

練並びに避難訓練を実施します。又、都呂々小学校の建物火災を想定した消火活動・避

難誘導・人命救助等を通して、相互協力体制の確立と防災意識の高揚を図ってまいりま

す。 

最後に、１１月２９日日曜日、東京都の霞ヶ関ビル東海大学校友会館において、関東

ふるさと苓北会が開催されます。 

それぞれの行事につきましては、議員皆さま方には大変お忙しい中とは存じ上げます

が、ご出席、ご声援いただきますように、よろしくお願いをいたします。 

以上、行政報告をさせていただきました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 一般質問 

○議長（山本政人君） 日程第５、これより一般質問を行います。 

通告１番、松本良人君。 
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○１番（松本良人君） 通告１番、１番議員松本良人でございます。先に提出いたしま

した通告書に基づきまして質問をいたします。 

平成２７年４月、町内３つの中学校が統合され、新生中学校として苓北中学校が開校

いたしましてから、今月で半年を迎えようとしております。賛否ある中での又、不安を

お持ちの町民の方々多数あった中での中学校でございましたが、現在の全般的な状況を

お尋ねをいたします。 

又、個々の問題につきましては、次の点について併せてご質問をいたします。 

まず第１点目、いじめの問題でございますが、国内におきましてもいじめによる自殺

等の報道が相次ぎ、話題を巻き起こしました。統合前、町内の学校においてもいじめ問

題もあったと聞いておりましたが、現在の状況についてお尋ねをいたします。 

２点目でございます。非行についてでございます。 

先月、真新しい出来事ですが、中学校１年生の男子生徒と女子生徒が殺害され、女の

子は駐車場、男の子は林の中に遺棄されていたこのニュースにつきましても、日本中の

人々を悲しみの中に巻き込んだわけでございますが、この問題が非行につながるかどう

かは現代社会の中で疑問です。しかしながら、私は深夜の徘徊は非行への始まりではな

いかと思っております。深夜の徘徊、暴力、万引き、喫煙等非行についてはかなり広範

に及びますが、有無についてお尋ねをします。 

３点目でございます。部活動についてお尋ねいたします。 

部活動につきましては、統合前は坂瀬川中学校、都呂々中学校それぞれ小規模校でご

ざいましたので、坂瀬川中学校はサッカー、都呂々中学校はハンドボール、又、苓北中

学校は体育系、文科系とそれぞれ特殊性を持ち頑張ってきて、優秀な成績を残しており

ます。各々の部活動の現状についてお尋ねをいたします。 

続きまして４点目でございます。 

この件につきましては、主に坂瀬川、都呂々地区生徒の通学についてお尋ねをいたし

ます。通学につきましても、もろもろの問題もあろうと思いますが、現状についてお尋

ねをいたします。 

最後に、６月集中豪雨、そして夏休み中でございましたが、台風１５号の通過と、近

年大災害をもたらし、異常気象といわれる中で危険度もますます大きくなってまいりま

す。津波等も考慮され、町においても様々な施策が取り入れられておりますが、災害発

生時の緊急防災体制、特に自然災害発生時の対応についてお尋ねをいたします。 

以上、教育長の方によろしくお願いいたします。 

続きまして、大きな項目の２点目でございます。 

ＴＰＰ問題が大きく浮上し、関係国の間で国レベルの駆け引きで交渉が進んでおりま

す。業種により大きく明暗を分けるのではないかと考えられますが、国内農業について
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は農業者の意向が無視され、マイナス要因の中で交渉が着々と進んでおります。 

特に、肉、米等大きく取りざたされておりますが、稲作を主流にしている苓北町にお

いては、農業そのものの存続さえも揺るがしかねない大きな問題でございます。又、こ

の問題で大きく人口の減少につながりかねないのではないかとも考えられます。又、畜

産においては、やり方次第では一部望み等もあるとも言われておりますが、苓北町では

ＴＰＰ問題はさておき、新しい施策、新しい構想も着々と進められていると思います

が、林業も含めたところでお尋ねをいたします。 

又、田畑山林の荒廃は、土砂災害や洪水にも大きく関わっているといわれておりま

す。荒廃しつつある田や畑地の有効活用の計画があれば、併せて町長のお考えをお聞き

いたします。 

答弁の内容次第では、自席でご質問をさせていただきます。 

○議長（山本政人君） 教育長。 

○教育長（芦塚博昭君） 只今の松本議員の中学校統合後の現況と問題点についての質

問に答えさせていただきます。 

４月の苓北中学校統合後、１学期を終了しましたが、生徒たちは授業・スポーツに集

中し、落ち着いた生活を送っております。又、夏休み中も事件事故等もなく、今月から

新学期がスタートしております。 

まず、１点目のいじめ問題についてですが、学校からは統合以来、現在までいじめ事

例発生の報告はあっておりません。学校においては、定期的な心のアンケートや日常の

教育相談を通して、生徒の状況や実態把握を行っているところです。 

具体的には、生徒の心の状況を日常的に把握するため生活ノートを利用し、学校・家

庭での出来事や自分が感じたことを記入し、担任へ提出しています。又、生徒と担任に

よる教育相談を放課後に１５分程度、定期的に実施しております。１学期は５月１９日

から５月２６日に実施されております。学校全体では、いじめ、不登校、生徒指導体制

の情報の共有化・実践化ということで、毎週水曜日の始業前に校長・教頭・教務主任・

学年主任・生徒指導主事において、推進体制委員会を開催しております。 

いじめにつきましては、発生を未然に防ぐことが重要と考えており、今後も学校・家

庭・教育委員会が連携し、いじめ防止に取り組んでまいります。 

２点目の非行の有無についてですが、この件につきましても、学校から非行事例の報

告はあっておりません。学校での生徒指導については、学校、学級における集団指導や

個別指導の中で、学習活動、ボランティア活動、生徒会活動、部活動等を通して生徒間

の望ましい人間関係の形成を図っています。これらの活動を通して、自分の大切さとと

もに他人の大切さを認めることができる心を育てていますし、このことが暴力行為やい

じめ等の諸問題の未然防止につながっていくと考えております。又、学校外において
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は、警察関係者や少年補導員の方をはじめ、地域の皆さまの見守りの中で非行の未然防

止に努めてまいります。 

３点目の部活動についてですが、現在、野球・剣道・サッカー・男女ソフトテニス・

男女ハンドボール・女子バレーボール・女子バスケットボール・吹奏楽の部活動があ

り、１８２人の生徒が入部しております。先の県中体連では、サッカー・男女ハンドボ

ール・ソフトテニス女子個人が出場するなど活躍しております。 

４点目の通学についてですが、坂瀬川地区からは３５名中１２名が自転車通学をして

おります。残りはスクールバスでの通学です。都呂々地区からは３５名中５名が自転車

通学をしております。しかし、６月の豪雨による国道３８９号線の災害箇所の復旧まで

は、全員スクールバスでの通学となっております。 

５点目の災害発生時の緊急防災体制についてですが、台風については、台風接近時に

おける災害未然防止のための対応方針を作成しております。対応基準としましては、台

風の接近が予想され、台風の進路予想等の情報分析の結果、児童生徒の登下校の安全に

影響を与えると判断した場合には、教育委員会において休校等の措置について判断し、

各学校へ伝達を行うこととしております。伝達の方法については、各学校長にその旨連

絡を行う。なお、児童生徒への連絡については、各学校における連絡網により伝達を行

う他、町内告知端末を使用して周知するということにしております。 

校舎等施設管理については、各学校において校内各施設の巡回を入念に行い、児童生

徒の安全上危険な箇所等がないか確認を行うとともに、戸締りの徹底と台風襲来に備え

た被害防止対策を講じることとしております。 

しかし、豪雨災害につきましては方針を作成しておりませんが、６月の豪雨災害を受

け、緊急防災体制について再度学校と協議を行い、児童生徒の安全確保を最優先に考

え、休校等の措置を実施することを確認しております。その際の保護者への連絡体制に

ついても、確認の徹底を行うよう指示しているところであります。 

以上、松本議員の質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の松本議員のご質問に答えさせていただきます。 

まず、ＴＰＰ関連に伴う我が町の農林業への影響についてのご質問がございました。

ＴＰＰ交渉につきましては７月末にはハワイで開催され、予定ではここで大筋合意に至

るということになっておりましたけれども、非常に合意に至るような様子にはなりませ

んで、又、我々にも詳細な話が聞こえてこない。要するに中途経過を一切報告しないと

いう、そういうことでございますので、漏れ聞こえてくることが報道されるような状態

でございます。そういった非公表でございますので、次回の会合の日程もはっきりして

いない模様でございます。このように交渉が合意に至っておらず、結論が出ておりませ



 

－11－

ん。交渉が終わって結論が出た時点で、改めまして、国からの対応が出されるものと思

われます。 

したがって、ＴＰＰ交渉の合意がされた後にその内容をよく精査いたしまして、合意

の中において、苓北町の農林水産業に関連し影響があるものであれば、国・県とも協力

をしながら全力で対策を考えてまいりたいと思いますし、漏れ聞いているところにより

ますと、国内でＴＰＰ交渉の結果、影響がある業種については国も何らかの対応をする

というようなことでございます。又、交渉の結果により、農地や山林の荒廃に拍車がか

かるようなことでもありましたならば、これも又、例えば耕作放棄地の解消、あるいは

山林の整備等について全力で対応を考えてまいります。 

以上、ちょっと説明が深いところまでいかなかったわけでございますが、我々が知り

得た情報の中で答えさせていただきました。終わります。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。松本君。 

○１番（松本良人君） それでは、第１点目の教育委員会のほうから随時説明をさせて

いただきたいと思いますが、まず、いじめ問題についてでございます。 

事例の報告はないと言うことでございます。まず、安心をしたところでございます。

アンケートや教育相談、又は生活ノートの活用により実態の把握、あるいは教育相談の

実施等が行われて、学校全体においても推進体制委員会等も設立されまして、そういっ

たことで解消されていると。 

そういったことで、いじめ防止については随時取り組んでおられるということでござ

いますが、実はある中学校におきましては、先程申しましたいじめによる自殺ですが、

教員との連絡ノートのやり取りやその子どもさんからの何回となくＳＯＳのサインらし

きものが送られていた。これはお一人亡くなられた件でございますけれども、いじめの

実態は校内では少なからず感じておられたにも関わらず、手を打っていなかった。又、

過去のもろもろの事件でも報道等によりますと、学校、教育委員会は、その実態を把握

していないケースがあったり、又、あったにしても「わからない。知りません」と事を

隠す傾向にあるんじゃなかろうかと思います。そういったことがテレビ等で大きく取り

ざたされているものを感じたところでございます。 

苓北中学校におきましても素晴らしい組織づくりをされ、いじめ防止に取り組んでお

られますが、確実にその機能を十二分に活動し、実行される、するということでよろし

いのでしょうか。教育長にその信念を再度お尋ねをいたします。 

続きまして、非行の有無についてですが、この件についても非行の事例はないという

ことですが、この点も先に申しましたとおり、学校現場と連絡を密にして、更なる未然

防止に努めていただきたいと思います。又、答弁の中で、生徒会活動、部活動等を通し

てということでございましたが、部活動は旧都呂々中学校は全生徒が入っておりまし



 

－12－

た。これは私、地元が中学校は都呂々でございますので、そのように見受けておりま

す。そのため非行という言葉すら忘れがちでございましたけれども、新生中学校でも全

生徒、どこかの部に入っているということでしょうか、お尋ねをします。 

それからもう１点、携帯電話やスマートフォンの所持許可の有無を教えていただきた

いと思います。 

部活動でございますが、部活動については、サッカー・ハンドボール・ソフトテニス

と県大会に出場ということで、大変輝かしいことだと思っております。ただ、残念なの

は１回戦突破が１つもなかった。合併するまでは、サッカーの坂瀬川においても都呂々

においても、１回戦の突破は通常のような感じでやったとったわけですが、そこら辺が

なかったのは非常に残念だと思っております。 

練習場について再度お尋ねをいたしますが、校外、学校外での施設での練習種目を教

えていただきたいと思います。もしあるとしたら、バスや交通手段をどうしておられる

かお願いしたい。それから雨の日や小雨の日の対応はどうか、これは学校外です。よろ

しくお願いいたします。 

それから４番目の件でございますが、答弁によりますと、徒歩の他はスクールバスと

自転車通学となっております。聞くところによりますと、スクールバスと自転車通学は

完全に二分されていると聞いておるところでございますが、前回の説明の折でも、この

ような説明がなされていると記憶をしております。完全に二分されているということ

は、年度当初スクールバスで通うということであれば、常にスクールバスを利用しなさ

いと、自転車通学は常に自転車通学ですよということでございますが、私、この件につ

いてもかなりご意見を差し上げたんですが、その後もこのままでいっとるのか、変更は

ないものか、お尋ねをいたします。 

○議長（山本政人君） 質疑中ですが、松本議員は一問一答方式を選択されています。

どうです、１つの質問に対して回答をいただくというほうがよりわかりやすいのではな

いかと思いますが、どうですか。 

○１番（松本良人君） はい、それにさせていただいてよろしいですか。 

○議長（山本政人君） はい。 

○１番（松本良人君） それでは、４番目までして、５番目を最後にしますね。 

○議長（山本政人君） はい。 

○１番（松本良人君） 冬場になりますと日没が早くなります。街灯の設置箇所の点

検、不足箇所、そして通学路の様子、現状等は把握をされておりますか。 

以上、ひとつすみません、４点についてご質問いたします。よろしくお願いします。 

○議長（山本政人君） 教育長。 

○教育長（芦塚博昭君） まず、いじめの問題ですけど、生活ノートなんかで出てきた
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場合、先生が１人で抱えないで学校全体で対応するということで、先程言いました推進

体制委員会に諮って、みんなで学校全体で対応していくということを指示しております

し、又、何かあったらすぐ私のほうに報告をするようにも指示しております。 

それから部活動の加入状況ですけど、全生徒２０２名中１８２名が入部しております

ので９０.１％となります。 

それからスマートフォン、携帯電話の所持についてですが、学校での持ち込みは禁止

されておりますが、所持については禁止されておりません。所持率は、平成２６年度の

調査によりますと、スマートフォンが１９.６％、携帯電話が６.５％で、合わせて２

１.６％となっております。 

それから、県中体連の今年度の１回戦の敗退ですけど、去年は３中学校はどこも中体

連に行っておりません。そういう状況で、今年は３つ行きましたので良かったのかなと

考えております。 

○町長（田嶋章二君） 郡の予選ば通過したちゅうことを、言わんばつまらんちゃなか

か。 

○教育長（芦塚博昭君） はい、そうです。予選を通過していったのが、３つの部活動

であります。 

校外の部活動ですが、現在サッカー部がコミセングラウンドで、剣道部が武道館で練

習を行っております。それ以外の部は、苓北中の学校施設を利用するようにしておりま

す。サッカー部やハンドボール部の希望により、坂瀬川グラウンドや旧坂瀬川中学校グ

ラウンド、都呂々小学校体育館の使用についても了承しております。又、部活動の練習

場所への移動につきましては、自転車での移動や雨天時には保護者の送迎をお願いして

いるところです。 

それから、スクールバスの件ですけど、当初は１学期ごととかということで考えてお

りましたが、学校の判断に任せて、要するに１ヶ月でも１週間前でも変更がきくように

していいよということで指示しております。 

それから街灯の件ですが、現在、通学路の危険箇所等について各学校から報告があ

り、天草警察署と現地を調査する予定にしております。ご指摘の点につきましても一緒

に点検をしたいと考えております。以上です。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりましたが、ここで、これからは一問一答式で。 

なお、議員ご承知のとおり、１案件については３回までという規則がございますし、

よろしくその点はご了解をいただきたいと思いますし、又、発言は明確に、簡明に行っ

ていただきたいということをお願いをいたします。 

それでは、松本君。 

○１番（松本良人君） １番のいじめ問題についてでございますが、是非組織自体、委
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員会も含めてひた隠しのないように、そして学校現場と、たまには現場サイドにも出て

いっていただいて、これが一番問題でございますので、どがしこ組織をつくっても動い

ても、その後の活用がないとその効果が得られません。是非ともそこら辺を入念に行っ

ていただきたい。この件についてはそれで良いと思いますが。 

続きまして、２番目の非行の件についてでございます。 

部活動には９０.１％ということでございます。かなり入っておられると思いますけ

れども、できたら部活動あたりも旧中学校２校についてはほとんど１００％ということ

でございましたので、そういった非行がないように全員部活に入っていただくというよ

うなことで指導をお願いしたいと思います。 

それから、携帯電話・スマートフォンの所持許可の有無でございますけれども、携帯

電話はまあまあやむを得ないかなということでございますが、スマートフォンにつきま

しては、かなり教育に影響するようなことがあるとじゃなかろうかとそう思います。良

い点悪い点、メリットはありますけれども、これが悪い点に利用されたら大変だなとい

う点がございます。学校やご家庭でもですが、真剣にその使い道を見守る必要があるん

じゃなかろうかと思いますが、その点いかがでしょうか、再度質問をいたします。 

○議長（山本政人君） 教育長。 

○教育長（芦塚博昭君） 携帯、スマートフォンの件ですけど、学校には持ち込みは禁

止されております。ただ、家庭では多分使っておると思いますので、使用について学校

として各家庭に使用の方法を徹底したいと考えております。 

○議長（山本政人君） 松本君にお断りをいたします。 

先程、一問一答３回が限度ですというふうに申し上げましたが、このことについては

制限はございませんで、１時間の範囲以内でやっていただくということでございます。 

それでは松本君。 

○１番（松本良人君） スマートフォン等の使用については、是非ひとつ学校のほうか

ら家庭あたりの連絡を密にしていただきまして、効果のある使い方、もし禁止が駄目な

らば効果のある使い方を指導していただくように、ひとつよろしくお願いをいたしま

す。 

それから、部活動に関してでございますが、聞くところによると雨の日が大変じゃな

かろうかと。校外の施設へ行くときに、それに自転車から行っておると。特にサッカー

に関してはコミセンではできないんで坂瀬川まで行っとると、雨やけんですね。なぜ、

そのグラウンドがあって、グラウンドは雨の日でも使わせられないのかなあと。私が若

いときに野球なんかしよって、試合があっとって雨が降っても中断されることはなくて

使いよったと。グラウンドも水はけが相当良かったので、そのまま使っていたケースが

あるわけですが、これはグラウンドの使用の規定の問題もあろうと思いますが。雨の日
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あたりは、できればスクールバスなんかもあるわけですから、そこら辺の有効な活用は

ないものか。 

それから、ハンドボールあたりも多分外でしよっとが、雨の日に都呂々の体育館に行

くとじゃなかろうかと思います。そのとき、やっぱり濡れて行って、又、濡れて学校へ

帰って来なきゃいかんと。今の時期は夏場でございますので、かなりの無理もききます

けれども、寒い時あたりは、やはり結構風邪ひきとか何かが出てくるんじゃなかろうか

と。そこら辺、教育長、要するに雨の日の坂瀬川に行って帰って来る。近いところは雨

やけん使わせん、遠かところは雨やったちゃ使われるということの矛盾の中で一所懸命

頑張る子供たちのために、どうか良い手立てがないものか、再度質問いたします。 

○議長（山本政人君） 教育長。 

○教育長（芦塚博昭君） コミセンのグラウンドが使えないのは、多分管理者がそうい

うことを言ってると思いますので、一応管理者と話し合いを行いまして、どうか使用で

きないかという方向で持っていきたいと思っております。 

又、スクールバスは統合時の保護者の説明会で、部活にはスクールバスは使いません

という確認をしております。だから、今のところ部活動にスクールバスを使う予定はあ

りません。以上です。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） やはり、車は据えとったっちゃ価値観が減っていきます、スク

ールバスですね。ある品物は有効に使うというような手立てを、是非取った方が良いん

じゃなかろうかと。学校の都合、委員会の都合で、やはりそういった決まりも出てくる

かと思いますけれども、やはり要は生徒が主体です。生徒が主体というのを絶対忘れち

ゃいかん。そう思いますので、再度研究していただいて、ひとつここに「雨の日はどう

なっとるか」という先程のお尋ねの中には、保護者が送迎をしているというようなこと

もございましたけれども、学校の教員と一緒になってするのに保護者が入っていって、

又、その保護者が手伝いするというのは、ちょっとおかしなこの頃の風潮じゃないかと

思いますので、そこら辺、学校ですっとは迎えに来て良かですばってん、私たちが連れ

て行きますけんとかいうようなことで、十分人間性のある学校の教育の方針を打ち出し

ていただきたい、そう思っておりますがどうですか。 

○議長（山本政人君） 教育長。 

○教育長（芦塚博昭君） スクールバスの件につきましては、もう１回研究をさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） それでは、そういったことでスクールバスの部活での利用とい

うのも検討するということでございますので、ひとつよろしくお願いします。 
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それでは、４番目の通学の手段でございますけれども、この件についても私、最初か

ら相当懸念をいたしました。というのが、私もちょっと遠く離れたところで、その頃は

産交バスがありました。「雨の日やっけん、濡れろば風邪ひくけん、きょうはバスで行

かんかい」と１５円くれよられました親が。それを持って車で行くと。私は都呂々です

ので、木場地区あたりの状況を見ますと、ほとんど中学生になれば自転車通学でござい

ましたけれども、木場からはバスが満杯してバス通学。水産高校に通われていた水産高

校生の皆さま方もほとんど自転車で通われておりましたけれども、雨の日、寒い日、そ

ういったときにはやはりバスを使うと、それから病気の日。そういったことでございま

すが、これも先程申し上げましたが、学校が都合の悪かか統制が取りにくいか、そうい

ったことで多分月初め、週初めに言うとけばその時の１週間は自転車の人もバスで良か

よとかというような決まりだろうと思いますけれども、そこら辺、ちょっと教育現場本

位になっているのじゃなかろうかと思います。 

是非、そういったことを踏まえて、子供たちの安全確保、健康確保、そういったのを

考えてしていただければなと思います。 

まだ例を挙げますと、夕方「きょう雨の降るごたるよ。帰りがけに雨の降るごたるけ

ん、お前たちはもう自転車置いてバスで行け。又、バスで帰ってけえば良かやっか」と

か、あるいは「お前たちが来るときは、風も吹かんじゃったどばってんが、相当風が強

いので事故があればいかんから、もう帰りには自転車で行かんな」というような、そう

いった心の通う教育、それは絶対やはり求められることじゃなかろうかと思います。教

育長のお考えはどうですかね。 

○議長（山本政人君） 教育長。 

○教育長（芦塚博昭君） スクールバスの登下校については、中学校のほうで一応把握

してもらっておりますので、中学校のほうと相談して、そういうことが可能かどうかし

たいと思います。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 前向きで、学校のほうの指導をよろしくお願いします。 

それから、５番、災害発生時の緊急防災体制でございます。 

防災体制につきましては、学校との協議の上、体制強化に努められているということ

のご回答でございました。そして又、この件に関しても指導監督をぴしゃっとしていた

だきたい。報告とか何じゃなくて、もう教育委員会として指導監督を良くしていただき

たい。 

それから、先の集中豪雨の折に、一部の父兄の方から「交通止めが生じたので、今日

は来てもよかっでしょうかい、来んちゃよかっでしょうかい」と学校のほうへ問い合わ

せたところ「休ませてもよかですよ、学校に来てもよかですよ」というような曖昧な返
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事が学校からあったと聞いております。 

この件につきましては、先の会議におきましてもお伺いをいたしましたが、委員会の

回答とご父兄のお話の中に食い違いがありましたので、再度お尋ねをいたしましたが、

再度見直して学校と協議を行って安全確保等考慮され、学校等の措置や保護者の連絡体

制について徹底を図るというようなところでございますので、是非そういったところを

実行していただきたい、そう思っております。 

又、もう１つ先の集中豪雨の事例でございます。この件につきましても、あるごとに

申し上げておりましたけれども、場所は国道３８９号線の通称竹の迫というところでご

ざいます。現在、片側通行になってる付近でございますけれども、集中豪雨の当日子ど

もを車で送って行ったと。ところがその前に通学バスが行ったと。自転車通学の方です

ので、バスに乗せられんじゃったから車で送って行ったと。ところが、バスが出た後に

崖崩れがあって通られんじゃったと。ややもすると、通学バスにしろ、そのご父兄の方

にしろ、又、その間に何台かの自家用車とかあったわけと思うわけでございますが、た

またま幸い落石に遭わんじゃったと。そこに数秒、数分の間じゃなかったかと思います

けれども、通学路の問題につきましては、統合前にも事あるごとに国道３８９号線の問

題、又、狸河内線の問題につきまして出しながらずっとお願いをしてきました、私。今

後、そういった事故防止についていかがに対応なされているのか、お答えをひとつよろ

しくお願いしたいと思います。 

○議長（山本政人君） 教育長。 

○教育長（芦塚博昭君） ６月１１日の豪雨での国道の災害箇所につきましては、早期

復旧を広域本部の土木部にお願いをしております。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 教育事務所とか、そこら辺のもろもろの機関にお願いしてある

ということでございます。この件は、国・県に対する要望の案件でございます。今後の

対応として、どう町でお考えになっておられるのか、もし事故があった場合の責任問題

も含めて、町長にお尋ねをいたしたいと思います。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） この件は、以前からもいろいろ議題にも話題にもなっておりま

す。とにかく崖崩れの常習地帯でございまして、先だって、昨年、大きな被害がござい

ました。そこで災害復旧をやったところまで、今回又、崩れているということでござい

ますので、広域本部あるいは県に対しましては、抜本的な対策を練っていただくよう

に。例えば、平成５年の大雨のときずっと長期的な大雨がありました。あのときは、ち

ょうど苓北陶石の先あたりが大崩れをいたしまして、あれは徹底的な法面工事をやって

いただいております。ああいう状況をやはり考えていていただかなければならないのか
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なと、そういう思いで県にはお願いをしているところでございます。 

なお、つい最近も昨日ですが、国県道の総会がございましたので、その折も道路整備

に関連があるので、その国道３８９号線の崩壊については抜本的な対応をしていただき

たいという、再度お願いもしておりますし、県のほうもなるだけ早く抜本的な対策を考

えていきたいという考えておられますが、財政的な問題もいろいろありまして、そこの

ところ、いついつまでにというお答えはまだいただいておりません。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 抜本的対策がないまま進んで、いつまで進むとかわからんわけ

でございますけれども、例えば、今、石炭灰を町で有効に使うということでいろんな施

策がされております。ちいったこら無理じゃなかろうかという点まで突っ込んだ灰の利

用あたりも行っておりますけれども。これは国・県の問題でございますが、例えば、あ

そこの路面高を１０ｍぐらい石炭灰で盛って、それがエコアッシュの製品で盛って嵩上

げをすると。あるいは１０ｍ、１５ｍも無理はないと思うとですよ。是非、これは灰を

どこに持って行くか、捨てるというのもなかなか進まないでいろんな問題も出ておりま

すけれども、道路に使うとか、あるいはあそこは下に流れても九電の敷地にしか流れん

ですから、とても良い場所でもないかと思いますが、そういった大きな考えでもって、

是非国道３８９号線の改修と重ねて国あたりに要望をしていただくよう、町長に切にお

願いを申し上げておきます。よろしくお願いします。 

それから、委員会の問題はこれくらいにいたします。ありがとうございました、教育

長さん。 

２点目の農林関係でございますが、確かにＴＰＰ問題につきましては、町長のご報告

のとおり、各国の思惑の中でなかなか進展がないという状態にあります。交渉の合意の

後に精査の上で対応していくという報告がありました。当然のことと思っております。 

実は、ここ苓北町におきましては、長崎との経済圏の確保の柱として長崎・苓北間に

素晴らしい高速船が就航し、営業開始をいたしております。又、富岡城周辺整備も着々

と進められて歴史資料館等も開館し、観光の町として発展していくものと期待をしてお

ります。特に、私たちに、キリスト教について、余りここがということで知らなかった

分野まで幅広く調査をしていただいて教えていただいたということに敬意を表するとこ

ろでございますが、ありがとうございました。 

又、漁業面においても、マグロの養殖が町長の目標として掲げられて、志岐漁港あた

りを拠点として順調なペースで進んでおります。苓北町に大きく期待をするところでご

ざいますが、そういった中でＴＰＰ問題が浮上してまいったわけですけれども、このＴ

ＰＰ問題が出たにせよ出なかったにせよ、苓北町で経済を支えている最大の産業は農林

漁業だと考えております。 
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先の田嶋町長の選挙公約の中で１万人構想を掲げられ、見事当選をされましたけれど

も、増えるどころか年々減る一方、もうそろそろ町内の人口も上向きになるのではない

かと今現在、期待をしているところでございますけれども、なかなか思うようにいかな

いところでございます。 

只今申し上げましたとおり、長崎との経済圏の維持をはじめ、観光、漁業、素晴らし

い発想のもとに数々の施策が進められておりますけれども、農業の施策につきましては

目立った施策が感じられません。農林業の新しい施策、新しい構想があればお聞かせを

いただきたいと思います。ＴＰＰ交渉あるなしに関わらずですね。 

又、ＴＰＰ交渉の結果により、農地の荒廃やその他に拍車がかかるようであれば、

年々農地や山林が荒廃しておりますけれども、そのときに考えようということでござい

ます。この件についても、災害の発生を含めてＴＰＰ問題があるなしに関わらず、町に

おいてこの対策は絶対に必要だと思いますので、この件についても併せてお伺いをいた

します。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 農林漁業が町の基幹産業であるということは、もう言うまでも

ございません。そして、農業について今まで町が施策を行ってきてないというようなご

発言がございましたが、私どもの取り組みとしましては、まずは後継者不足というの

は、もうこれは何十年も前から話が起きておりました。その後継者をつくっていくとい

うのは大事なことなんですが、とりあえずそれを機械化で賄っていくということで、例

えばレタス栽培においてレタスの出荷の折に２時３時までかかると。このことには機械

化によってレタスの包装機を町も非常に大きな補助率を使ってやりました。そこで９

時、１０時には終わるということで非常に農家の方にも喜ばれておりますし、そういっ

た面でその後次々と機械化が進みまして、だいぶ省力化に貢献をしております。その結

果が今のレタスの非常な好況に繋がっていると考えております。 

そういった意味で、最大限の農業についてのバックアップ体制は敷いておると。これ

は生産者の方がしっかりと把握をしていただいていると感じているところでございま

す。 

又、新たな農業というのは、今ある苓北町の農業、非常に良い結果が出ておりますの

で、これを更に良くなるような支援策も今後考えていかなければならないと考えます

が、やはり私が今回の１月の選挙において投票はございませんでしたが、政策のお約束

をいたしました。その中において、今後は新しい農業も考えていかなければならないと

いうことも申し上げております。 

具体的に申し上げますと、今オランダが花よりもトマト、葉物を中心に６兆円ほどの

輸出をなさっておられます。日本の１０倍ぐらいです。これは主にガスと水耕栽培、こ
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れを合わせた中で、例えば葉物だったら年間に１３回ぐらいは収穫ができると。だから

我々のところのレタスも、そういう手法が使えれば非常に大きな効果があるのではない

かと思っております。 

特にＣＯ２を含みますと非常に効果があるようでございまして、ハウスをつくった中

で苓北火電から出るＣＯ２を十二分に使えれば、これは大きな成果が出てくるのではな

いかと。まだ、今のところは夢物語なんですが、例えばＴＰＰ交渉で農業に痛手が出て

くるということであれば、随分前のＧＡＴＴ（ウルグアイ・ラウンド）では、６兆１０

０億円の補助金を出しました、国が。これは農業が疲弊するということを恐れて出した

わけでございまして、そういった意味で、ＴＰＰで日本の農業に不利益をもたらすとい

うことになれば、日本国も是非絶対に対策を行うということでございますので、その補

助を使ってやってみたいと考えているところでございます。ただし、余り我が町の農業

に影響のないようなＴＰＰの合意を期待をしているところでもございます。 

そういうことで、新たな農業は今後そういった意味で新しい技術も使いながらやって

いく農業、幸いにＣＯ２をたくさん出すから石炭火力は良くないんじゃないかという話

も聞いておりますが、それを十分に生かした中で農業ができれば、非常に素晴らしいこ

とになるんじゃないかなと考えております。 

ちなみに、発電所から出る大気については、今、技術的にはＣＯ２の分離ができるよ

うになっておるようでございます。これを一般的に使う技術を早く確立ができないかな

と思っているところでございます。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 質問が悪いのか、回答が悪いのかわかりませんが、あと３分ぐ

らいしかございませんので、ちょっとだけ時間を延ばしていただけばなと思いますけれ

ども。 

実は、農業とか何かにいろいろ金をかけてあると、それで結構かけておりますよとい

う町長のご回答でしたけれども、やはりそれは行政の一環として漁業にもかける、農業

にもかける、それは当然だと思いますので、今日はそういったことはお聞きをいたして

おりません。今後どうするかの問題でお聞きをいたしておりますので、そこら辺は町

長、あしからずお願いをいたしたいと。 

近隣の市町村におきましては、どうもその施策が思い立ったことがないようでござい

ますので、２点ほど提起をいたします。近隣の市町村では、農業を守る、又、地域を守

る施策が現在の状況において数々のいろんなことで行われております。そこら辺、調べ

ておきましたけれども、ある市におきましては、農業従事者の高齢化や後継者不足によ

りまして、やはり農地の耕作放棄地の増加が懸念される中にオリーブを活用した取り組

みを行い、１次産業から３次産業までの施策として近隣の高校までも巻き込んで、その



 

－21－

取り組みがなされております。その中に、私たちの町にあります旧苓洋高校もそのメン

バーの中に入っているようでございます。そういったことで、大きな計画を打ち出して

あると思います。 

ちなみにオリーブオイルのことを申しますと、現在の健康食品の中で大きな話題とな

っております。最も体に良いとされまして注目を浴びている。このオリーブオイルの中

にはオレイン酸というやつが最も多く含まれておりまして、悪玉コレステロールを取り

除いていくと。これにより動脈硬化あるいは心臓病、高血圧に大変効果的だといわれて

おります。更に抗酸化作用もありまして、認知症や老化に期待できると、脳の老化にで

すね。そういった現代人の私たちの人体に非常に有効な数々の成分を多く含んでおりま

す。非常にバランスの取れた食材として、現在あらゆる分野から注目されております。

しかしながら、このオリーブ油がなかなか高価で、我々一般家庭の食卓にはなかなか手

が届かない。あってもふんだんには使えないという代物でございますので、こういった

ことに取り組めんかなということ。 

それからもう１つ、健康食材の１つに大豆がございます。先程申し上げましたオリー

ブ油と同じような体に優しい様々な成分が含まれております。昔から畑の肉と言われて

きております。特に、近頃は黒大豆・青大豆に注目があって、都呂々地区でも老人会の

方々に黒大豆・青大豆の作付けを。 

○議長（山本政人君） 松本君、発言途中でありますが、時間に達しました。簡潔明瞭

にお願いをいたします。 

○１番（松本良人君） はい。大豆の栽培とかオリーブの栽培については、荒廃地の利

用が大いに良いようでございますので、そこら辺、是非町も考えていただいて考慮して

いただいて、荒れた畑あるいは荒れつつある畑を十分に活用されるという意味で、そっ

ちのほうもご検討をいただきたい、そう思います。よろしくお願いします。 

○議長（山本政人君） これで、松本良人君の質問を終わります。 

ここで１０時５５分まで休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時４１分 

再開 午前１０時５５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） それでは、休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

通告２番、野﨑幸洋君。 

○７番（野﨑幸洋君） 通告２番、７番議員、野﨑です。通告しておりました２点につ

いて質問いたします。 

まず、監査委員さんから報告された平成２７年４月実施の随時監査における結果公表
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書の意見書の内容について、お伺いをいたします。 

今年６月定例会において、平成２７年４月に３日間にわたって平成２６年度中に竣工

した８件の工事についての随時監査が実施され、監査委員さんよりその結果についての

意見書が公表されました。 

その意見書を朗読しますと、「①富岡城跡百間土手整備工事の工事内容の変更につい

て。（ア）設計図書に誤りがあり、それを修正して設計図書変更による設計内容を変更

した部分。（イ）施工上の現場条件等により変更した部分があり、数量変更に併せて工

事費積算内訳書の変更を行っている。（ア）に係るものとしては、築地塀工事分の工種

数量等の計上誤りに伴う工事金額の誤り。（イ）に係るものとしては、築地塀の施工延

長、石垣の形状、道路舗装工等の数量変更等があることが確認された。本工事の積算の

誤りについては、工種数量を誤って計上積算し工事を発注していたが、施工中に受注業

者から数量の誤りを指摘され、積算をやり直したとの説明があった。このことからも、

工事発注前に十分な確認作業が行われていないことや、町のチェック体制が機能してい

ないことが推測される。設計図書の変更処理の経過と事務処理の在り方についても、設

計図書の変更通知が発注者側から受注者側に、苓北町公共工事請負契約約款第１９条に

基づき行われている。しかしながら、これに至った協議が協議簿という制度がありなが

らなされていない状況にある。いつ誰がどう処理すべきかを協議し、どのように処理す

るよう指示回答したという記録は非常に大事であるので、きちんと保管すべきである。

②その他の工事についても、聞き取り調査の結果、対象とした工事の内で単独工事や起

債対象の一部の工事において、これまでと同様に見積り、施工単価における単価の決定

にばらつきが見られ、諸経費の減額調整が行われていた。しかし、平成２６年６月４日

付けで、公共工事における品質の確保に加えて、担い手の中長期的な育成・確保のた

め、受注者の適正な利潤が確保されるよう法改正がなされているので、減額調整をしな

いよう再確認をされたい。工事を発注する部署は違っても各課とも統一した考え方で公

共工事の発注を行われるよう求める。 

設計業者への指導について。設計を請け負った業者は、委託費を受け取って業務を委

託していることから、納品をする前に十分な確認を行うよう指導されたい。今回のよう

なことがあれば行政に対する信頼を損なうことから、責任を明確にし、適正な対応を講

じるべきと考える。 

チェック体制について。設計図書の誤りや脱漏の理由として考えられるのは、設計内

容の確認や研さん等のチェックを十分しないままに工事を発注したことにあると思われ

る。設計図書に誤りがあった場合、発注者である町の責任は大きいので、職員個々の資

質の向上は当然のことであるが、工事の発注前に気付くチェック体制づくりが求められ

る。 
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まとめとして、今回の随時監査では、未だに諸経費の減額調整を行っていたり、担当

課次第で見積単価の採用等においてばらつきがみられるなど、統一した工事積算や変更

処理がなされていない状況が確認された。又、担当職員の各種研修の在り方について

は、専門的な知識の習得と技術者育成に取り組まれるよう要望してきたが、短期間での

技術者養成は難しい状況なので、今後は工事発注の担当課ばかりでなく課を越えた複数

の職員体制によって工法等の検討を行い、工事費の研さん、チェック体制を整備し適切

な公共工事の積算と発注に努めるべきである」と、このように監査委員さんから幾つも

の問題提起と改善すべき点が提言されております。 

今回この問題についての原因と今後の再発防止について、何らかの対策を立てられた

のかお伺いをいたします。 

次に、町有施設の維持管理と再利用について質問いたします。 

現在、町が所有している町有施設において、経年劣化により維持管理を行っていくの

が困難な施設が増えてきているように見受けられます。例えば、今年度４月に町内３中

学校が統合されましたが、都呂々、坂瀬川地区にある各中学校、校長住宅や教員住宅な

ど。又、既に廃校になった都呂々木場の元教員住宅においては、何年も居住者がなく、

廃墟同然になっている施設があります。現在入居者が無くても教員住宅など、まだ使用

できる施設は、教員あるいは一般の町民の方へ貸し出しされるとは思いますが、今後は

老朽化が進むことにより改修が必要な施設が増えることが懸念されます。 

坂瀬川においては、今回の中学校統合により公民館と役場出張所が移転する計画にな

っておりますが、移転後、現在の坂瀬川公民館は老朽化が激しく建物が大きいため、改

修解体するにも莫大な費用が必要になると考えられます。 

今定例会に監査委員さんから提出されております平成２６年度決算審査の意見書にも

同様のことが書いてありましたが、「町有施設である斎場の屋根や外壁など経年劣化に

よりコンクリートの剥離、ひび割れなどが見受けられる。町民への安全を第一に考え、

又、費用の面からも建て替え、解体処分を含めた長期的な視野に立って対応されたい」

との意見書が提出されております。 

このように、今後町はつくるだけではなく、町有施設の特に規模や維持管理費用が大

きなものについては、解体、建て替えなどを視野に入れ、長期的な計画の中で予算を確

保しておくべきではないかと考えます。老朽化した町有施設の今後の維持管理、又、再

利用について、どのように考えておられるのかお尋ねをいたします。 

以上、自席での再質問をさせていただきます。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の野﨑議員のご質問にお答えをいたします。 

随時監査の結果として公表されました意見への今後の対応に対するご質問でございま
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すが、まず百間土手石垣整備工事につきましては、工事費の積算に誤りがあったことが

発注後に判明をいたしました。発注前の設計図書のチェックが甘かったと言わざるを得

ないと考えております。今後は、発注前に十分なチェックを行うよう指示をいたしまし

た。 

又、工事の内容に伴う協議簿についてのご指摘がございました。変更指示や材料協議

など、必要な都度、協議簿を作成して上司の承認を得るように、これも指示をいたしま

した。これは役場職員としては当然やるべきことでございますので、厳しく指示をいた

していきたいと、今後もチェックをしていきたいと考えております。 

更に、町単独工事における諸経費の調整につきましても、一部の課で行われていたと

のご指摘もございましたが、公共工事における品質の確保に関する法律の一部改正、只

今質問の中でご指摘がございました法律でございますが、施行されたことに伴いまして

単独工事におきましても受注業者の利益を適正に確保し、技術者、技能労働者等の育成

確保に努めなければならないとする法律の主旨を遵守し、諸経費の減額調整等は一切行

わないことといたしました。 

見積り単価の採用につきましても、見積書徴収依頼先は３社以上とし、製品単価につ

きましては、見積りの異常値を排除した平均価格を採用すること、工事の施工歩掛につ

いては、同じく見積りの異常値を排除し、最低額を採用することといたしました。 

今後は、以上の件について全部署統一した考えの下で取り組むことといたしました。 

次に、町有施設の維持管理に関するご質問がございました。 

野﨑議員のご質問の中にありました教職員住宅につきましては、現在利用できるもの

につきましては、一般に貸し出すなど有効利用を図っているところでございます。特に

具体的にご指摘があった木場地区の旧教職員住宅跡につきましては、現状のままの払い

下げについては希望者がございませんでしたので、今後は解体の方向で検討したいと考

えております。 

現在の坂瀬川公民館の建物につきましては、跡地も含め、現在公有財産利活用等検討

委員会をつくり、今後の活用策について検討をしているところでございます。なるだけ

早く結論を出すように指示をいたします。 

町有施設の総合的な管理の面では、公会計制度の中で固定資産台帳を整備したところ

でもあります。来年度は、公共施設の総合管理計画の策定を予定しておりますので、そ

の中で個々の施設について、具体的にどのようにするか検討を行ってまいります。 

そういった中で再利用の見込みのない施設につきましては、解体、跡地の譲渡、引き

続き活用するものにつきましては修繕費用等が発生してくるかと考えられますので、振

興計画の中に盛り込み、計画的に執行していきたいと考えているところでございます。 

以上、野﨑議員のご質問に答えさせていただきました。 



 

－25－

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 協議簿についてですけども、先程町長のほうから厳しく指導を

行っていくということでご答弁いただきましたが、工事をやるに当たって多少の設計変

更や工種数量等の変更、これが起こり得るのはやむを得ないことだと思っております。

しかし、誤りに気付いて設計図書を変更する事務処理の在り方について、協議簿がある

というのにもかかわらず、その制度があるにもかかわらずされていない状況というの

は、これは問題と思いますので、これは厳しい中での指導をよろしくお願いしたいと思

います。 

それと減額調整についてですけども、これも単独工事や起債対象の一部工事でこれま

でと同様に見積り、施工単価における単価の決定にばらつきがみられ、諸経費の減額調

整が行われたということですけれども、先程言われましたように平成２６年６月４日付

けで法改正がなされているわけですね。それにもかかわらず、今回も減額調整を行って

いたということ、これもまた問題だと思いますので、指導の上での各課統一した部分で

の調整といいますか、その再確認と指導をよろしくお願いしておきたいと思います。 

今回のミスの１つに挙げられるのは、設計業者のミスも１つ、原因に挙げられるもの

と思いますけれども、この設計を請け負った業者は委託費を受け取って業務を委託して

いるわけですけども、納品する前に十分な確認を行うよう指導すべきでありますし、今

回のようなことがあれば、行政に対する信頼を損なうことから、責任を明確にし、適正

な対応を講じるべきと考えております。 

今回、その設計業者の方に対し、何らかの指導を行われたのかお尋ねをいたします。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 今回の設計業者につきましては、反省文と申しますか、顛

末書を提出いただきまして、今後は適正な設計をするというか、納品をするようにとい

うことで指導をしております。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） こういった工事関係のミスにおいては瑕疵責任等が発生する工

事等もあるとは思うんですけども、今回の場合はそういった瑕疵責任等まで発生するよ

うな事案ではなかったのかどうかをお尋ねをいたします。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 今回の事案では間違いが見つかったときに、いわゆる減

額、増額で設計変更を行っておりますので、瑕疵責任については発生しておりません。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 今回の大きな原因としては、設計内容の確認や研さん等のチェ

ックを十分しないままに工事を発注したことに原因があると思われますけども、そのチ
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ェック体制を整えるには、専門的な知識と技術が必要とされると思いますけども、職員

さんも通常の仕事で手が回らないことも多々あると思います。 

中には専門的な知識を持った職員もいらっしゃいますが、その他の職員さんでは、い

ざ自分の課で工事を担当しなければならなくなった場合、完璧に工事内容をチェックす

るには無理があると思います。ですから、そしてまた短期間での技術習得というのは非

常に難しいと思いますので、今回、私のこの質問の中で一番言いたいことは、今後工事

発注の担当課ばかりでなく、例えば専門的な知識を持った人を採用し、課を越えた複数

の職員体制によって工法等の検討を行って、工事費の研さん、チェック体制を整備し、

適正な公共工事の積算と発注に努めるべきだと考えますが、町長、その点の採用方法に

関して、どうお考えでしょうか。 

○議長（山本政人君） 副町長。 

○副町長（松野 茂君） 今回のチェックミス、これに関しましてちょっと私も最初か

ら設計書を持ってこいというようなことで、一応見させていただきました。その中で、

今、野﨑議員がおっしゃったように専門的な知識を有するようなミスではなかったと感

じております。やはり図面と数量表、これをチェックするだけの話で数量を間違ってい

たというようなことでございます。担当全部、課長、担当を呼びまして、今後チェック

体制をどうするかと、先程教育課長がお答えしましたように、現実的に、これは再度２

人でチェックをすればチェックミスはなかったというような判断をいたしております。 

そういったことで、本当に専門的な建築とか、そういうのを要する場合におきまして

は、やはり委託業者に頼んでおりますので、その辺については専門家にお任せをして良

いのではないかと思って、今後専門的な場合は野﨑議員が言われる「専門家」というの

がどこまでの専門家ということの判断もありますが、そういったことは一般職員ででき

るのではないかと、一応今のところは判断をいたしています。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 今の副町長の答弁を聞いておりますと、完全な初歩的なミスだ

ったというお答えのように考えますけども、初歩的なミスでこれだけの数点のミスが重

なってるわけですけども、今後は、また今回の６月の大雨によって災害復旧工事等が今

後また増えてきます。そういった中でこういった初歩的なミスが増えていかないという

こともないと思いますので、それは当然ミスのないようにやってはいただきますけど

も、今後のミスをなくすためには、今のままでは当然繰り返しが起きるんじゃないかと

いう懸念がするわけですけども、再度、今後、例えば臨採の方でもそういった工事関係

に今まで仕事に携わっていて詳しい方がいらっしゃると思うんですね。そういった方

を、こういった忙しい時期にでも臨時採用的に採用いただくような考えはないのか、再

度お伺いをいたします。 
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○議長（山本政人君） 副町長。 

○副町長（松野 茂君） 今のところ、災害等がたくさん出て、あと数字を打ち込むの

は電算上の問題だけの話なんですが、それをチェックするのは必ず担当、それから課

長、それは絶対チェックをせろというようなことでしております。臨採を雇ってという

ようなご質問でございますが、それしゃが間違って、人間は１００％の人間はいないと

思いますので、１００％に近い形で今の体制でやらせていただければと考えておりま

す。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） そういった採用を考えていないということであれば、今後職員

さんのそういった技術習得のための教育、そういったものにも監査委員さんからも指摘

があっていますけども、そういった部分での力を入れる部分はしていただきたいと思っ

ております。 

さっきも言いましたように、６月の大雨で今度は大変な復旧工事の件数が増えるわけ

ですけども、又、職員さん方はそういった先程も言いましたようにミスがないように、

是非、町民の負託に応えていただきますよう努力をよろしくお願いしておきます。 

次に、町有施設の維持管理について再質問しますけども、元木場小学校の教員住宅

は、今後解体して販売の方向に考えているということで答弁をいただきました。 

私も以前、各常任委員会で視察をしたときに、ここは到底お貸ししても町民の方が入

られるような状況じゃないなというのは感じておりましたので、これもこのまましてお

いても、いつまでたっても借り手、買い手はつかないと思いますので、是非早目の解体

と販売を考えていただきたいと思います。 

次に、坂瀬川公民館と役場出張所の移転の件ですけども、先程町長の答弁の中で早目

に結論を出してやっていくということでありますけども、既に統合してから半年になり

ます。一向にその移転のあれが見えてこないわけですけども、先程言いましたように坂

瀬川公民館の現状というのは、老朽化が非常に激しくて２階の天井や外壁はコンクリー

ト片が剥離したり、落下したりという非常に危険な状態になってきております。ここは

公民館ですから地域住民の憩いの場でもありますし、避難所にもなっております。そう

いった場所がこういった危険な状態になっているということは、もう早急に対応をして

いただきたいわけですけども、早く結論ということですけども、大体いつ頃を考えてお

られるのか。これは地域住民の方も非常に興味を持って、いつ頃なんだろうかというの

は言われてますので、再度大体いつ頃なのかお答えをお願いします。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今申し上げて、ちょっと私の回答と行き違いがあったような

感じでございますが、この今ある公民館の活用は、今後検討していきたいというお答え
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をしました。もう既に公民館は、坂瀬川中学校の跡に決まっているわけです。今、設計

に出しております。その工事が終わり次第、移転をしていただいて、その後にこれをど

うするかということは今、考えているところは裏が非常に急傾斜地でなかなか使えない

土地、解体しても売り渡すわけにはいかない土地が大分あります。だからそのことも含

めて、今後どういうふうな形で活用していくか、今、検討中でございます。 

なお、申し添えますと、不特定多数の方々が入る施設であれば、今の坂瀬川公民館は

使っては駄目、耐震が間に合わないということでございますが、不特定じゃなくて特定

の方たちだけでお使いになる分には、まだ使って良いというようなご指摘もございま

す。一応そういうことも含めて、どういうふうな形で譲渡をするのか、何かに活用する

のか、今、検討しているところでございますので、今しばらくお待ちをいただければと

思っております。 

公民館は、もう既に中学校の跡地に移転するという結論を出して、今、準備中でござ

います。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 確かに今、私も言いましたように危険な状態になっております

ので、早い移転をよろしくお願いしたいと思います。 

それと、役場出張所に関しても移転計画になっているわけですけども、役場のほうの

出張所、これはいつ頃を計画されていますでしょうか。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 役場の出張所につきましても、現在、公有財産利活用等検

討委員会の中で、今後どうするかということで検討を行っているところでございます。 

○議長（山本政人君） 時期的には。 

○総務課長（山﨑秀典君） 時期的には、現在、公民館と同様に旧坂瀬川中学校の校舎

の方に移転することに決定をしております。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 決定をしていることは、大体私もわかっているんですけども、

その時期としていつ頃を目途としておられるかをお尋ねいたします。 

○議長（山本政人君） 移転の時期の問題です。わかります。 

総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 先程、町長答弁にもありましたように、現在、旧坂瀬川中

学校校舎への公民館、出張所移転に伴う改築に係る設計の業務をしていただいておりま

す。それを受けまして、予算を計上した上で改造していくということになりますので、

早ければ来年４月ぐらいからというようなことで、今のところは計画をしているところ

でございます。 
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○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） じゃあ、移転のほうもそういった準備等大変でしょうけどもよ

ろしくお願いしておきます。 

町は、今後は造るだけではなくて町有施設の規模や維持管理費が大きなものについて

は、長期的な計画の中で予算を確保していただき、そしてまた老朽化した施設の解体費

用を含めた中での建て替え、公有財産の販売など視野に入れ、健全な維持管理に努めて

いただきたいと思っております。 

以上で、私の質問を終わります。 

○議長（山本政人君） これで、野﨑幸洋君の一般質問を終わります。 

次に、通告３番、倉田明君。 

○５番（倉田 明君） 通告３番、倉田です。先に通告いたしました防災への対応につ

いて質問をさせていただきます。 

今回、去る６月１１日の豪雨災害について、今回複数の議員より質問がなされ、又、

松原川の河川護岸改修についての陳情書も提出され、これの関心の高さを痛感している

ところでございます。又、この度被害に遭われた方々に改めてお見舞いを申し上げると

ころでございます。 

質問の１つに、去る６月１１日、未明から豪雨で苓北町では午前３時から９時までの

６時間に２５０.５mm の雨が降り、中でも午前６時から９時までの３時間で１５９mm の

豪雨で河川が氾濫し、田畑等に土石流等が混流し、まだ手つかずのところもあり、農林

水産業に大きな被害をもたらしたところでございます。 

又、一部の住宅地が浸水するなど他、国県道、町道、林道、港湾等にも甚大な被害を

被ったところでございます。町広報誌によりますと、１１日当日避難された方は９１世

帯１６０人。又、被害の状況は、６月１７日現在、住宅の床上浸水９棟、床下浸水３４

棟、一部崩壊１棟、国県道路５ヶ所、町道１５３ヶ所、林道１２ヶ所、河川１２１ヶ

所、山林治山１３ヶ所、農地５０ヶ所、水道２ヶ所、公共施設３ヶ所などとなっており

ます。そのような中、町当局、消防団をはじめ町民皆さま方の迅速な行動のもと、被害

を軽減することができたものと思っております。 

しかしながら、近年集中豪雨の発生は年々と多くなる傾向であり、いつどこで発生し

てもおかしくない状況下であります。 

今回被害に遭った志岐川など町重要河川の氾濫、又、国道３８９号線への崖崩れで、

現在片側通行となっております。この路線は、近年度々崖崩れが生じ、その都度都度部

分改修がなされてきております。又、今回は県指定２級河川の松原川、上津深江川、志

岐川、都呂々川支線の舞子川、又、木場川等にも大きな被害が生じております。この４

本の河川は、志岐川の４.１km をはじめ総延長が１５.２km あり、これらの河川管理は
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県であり、又、国県道については国・県となっております。 

それぞれの改修には多くの課題と財源、時間を要しますが、防災上抜本的な対策が必

要と思われますが、今後の復旧計画について町の考えをお尋ねいたします。 

次に、土砂災害危険箇所等についてお尋ねをいたします。 

県及び町の資料等では、町内には地滑り箇所、これは危険箇所という意味でございま

す。急傾斜地崩壊危険箇所、それに土石流危険渓流などに区分され、これら３分野を総

称して土石流災害危険箇所と言われております。 

町内の地域別では、地滑り危険箇所は、坂瀬川４ヶ所、志岐１ヶ所、都呂々６ヶ所の

１１ヶ所。土石流危険渓流箇所は、坂瀬川１５ヶ所、上津深江４ヶ所、志岐９ヶ所、富

岡１ヶ所、都呂々１７ヶ所の４６ヶ所。急傾斜崩壊危険箇所は、坂瀬川３１ヶ所、上津

深江１０ヶ所、志岐３３ヶ所、富岡１８ヶ所、都呂々８３ヶ所の合計１７５ヶ所とな

り、この３分野を合わせると２３２ヶ所となっております。 

２０１１年３月３１日現在、県下では土砂災害危険箇所は１万３,４９０ヶ所が指定

され、現在改修に向け努力されているところでございます。又、現在町内各地において

は、県より土砂災害防止法に基づく説明会が開催されておりますが、又、新たに危険箇

所等の追加も考えられるものと思われます。今日まで県主導で改修工事が進められてお

りますが、その改修状況についてお尋ねをいたします。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の倉田議員のご質問に答えさせていただきます。 

まず、国道３８９号線の災害復旧についてのご質問でございますが、この路線は天草

西海岸地域の産業、経済、観光等地域の活性化にとって重要な路線でございます。又、

地域住民の生活に密着した道路であり、その上に通学路でもございますので、土砂崩落

によりまして災害が発生しますと、日常生活にも大きな被害が出てくるわけでございま

す。ご承知のように、この路線では毎年のように大きな災害が発生しております。幸い

にもこれまで人的被害が出ておりませんが、国道３８９号線は災害の常習路線であると

の認識のもと、県に対しましても倉田議員申されましたように、抜本的な防災対策を早

急に講じていただくよう文書でもって要望いたしまして、都度都度口頭でもお願いをし

ているところでございます。 

今後の国道３８９号線の復旧計画についてでございますが、崩壊いたしました箇所が

山林でありますことから、熊本県の林務サイドでの復旧になるようでございます。国と

の協議を経てから工事発注になりますが、早ければ１１月上旬頃には工事着手の見込み

とのことでございます。 

次に、志岐川の決壊箇所につきましては、農業用施設である頭首工があることから、

護岸につきましては農地等災害復旧事業及び災害関連事業によりまして復旧事業に取り
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組みます。今後の予定といたしましては、１０月下旬に災害査定を受けまして、本年１

２月中には発注する見込みでございます。県管理河川でございます松原川、上津深江川

につきましても、抜本的な対策として河川改修を実施いただくよう併せて県に要望をい

たしたところでございます。 

その他の町道や町河川の災害復旧につきましては、９月８日から始まります第４次か

ら１０月下旬の第９次査定を受けまして、なるべく早い時期に計画的に工事を発注した

いと考えておりますが、公共施設等災害復旧事業につきましては、９８件と非常に箇所

数が多いことから、全てを年度内に完成させることは少々無理があるのではないかと判

断をしておりますので、全体の６割程度、約６０本を平成２７年度中に発注したいと考

えております。ただし、努力をしまして、なるだけ１本でも多く、なるだけ１日でも早

く発注の努力をしてまいりたいと考えているところでございます。 

次に、地滑り危険箇所や急傾斜地崩壊危険箇所、土石流危険渓流等への対応、改修工

事はどのような状況かとのご質問でございます。 

これらは、いずれも県営事業で対応をしていただいております。先般配付いたしまし

た防災マップに指定区域等が示されておりますように、箇所数が余りにも多く、ハード

面での対応が追い付いていないのが現状でありますことは、先程倉田議員の質問でのご

指摘のとおりでございます。 

この中で、地滑り対策事業として今年度、坂瀬川西川内地内で法面の対策工事が実施

されております。又、富岡２丁目城内で急傾斜地崩壊対策事業の測量設計業務に本年度

着工いたしております。この他に、鶴地区で急傾斜地崩壊防止柵の緊急改築事業を実施

する予定となっているところでございます。 

以上、倉田議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） この豪雨災害につきましては、先程町長の諸般の報告、又、議

長の報告の中でも、県に対しいろいろと強く要望されているようでございます。又、昨

日野﨑建設委員長と同行された折にも、町長からこの件については強く県に対し要請さ

れたような感じがいたしております。 

そういう中で、今回いろんな河川あるいは国県道路、町道、林道等の災害があったわ

けでございますが、やはりこの河川の氾濫、例えば志岐川を例に取りますと、その原因

が雨量にあったのか、あるいは河川の状況、環境、地形等にあったのか、非常に決定と

いいましょうか、決めるのは難しいと思われますが、ただ、私たち素人が考える場合、

やはり周りの樹木、草木等あるいは河川内にいろんな構造物あるいは堆積物、そういっ

たものがあるのも１つの要因かなと考えているわけでございます。又、地形によっては

曲り等もあるわけでございますが、抜本的な改修といいましても、なかなか上流下流の



 

－32－

条件等が相違いまして、スムーズに流すということはいいんですけども、やはり下流の

方が氾濫の恐れが、又、逆にあるんじゃないかということも考慮されますし、一概にど

うこうということは私にもわかりません。ただ、そこで県の方もいろいろと総合的な見

地から今後随時設計等も着手されて、早く取り掛かるようでございます。 

なかなか、この現在までの２５０mm 程度の３時間の豪雨、過去苓北町のいろんな資

料等を見ましても幾つかはありました。ただ、いろんな条件があり、異なることもあり

ますが、幸いにもといいましょうか、今回潮が満潮時ではなかったということもある程

度幸いしている部分もあると思います。 

いずれにいたしましても、そういうことで町の対応には非常に感謝している部分もあ

りますが、引き続きそれぞれの河川については努力していただきたいと思います。 

１点だけ、もしわかっておられればというか、お答えできる範囲で結構ですが、今度

のこの氾濫、都呂々川は支流の舞子川あるいは木場川いわゆる都呂々川の上流ですけど

も、それなりの被害を被っておりますが、坂瀬川の松原川、そして上津深江川、そして

志岐川、この河川の氾濫の主な要因というのはやっぱり雨だったんでしょうか、それと

も他の要因も絡まったんでしょうが、その辺の認識について、もし所見いただければと

思っております。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 只今の倉田議員のご質問にお答えをしたいというふう

に思います。 

個人的な私見といいますか、そういう答えになるかと思いますけども、ご了解をいた

だきたいというふうに思いますが、議員からもご指摘がございましたように、これらの

河川の中流域から下流域にかけまして、特に河川敷内に竹木等が生えている箇所が多い

こと、それから河川にはある程度の堆積、土砂の堆積があったということも事実だとい

うふうに認識をいたしております。それと短時間で急激な雨が降りましたということ

で、この要因が重なった中で氾濫という事態になったんだろうというふうに理解をいた

しているところでございます。 

以上でございます。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） わかりました。 

非常に今後改修に向けて時間と財源等々が加わってきますが、引き続きご尽力、ご努

力をお願いしておきたいと思います。 

続きまして、国道３８９号線について。これは、先程松本議員からもご指摘があり、

町長の答弁の中でもありましたが、常習地帯といいましょうか、非常に度々起こってお

ります。幸いにも大きな事故にはつながってはおりませんが、これは抜本的といいまし
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ょうか、思い切った改革といいましょうか、必要があるんじゃないかと思っておりま

す。 

その度に改修投資をされて完成しておりますが、これは例でございますが、今の崩れ

ている部分、あの辺を放棄して、新たにこの外側に今ぐらいのレーンを造ったらどうか

と。改修工事でその費用ぐらいで相殺できるんじゃないかという案も個人的には持って

おります。いろんな課題等もあると思いますが、そういう方法も１つの案じゃなかろう

かと、先程松本議員もおっしゃっておられましたが、いろんな方法論で、とにかく安全

に通行できるようにご尽力いただければと思っております。 

これに対して町長のほうから、あるいは担当課から何か所見がありましたらお伺いい

たします。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 外側に出すということは、我々も考えてはおりますが、しかし

山側の崩落が起きないようにやるのは、これはやっぱり絶対やらなけりゃならない。そ

の上で外に出すか出さないかは、県と国としっかりと協議をしていかなければならない

と思いますが、何といっても抜本的に１度工事をやったところが、また崩れるというこ

とがないような抜本的な対応策、できれば平成５年に崩れた、あの工事の延長をずっと

続けてやってもらえば、大変な心配事が大分小さくなるんじゃないかなと思っておりま

す。 

ちなみに、あの時には７億円くらいかかったようでしたですね、あの法面工事をやっ

たときにですね。あれは県と国でやっていただいたのでできたわけでございますが、当

然今度も国と県でやっていただき、我々はいろんなお手伝いをしていくという形を取り

たいと思っております。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） もちろん、今、町長が言われたように仮に外の方にバイパスを

造るにしても、やはり最小限の崖崩れの工事は実施しないと、又、自然に土砂等が流入

する恐れがあります。ある意味では二重の投資という分もありますが、いずれにいたし

ましてもやはり安全第一、人命第一ということで、総合的な観点から今後とも国とも協

議願いたいと思います。 

続いて、土砂災害危険箇所の方についてお尋ねをいたしますが、現在ご承知のとお

り、町内でいわゆる土砂災害防止法に基づいたいろんな説明等が行われております。そ

の中で１、２点お尋ねいたしますが、苓北町のいわゆる台風、あるいは地震等の避難地

になっている箇所が４地区にありますが、このいわゆる危険崩壊関係の地帯に避難地等

が及んでいるのかどうか、担当課の方がわかっておればお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 
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○土木管理課長（山口仁人君） 今、土砂災害の関係で調査が実施されたところでござ

いますけれども、現在レッドゾーンということで特別警戒区域、それから通常の警戒区

域という形でイエローゾーンという形で調査がなされて、平成２８年１月の指定に向け

て、今調査が行われているところでございますけれども、今お尋ねがありましたよう

に、この警戒区域の中に避難地等が一部かかっているようなところも町内には実際ござ

います。これは、やはり崖が近いとか、地形の勾配、背後に３０度を超える山もしくは

畑等が存在している場所があるということでございます。以上です。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） 今、担当の山口課長からご説明いただきましたが、現在説明さ

れておる県の話の中で、今もありましたが、いわゆる警戒区域イエローゾーン、又、特

別警戒区域がレッドゾーンということになり、特にそういうレッドゾーンにつきまして

は、移住の支援等の額が示されているようでございます。 

そういう中で避難地も一部そういう部分に関係しているところがあるというご答弁で

ございましたが、苓北町内にも２３２ヶ所ぐらい、あるいは今後、又、追加される可能

性もありますし、非常に日本の地形上やむを得ない部分もありますが、その避難地とそ

ういう危険箇所が競合する部分については、何らかの方法でより安全に対応いただけれ

ばと思っておりますが、それについて何か所見があれば、総務課長お願いします。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 現在、町の方では指定緊急避難場所ということで、町内３

７ヶ所、それから指定避難所、これは長時間にわたる場合に体育館等に避難をしていた

だく場所、これを１９ヶ所指定をしております。こういった指定緊急避難場所、指定避

難所につきましては、洪水、それから崖崩れ、土砂の崩壊、それから高潮、地震、津波

という形で、こういった災害の種目に応じて指定をしているわけでございますけれど

も、当然、今回県の方がこういった場所に特別警戒区域を指定した場合につきまして

は、町といたしましてもこういった指定緊急避難場所、指定避難所の見直しが当然必要

になってくると考えております。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） 新たな指定箇所等々がはっきりする見通しが、いわゆる平成２

８年度１月になるようなことが、今、答弁ありましたが、いずれにいたしましても、先

程も申しましたが、災害からいかに人命財産を守るかという観点からそういった面も配

慮しながら、今後とも今まで同様積極的に取り組んでいただければと思っております。 

又、他にも今日はいろんな議員の方々が豪雨災害について質問もされております。私

も小さな具体的な質問案件を出しておりません。 

そういうことで、以上をもちまして質問を終わらせていただきます。ありがとうござ
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いました。 

○議長（山本政人君） これで、倉田明君の一般質問を終わります。 

次に、通告４番、田嶋豊昭君。 

○９番（田嶋豊昭君） 通告４番、９番議員、田嶋豊昭です。今、災害のことでいろい

ろ倉田議員からもありましたけれども、私は農地のほうで頑張っていきたいと思いま

す。 

６月１１日豪雨災害に対する今後の対策についてということでお願いいたします。 

私は昨年１２月の定例議会において、自然災害対策及び白木尾海岸の急傾斜崩落地対

策についてを質問いたしました。その質問の全段を再度読み返してみます。 

初めに、近年周期的な大雨の頻発による全国各地で急な河川増水による水難事故や中

小河川の氾濫等による住家被害、土石流災害等、多くの災害が報じられています。又、

時間１００mm を超えるような大雨、近頃ではゲリラ豪雨とも呼ばれていますが、増加

傾向にあります。 

昨年の８月のことです。広島における土砂災害、皆さまもニュースなどでご存知のと

おり、大変な災害で多くの方がお亡くなりになりました。更に、熊本県でも同じような

集中豪雨で阿蘇市、熊本市を中心に大変な被害に見舞われました。又、我が町苓北町で

も、この夏あちこちで急傾斜の崩落災害が起こり、通行止め等の被害が発生いたしまし

た。このようなことは毎年毎年繰り返されております。 

このような現状認識から質問を始めました。 

さて、今年の苓北は５月から７月にかけて、例年にない長期間の梅雨とゲリラ豪雨を

経験、２週間前には台風１５号の襲来など、ますますひどくなる自然災害に悩まされて

おります。特に６月１１日未明に発生した豪雨、この日、今まで例を見ない降り方の大

雨が町を襲いました。１日２４時間の観測降雨量２７６mm です。ちなみに、翌月７月

の月間降雨量が２７０mm ですので、７月１ヶ月の雨がたった１日で降ったことになり

ます。苓北町では事前準備が十分になされ、適切な避難指示が発令されました。この状

況がテレビのニュース等で全国に放映されましたことは記憶に新しいところです。 

梅雨の最中、豪雨ということもあり、地盤が緩み、河川の水量が増えた状態での豪雨

２７６mm。人的な被害が発生しなかったことは何よりでしたが、土砂崩れ、法面崩壊、

道路に欠損等などなど、この豪雨が苓北町に甚大な被害を及ぼしました。町もあらゆる

手段で豪雨による災害復旧に努力されていますが、豪雨が町内に残した爪痕は余りにも

大きく、その完全復旧にはまだまだ時間がかかると思われます。 

そこで、本日の豪雨災害に対する対策対応等の観点から質問させていただきます。 

災害状況とその復旧、進捗率、今後の予定に、まず６月１１日の豪雨はどのようなも

のだったでしょうか。災害の分類、被害箇所、概算被害金額等について、わかっている
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範囲でお知らせくださればと思っております。又、現時点の復旧はどの程度、復旧完了

はいつ頃になりそうなのかお尋ねいたします。 

２番目に、一般家庭の被災復旧に関して、今回の豪雨では町内の至るところで敷地内

に土砂が流れ込み、今もって不自由な状態で生活される方々もいらっしゃいます。特に

高齢者の住宅では片付けが追い付いていません。このようなところも何か行政として手

を差し伸べてやってほしいという思いがないでしょうか。 

３番目に、被災された農家の救済方法について。河川決壊による農地の土砂排除につ

いて坂瀬川、志岐地区河川決壊要因として土砂が農地に流れ込み、農地、農作物に被害

を受けられた方々が多数いらっしゃいます。この救済について、現在町では小規模対策

として対応されていますが、最高４０万円の半分の補助で農家の負担も大きく、賄いき

れないようです。県や国の新たな救済に何か考えられないでしょうか。 

４番目、ミカン園の救済について。ミカン園の方々も被害が大きすぎて呆然とされて

います。段々畑状態のミカン園がミカンの木もろごと崩落し、見る影もありません。こ

の復旧にお金をかけてやり直しても収穫までには長い時間がかかります。このまま存続

してミカン農家はやっていけるのか、心配で夜も眠れないという若い経営者の話も聞き

ました。苓北町の誇れるミカンを絶やしてはいけません。 

何とぞ、良い知恵をお探しくださいますよう、よろしくお願いいたします。 

以上、被災農家、被災住民の方々へ、行政として可能な限り救済をお願いして質問を

終わります。ありがとうございました。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の田嶋議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

今回の災害は、梅雨前線による豪雨災害でございます。町内での最大日雨量は、富岡

港で２９４mm でございました。又、３時間の連続雨量では、同じく富岡港で１６０mm

でございました。時間雨量の最大は、坂瀬川大岳で７４mm というものでございまし

た。まさに集中豪雨による災害でございました。 

公共土木施設災害復旧事業の対象が９８本、内訳といたしまして、道路５７本８０工

区、河川４１本９２工区、被害額は約９億円を見込んでおります。農地等災害復旧事業

の対象が１６本、内訳は、農地７本、農業用施設９本、被害額は１億１,０００万円。

林道施設災害復旧事業の対象が４路線の１１本、被害額が５,５００万円となっており

ます。 

先程、倉田議員にもお答えいたしましたが、公共土木施設等の災害復旧事業につきま

しては、９月８日から始まります第４次から１０月下旬の第９次までの査定を経まして

工事を発注することになりますが、箇所数が９８件と事業量が多いこともございまし

て、年度内に全てを完了するのは難しいと判断をしております。年度内には、約６割に
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着手する見込みでございます。なるだけ努力をして１件でも多く着手をしたいと考えて

おりますが、どうぞご理解のほどをお願いをいたします。 

農地等災害復旧事業につきましては、１０月下旬に災害査定を経て工事の発注となり

ます。林道施設災害復旧事業につきましては、９月７日から１１日にかけての査定を経

て工事の発注となります。農地等災害、林道施設災害ともに年度内に全ての本復旧を完

了することは難しいと判断しております。公共施設災害の工事箇所数が多いことによ

り、町内土木業者が請け負われる工事量の限界もございますので、工事規模によっては

次年度へ繰り越して完成させることとなります。 

公共土木施設等の復旧の状況でございますが、生活道となっている路線で仮復旧を実

施した箇所もございます。本復旧は河川護岸が崩壊し、隣接する家屋の倒壊が予想され

た１ヶ所のみでございます。全ての箇所の復旧完了は、平成２８年の秋頃と見込んでお

ります。 

農地等災害の復旧状況は、災害査定の対象となる箇所については年度内に８０％程度

の復旧を見込んでおります。林道施設災害の復旧状況は、現在年柄線の１路線を除き、

崩土除去まではできております。年度内に９０％程度の復旧を見込んでおります。 

次に、河川決壊による農地の土砂排除につきましては、農地が大きく被災した箇所

は、農地等災害復旧事業の対象として災害査定を受ける予定でございます。対象外の箇

所は河川護岸の災害復旧時に併せまして、町単独の小災害復旧事業を施工するなど工夫

をして、農家の負担が軽減されるように考えてまいりたいと考えております。 

又、本年度の農地等小災害復旧事業の採択要綱につきましては、例年申請者の採択は

１件のみの基準を被災個所ごとに複数回活用できるよう改正したところでございます。 

次に、ミカン園の災害復旧についてでございますが、ご指摘のとおり、今回の災害が

起因し、果樹農家が減少するのではないかと大変危惧しておるぐらいの大変な大災害で

ございました。何とか国の補助、災害復旧事業の対象にならないか、現地を再調査する

とともに、農家の方々と県、町や農協など関係機関を交えまして、復旧方法や規模等協

議しながら今後も果樹経営を継続していただけるように取り組んでまいりたいと考えて

いるところでございます。 

一般家屋の被災復旧につきましては、家屋の隣接地で災害に起因する箇所が農地や山

林に関しましては、農地等の復旧と併せまして家屋の保全も兼ねたものといたしまし

て、町単独の農地等小災害復旧事業と小規模治山事業で復旧の補助をしております。現

在、農地等小災害復旧事業の１６件の内５件、小規模治山事業の６件の内５件が家屋の

保全も兼ねたものでございます。国・県の保全事業の対象となりにくく、すぐに着手で

きない現状もございますので、これらの事業で復旧を進めている状況でございます。 

以上、田嶋議員のご質問に答えさせていただきました。 
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○議長（山本政人君） 田嶋君。 

○９番（田嶋豊昭君） どうも努力していただいているということで、本当にありがと

うございます。 

ミカン園のことですけども、何か激甚の話がこの前ちょっと聞いたんですけど、激甚

には何かかかるようなそれがあるのでしょうか。課長どがんですか、よろしくお願いし

ます。 

○議長（山本政人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農委事務局長（野田尚之君） 激甚災害につきましては、農地等は本

激の激甚指定、これは熊本県が指定される激甚の指定でございますが、それに農地等の

災害復旧は激甚の指定となります。 

それともう１つ、公共土木施設に関しては、局激と申しまして町単独で災害の激甚指

定を受けております。これは本激も局激も農地災害、あるいは公共災害の査定の見込み

額を基礎にいたしまして、最終的には国が決定するものでございますが、正式な決定は

１２月、１月になるかと思います。 

○議長（山本政人君） 田嶋君。 

○９番（田嶋豊昭君） ありがとうございました。もう今後とも本当、早い復旧をお願

いして質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（山本政人君） これで、田嶋豊昭君の一般質問を終わります。 

ここで昼食のため、１３時１５分まで休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時０６分 

再開 午後１時１３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） 休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。時間が少々、若

干早うございますけれどもお揃いでございます。 

それでは、一般質問を行います。 

通告５番、浜口雅英君。 

○８番（浜口雅英君） 通告５番、８番議員、浜口雅英。質問の相手、町長。質問方

式、一問一答。 

質問事項１、社会基盤整備の今後。質問要旨①、下水道及び簡易水道施設の現状と今

後。 

下水道は公共用水域の水質保全、快適な居住環境の確保に欠かせない重要な社会基盤

である。苓北町は、平成７年に特定環境保全公共下水道事業に着手し、平成１２年１月

に供用が開始された。この事業に要した費用は、約９６億１,０００万円であり、国庫
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補助金が３５億３,０００万円、地方債が４４億７,０００万円、その他１６億１,００

０万円で精算されている。普及の状況は、全体計画人口６,７００人に対し、現在排水

区域、処理区域内人口は６,０２６人となっている。この他にも、坂瀬川木場地区、鶴

地区の農業集落排水事業、更には、これらの事業外にも特定地域生活排水処理事業によ

り町内の生活排水処理が適切に行われ、このことが河川や海辺の水質改善につながり良

好な生活環境が保持されている。 

また、簡易水道についても、坂瀬川・西川内水道、鶴水道、志岐・上津深江水道、都

呂々・富岡水道が設置され、平成２５年４月１日現在の給水人口は７,７４５人とされ

ている。これら公共下水道と簡易水道の併用は町民の生活に欠かすことのできない最重

要事項であり、このための適切な維持管理は当然のことであるが、設置から数十年を経

過し、施設の老朽化による機器の故障、規定外材質の取り替え、断線、漏水などが出て

くるのではないかと危惧する。これらを完璧に保持するための事業計画及び財源計画、

財政計画は策定しているのか。 

質問要旨②、道路現況調査結果の整理。 

国道、県道、町道その他の道路は人体に例えれば血管であり、動脈、静脈、毛細血管

の役目、機能を有する非常に重要な公共施設の１つである。このようなことを踏まえ、

町は道路機能保全のために現況調査を実施されたと推測する。その調査の結果はどうで

あったのか。又、この結果をどのように生かしていくのかお尋ねする。 

質問事項２、公共施設の利活用。質問要旨①、はじめに。 

町は、富岡城関連施設の整備、又、町内各所に設置、造成された、あるいは造成され

つつある津波対策関連施設に積極的に取り組まれている。これらの施設は、形はどうで

あれ、施設の適切な維持のため、現在も今後も全て管理人を必要とするもので、これに

係る施設の補修、整備、管理、人件費は、当然のことながら税金が投入されていくこと

になる。これらのことが、総じて箱物行政といわれるもので、この費用対効果、収支の

管理を視野に入れることなく行政運営に取り組まれ、観光施設の建設に力を入れ過ぎ

て、その結果、赤字再建団体になった自治体があったことを忘れてはならない。もちろ

ん教育、福祉など行政でしか運営できない事業があることは承知しているが、町民の国

民の税金を原資として運営されている公共団体は、実施する事業の費用対効果を明らか

にし、収支管理の状況を把握する必要がある。 

このようなことから、既設の公共施設の有効活用のため、①旧坂瀬川中学校、旧都

呂々中学校の学校施設の利活用。②総合センターの有効活用。③旧郷土資料館の活用に

ついて町長の見解を尋ねる。 

質問要旨②、旧坂瀬川中学校、旧都呂々中学校施設の利活用。 

下校時、多分部活動の済んだ後でしょうか、旧坂瀬川中学校の生徒諸君数名と道です
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れ違ったときの彼らの元気の良い挨拶と少年らしい爽やかな雰囲気に若い力をもらっ

た。旧坂瀬川中学校、旧苓北中学校、旧都呂々中学校が統合され、新生苓北中学校とし

て早６ヶ月が経過し、新たな学校運営が素晴らしい形で進められている。先程述べた生

徒たちの爽やかな挨拶からもこのことが汲み取れる。 

私は大人数の中で競争し、そして切磋琢磨しながら若い時代を過ごすことこそが、こ

れからの人生に大いに役立つものだと考えており、１日も早い統合を望んでいた。今日

の少子高齢化の中で小学校児童の増加予測が厳しい現状では、遠からず小学校の統合も

避けて通れない状況が来ると思う。 

ところで、生徒諸君がいなくなった旧坂瀬川中学校及び旧都呂々中学校の校舎、グラ

ウンド、体育館等関連施設について町としてどのような活用策を考えておられるのか。

中学校統合の話が具体化してから数年、統合してから半年が経過している。もう検討中

という理由は通用しません。町の考え方と具体的な活用方法を尋ねます。 

質問要旨③、総合センターの有効活用。 

社会教育施設の複合施設として昭和５４年８月、志岐に建設された苓北町町民総合セ

ンター（コミュニティセンター）があります。コミュニティセンターは、大会議室、中

会議室、和室、調理室などが設置されています。又、隣接する社会教育、社会体育施設

として体育センター、武道館、夜間照明を有するテニスコート、同じく夜間照明を有す

る運動広場、更に温泉センター、温泉プールが設置されている。そして、津波襲来時の

仮設住宅用地と称するサッカー場が建設されつつある。これらの施設は、総合センター

を中心に設置、配置されており、工夫次第では「運動、食、健康、温泉」の一大テーマ

パーク的な環境要素を持っていると考える。 

コミュニティセンターのパンフレットでは、大会議室は括弧書きで結婚式場と記され

ており、私も幾度となくお祝いに出席した。しかし、今の内装はどうでしょう。最悪は

玄関ロビーの敷物。私は先日、原爆被害者の会の天草郡市合同追悼式の会場づくりのお

手伝いに行きました。そして、あのような状況が見過ごされていたのかとびっくりしま

した。あのような格好になっているのを担当課が把握していないとすれば、職務怠慢と

しか言いようがありません。直ちに修理すべきです。又、利用者のアンケートや関係者

の意見等を参考にしながら、総合センター、コミュニティセンターの有効活用策を具体

的かつ早急に確立させるべきと考えますが、いかがでしょうか。 

質問要旨④、旧郷土資料館及び広場の活用。 

富岡城跡の二の丸長屋を復元し、苓北町歴史資料館を開館した。これまでの歴史資料

館は、以前、日中海底ケーブルの日本側陸揚げ中継局だったのを苓北町が購入したもの

で白木尾の高台に設置されている。７月２９日には、新資料館前で開館記念式典が開か

れているが、旧館はそのまま何も手を加えられていない。その現状は、建屋は施錠して
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あるが、施設南側の金網の塀は破れて倒れたまま。看板は、苓北町郷土資料館の横看板

のまま。休館日や入場料を示したご利用の案内もそのまま掲示してある。町外からの来

訪者は、２つの資料館に戸惑われるのではないか。又、このような取り組みでは、新資

料館に対する町の意気込みは感じられない。これまで町の説明では、この旧資料館は新

資料館の建設に伴い、この建屋は倉庫にするということではっきりした活用方法は示さ

れていなかった。新資料館が業務を開始したが、どのような活用を行うのか。 

又、芝生グラウンドもあるが、これはどのような活用を考えているのか。又、建物も

含めて、これらの維持管理は誰がどのような形で取り組むのか、お尋ねする。 

以上です。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の浜口議員のご質問に答えさせていただきます。 

まず、社会基盤施設の今後。特に、下水道及び簡易水道施設の現状と今後についての

お尋ねでございます。 

まず、公共下水道施設は、ご指摘のように平成１２年１月に使用供用を開始し、１５

年が経過しております。下水道施設につきましては、土木建築機械、電気設備等、詳細

に対応年数が定められており、これを経過したものについては適正な維持管理がなされ

た上で長寿命化計画が策定され、承認が得られるときには国の交付金を使って改築工事

ができることになっております。 

このため、下水道施設の点検、調査を行い、その結果に基づき施設の改築等に関し、

対策内容や対策時期を定めるため、平成２７年度から長寿命化計画の策定を委託してお

ります。今年度は点検調査、データの整理、来年度で施設の改築時期、改築に要する事

業費等の検討を行い、当面の５年間で改築が必要な施設があった場合は、長寿命化計画

を策定し、予算を計上して改築等をしていくことになります。 

なお、マンホールポンプ場につきましては、平成２６年度に長寿命化計画を策定し、

今年度国の承認が得られましたので、平成２８年度から平成３２年度までの５年間で６

ヶ所、１２基のポンプの交換を計画しているところでございます。又、マンホールの躯

体、鉄蓋についても既に硫化水素の影響で更新工事をしたところもございますが、重要

な路線から随時調査をいたし、必要な箇所につきましては更新工事をしていく予定でご

ざいます。 

しかし、例えばマンホールポンプ本体につきましては、耐用年数が１５年ですから、

それ以前に部品の交換や清掃が必要な場合が出てきますので、下水道特別会計財政計画

では、毎年１,０００万円の修繕費を見込んでいるところでございます。現在、このよ

うな修繕費を含んだ維持管理費に対して使用料収入が不足しておりますので、今後使用

料の値上げのお願いも必要になってくるものと考えられます。将来は、このような改築
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や修繕に対応するための基金の設立もしていければと、しなければならないと考えてい

るところでございます。 

次に、農業集落排水処理施設でありますが、鶴地区が平成１１年４月、木場地区が平

成１４年４月に供用を開始しております。両施設とも平成２５年度に機能診断調査、平

成２６年度にその調査結果を基に最適整備構想を策定いたしましたが、緊急に交換等が

必要な施設はありませんでした。今後は、この結果を元に改修計画を立てていきたいと

考えておりますが、将来は下水道への接続も視野に入れたところで検討していく必要が

あるかと考えているところでございます。 

又、特定地域生活排水処理事業で管理している合併処理浄化槽につきましては、平成

元年度設置が最も古いものでございます。浄化槽の耐用年数につきましては、一般的に

本体は３０年以上、使用実績では５０年を経過しても使用されている状況であり、計画

的に更新するということは現在考えておりません。ただし、消耗品であるブロワーやダ

イヤフロムについては修理が必要なものも増えており、毎年ある程度の補修費を見込ま

なければなりませんが、現在の使用料では、清掃、点検等の維持管理費も賄えていない

のが実情でございます。 

次に、簡易水道でございますが、現在、主な施設としましては笹尾浄水場、志岐浄水

場、坂瀬川浄水場、鶴浄水場がございます。笹尾浄水場が平成２５年度に、志岐浄水場

が平成１６年度に、坂瀬川浄水場が平成１２年度に、鶴浄水場が平成９年度にそれぞれ

更新工事が終わっており、現在のところ、国庫補助を受けて緊急に改築や更新が必要な

施設はございません。又、管路については、布設後２０年を経過した管路を廃止して新

設する場合で、全体の２０％以上の改良を行うときは国庫補助を受けられるようになっ

ておりますが、現在それだけまとまって布設替えが必要な箇所はございません。現在、

水道特別会計の財政計画では、ポンプの取り替えや一部路線での布設替え、漏水修理等

のために毎年１,０００万円の経費を見込んでいます。又、突発的な故障等の負担に対

応するため、水道基金の積み立てを行っているところでございます。 

次に、道路の現状を把握するために路面性状調査をいたしまして、専門の業者に委託

をいたし、全体の約８割超の路線を対象に平成２４年度路面状況を確認をいたしまし

た。この他に、平成２６年度に道路法面点検や橋梁長寿命化修繕計画策定のための点検

を実施しております。路面性状調査の結果を踏まえまして、舗装の傷み具合の状況から

舗装の打ち替えを行うための振興計画の策定、見直しの参考にいたしました。又、法面

や橋梁等修繕が必要と判断した箇所につきましては、同じく振興計画に掲載して計画的

に予算計上をし、修繕することといたしました。調査及び点検結果を今後の維持修繕等

に役立てているところでございます。 

次に、公共施設の利活用についてのご質問でございました。 
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旧坂瀬川及び旧都呂々中学校施設等の利活用につきましては、坂瀬川、都呂々地区の

跡地利用検討委員会からの提言を受け、役場内に公有財産利活用等検討委員会を設置

し、検討してまいりました。専門部会も含めました検討会議の結果、それぞれの地区の

提言を尊重いたしまして、旧坂瀬川中学校につきましては出張所及び公民館の移転、旧

都呂々中学校につきましては地域で活用を希望される団体等への施設貸与の基本方針を

決定をされておられます。今後、施設改修や募集要項等の細部の検討を行い、両地区に

概要を示した上で改修を進めてまいるところでございます。 

先程からの質疑の中にもありましたように、坂瀬川では公民館と出張所を移転させる

ということの計画が立っておりますし、もろもろの活用策が具体的に出ておりますの

で、既に設計を委託をいたしまして出来上がり次第、又、補正をお願いをいたしまし

て、改築をしてまいりたいと考えているところでございます。都呂々中学校につきまし

ては、利活用を考えておられる方々の公募をいたし、その公募の結果の中でその方々に

利活用をしていただくという方針でございます。 

次に、町民総合センターの有効活用についてでございますが、同施設はご指摘のよう

に昭和５４年に苓北町コミュニティセンターとして建設され、今年で築３６年を経過し

ております。その間に、外壁、屋根防水、空調設備等の改修を実施してまいりました。

議員ご指摘の箇所につきましては、担当課も把握しており、改修の検討をしていたとこ

ろでございます。今後、議会のご理解のもと財源の確保を図りながら改修計画を進めて

まいりますが、私の考えといたしましては、苓北町につきましては大勢の会議をすると

ころがございません。そして、結婚式にしても今は確かに本渡や松島地区にある旅館、

ホテル等が非常に若い方々に人気があるということで、なかなか利用されておりません

が、やはり会議場もグレードアップをして、玄関からロビー、そして会場等について改

修を行えば、もしかしたら経済的に節約をしようという方が結婚式も挙げていただける

かもしれません。又、それをお勧めしていきたいと思いますので、これはできましたな

らば来年度の予算で議会にもご相談いたしまして、少し見栄えの良い、そして皆さんが

集まられて快適な会議場となるような、そういう施設を造れればと思います。問題は財

源をどこから持ってくるかでございますが、この検討も始めさせていただきたいと考え

ているところでございます。 

又、施設の利用状況につきましては、町内各種団体の会議等の利用や合宿所としての

利用がございます。平成２６年度は町外から１３団体、５５６名の利用がございまし

た。なお、結婚式の利用につきましては、平成２２年度の１件の利用を最後に現在まで

利用がございません。先程申し上げたような理由の中で、なかなか結婚式の利用に結び

付かないというところのようでございます。 

今後、町民総合センターを含めた各種施設の総合的利用について、町内はもとより町
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外団体等の利用促進を図り、交流人口の増加に努めてまいります。いわば先程申し上げ

ましたように、やはりそのグレードを上げていって他所からでも使ってもらう、使いた

いと思っていただけるようなものにできれば良いと考えているところでございます。 

最後に、郷土資料館及び芝生広場の活用についてでございます。現在は、公有財産利

活用等検討小委員会におきまして、芝生広場も含めた施設全体の売却を検討していると

ころでございます。ただし、施設内には旧資料館の展示物や役場関係の書類等が保管さ

れており、その処分や移転等について関係各課において具体的な準備を急いでいるとこ

ろでおります。又、もう１つの課題が、東京大学地震研究所に施設の一部を地震観測所

として貸与しております。売却した場合の取り扱いについて、東京大学と協議している

ところでございます。又、管理につきましては、旧資料館が閉館した旨表示して旧資料

館案内看板の撤去等を行い、旧資料館を閉館した旨表示してございます。今後、施設は

もとより敷地全体についても売却までの間は適正な管理に努めてまいります。ただし、

一概に売却といいましても、これは今も申し上げたような課題もございます。課題もご

ざいますし、売却するならばそういう課題を一緒にのんでいただけるような方に買って

いただくのが一番良いのではないかと考えております。 

又、芝生広場もグラウンドゴルフに非常に頻繁に使っておられます。だからそういっ

た意味で、そういう条件も付議しながら買っていただけるようなところがあればと。ち

なみに、東京大学は今のところしっかりセパレートできるような構造で買われた方が貸

していただけるのであれば、今のまま使っていきたいというお考えのようでございま

す。 

以上、浜口議員の質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） まず、総合センターの有効活用についてですが、総合センター

も現在、指定管理者制度を使って精一杯利用促進を図っておられます。鍵をかけて、あ

そこを締め切ったということなら話は別で、閉館してしまうということならば話は別で

すが、今のままで使うということであれば財源を探して、私が言うのは玄関のロビーの

敷物ですが、あれはやっぱり今日、明日にでも修繕せんと、金を見つけてからしますよ

ということではその施設を有料でお貸しする、そういう立場にはなられんというふうに

思いますがどうでしょうか。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） ロビーの敷物の件ですけども、ここの見積りを取ったとこ

ろ、かなりちょっと高価になるもんですから、他のところと一体的に整備したほうが安

価になるんではないかと思いまして、一体的な補修を計画してまいりたいと思っており

ます。早急にはできませんので財源を見つけながらということでございます。 
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○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） ロビーの現状を皆さんにお知らせしますと、三角とか四角とか

ずっと形があるわけですが、それを赤のガムテープでずっと抑えてあります。それで準

備に行ったときに、たまたまテープの外れとるところが１ｍばっかりありましたので、

「誰かい、こがんところへテープば捨てとった」ということで引っ張ったところが、ロ

ビーの置いてある敷物が全体的に持ち上がってくるとです。あれじゃいかんです。あれ

じゃもう、どういう形で業者から見積もりを取られたのか、高価になったのかわかりま

せんが、そういう全体的に敷物をしなくても今テープで抑えている、それをもうちょっ

と頭を使ったような形ですれば、一応は何か浮いたような形にはならんと思いますが、

そこら辺工夫をしてください。 

それから、旧郷土資料館の活用についてですが、これまでは倉庫にするんだというこ

とでした。それで私もあそこの施設には何回か入ったことがありますので、一番奥が天

井が高くて広いスペースがあります。それで途中に中部屋とか食堂の跡とか、いろいろ

区切られた部屋がありますので、多面的な活用が思いつかないということであれば倉庫

でもやむを得ないというふうに思っておりました。 

しかし、あそこは売却をどういう形でされるのかわかりませんが、あの高台から見る

夕焼け、それから東シナ海を望む眺望といいますか、そして赤レンガの趣のある建物、

芝生広場と樹木園があれば、もし売却されるならばそういったものも含めた中で高く売

ってほしいというふうに思います。それで、具体的にどこが買うとか何とかという計画

がないとすれば、私は東大の地震研究所が入っていると。今、町長の話では、東大も新

しい家主になられても了解が得られれば、地震の研究を続けていきたいということのよ

うでございます。であれば、新しい所有者でなくても苓北町が東大との共有、共存によ

って天草近海から東シナ海にかけた地形、海洋生物の生態等の学術研究の拠点にしたら

どうかと思います。 

そして、東大イコール地震研究所イコール国、九大臨海実験所イコール国、熊本県拓

心高校イコール県、苓北町漁協のいわゆる産学官が共同して地域の地形等を専門的に調

査するということは、非常に意義深い事業ではないかというふうに思います。そしてこ

のことを関係団体のキャンパスとして国内、あるいは場合によっては国外でも構わんけ

ですが、関係団体のキャンパスとしての活動の強化につなげ、このことによって学生等

の転入が見込まれるような形に持っていったらどうかと思います。 

又、国際的には中国など東アジアや東南アジアとの交流など、今、国が掲げている地

方創生に何らかの形で関わってくる可能性も出てくるのではないかというふうに思いま

す。 

このような、旧資料館の有効活用こそが新資料館の建設、利活用に意義があるという



 

－46－

ふうに思うわけですが、いかがでしょうか。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 私も、あそこをただの倉庫にするのはもったいないと、これは

町で知恵がないなら有効活用していただける方に売却しなければならんなと、そういう

ふうな思いでありますが、ネックはやはり価格だと思います。高く売るという考え方に

なってくると、なかなかやっぱり、ですから思い切ってするとすれば、もう建物等は無

視して土地代だけででも売るということはね、毎年の維持管理費もかかってくるんです

よ。そしてこの前もお叱りを受けましたけど、植木の伐採も手入れもきちっと行き届か

ないような状況でございます。 

今は倉庫にするといって、入れるものにつきましても入れ先が他にも見つかりそうで

ございますので、やはり利活用できる方々に是非公募をして売却できればありがたいな

と思っているところでございます。 

今、言われたようなことは東日本大震災が起こった折に、まだ東シナ海においては太

平洋ほど地震とかの研究が行われていないので、是非使ってほしいということは、私は

あるこの国の枢要な方にも相談をしてみましたが、東大自身ももう予算がないと。最初

は１年に一遍こちらに来て防災講演等を開くということでありましたが、今は２年に一

遍お見えになられて、それもすぐお帰りになられるようでございまして、予算が非常に

ひっ迫しているというのが現状のようでございます。ただ、私も浜口議員同様、そんな

ことではおかしいんじゃないかなとは思っておりますが、また更に、そういう話はして

いきたいとは思いますが、どちらにしろ、今いくらでどのような形で売ったら良いか、

役場内の検討委員会をやっておりますので、その辺のところが出てきましたら、又、議

会にもご報告をして、とにかく売却の方向で努力をしていきたいと考えております。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 私は、先程も申し上げましたように、あそこの景色とか、建物

の雰囲気とか、そういうものからあれば何とか町が売却することなく、町が所有して有

効な活用策を検討していただければと思っております。 

私が金ば持っとれば、私が買うてホテルにしようかと思ったとですが、とてもとても

持ちませんので、そういうことで今後もイコール売却だということではなく、あの建物

を尊重するんだ、あの景色を大事にするんだということで今後も検討してもらえればと

思います。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） その価値を認めておられるということは、私は浜口議員と考え

が同じだと思いますが、民間に利活用していただくことで、あそこから固定資産税も入

ります。雇用も生まれます。そういった意味と、あと町が出す維持費がいらなくなりま
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す。そういうことも含めてふさわしい利用者がおられたならば売却をしていきたいとい

う考えでございます。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 下水道の維持管理についてですが、長寿命化計画、あれは何箇

年ぐらいの計画をするのかと、その計画期間中の概算事業費は今の段階でわかるんです

か。それとも長寿命化計画が出来上がってしまってからでないと事業費はわからないん

ですか。 

○議長（山本政人君） 水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 長寿命化計画につきましては、一応当面の５年間の計

画を立てます。当然、事業費につきましては、その調査とか終わってしまわないと必要

な施設自体がわかりませんので、その時点でないと事業費というのは出てきません。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） その事業費の額が出た場合は、当然その財源も出てくるという

ことでよろしいんでしょうか。それともただ、まあ５億円やもんな、とそれだけなの

か。その内に国の補助金が２億円あるとか、県が１億円出すとか、それであとのお金は

どうもできないので起債に頼るんだとか、そういう部分も含めた中での長寿命化計画な

んでしょうか。 

○議長（山本政人君） 水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 下水道事業につきましては、国の補助が５０％から、

施設につきましては５５％という補助がございます。それ以外につきましては、大体残

額１００％起債が借りられるわけでございますけども、当然、その起債の償還につきま

しては、町の負担が後年度になりますけども出てくるということです。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 先程もちょっと触れましたが、町は今、津波対策に取り組んで

おられます。津波の場合は、まず一番心配されるのが富岡浄水場です。２番目に、津波

は地震を元に津波が発生するわけですので、どこで震源があるのかわかりませんが、津

波も来るか来んかわからんわけですので、そういうことを想定した場合に、地震の発生

により下水道管あるいは簡易水道管が断裂してしまうと、そういうことも想定されてい

るのかどうかをお尋ねします。 

○議長（山本政人君） 水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 確かに津波とか地震につきましては、富岡浄化センタ

ーは海岸沿いでございますので非常に心配なわけでございますけども、そういった災害

時にも業務が継続できるように業務継続計画というのを立てまして、それに基づいた訓

練というのを県下の全処理場で実施するようになっております。 
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今年度は災害が発生したときに、まず一番最初に何をするべきかということで状況の

確認とか、現地の調査、そういったものをするためにどのくらいの時間がかかるかとい

うようなことで、まず訓練のほうを始めております。今後、担当者研修会などで他市町

村の事情、情報等も得ながら精度を高めて災害に備えていきたいと思います。 

又、実際に災害が起こった場合につきましては、町だけではどうしても対応できない

部分が出てきますので、そういうときにつきましては、県とか事業団とか、そういった

ところの協力もいただきながら早急に復旧ができるような、まず、どういった方法で復

旧したらいいのかということにつきましても、今までの事例等もあると思いますので、

そういったものを勉強しながら対応していきたいというふうに今、思っております。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 今の段階では、今の水道環境課長の答弁しかないと、やむを得

ないというふうに思います。 

ただ、下水道、簡易水道などの配管工事の、あるいは修繕工事で配管工事が長くたっ

ておると。そういうことで周囲の路面が下がったりして、マンホールが浮き上がったよ

うな形になって、通行の邪魔とは言いませんけども、安全な通行に問題がある箇所がか

なり見受けられますが、それはご存知でしょうか。それと、ご存知とすればどうされる

のかお尋ねします。 

○議長（山本政人君） 水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） マンホール周辺の陥没等につきましては、工事施工後

数年間は非常に頻繁に起こっておりましたので、下水道会計のほうでも補修費用を組み

まして随時対応をしておりました。工事から１０年以上経過しまして、今でも周辺の陥

没というのがどうしても点々と起こっております。そういった場合には、連絡があった

ことにつきましては現地を調査いたしまして、軽微のものにつきましては下水道会計の

方で随時補修を行っております。 

しかし、広範囲にわたったり、修理費が多額になるような場合につきましては、道路

維持担当のほうと協議をしながら対応していくようにしております。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 道路現況調査の中には、側溝も含めた中で道路現況調査をされ

ているんでしょうか。側溝も含めてというのは、側溝の高さ、道路と側溝との高さの違

いですね。それからその側溝の土砂が詰まっているのか詰まっていないのか、そういう

部分も含めた中での現況調査であったのかどうかをお伺いします。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 道路の現況の調査につきましては、調査の内容でござ

いますけども、路面の性状調査ということでアスファルト舗装、それからコンクリート
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舗装の傷み具合を調査した部分、続いて道路法面の構造物でございますけども、ブロッ

ク積み、擁壁、吹付け、更には法枠等を施工しております箇所の長寿命化ということで

の点検作業を実施をしております。その他に橋梁、町内に８７ヶ所の橋梁があるわけで

ございますが、それについても計画的に今、調査を実施をいたしております。 

しかしながら、ご指摘の側溝につきましては調査の対象になっておりません。以上で

ございます。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 側溝については、今回の大雨が降る前に側溝の土砂を取り除い

たと、その結果が非常に良かったというふうな話もあります。それは理屈から言えばそ

うですよね。側溝があっても側溝の中に８割ぐらい土砂が詰まっとれば、その側溝はな

いのと同じですので、それはもう当然のことだろうというふうに思いますので、そうい

う今回の豪雨のときの側溝の機能が、やはりきれいに土砂がなければ、側溝としての機

能が十分に果たせるということを頭に置いて、側溝に対応してもらいたいというふうに

思います。 

それから今、課長の方から舗装の路面の傷みという話もちょっと出ましたが、舗装の

路面の傷みの中に、これも配管工事の補修だと思いますが、並行して細長く道路並みに

沿って配管工事の復旧断面があると。それをきれいにあわせるのはかなり難しいとは思

いますが、現実にその補修した方、狭い方が下がっているとか、あるいは上がっている

とかという部分があります。横の部分はガタンと１回いえば良かっですが、縦になっと

る部分はずっとクニャクニャなってしまうということになってくれば、自転車、原動機

付自転車、縦に二輪になっているのは非常に危ない。しかも最近は、高齢者の方が自転

車とか原付を使われます。やっぱりそこのところは、そういう現実があるということは

ご存知でしょうか。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 今ご指摘のように舗装等を補修をいたしまして、その

部分が部分的に陥没をしていると、周りよりも低くなっているというような状況がある

ということは把握をいたしております。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 今のような状況は町道に限らず、国道、特に国道が目立つかと

思います。国道・県道は、当然県の管理になりますので、そのことについては「もし何

かあったときは県知事が責任が取らんばんとぞ」ぐらい言うて、できるだけそういうこ

とが何らかの、例えば帯状にずっと何かを塗るとか何とかそういう方法があろうかと思

いますので、是非そういうことで対応してください。 

それから、舗装の補修の中で行政の責務として町の産業を興し、町民の生活、生命、
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財産を守るためには複数の施策が考えられると、道路の維持管理は特に重要であること

を認識してください。 

このような中で、富岡の町道の一部には未舗装区間があります。このことについて、

私も平成２３年の町議会議員当選以来、これまでの議会の中で舗装の補修あるいは未舗

装部の完全舗装の必要性を複数回提起してきました。又、この件については、この件と

いうのは、富岡の町道の一部未舗装区間については、地元からも数年前から舗装化の要

望が何回も出されているとのことです。 

更に、平成２７年第３回の定例会では、建設経済常任委員会が現地調査をされており

ます。そして、町への要望として町道八久保線の舗装として地元との十分な協議の上、

対応を図られたいという要望も調査報告の後の意見要望が町のほうに出されているとい

うふうに思います。 

本件は、地域住民の要望に応えるということでなく、先程もちょっと触れましたが、

町民、地域住民の生活を守るための行政の責務であるというふうに思います。首長とし

ての実行力を発揮していただき早急に地域住民の要望に応え、そして町民の生活を守る

べきと考えます。 

そういう趣旨の中で、平成２６年の６月４日に議員質問要望書を提出し、回答をいた

だきました。回答は約１３０ｍが未舗装のままで現在に至っていると、単町事業として

振興計画に計上し、県道舗装工事を実施したい旨考えているという回答でしたけども、

振興計画でいう事業実施は何年なのか、事業費は幾らなのか教えてください。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 首長という話が出ましたので、まず私からお答えをいたしま

す。 

これは、町道というのは地元の方々のいろんなご理解やらご協力があって初めてでき

てくるわけですね。我々も造りたいのはやまやまなんですが、周辺の農地所有者の方の

理解を深めてくれと、文書にしてくれということを地元にも伝えてあるはずでございま

して、そのことが解決すれば当然、これはすぐやるか、来年やるかは別にしまして、実

行に移していけるのだと思っておりますので、まず地元の方がその農地の持ち主の方を

しっかり説得をしていただいて、きちっと協力をしていただければ、何の問題もなく出

来上がっていくのではないかと思っておりますので、議員も、もしその方とお会いにな

られたら、是非ご理解が進むように説得をしていただければありがたいと思っておりま

す。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 未舗装の部分についてでございますけども、八久保線

につきましては舗装部分が約４００㎡程度あろうかというふうに思います。大体平米当
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たりの単価でみますと６,０００円程度の舗装の経費がかかりますので、舗装のみで２

４０万円。その他に付帯いたします側溝等の改修費用をみますと、やはり３５０万円か

ら４００万円程度の費用がかかるものというふうに判断をいたしております。 

それから、今現在では舗装のメニューが補助メニューというのがございませんので、

今現在実施をいたしておりますのは、先程路面の性状調査ということでご報告申し上げ

ましたが、痛み具合のひどいものだけの改修費用しか補助の対象になっておりません。

今後、又、上の方と相談をいたしまして、予算要求をする際に振興計画に載せていくと

いうようなことになろうかと思います。 

今現在では、まだ振興計画には載せておりません。以上でございます。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 地元の理解ということです。私はやはり、ここであえて地元の

要望に応えてくださいということではなくて、行政の責務だというふうに訴えていま

す。 

これは、やはり確か中学校の統合のときもそうだったと思います。地元の意見を聞き

ます、地元の意見を聞きますということでずっときとって、もう間際になってから、私

はもう地元の要望も大事だけども、そういう合併とかそういうのについて、一番ノウハ

ウを持っている行政が積極的に動くべきだという意見を申し上げてきたというふうに思

っております。 

今回のこの舗装の問題についても全く同じで、やはり道路管理者は苓北町なんです

よ。あそこは私が言うまでもございませんが、ちょっと高台になっとって道幅は未改良

で狭い、それから急だと。道から隣までは急な崖ではありませんが、そういう土羽があ

ります。そういう部分から考えると、地元が言うてくっとが先やっかということじゃな

くて、やっぱり行政も担当課長さんも、担当職員さんもおられることですので、是非積

極的に動いていただきたいというふうに思います。 

それから、今ちょこっと出ましたが、振興計画には載せていないというようなことで

したが、回答は振興計画に計上しというのは、今後ということじゃったっですかな、そ

うですな。ほんならそういうことで、積極的にこの舗装には町長をはじめ、担当課長さ

ん、職員さん動いていただいて、危険防止というそういう部分もあろうかと思いますの

で、積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。 

それから、閉校した後の校舎の利活用についてですが、これは現在校舎に限って言い

ますと全体の何％ぐらいがいろんな形で有効利用されようとしているのか、教えてくだ

さい。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 坂瀬川中学校につきましては、主に１階部分で、２階部分
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は今度は避難所として指定されれば、そこも避難所として利用できますので、ほぼ１０

０％の校舎については利用でございまして、次に、都呂々中学校につきましては、主に

特別教室を利用していただこうかと思っておりますので、約半分の５０％ではないかと

思っております。 

○町長（田嶋章二君） ちょっと待ってください。さっき、質問じゃないけど、あれを

ちょっと答えておきます。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 地元からいろいろ言ってくるのを待ってるというようなことの

断定を議員はなさったですけど、地元から言うてこられて、こちらは課題を差し上げて

るんですよ。その課題を解決したということが全然返ってこないから、もう待ってるわ

けじゃないんですよ、我々は課題解決を待ってるんですよ。是非、その課題解決をやっ

ぱりしてほしいと。そうしないと、できた後もいろいろなことが起こる可能性があるか

らそう言ってるんです。 

○議長（山本政人君） 浜口議員、残り少なくなりました。認識の上に質問をどうぞ。 

○８番（浜口雅英君） ちょっと待って。やっぱり課題解決は行政の責務として行政が

動くべきですよ。課題というのは、私も役場に３７年間お世話になっとりました。そう

いう中で用地交渉とかそういういろんな仕事も担当しましたけども、行きたくなかです

用地交渉にはですね。気持ちの良か人ばかりじゃなかっですよ。もう行きたくなか、家

の前行ったっちゃ、もう玄関も渡ろうごてもなか、そういう状況があります。しかしや

はり、町民の生活を守る、利便性を図る、そういう意味から考えるとそういうことにも

耐えて入っていく、耐えて相談していく、そういう気持ちを持つことが、私は行政に務

めている職員の皆さんに言うわけではありませんが、一般論として行政に務めている者

の責務だというふうに思います。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 浜口議員も３０数年間役場におられて、このことの内輪話はご

存知なはずでございます。私たちは用地買収はしなくてもできると思っていますが、周

囲の農地を持っておられる方にご理解を賜わるような具体的な何かがないかなと、そう

いうことが必要じゃないかと。これは地元の方のよくご存知あげられる方たちが、その

ことをつくり上げてこられるというのは大事なことで、これは用地買収ではありません

ので。是非、みんなで協力してやりましょう。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 私が用地買収って言うたとは、たまたま自分がそういう仕事を

したときに行きたくなかったんだと、だから行政の仕事では行きたくないところもいっ

ぱいあると、やりたくないこともあると、しかしせないかんという部分を強調したかっ
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たわけですので、そういうことでご理解をお願いします。 

いずれにしても、残った１３０ｍぐらい、金額にして概算で４００万円ぐらいのお金

ですので、それが大きいのか少ないのかっていうのは別問題として、できるだけ早く取

り組んでいただきたいというふうに思います。 

私も協力できる部分があれば、積極的に協力させていただきたいというふうに思いま

す。 

それから、坂瀬川中が１００％ということですね。１階はどういうもの、小学校と公

民館という話でしたけども。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） １階には出張所と公民館長室、それと大会議室、中会議

室、小会議室ということで計画しております。 

○議長（山本政人君） もう時間が切迫しております。まとめてどうぞ。 

○８番（浜口雅英君） 都呂々の場合は、起業、生業を起こす起業ですね、のほうも地

元の方が入られるかもしれないという話がありますけども、坂瀬川の場合はそういうこ

とはなかったんでしょうか。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 坂瀬川の地元検討委員会では、そのような件はございませ

んでした。 

○議長（山本政人君） はい、時間がきました。 

○８番（浜口雅英君） 都呂々は５０％ということであれば、もしそういう希望があれ

ば、そこに入るということは可能なんでしょうか。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） ５０％と申しましたのは、小学校と隣接しておりますの

で、普通教室のほうに入ってもらうと、まあ音とか、そういうふうなことがあればとい

うことで、特別教室のほうが離れておりますので、そちらを利用していただいたほうが

良いのではないかということでお答えいたしました。 

○８番（浜口雅英君） 終わります。 

○議長（山本政人君） これで、浜口雅英君の一般質問を終わります。 

次に、通告６番、石田みどり君。 

○６番（石田みどり君） 通告６番、６番議員の石田みどりでございます。 

今日は町長に３つの大きな質問をさせていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

まず初めに、住宅リフォーム助成制度の件でございますが、３月議会でも質問をいた

しました。２０１１年３月７日付で熊本県建築労働組合天草支部苓北分会、荒木豊さん
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の名前で、住宅リフォーム助成制度の早期実現を求める陳情書が提出されています。町

議会では全員一致で採決されているにもかかわらず、未だに実施をされていません。私

が３月議会で質問をしたとき、町長は「空き家状況の調査をしているので、それについ

てどのようなリフォームがあるか検討するが、個人の財産なので今のところ考えていな

い」という答弁をされました。町として個人の財産に助成をしたり、補助を出したりし

ている事業や制度があるのではないでしょうか。どんな事業や制度があるか、答弁を求

めます。 

３月議会でも申しましたように、住宅リフォーム助成制度というのは、中小業者の仕

事づくりにもなるし、他の業種にも波及をして経済効果は８倍から２０倍にもなるとい

われております。今、特に不景気で建築業者は仕事がなくて困っています。８月１７日

に内閣府が発表したＧＤＰでも、前期に比べた伸び率は物価変動を除いた実質で０.

４％減、このまま続くとした年率換算では１.６％減で、個人消費が落ち込んでいると

の報道がされました。 

このような状況の中で、町民は新築したくてもできないが、天草市のようにリフォー

ム助成があればリフォームしたいという声がたくさん聞かれます。そういう声に応えて

町がこの制度を創設すれば、町の活性化にもつながるのではないでしょうか。天草市や

上天草市がやっているのに、苓北町だけがしないのはどうしてなのか。仕事がなくて困

っている建設業者は嘆いています。 

天草市では２０１１年に当初予算５００万円で出発をし、昨年２０１４年度は改善を

されて２,０００万円の予算だったのを短期間で使い切り、９月議会で２,０００万円の

補正、更に６００万円追加、それでも足りなくて１２月議会で６,０００万円の補正、

合計１億６００万円になりました。４８０件の活用だったそうです。 

又、木材もたくさん使用するので、森林放棄地の再生活用まで考えられるということ

です。今年の予算は１億円ですが、８月初旬で４５０件７,２００万円を消化をしてい

るということです。市民にこれだけ多くの要求があり、リフォームした人からは喜ば

れ、建築業者も仕事が増え、活気が出ているということです。 

私の弟も本渡で大工をしているのですが、我が家で頼んでいる仕事が途中までで忙し

くなってきたということで１年以上もほったらかしています。又、市の職員の言うこと

では、住宅リフォーム助成制度は市のヒット制度で補正を２回も付ける制度は余りない

し、制度を担当する者としては嬉しい限りだと言っているということです。職員がこの

仕事で誇りを持って仕事できているということも言っているそうです。 

ちなみに２０１４年７月時点で、この制度を実施しているところが全国で６県と５５

６自治体だったのが、２０１４年７月で住宅リフォームに関係をする支援を行っている

のは、市区町村の９割に上る１,５５９自治体で実施をされてきています。それだけ住
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民の要望が高いということではないでしょうか。 

地元業者から陳情もされ、議会でも全会一致で採択をされている案件です。１日も早

く制度の創設を願って、町長の答弁を求めます。 

２つ目に移ります。ずっと今日も出ておりますけども、河川の管理についてです。 

昨年７月と今年の６月の予想もしない集中豪雨で大きな被害が出ました。特に、今年

の６月の豪雨では河川の氾濫や決壊による被害が多く、道路や田畑、家屋にまで被害が

出ました。幸い、人命に関わる被害が免れたことが救いであったと言えるでしょう。紙

一重で人命が危険にさらされたのであろうというところも見受けました。 

近年思いもよらない異常な事態が発生をします。氾濫をしたり決壊をしたところの状

況を見ると、川岸にダンデクや竹や木が生い茂り、川幅を狭くしていたり、川底には土

砂や砂利が堆積をして、又、激流によるそれらが押し流されて流れが悪くなっていると

ころも多く見受けられました。又、海岸にも木々の根やダンデクが流されて海岸も無残

な海岸になっておりました。 

７月９日に共産党の山本県議が県の担当者と共に視察に来てくださいました。そして

県や国にも要望もしてもらいました。もちろん町からの強い要望もあってのことだと思

いますが、国から激甚災害の指定を受けたと私のところにも連絡がありました。これは

これで本当に良かったことです。でも、被害が出てから手を打つよりも被害を未然に防

ぐ、被害が出た場合でも最小限に食い止めることが町民の命と財産と生活を守るために

最も必要なことではないでしょうか。 

日常的に生い茂っている植物や砂利などの堆積物を取り除き、川幅を確保して流れを

スムーズにしていくことができないものでしょうか、お尋ねをします。 

川によっては県の管理、町の管理があるのはわかっていますが、町管理のところは日

常的に改修をして、県管理の河川にも異常が見つかれば県へ連絡して、早く対処をすれ

ば被害も最小限に食い止められるのではないかと思います。日常的に管理をするとなる

と、補修よりも安価ででき土木業者の仕事も出てくるのではないかと思います。答弁を

求めます。 

次に、３つ目でございます。地域の活性化についてでございます。 

九州オルレ苓北コース、御利益巡り、イルカウォッチングなど、観光面で交流人口を

増やす取り組みがされておりますが、その後交流人口は増えているのでしょうか。又、

富岡城の場所へ移転をした資料館も開館をいたしました。お盆休みの人の流れはどうだ

ったのでしょうか、お尋ねをします。 

イルカウォッチングも、二江はお盆休みも第二駐車場までいっぱいの車でしたし、お

盆明けも大型観光バスが結構出入りをしております。大阪の生協もイルカウォッチング

だけの目的でツアーを組んで来ています。良いところがあるのにもったいない話です
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が、それだけ広く認知がされているということだろうと思います。 

８月８日、苓北長崎交流クラブが発足をされ広報にも載っていましたが、目的や見通

しなどを教えてください。２４日から２５日と日本旅行福岡支店が来町されております

が、ツアー計画などで来町されたのでしょうか。苓北のアピールはできたのでしょう

か。 

このように、外へ向けて観光面でも能動的なＰＲや情報発信なども大いにやっていた

だくことは、地域を活性化していく上でとっても大事だと思います。イルカウォッチン

グは土日祭日しか運航していない、又、５人以上からしか出港しないと私は認識をして

おりますが、これはどうなのでしょうか。苓北観光汽船さんが運航されているので、町

からもお願いをしてもう少し柔軟な形で運行していただき、実績をつくって広くＰＲを

していただくよう願っています。歴史資料館と併せた形で外へ打ち出せないものでしょ

うか。 

８月初旬に福岡のサッカー少年チームが約８０人、木場の杜に３泊４日で宿泊をいた

しました。そのチームは毎年来てくれているのですが、イルカウォッチングにも行き、

魚釣りの体験もしてすごく喜んで帰りましたが、イルカウォッチングも団体受付もして

いるのですね。そのことも含めてＰＲが必要だと思います。又、滞在型の観光や体験型

の観光も考えられるのではないでしょうか。 

苓北に宿泊をして、長崎の教会群や島原雲仙にも足が延ばせる距離にあり、皿山や木

場の天竺窯の絵付け体験、魚釣り、野菜や果物の収穫体験など、地元のとれたての魚や

野菜でのおもてなし、木場の杜にも良い宿泊施設もあるし、町内にも宿泊施設や民宿、

旅館も何軒もあります。火電の定修以外は宿泊もまばらで暇だと聞いています。私が６

月議会で提案をした集落支援員の件は検討していただきましたでしょうか。国が財政支

援もしてくれるのだから利用してもいいのではないかと思いますが、いかがでしょう

か。 

又、出身者の会が長崎、大阪、東京とあり、年に１度集まりを持ち、和やかに交流を

しております。私も関西ふるさと苓北会で発足当時から役をしておりましたが、町長、

議長、議員さんも出席してくださっています。出身者の方からは、何か町に協力できな

いか、協力したいというふうに思っております。協力の仕方としては、ふるさと納税制

度というのもありますが、農協の協力も得て会の個人を対象に申し込みを募って、野

菜、果物、米、海産物の直送、詰め合わせた産直ボックスを定期的に宅配することはで

きないものでしょうか。出身者の人たちはとれたてのふるさとの味を楽しめるし、協力

もできると喜ばれることは間違いありません。 

４年前、私がこちらに帰って来て住むようになったとき、主人が言いました。「何で

野菜がこんなに甘いんだろう」と。新鮮なとれたてのものが口にできるということがど
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んなに幸せなことでしょう。特にふるさとでとれたものはまた味が違います。都呂々の

もやいクラブ、坂瀬川の百姓市場、志岐のＡコープなどに出しておられる人たちが、張

り切って野菜をつくり、ますます張り合いが出てきて元気になられるのではないかと想

像をします。 

四国の「葉っぱビジネス」とまではいかないとは思いますけども、このことも町を元

気にする１つとして、是非ご検討ください。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の石田みどり議員のご質問に答えさせていただきます。 

まず、住宅リフォーム制度の創設についてでございます。 

住宅リフォーム助成制度の創設についてのお尋ねでございますが、苓北町での住宅に

対する補助につきましては、現在「苓北町やさしい町づくり住宅改造助成事業補助金」

並びに町の分譲地に新築される方に対して「住宅建設補助金」等、最高６０万円の補助

金を交付しております。今後は、移住定住促進策として、空き家バンクに登録されてい

る物件を、借主が改修される場合の改修費用に対して助成を行っていきたいと考えてお

ります。 

住宅リフォーム助成制度につきましては、前回ご質問をいただいた後に検討をいたし

ました。高齢者の方が増加なさる中で、現在の「苓北町やさしい町づくり住宅改造助成

制度」の採択条件である障害のある方以外にも健康で安全な生活を送っていただくこと

を視野に入れた中で、なるべく早い時期にこのことを実行していきたいと考えていると

ころでございます。 

なお現在、質問の主旨でありました個人の財産に対する町単独の助成制度といたしま

しては、先程の制度に加えまして太陽光発電等に対する新エネルギー、省エネルギーの

補助金、農地の関係では、小規模土地改良事業補助金、農地等小災害復旧事業等がござ

います。 

ちなみに、天草市ではこの太陽光の家庭に付ける事業を廃止して、そのお金を回して

いるようでございます。そういうことで太陽光も大事じゃないかなと私は思います。そ

の上に、石田議員のご提案もございましたこの住宅リフォーム制度につきましては、あ

る程度の要件は付くかと思いますが、研究をして、なるだけ早い段階で実行していきた

いと考えているところでございます。 

次に、河川管理でございます。 

町内には、熊本県が管理をしております河川と町が管理しております河川がございま

すが、いずれの川も議員ご指摘のように、河川敷内に竹木等が生えている箇所も多く、

河川幅を狭くしております。堆積土砂も流れを阻害していると判断をいたしておりま

す。これらの要因と豪雨が重なって、今回河川が氾濫する事態に至ったものと思われま
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す。それだけではないわけですけどね。蛇行が非常に厳しいとか、いろんなことが要因

が重なっていると思いますが、やはりこの竹木の伐採と土砂の堆積については、町の河

川では町ができるだけ早く対策を立てまして、これを実行していきたいと。県の河川に

つきましては、県に強くもう既にお願いはしてございます。お願いをしてまいりたいと

考えているところでございます。 

次に、苓北町の活性化、特に交流人口の拡大、それと苓北町の特産品等をもっと外に

売り出せと。あるいは、町出身者にしっかりと買ってもらえと言えるような対策を取れ

ということでございました。九州オルレにつきましては、２月２８日のオープン以降、

日帰りバスツアーやグループでの旅行等、把握できている人数としましては４４２名と

なっております。 

又、御利益巡りにつきましては、５月１６日と１７日に実施し、１０２名の方に参加

していただいております。イルカウォッチングにつきましては、苓北観光汽船で実施さ

れており、実績としては２５０名となっております。 

九州オルレにつきましては、旅行会社や観光協会からの申し込みがあっており、イベ

ントとしては１１月のトレッキングイベントや１２月のジオパーク祭、それに２月のオ

ルレフェスティバルを実施する計画でございます。 

非常に関心は持たれていてお見えになられる方も多いわけですが、この欠点、お金を

落としていただけない。これが一番我々としては辛いことだと思っております。麟泉の

湯を終点にしたのも、風呂にぐらいは入ってもらいたいなと思って、私は日曜日、早く

行くときがあります。そのバスがでーんと邪魔するような形で停まっていて、運転手さ

んに聞きましたら「オルレの方たちを待ってるんだ」と。「何人ぐらい風呂に入らした

ですか」って聞いたら、「私はわかりません」って。温泉の方に聞いたら１名だそうで

ございます、大型バスに。たまには町内のお菓子屋さん等でお土産を買って、後で届け

てもらう方もいらっしゃるようですが、やはりもう少し我々も工夫をしていかなければ

ならないと反省もし、今後の努力をしていきたいと思っているところでございます。 

御利益巡りにつきましては、１０月１１日に第２回目を実施することで準備を進めて

います。又、普段の観光ガイドのコースとしても活用していくように計画をしておりま

すが、非常に興味を持っていただいております。そして地元の方も、一部の地元の方で

すが、特におまんじゅうとか、いろんなものを作って販売しようという意気込みを感じ

られました。これがもっと来ていただいた方に喜ばれるような製品になっていただくこ

とが、まず大事じゃないかなと思っているところでございますし、特に最近は非常に御

利益に頼られる方が増えているということでございますので、この発信をしっかりして

いかなければならないと考えています。 

イルカウォッチングにつきましては、今後どういった方向性が良いのか、苓北観光汽
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船でも考えていただいているようでございますし、我々もこの前経済産業省でもイルカ

ウォッチングというのを産業として捉えようじゃないかという、そういう発言もあった

ようでございまして、やはりこれは大事な観光資源になってくるのではないかと思って

おります。 

以上のように、交流人口の増加や観光面で成果は出つつありますが、まだまだ不足し

ているという感じをしているのは、先程申し上げたようなことでございまして、そこで

その集落支援員制度をもう少し使わなければならない。まず、集落支援員制度につきま

しては、現在、まち・ひと・しごと創生総合戦略を検討しております。その中で地区振

興会を設立し、各種活動や地域行事等の運営などに加え、地域の課題を解決するととも

に活力ある地域づくりを展開するための施策を実施するよう計画をしております。集落

支援員制度の活用につきましては、こういった活動を進めていく中で、この制度の活用

を探っていきたいと考えております。 

最後に、ふるさと会へ野菜の直送等をやるようなことは考えられないかという質問で

ございます。これにつきましては、ふるさと会の開催時に農協や漁協から特産品を提供

していただき、宣伝もしていただいているところでございますので、今度はその時期時

期、季節季節の状況もお知らせして、やはり以前も１回やったことがあるんですが、詰

め合わせセットとか単品とか、ご希望に応じて送れるような、そういうものを考えてい

ければと思っております。 

苓北町もいろいろやっておりますが、一番弱いのは観光振興策を企画実行する、そう

いう力でございます。そういうのを支援員制度を使ってやろうということで、質問の中

にもありました、先だって日本旅行社、お見えになる予定だったのですが、ちょうど台

風と重なりまして、これは延期になりました。と申しますのも、やっぱり我々はいろい

ろ考えて町の人たちも考えてくれるんですが、お客を引っ張ってくる能力というのはあ

りません。お客を引っ張ってくる能力というのは、そこにあるものが何であるかにも関

わらず、そこの会社が意図すればある程度の人を引っ張って来れるんですよ。だからそ

ういった意味で、これからも大手旅行社、そして近隣の旅行社の専門的な方たちをお招

きして、苓北町にふさわしい観光振興をやっていこうと。ちなみに日本旅行社ももう１

回やっていただけるということでございますし、次回は、ＪＴＢの元社長、会長もやら

れた方も含めて実務員の方たちもお見えになる予定でございます。 

今後は、近隣の西鉄旅行やＪＲ九州やら、そして産交やら、そういう方たちの専門の

方を呼んでやらないと、インターネットとか地縁、血縁だけで探してても定期的な観光

振興にはつながっていかない。それも大事です、それも大事なんですが、もっと知恵を

絞って、その中で意見を聞いてまとめまして、支援員を、その方たちの中でまだ一所懸

命ガンガンやれる人を引っ張ってこれたらなと考えているところでございます。 
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以上、石田議員の質問にお答えをさせていただきました。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） 町民の財産であっても助成や補助をしてくださってる施策が

あるということで、町民がそれで本当に助かっているんだなというふうに思いました。

税金の町民への還元ということで、本当に良いことだと思っております。 

又、町長、ここでひとつ提案をさせていただきたいんですけども、住宅リフォーム制

度を考えていただくということでお返事をいただきましたけども、地域住民生活等支援

のための交付金というのがあるのは、町長、ご存知でしょうか。 

この制度は国の補正予算に盛り込まれているもので、日本共産党の田村衆議院議員が

総務委員会で質問をしております。その内容は、住宅リフォーム助成もこの制度に含ま

れるのかという質問に、内閣府の平将明副大臣が消費喚起につながれば対象になるとい

うふうに答弁をしております。この答弁を受けて、全国各地でこの制度を拡充する動き

が広がり、先程申しましたように実施する自治体が急激に増えてきております。 

国と県は何年かごとに産業の連関調査というのを出しております。市区町村で連関調

査というのを出しているところは、まだまだ少ないようでございますけども、それによ

りますと、住宅リフォーム助成制度が各産業に波及する効果は、建築関係を除き、建設

はもちろんのことですが、対事業所サービスでは、運輸、窯業、土石製品、パルプ、紙

製品、金属製品、商業、金融保険、電気機械という情報通信など多種多様にわたって波

及をしておるという連関調査が出ております。 

地域にもたらす経済効果は抜群でございます。今、県内では１７自治体が実施をして

おります。益城町でもこの制度を利用して７月１日から実施をするようになりました。

今年度の予算は１,０００万円だそうです。仕事がなくて嘆いている建設業者、その他

の業種にも大きな波及効果を生み出すこの制度を１日も早く創設してくださいというこ

とで、考えていただくということなので、ありがたいことだというふうに思っておりま

す。 

業者の人たちが仕事が増えて所得も増えれば、税金も増収になります。家計も楽にな

り消費も増えます。町民はリフォームをして快適な生活ができます。町の活性化にもつ

ながっていく循環型のこんな良い制度を創設しないとはもったいない話でございますの

で、是非よろしくお願いしたいというふうに思っております。 

それから、２つ目の再質問でございますけども、河川の管理の問題ですが、８月２５

日付で内閣府から大雨に係る激甚災害の指定がありましたよね。２８日に公布施行され

ていると思いますが、苓北町に対してどれだけの額が示されているのでしょうか。査定

ですか。それはどのような工事に使用できるのでしょうか。 

小規模災害や個人農災の負担は、先程から出ておりますように、今最高４０万円の半
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分だと聞いております。高齢化と少子化で農地も家も土砂を被ったままで後継ぎもいな

いし、子どもも帰ってこないからとそのままにしておく。個人の負担が大きすぎてとっ

ても手が出ないという人もいらっしゃいます。そうなると、田畑だってどんどん荒れ果

てて、今でさえイノシシやタヌキのすみかになっているようなところもあるのに、もっ

ともっとひどい状況になるのではないかと思います。又、そのままにしておくことは二

次災害が出ることも考えられ、命までも脅かされかねない状態のところだって現にあり

ます。そんなところへの補助も考えていただけないものか、お尋ねをいたします。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） まず、住宅リフォーム制度については、いろいろお知恵もいた

だきましたので、なるだけ早い機会にできるように研究をしてまいりたいと考えており

ます。 

河川の管理につきましては先程お答えしたとおりで、これもなるだけ早急に進めてい

かなければならないと。激甚災の指定につきましては、私も関係地元選出国会議員、あ

るいは関係議員にも働きかけをしておりまして、激甚災も今度災害査定をいろいろ受け

ますが、この災害査定の中で金額が大体固まってくるのではないかと考えております。

言えることは、町の負担は今までの災害よりも負担は軽くなるということは言えると思

います。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 公共土木施設の激甚指定に伴うところの補助の増額が

どれくらい見込めるかということで、今、町長からもご答弁をいただいたところですけ

ども、通常の災害の場合が３分の２、６６.７％が国費で交付をされるところです。そ

の国庫の補助率が最終的には査定を受けた後になるわけですけども、いろんな要素がご

ざいまして、１０％からもう少しぐらいの嵩上げがあるというようなことでございます

ので、最終的にはやはり国の方との査定を経た後の国の内示額を見て決まってくるとい

うようなことになろうかというふうに思います。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） 私のところへ書類が来てるんですけども、これを見ていただ

いていいでしょうか。 

農地等については、熊本県内の査定見込み額が１１億７,０００万円。それから公共

土木施設等については、熊本県天草郡苓北町では８億３,０００万円という資料が来て

いるようでございます。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 一応その８億３,０００万円というのは、町のほうで

災害の査定を受ける際の資料ということで県に上げた金額ですから、その分が丸々災害
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の交付金という形で下りてくるということではございませんので、ご理解をお願いした

いと思います。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） わかりました。 

通告はしていないんですけども、すみません、活性化と関連をしておりますので質問

をさせていただいてよろしいでしょうか。 

○議長（山本政人君） どうぞ。 

○６番（石田みどり君） 町へ、今、若い人が農業をしたいといって移住をしてきてお

ります。今年になって北海道から２世帯、４人が都呂々の木場と年柄に定住を始めまし

た。 

木場の人は、昔、私が育ったところの下の家に幼児を抱えて親子３人で来ていらっし

ゃいます。もう１人は独身で良い人があれば、こちらで結婚もしたいというふうに言っ

ていらっしゃいました、この前話をしたんですけども。こういう人たちへの支援策が町

としてはあるのでしょうか、お尋ねをいたします。 

若い人たちが、今後も定住をしてくる可能性は無きにしもあらずで、この人たちへの

支援策のやり方では、見通しが明るいのではないかなというふうに思っています。 

少子高齢化、人口減の中で貴重な存在でございますので、家の提供とか、斡旋とか、

家賃の補助とか、定住の祝い金とか、農地の提供など、その他いろいろ町で考えていた

だいて支援の方法があるのではないかなと思いますので、その点もよろしくお願いをし

たいなというふうに思いますし、移住者だけでなくて、町に定住をしている若い世帯へ

の家賃の補助とかいうのも考えていただけたらありがたいというふうに思いますので、

それも検討をしていただきたいというふうに思います。 

○議長（山本政人君） これは通告をされていない部分でありますが、答弁のできる範

囲内で。農林水産課長。 

○農林水産課長兼農委事務局長（野田尚之君） 只今、新規就農の場合の助成制度につ

きましては、国の助成制度がございます。これは、現在でも８名の方が受けておられて

おりますが、これは採択基準がもちろんございます。 

それと、町単独の助成制度も作っております。これにつきましても、月に５万円の助

成ということで作っております。国の場合につきましては、半年ごとの交付で７５万円

という助成制度がございます。これにつきましても、町の助成制度につきましても、採

択基準がもちろんございますので、ご相談いただければと思います。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 定住関係の補助の関係ですけども、まず１つは、今現

在あるのは町の分譲住宅に定住をしていただければ、世帯当たりに１０万円の補助があ



 

－63－

ります、１回だけ。 

それから、前回もご紹介いたしましたように空き家の斡旋は行っております。相談に

も月何件か、かなり来ていらっしゃいますが、今、持ち主の方と交渉中の物件が何件か

ございます。 

あと、先程町長の答弁にもありましたけども、定住される方が空き家を借られてリフ

ォームされる場合は、その補助を考えているというところでございます。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） 私がこちらへ転居をするというときにも、役場の人に大変お

世話になりまして、いろんな、それこそ家の情報を送っていただきました。そういうこ

とで情報というのはたくさんあったほうが良いというふうに思いますので、今後もそう

いう情報はたくさん出していただけたらというふうに思いますが、転居をして、こちら

へ定住しようという方への、他の町は定住をされる方に定住補助金みたいな形で出して

るところもございますが、そういうのは考えていらっしゃらないのでしょうか。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 今、石田議員さんが２家族の方、農業をやりたいとか、そうい

う具体的な目的を持って、年金以外にですよ、若い方で持っておられないと我々も責任

が持ちにくい。 

例えば、農業がやりたいなら国から年間１５０万円出ます。そういう制度もあります

ので、十分農業を覚えられるまでに時間もあると、生活もどこまでできるか、最低のこ

とはできると思っております。そういう方は大歓迎でございます。水産業も後継者がい

なくて困っているわけでございますので、これも親方制度があって、ちょっと熊本県は

他の県に比べてちょっといびつっていうか、手続きが難しいんですけど、これも年間１

５０万円国から支給しておりますし、当然のごとく、町でも農業水産業には月５万円ず

つ出しております。 

これは、重ねてはできないようでございまして、そういうことで、若い人たちも、例

えばインターネットで自分たちは生計を立てられるあてがあるとか、農業をしたいんだ

とか、そういう考えを持って来られる方は大歓迎でございます。 

そして、今度は年とって元気な方で年金でも持っておられる方、その方たちも是非移

住をお願いしたいと思っているところでございます。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） 私が話をしていた２世帯の方は若い方なんです。多分３０代

だと思いますけども。１世帯は、本当に幼児を抱えていらっしゃいまして、農業をした

いとおっしゃっていますので、是非転居なさって来たときに、町はこういう制度がある

よというのをね、是非お示しをしていただけないかなというふうに思うのですが、いか
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がでしょうか。 

○議長（山本政人君） 石田議員、質問の途中ですが、大体原則的には、一般質問は通

告した部分というふうになっております。ただ、今日の質問は町の活性化につながると

いうことで、私は判断をいたしましたので許可をいたしておるところです。 

企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 転入者の方には、転入の届けにいらしたときに町の制

度については説明するようなものを配付しております。 

それと加えて、先程の冒頭の質問の中で長崎苓北交流クラブの目的と事業ということ

でお尋ねがあったわけですけども、目的としましては古くから交流がある長崎と苓北の

交流を更に続けて深めていこうというふうな目的でございます。事業の内容は、例え

ば、苓北の方が長崎に宿泊をしたり、旅行プランを立てるときに相談をすれば、向こう

でいろいろコースの計画とか宿泊施設の斡旋とかをやりますよということと、ある程度

目的地までは茂木港からお送りしますというふうなことでございます。長崎の会の方が

苓北に来られた場合は、町内の目的地まではお送りすると、相互にそういったことをや

るということと、会費が５,０００円でございますけれども、お互いその特産品を会員

の方に１年に１回送付するというふうな計画になっております。 

すみません、ちょっと加えさせてもらいますけども、あくまでも民間の中での交流と

いうことでございます。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） ありがとうございました。いろいろ検討もしていただいてい

るということでございますので、今後も若い人たちの定住を促進するということでも、

力を尽くしていただきたいということをお願いいたしまして、私の質問を終わらせてい

ただきます。 

○議長（山本政人君） これで、石田みどり君の一般質問を終わります。 

ここで、午後３時１０分まで休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時５６分 

再開 午後３時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） それでは、休憩前に引き続き本会議を開きます。 

これまでどおり、一般質問を行います。 

通告７番、田幸英君。 

○２番（田幸英君） 通告７番、２番議員、田です。私は、避難所についてご質問

をさせていただきます。 



 

－65－

６月１１日の集中豪雨では、町内各地に甚大な被害が発生しました。しかし、人的な

被害がなかったことは不幸中の幸いだったと思います。しかし、一歩間違えば大惨事に

なっていたかもしれません。これからも集中豪雨、又、大型台風の接近、上陸等が考え

られます。河川の改修、災害時の復旧等町当局におかれましては、町民の皆さまが安心

して生活できますよう尽力をお願いするところであります。 

更に志岐川、上津深江川、松原川、小路川の氾濫により床上・床下浸水４６棟の被害

が出ました。小路川河口付近では被害がひどく、人的な被害がなかったことは幸いでし

たが、被害がひどかった小路地区と川向地区におかれましては、川向地区に隣接して川

向地区に坂瀬川地区の指定避難所、坂瀬川小学校体育館があります。この６月１１日の

集中豪雨では、もう少しで浸水するところであったと、このように近所の人から伺いま

した。ここは、坂瀬川地区では一番大事な避難所ではないでしょうか。坂瀬川では一番

多くの収容人員を抱えております。又、坂瀬川中学校体育館も同様でございます。 

私が小路地区、川向地区に行ったときには、もう満潮が過ぎており、潮が引いており

ましたので大分下がっておりましたので、もう少しという確かなところは見ることはで

きませんでしたけれども、近所の人の話ではもう少しで浸水するところだったと、又、

中学校のグラウンドも同様でした。中学校のグラウンドも浸水してしまいました。そう

いうところに坂瀬川で一番大事な避難所があるわけでございます。 

又、先日７月２８日に、県の土砂地滑りの災害の危険地域の説明会におきまして、坂

瀬川公民館に私も出席させていただきましたけれども、その中で坂瀬川公民館、又、坂

瀬川集会所が地滑り・土砂崩落のレッドゾーンであるという指摘を県から受けました。

私も、坂瀬川集会所におきましては大丈夫だと思っておりましたけれども、坂瀬川公民

館は浦地区の人たちにとっては、あそこより大丈夫なところはないのではないかと思い

ますけれども、この３ヶ所の避難所について、これから先の対応をお願いいたします。 

又、次に消防団の安全活動につきまして、私消防団出身として一言言わせていただき

たい。 

先日の大水害におきましては、松本団長をはじめ、苓北町消防団の皆さん方には朝は

５時半から出動されまして、終日土嚢あるいは土砂の撤去等、非常に活動していただき

ました。消防団は、私たち苓北町民にとってはなくてはならない存在でございます。 

しかし、この消防団が災害出動をするにあたり、坂瀬川の第一分団の４班が積載車で

災害出動中、町道古栖線であわや土砂崩れに巻き込まれるところだったと聞きました、

ご存知でしょうか。一歩間違えば大惨事になっていたかもしれません。これからの対策

を聞かせてください。 

又、増水した川岸で土嚢を積んでもらいましたが、一歩足を滑らせると転落の危機が

あり、増水した川に流される恐れがあります。現場をよく見ていただき、研究を総務課
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長よろしくお願いいたします。 

又、土砂崩れにつきましては先程も申しましたけれども、集中豪雨から８月２５日の

台風１５号の影響で民家の近くの町道、県道で落石、倒木が見られます。個人名義の土

地等で対応に苦慮されるかとは思いますが、通学路等も含まれます。町民の方々が災害

に遭わないよう注意喚起が必要と思われますがいかかでしょうか。土木管理課長にお尋

ねをいたします。よろしくお願いします。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の田議員のご質問に答えさせていただきます。 

有事の際の避難場所、避難所は災害発生の恐れがある区域及び災害が発生している区

域の状況を踏まえ、指定緊急避難場所、指定避難場所、指定避難所の中からその都度指

定することにしており、できる限りより安全な場所への迅速かつ適切な避難誘導を図る

ことにするのが鉄則でございます。 

只今のご質問の主旨は、この避難誘導を図って誘導先が不適切である心配があるとい

うようなことだと理解をしております。そういった意味で、来年の１月には結論が出て

くると思うのですが、そのレッドゾーンに指定されるような場所、これが指定してある

ということが心配な状況でもございます。 

そういった意味で地震の場合が、非常に坂瀬川公民館は耐震度に問題があるというこ

とでもございます。そういった意味で、今後は旧坂瀬川中学校校舎において公民館と出

張所の機能も移転されますので、施設の活用を図ることにしております。当然、避難場

所も坂瀬川中学校の２階に確保できるように、これも準備ができ次第なるだけ早く指定

をしていきたいと考えているところでございます。 

次に、消防団の安全活動についてご質問というよりもご指摘がございました。 

６月１１日の大雨災害での消防団の作業等、非常に危険を感じておられた消防団員が

多かった。今後、土砂崩れの前兆現象の講習、濁流のそばでの作業では命綱の着用、も

しくは準備等をして活動に励んでいただきたいと。そのためにご質問いただきました。 

消防団にあっては、日頃から町民の生命と財産を守るため、いざ火災や災害発生の折

には昼夜を問わずにご出動をいただき、各種訓練や消防走行し資機材の整備点検など有

事に備えて体制を整えていただいております。このことにつきましては、我々も本当に

安心と安全を確保するためのなくてはならない組織だと頼りにしておりますし、感謝も

しているところでございます。 

活動中の安全確保につきましても、訓練の中で指導を受けていただいているところで

ございますが、更に様々な場面を想定した中で、より安全な活動が行えるように知識の

養成や訓練の充実に努めていただくよう要請してまいります。又、町といたしまして

も、今後も新機材の整備充実を図ってまいります。 
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又、こういう危険活動の中で当然技術を取得されることも大事なことなんですが、や

はりもうよっぽど危ないときには近くに寄らない。これが東日本大震災以降の消防団の

鉄則になっておりますので、このことについても消防団員各位にしっかり考えていただ

くようにお願いをしていきたいと。又、それを指揮される方々に、まずその判断もどこ

でするのか、しっかりと我々も一緒になって勉強していきたいと考えているところでご

ざいます。 

以上、田議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 私のほうに落石等によりますところの対応についてご

質問がございましたので、お答えをさせていただきたいというふうに思います。 

ご承知のように、先の８月２５日の台風の際、もしくはそれ以前から町道の至るとこ

ろで落石等を処理をしてほしいという旨の電話等が、役場のほうにもあっているのは事

実でございます。 

それにつきましては、大きいものについては業者さんにお願いをいたしまして、先般

も坂瀬川の千々石線におきまして大きな落石があっているというようなことで、その石

の除去をしていただくとともに、周辺にも同じように転落の危険性のあるような石がな

いのかどうかまで見ていただいて、あれば撤去してほしいという旨で指示をしたところ

でございますが、通学路というようなことでございますので、これにつきましても、先

程教育委員会の方から通学路の点検について、道路管理者それから警察、教育委員会、

町が一緒になって点検等を実施をしたいという旨の説明があっておりましたけども、そ

ういう形で確認をいたしまして、必要な箇所については子供たちへの指導を行うととも

に、落石注意等の看板あたりも設置の検討をしてまいりたいというふうに考えます。以

上でございます。 

○議長（山本政人君） 田君。 

○２番（田幸英君） 先程、町長のほうから丁寧な答弁をしていただきました。 

浦地区、松原地区の坂瀬川集会所、坂瀬川公民館、現状では、来年の１月１日が目途

だというお話でございましたので、現状では今までどおりの避難所として対応するとい

うことでよろしいんでしょうか。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 今のところでは、そう考えていますが、もし受け入れ準備が整

ったならば、なるだけ早い機会にその指定場所を変えたいと考えております。 

○議長（山本政人君） 田君。 

○２番（田幸英君） ありがとうございました。 

又、本来ならば坂瀬川小学校の体育館が一番収容人員も多いし良いんでしょうけれど
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も、川岸に堤防等を増設するというようなことは考えられませんでしょうか。いかがで

しょう。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） これは、むしろ他の方法もあるかと思うんですよ。例えば、こ

の前は橋脚の橋桁があったんで引っかかったわけですね。ですか、橋の手前に鉄柵でも

付けてそこで止まれるように、そして二重に止まれるようにするとかですね。それでは

又、溢れる可能性もあるかもしれませんが、他の方法も考えて、むしろ堤防を造るより

橋桁のない橋を造ったほうが安上がりじゃないかなと思いますので、その辺のところも

担当に研究するように伝えたいと、後ろにいますので研究をすると思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 田君。 

○２番（田幸英君） 非常に頼もしい話を聞きましたけれども、あれは小潮の満潮時

であの被害です。先日も高潮注意報が苓北町にも出されました。高潮注意報のときに

は、あれはもうやっぱり関係ないと思いますけれども、そういうところも十分に考えて

いただいて、これから対応していただければと思います。 

以上で、私は終わります。 

○議長（山本政人君） これで、田幸英君の一般質問を終わります。 

次に、通告８番、髙戸幸雄君。 

○３番（髙戸幸雄君） 通告８番、３番議員、髙戸幸雄です。議長のお許しを得ました

ので、只今より通告に従い一般質問をさせていただきます。 

私は、今回は先の６・１１梅雨前線豪雨災害に伴う災害復旧事業及び関連事業につい

て３つの事項に絞り、質問をいたします。なお、既に何人かの議員から同様の質問があ

っておりますが、最後ということでご理解等をよろしくお願いしたいと思います。 

それでは、早速本題に移ります。まず、第１の事項についてです。 

河川の対策です。特に大きな被害を受けた志岐川の対策ですが、本河川が熊本県の管

理であるということは十分承知の上で質問をいたします。本河川につきましては、既に

改修が終わっている箇所にあっては、豪雨にもかかわらず氾濫は被ったものの畦畔の一

部が被害を受けるのみということで、地元としては大変感謝をしているところです。 

しかしながら、ご存知のとおり下流域にあっては未だ改修工事が進んでおらず、急場

の対策として土砂等の堆積物の取り除き、あるいは雑木や竹やぶの伐採がされていると

ころでございます。 

なお、河川の一部に極端に河川幅が狭い箇所が見受けられます。抜本的な改修がすぐ

にはできないとなったならば、このような箇所について広域本部と町が協力し、現地調

査を行い、当該箇所が民有地であったときは地権者の方々にご協力をいただき、同意を
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得て事業用地として県に先立ち苓北町で先行買収をし、事業確定のときはすぐさま対応

できる体制をとっておくことも必要ではないかと思います。このようなことは、今回の

大きな被害を被りました天神木橋下流域でも同様であります。当該箇所につきまして

は、事業が決定するまで遊水池あるいは水田と河川の緩衝地帯、あるいは水辺公園とす

るなどの検討の余地もあるのではないかと思います。いかがでしょうか。 

次に、同じ県管理河川の上津深江川の改修について質問をいたします。 

今回の災害において、本河川沿いでは住宅の床上浸水という多大な被害を被りまし

た。本河川は既に第１次の改修はほぼ完成をし、ある意味では住宅をみるところは災害

に強い河川として住民の皆さんが認めるところであったと思っているところです。 

しかしながら、今回のようなゲリラ豪雨の状況下にあったならば、安心安全という言

葉は通用しないということがわかり、不安を呈することとなりました。被災を受けた当

該箇所については、確かに豪雨と満潮時が重なったときの災害発生について以前から心

配されていた旨、お聞きをしたところでございます。今後は、護岸の高さ等について協

議を進めていただきたいと思います。 

又、被災箇所の上流部分に町の管理河川と合流する箇所がございます。最近、河川沿

いの農地山林の荒廃が進み、結果として保水能力の低下も大きな災害の一因となってい

るのではないかと心配をするところです。又、今回の被災の対岸箇所の改修につきまし

ては、対策事業の選定に苦慮されている状況は理解をできますが、現在の状況について

お答えいただきますようお願いをいたします。 

なお、今回の災害につきましては、もう既に広域本部に町長自らが出向かれ対応され

たと伺っております。今後とも、町民の安心安全確保のためによろしくお願いをいたし

ます。 

２つ目の課題として、今回の災害において町管理河川の被害件数及び申請金額も高

く、災害査定に向け毎日大変だと思っております。そのような状況にあって、私は災害

適用除外の事業と土砂災害防止法に基づく区域指定の関連についてお尋ねをいたしま

す。 

災害適用事業について除外とする項目にあって、河川では直高１ｍ未満の河底、その

他主務大臣の定める小規模な施設に関わるものとあります。中山間地帯にあっては、沢

に沿って住宅をなしている地区が存在をいたします。このような地区にあっては、被災

を受けても公共災は無論のこと、下流域に水田がない場合は農災としての申請もできな

い状況でございます。 

先日来、各地の公民館等を利用して天草地域広域本部と役場担当課から土砂災害警戒

区域等の指定に向け住民説明会が実施されていますが、警戒区域指定の後の事業の主た

るものはソフト事業とのことです。ハード事業については実施されるものの、１件当た
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りの実施金額が多額にわたるため事業箇所もわずかと説明がなされました。よって、こ

の事業でも小さな川の被災については適用除外となり、実施ができなくなってまいりま

す。町の一般財源のみの事業となりますと、これまた多くの課題もあろうかと思いま

す。 

そこで、以前単独事業ではありますが、河川改修で利用しておりました自然災害防止

事業債に類似した事業債による事業はできないものか、お尋ねをいたします。 

最後に、町単独の農地等小災害復旧事業補助金の取り扱いについて質問をいたしま

す。このことにつきましては、先に議会からも３常任委員長名で要望書の提出があった

ところです。 

今回の災害では被災内容が多様にわたり、又、余りにも被害が大きいため手付かずの

状況の圃場もあるようです。補助対象の農業用施設の災害にあっては、他の事業と比較

しても高い補助率でありますが、それでも中山間地帯にあっては、必要経費と今後のこ

とを鑑みると復旧を断念することもひとつであると考えざるを得ない状況であるという

ことをお聞きいたしました。 

県補助金事業の内訳は、計上いたしますと対象事業の通常補助率が２分の１が県、補

助残の２分の１が町の補助となり、最低限でも７５％の補助金となり、現在、町単独で

実施しております補助金を上回る高率補助となります。この他補助債には、農災独自の

補助率増高等の制度により、より高い補助率が適用されることになってまいります。 

このようなことを考えあわせ今後の農業振興を鑑みるときに、町単独事業補助率の補

助対象事業最低限度同様の７５％の補助金、補助率という考えも一理あるのではないで

しょうか、お尋ねをいたします。 

以上で、３項目にわたる私の質問を終わります。答弁を得た後の再質問につきまして

は、自席において一問一答方式により行いたいと思います。よろしくお願いをいたしま

す。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 只今の髙戸議員のご質問に答えさせていただきます。 

まず、災害復旧事業について、河川対策についてのご質問でありました。 

特に志岐川につきましては、６月１１日の記録的な豪雨によりまして河川の氾濫や護

岸の決壊が起こり、家屋の床下浸水や水田への土砂流入、灌水等甚大な被害が発生をい

たしました。ご指摘のとおりでございます。 

志岐川は下流域から中流域にかけまして大きく蛇行しておりますが、残念ながら河川

改修工事が進んでおりません。今回の災害発生を踏まえまして、熊本県広域本部に本部

長、土木部長に根本的な災害対策として志岐川、上津深江川、松原川の河川改修工事を

実施していただくように要望をいたしました。担当者の説明では、県管理河川の改修工
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事に取り組む場合は、まず改修に向けた基礎資料収集のための降雨量、水位、流量等の

調査を実施いたしまして、調査結果を踏まえた改修計画を策定して、国の認可が下りる

まで１０年近い期間を要することもあるとのことでございます。 

先程議員がご指摘なさいましたように、河川幅が狭くなっている箇所がございます

が、背後に民有地がある場所が数ヶ所あるようでございます。これらの対応につきまし

ても事務レベルで打ち合わせをしておりますが、河川改修計画がない中では県での用地

買収はできないとのご返事でございました。ただし、河川敷内の竹木の除去や堆積土砂

の撤去は可能であるとのことでございました。 

先程申し上げましたように、改修計画の策定及び国の認可が下りるまで相当の期間を

要するとのことでございますので、その間、町といたしましては必要な用地の先行取得

についての検討をしていきたいと考えております。又、竹木の伐採、堆積土砂の撤去、

加えて河川隣接地を遊水池あるいは緩衝地帯として活用することなど、氾濫防止のため

の対策を講じていただくよう県に働きかけてまいりたいと考えております。 

しかし、これは遊水池をつくるということになりますと、やはり今、耕作をしておら

れる場所をお願いをしなければならない。それと抜本的対策と重ね合わせられる可能性

がありますので、その辺のところを短期的な改修工事として県にお願いをしてみたいと

考えているところでございます。 

又、県の管理河川・上津深江川についてのご質問でございました。既設護岸の嵩上げ

検討と対岸の改修等についてでございます。上津深江川についてのご質問があったわけ

でございますが、ご指摘のように下流域で床上浸水の被害が発生いたしております。熊

本県では、河川改修によって護岸の嵩上げが済んでいるとの判断をお持ちのようでござ

いますが、議員ご指摘のように、上津深江川の本流と町河川・大迫川の合流地点におき

まして氾濫をいたしました。今回県に対しまして、この合流地点を中心に護岸の嵩上げ

等の対応を検討していただくよう要望をいたしております。 

又、対岸の護岸未改修の区域についてのご質問でございますが、県におかれましては

護岸に岩盤が露出し背後地が山林であることから、現時点での改修は考えておられない

ようでございます。上津深江川につきましても満潮時に豪雨が重なった場合、河口部近

くに民家が集まっている地域でございますので、更なる対応を検討していただくように

県にも引き続き要望をしてまいりたいと考えております。 

次に、町管理河川と土砂災害防止法に基づく警戒区域の指定について、つまり自然災

害防止事業債による取り組みはできないかということでございますが、町管理河川の警

戒区域の指定に伴う対応についてでございますが、小さな渓流等、災害復旧事業の適用

対象とならなかった箇所の復旧についてのご質問であるわけでございます。 

農業用水の取水や排水を行う小規模な河川につきましては、農業用の水路として災害
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復旧事業の対象になっておりましたが、議員ご指摘のように、下流域に受益地となる耕

作地がなければ農業用施設としても申請することができません。又、道路につきまして

も、幅員２ｍ未満の道路も災害復旧事業の対象になりません。 

又、県が取り組んでおられます土砂災害警戒区域等への対応につきましては、議員が

ご指摘なさったように、危険個所の指定が余りにも多いことから防災工事等のハード面

での対応が全く追いついていない状況にあります。 

このような状況から、小河川の改修について自然災害防止事業債による事業実施につ

いての考え方をお尋ねでございます。 

確かに、国が示しております地方債同意等基準の防災対策事業の中に現在も自然災害

防止事業のメニューがございます。起債の充当率は１００％となっておりますが、町の

地域防災計画に災害危険箇所として掲載されていることが起債の条件でございまして、

以前、一部の小河川におきまして、この起債事業に取り組んだ経緯がございますが、災

害復旧事業に比べて交付税措置が小さいこと等もございまして、現在はこの起債を利用

いたしていないのが事実でございます。 

現時点では、基本的には災害復旧事業で対応してまいりたいと考えておりますが、対

象にならない場合において早急な対応が必要と判断した場合は、町単独費で対応したい

と考えております。議員ご案内の起債事業につきましては、今後有利な財源の確保とい

う観点から検討をしてまいりたいと考えているところでございます。 

次に、災害復旧事業について、農地等小災害復旧補助金の取り扱いについてのご質問

でありました。 

町単独の小災害復旧事業の補助率５０％を暫定法による国の補助事業の補助率を鑑

み、７５％にしてはどうかとのご質問に対する答えでございます。 

ご存知のとおり、国の補助での復旧事業の対象は、工事費が４０万円以上であるほか

に経済効果がある復旧箇所であるか、受益面積を基に復旧限度額を設定したり、受益戸

数の存在や維持管理が適切に行われていたかなど、災害査定時に詳しく確認をされま

す。一般的に国の補助での復旧工事費は高額となり受益者負担も多額になりますので、

町も応分の助成をすることにしております。 

一方、町単独の小災害復旧事業は、補助率は５０％ではありますが、採択の要件とし

て国の補助の対象とならないもので農用地や施設の被災であれば補助対象となります。

又、先程田嶋議員にもお答えをいたしましたが、本年度の採択要綱については、申請書

の年１回の採択基準を本年度は複数回活用できる、そのように改正をして対応をしてま

いりたいと考えているところでございます。 

この事業は、工事の工法など復旧規模を農家が選択でき、速やかに着工できる特徴が

ございます。そして、被災箇所を早く復旧し、農業を継続してもらいたいことが主眼で
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ございます。国の補助事業とは被災箇所の復旧基準や採択基準が異なっております。

又、町単独事業は、家屋の保全や生活道路の確保など二次的効果もございます。国の事

業の農地等に限った効果とは違う部分もございますので、町単独事業の補助率は現在の

ところ現行のままで運用し、複数回使っていただくというようなことで運用をしていき

たいと考えているところでございます。 

以上、髙戸議員のご質問に答えさせていただきました。 

○議長（山本政人君） 髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） 私が、県管理河川にあえて先行買収をしたらいかがでしょうか

と言った理由は、実は私は在職中に苦い経験がございます。地籍をよく見ないで、河川

に沿って堆積物ていいますか、山みたいな土地がございました。そこに何本かの木が植

わっとったわけですけれども、業者の方から「課長、木ばどがんしましょうか」という

ことで「河川の中の木だもね、自然に植わっとっとたい」ということで軽い返事をし、

「なら、伐採していいですね」というて「うん、よかよ」という軽い返事をしていたと

ころが、何とそこが民有地だったという事例がございます。 

地籍を見ますと、確かに一番志岐川の中の河川幅が狭いところが水田に沿って民有地

がございます。本来ならば民有地でございますので、伐採とかそういったことも手を付

けることができないわけです。私も河川改修に伴う用地買収が本来のあり方であり、そ

れは十分承知の上であえてこういった質問をさせていただいたわけでございます。堆積

物の除去をするにしても、民有地ならば除去は実際はできないわけですよね、伐採もで

きません。ですからできるならば公有地、要するに町の名義にすると必然的にそういっ

た作業工程ができるわけです。 

質問の中でも言っておりますけれども、もちろん広域本部と綿密な連絡等々をした上

で、そういった作業に入ってもらいたいということはわかっているつもりでございま

す。ですからその先行買収について、町長、もう一度考え方をお願いできないでしょう

か。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 私の考え方は、今、髙戸議員がおっしゃったようなことも踏ま

えながら、こういうことなんですよ。昨日も国道・県道の総会がありました。先行取得

を考えてくれというようなご意見もございました。そういう折に、ある県会議員の先生

が指摘をなさったんですが、やはり県がこれは１０年ぐらいかかるとはいってみても、

もしかしたらもっと早く計画が立てられるかもしれません。そういった場合に、いざ経

済対策などで予算が付いた場合、そこに民有地があったらなかなか、又そこの交渉に手

間取る。そうすると経済対策等には間に合わなくなる、そういうこともございます。で

すからこれは検討に値すると、まだ先行取得すると決めたわけではございませんが、検
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討してみて、特に志岐川とか松原川なんかにそういう場所があるかないかもよく検討し

て、ここらあたりはやっぱりすぐ経済対策、あるいは県が今度の災害で県単独費も付け

ておられるように聞いておりますので、そういうところに当てはまるようなところがあ

りました折に、これは先行取得が必要だと判断した場合は、先行取得をしておく必要が

あると、そういう判断の中で検討に値するということでお答えをしたところでございま

す。 

○議長（山本政人君） 髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） 先行取得についてはよろしくお願いしたいと思います。 

実際問題として、志岐川の今回私が言っている先行取得の場所のところに、もう既に

その下流域ていいますか、ちょうどその当該土地に当たっていなかったからこそいいん

ですけども、その下にもう既に測量がなされております。赤杭が打ってありましたので

「ああ、ここも今度の災害にかくっとばいな」と、この前見てきたところです。土木課

長にもよろしくお願いしたいと思います。 

それから上津深江川、これはもう災害と言うよりも、むしろ以前からの懸案事項でご

ざいますので、この点についても農林課長も、地目が山林でございますので何かいい河

川改修といいますか、そういったことがあったらよろしくお願いしたいと思います。 

幸いなことに、山林の地権者の方も少のうございます。ここも併せて、何かの機会が

あったときには先行買収まではいかないと思いますけれども、お話をその地区の区長さ

んなりに「どうやろかな」と、「買収すっときは、もっといくどかい」というごたる、

少しお話でもしていただきたいと思っているところでございます。 

それから、合流地点、確かに荒れているような状況でございます。保水量力が低下す

ると質問の中でも言っておりますけども、大きな災害の要因にもなるのではなかろうか

なと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それから、土砂災害防止法に基づく区域に絡む事業でございますけれども、これも

又、在職中に非常に質問のときは渓流というふうに書いておりましたけれども、沢とい

うことでご理解をいただきたいと思いますけれども、大変狭いということで「公共債に

は適用せんもんな」ということで、その付近の方に申し訳ないなということがありまし

たので、あえて今回こういうふうな質問をさせていただきました。 

下流域に水田があると、必然的に水路の用廃ということでとられるわけでございます

けれども、そういったところは、なかなか水田そのものもございませんので、自然災害

事業債、これもこじつけでございます。こういった、今実際この起債は利用してないの

はわかってるんですけども、何か類似したものがあればなあということで今回質問をさ

せていただきました。機会があったら検討方よろしくお願いしたいと思います。 

最後の小災害の補助率のアップでございますけれども、復旧事業をしようという農
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家、大変米の値段が下がっている中で、そういった中で農地を守ろうとしている農家を

見捨てないでほしいなと思います。山間部はもう水路から全て不便であり反収も大変少

ないわけです。私も山間部に水田を作っている一人でございますけれども、この前ちょ

っとした災害でもう止めようかなと思っておりましたけれども、周りの方々が「お前も

止むっとならどがんすいかい」というご指摘も受けて、やっぱあと１回作ろうというこ

とで今年度も作付をいたしました。 

そういったことで恵まれているところは良いんですけれども、特にそこまでして農地

を守ろう、先祖から受け継いだ田畑をどうにかして子孫に残そうというわけではありま

せんけど、自分がいる間だけはしたいという、せんばいかんなというその気持ちをどう

かお汲み取りの上、補助率のアップについても再考をお願いできんかなと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 答弁ございますか。町長。 

○町長（田嶋章二君） この件につきましては、査定に入らない、そして４０万円以下

ということでありますが、その方の復旧意欲と経済的な状況等も考えながら今後検討し

ていきたいと思います。お支払い能力がおありになるんだったら、まあこの５０％で辛

抱していただくと、ただ、復旧意欲が大いに強いけど経済力が弱いなというようなとき

には、要件を設けまして検討をしていきたいと考えております。 

○議長（山本政人君） 髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） ありがとうございます。 

以上で、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（山本政人君） これで、髙戸幸雄君の一般質問を終わります。 

ここで、特別委員会設置に関する決議をお願いいたしたいと思います。 

このことにつきましては、先の６月の第３回定例会の折に、議会の活性化について検

討すべきではないかとの提案がございました。よって、お手元に配付をいたしておりま

すとおり、議長を除く全議員で組織する「苓北町議会活性化等検討特別委員会」を設置

したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

よって、苓北町議会活性化等検討特別委員会を本日付けで設置をし、議会の活性化に

関わる方策等についての調査検討を同委員会に付託したいと思いますが、ご異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 
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どうぞ。 

○８番（浜口雅英君） これは、名前だけの委員会で付託がでくっとですか。責任者は

誰なんですか。 

○議長（山本政人君） それは、まず特別委員会を設置をし、そしてその中で委員長、

副委員長等の役員を決定したい、そういうふうに思います。 

よろしいですか。 

○８番（浜口雅英君） はい。 

○議長（山本政人君） お諮りします。 

明日９月５日土曜日、９月６日日曜日は週休のため休会とします。 

次は、９月７日月曜日午前９時３０分から本会議を開きます。 

これに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 

どなた様も大変お疲れさまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後３時５９分 

 



 

 

  

 

 

平成２７年９月７日（月）  

（第２日目）  

 



 

－79－

平成２７年第５回苓北町議会定例会会議録（第２日目） 

 

 平成２７年第５回苓北町議会定例会は、平成２７年９月７日苓北町議会議場に招集さ

れた。 

 

１．午前９時３０分開会 

 

２．応招議員は次のとおりである。 

    １番  松本 良人          ２番  田 幸英 

    ３番  髙戸 幸雄          ４番  松野 重幸 

    ５番  倉田 明           ６番  石田 みどり 

７番  野﨑 幸洋          ８番  浜口 雅英 

９番  田嶋 豊昭         １０番  山下 時義 

１１番  錦戸 俊春（副議長）    １２番  山本 政人（議長） 

 

３．不応招議員 なし 

 

４．出席議員は、応招議員と同じである。 

 

５．欠席議員は、不応招議員と同じである。 

 

６．議会書記 

  事 務 局 長  宮 﨑 裕 昭     書    記  野 田 寛 子 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により議案説明に出席した者は、次のとおりである。 

町 長  田 嶋 章 二     副 町 長  松 野   茂 

教 育 長  芦 塚 博 昭     総 務 課 長  山 﨑 秀 典 

税務住民課長  益 田 大 介     土木管理課長  山 口 仁 人 

農林水産課長兼 
        野 田 尚 之     企画政策課長  荒 木 広 之 
農委事務局長  

福祉保健課長  田 尻 伸 治     健康増進室長  山 﨑 敬 一 

                    会計管理者兼       
水道環境課長  小 林 和 文                   大 田 勝 彦 
                    会 計 課 長        

教 育 課 長  汐 﨑 正 喜     商工観光課長  立 山 清 剛 

代表監査委員  登 本 玄 一 
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８．議事日程 

日程第 １ 報告第 ７号 例月現金出納検査の結果報告について（平成２６年度

５月分、平成２７年度５月分・６月分・７月分） 

日程第 ２ 報告第 ８号 所管事務の調査結果報告について 

日程第 ３ 承認第１２号 専決処分の承認について 

専決第１２号 平成２７年度苓北町一般会計補正予算（第４号）につ

いて 

日程第 ４ 議案第４６号 苓北町税条例の一部を改正する条例について 

日程第 ５ 議案第４７号 苓北町手数料条例等の一部を改正する条例について 

日程第 ６ 議案第４８号 苓北町個人情報保護条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第 ７ 議案第４９号 苓北町議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例を

廃止する条例について 

日程第 ８ 議案第５０号 苓北町職員等の給与の臨時特例に関する条例を廃止す

る条例について 

日程第 ９ 議案第５１号 苓北町ふれあい館の設置及び管理に関する条例を廃止

する条例について 

日程第１０ 議案第５２号 平成２７年度苓北町一般会計補正予算（第５号） 

日程第１１ 議案第５３号 平成２７年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１２ 議案第５４号 平成２７年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１３ 議案第５５号 平成２７年度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１４ 議案第５６号 平成２７年度苓北町水道特別会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 議案第５７号 平成２７年度苓北町下水道特別会計補正予算（第１

号） 

日程第１６ 議案第５８号 平成２７年度苓北町農業集落排水特別会計補正予算

（第１号） 

日程第１７ 議案第５９号 平成２７年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会

計補正予算（第１号） 

日程第１８ 議案第６０号 平成２７年度苓北町宅地造成事業特別会計補正予算

（第１号） 



 

－81－

日程第１９ 議案第６１号 請負契約〔苓北町拠点避難地造成工事（１工区）〕の

変更締結について 

日程第２０ 議案第６２号 請負契約〔苓北町拠点避難地造成工事（２工区）〕の

変更締結について 

日程第２１ 認定第 １号 平成２６年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

日程第２２ 認定第 ２号 平成２６年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２３ 認定第 ３号 平成２６年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２４ 認定第 ４号 平成２６年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２５ 認定第 ５号 平成２６年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定について 

日程第２６ 認定第 ６号 平成２６年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第２７ 認定第 ７号 平成２６年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第２８ 認定第 ８号 平成２６年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第２９ 認定第 ９号 平成２６年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第３０ 認定第１０号 平成２６年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会

計歳入歳出決算の認定について 

日程第３１ 認定第１１号 平成２６年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第３２ 報告第 ９号 平成２６年度決算における健全化判断比率等について 

日程第３３ 報告第１０号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評

価報告について 
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９．議事の顛末 

開会 午前９時３０分 

○議長（山本政人君） おはようございます。 

只今の出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、只今から本日の会議を

開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 報告第７号 例月現金出納検査の結果報告書について（平成２６年度５月

分、平成２７年度５月分・６月分・７月分） 

○議長（山本政人君） 日程第１、報告第７号、例月現金出納検査の結果報告書（平成

２６年度５月分、平成２７年度５月分・６月分・７月分）が提出されましたので、お手

元に配付をいたしております。朗読は省略します。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これで、報告第７号を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 報告第８号 所管事務の調査結果報告について 

○議長（山本政人君） 日程第２、報告第８号、所管事務の調査結果報告についてを議

題とします。 

この件につきましては、三常任委員会の合同で６月に実施した災害状況調査と、７月

に実施した天草広域連合の現状と今後の計画に関わる視察研修についての調査報告書

と、町民福祉常任委員会からの調査報告書が提出されましたので、お手元に配付をいた

しております。 

それでは、各委員長に報告を求めます。 

まず、三常任委員会合同分については代表していただき、山下総務常任委員長にお願

いをいたしますが、災害状況調査と天草広域連合の視察研修については同時に報告をい

ただいて、質疑はそれぞれの項目について、お願いをすることにいたします。まず、山

下総務常任委員長。 

○総務常任委員長（山下時義君） 平成２７年６月２９日、苓北町議会議長、山本政人

様。苓北町議会総務常任委員長、山下時義、建設経済常任委員長、野﨑幸洋、町民福祉

常任委員長、田嶋豊昭。 

三常任委員会合同災害状況調査報告書。 

三常任委員会は合同で所管事務の調査研究を行ったので、会議規則第７７条の規定に

より、下記のとおり報告いたします。 
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記、１、調査事件名、平成２７年６月１１日木曜日の大雨洪水による町内被災状況等

についての現地調査。２、調査の経過、（１）調査期日、平成２７年６月１８日木曜日

であります。（２）調査場所、①町河川、小路川被災現場。②町道木場線（石太郎手前

応急工事現場、山崎宅下）であります。③町道古栖線田中宅先であります。④県管理松

原川氾濫現場、坂瀬川御領線・町道鴨田線であります。⑤町道寛毛線被災現場（花の通

り橋橋脚）。⑥県管理志岐川氾濫現場（茶摘田橋・天神木橋下流）であります。⑦町道

八久保線被災現場。⑧県管理富岡漁港護岸被災現場。⑨内田みかん園地周辺災害被災現

場。⑩年柄吉村宅横被災現場。⑪町道年柄線被災現場（平井宅横）であります。⑫国道

３８９号線被災現場（竹の迫地内）。⑬国道３８９号線被災現場（萱の木地内）。⑭古里

（森田宅裏）被災現場。⑮町道上線上橋橋台被災現場（舞子川）であります。⑯町河川

都呂々川被災現場（涼松地内）。（３）出席委員、総務常任委員会が浜口雅英副委員長、

田幸英委員、倉田明委員。建設経済常任委員会、野﨑幸洋委員長、髙戸幸雄委員、松

本良人委員。町民福祉常任委員会、田嶋豊昭委員長、錦戸俊春副委員長、山本政人委

員、石田みどり委員であります。（４）執行部出席、山口土木管理課長。（５）委員会書

記、宮﨑議会事務局長であります。３、調査の概要等について。各被災現場において、

山口土木管理課長から説明を受けながら現地調査を行った。４、出された意見、要望等

について。①国県の補助対象箇所は早急な復旧をお願いする。②国、県の補助対象とな

らない箇所についても、特例をつくってでも受益者負担が極力少ないような取り組みを

行ってもらいたい。③今回の災害の原因を早急に究明し、今後の道路、河川等の適切な

維持管理をお願いする。 

なお、本報告書におきましては、提出後、７月３日に議長、三常任委員長の４名で議

会より執行部に対し、直接要望を行ったことを報告いたします。 

次の案件でございます。次の案件は、天草広域消防関係であります。 

平成２７年８月７日、苓北町議会議長、山本政人様。苓北町議会総務常任委員長、山

下時義、建設経済常任委員長、野﨑幸洋、町民福祉常任委員長、田嶋豊昭。 

三常任委員会合同現場調査報告書。 

三常任委員会は合同で所管事務の調査、研究を行ったので、会議規則第７７条の規定

により下記のとおり報告します。 

記、１、調査事件名、天草広域連合の現状及び今後の計画についての視察調査であり

ます。２、調査の経過、（１）調査期日、平成２７年７月１６日木曜日であります。

（２）調査場所、天草広域連合事務所及び新ゴミ処理施設建設予定地であります。

（３）出席委員、総務常任委員会が山下時義委員長、浜口雅英副委員長、田幸英委

員、倉田明委員。建設経済常任委員会、野﨑幸洋委員長、髙戸幸雄委員、松本良人委

員。町民福祉常任委員会、田嶋豊昭委員長、錦戸俊春副委員長、山本政人委員、石田み
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どり委員であります。（４）に委員会書記でございますが、宮﨑議会事務局長、野田議

会事務局書記であります。３、調査の概要等について説明をいたします。調査の概要に

つきましては、天草広域連合事務所及び新ゴミ処理建設予定地で職員の説明を受けなが

ら研修及び現地調査を行いました。内容については、報告書に記載したとおりでござい

ますが、主な部分についてご報告をさせていただきます。 

天草広域連合の庁舎は、面積が１万１,１９３.５２㎡でございます。工事の竣工は、

平成２６年３月であります。総工事費は１８億９,９１９万１,０００円でございまし

て、市町村負担金が１７億９,８９１万９,０００円となっております。この内、苓北町

は１億５８４万５,０００円であります。庁舎の施設等は、庁舎は本館が５階建て、訓

練棟その他車庫、駐車場等が整備されております。又、車両につきましても、はしご

車、消防自動車を含めて合計４０台あります。あとは、記載のとおりでございます。 

次に、消防署の再編計画について申し上げます。 

平成２２年に作成した第２次広域計画及び行政改革大綱では、苓北と五和を統合する

ことも含めて３署５分署に統合し再編する計画であったが、東日本大震災発生以来、近

年各地で頻発する自然災害による人的被害が多発し、消防の役割、存在意識が高まり、

地域住民の消防へ寄せる期待が増大していることが感じられます。このような現状も踏

まえて、第３次広域計画では上天草市管内に分署を格上げした消防署を設置し、天草全

域を３署体制とする署所再編計画をしておられます。消防拠点としては、平成３２年度

まで現状維持としていた統合再編については、長期目標年次平成３７年度まで先送りし

ている。この統合再編については、住民の安全安心を第１に考え、地元消防団や自主防

災会を含めた総合防災力の維持向上が重要となってくるので、地域の理解を得て慎重に

計画を推進していただきたい。 

第３次広域計画については、８月開催予定の定例会へ提出予定という説明でありまし

たが、この計画については４日の議長報告にもありましたように、８月２１日に開催さ

れました天草広域連合議会定例会において提案され、原案どおり可決されているという

ことを報告させていただきます。 

（３）衛生でございますが、①天草広域連合では、本渡地区清掃センターと松島地区

清掃センターの２ヶ所でゴミ処理業務を行っている。本渡地区清掃センターは平成１２

年４月より運転を開始し、平成２７年３月までということで地元と協定を結んでいたが

新たな施設建設ができていないため、現在、平成３７年３月までの１０年間延長しても

らって新施設建設の取り組みを進めている状況であるということであります。②新建設

の計画地、天草市有明町須子・赤崎地区であります。③計画の概要と④進捗状況につい

ては、下に記載しているとおりでございます。 

平成３２年度に整備計画が終わりまして、平成３４年度から供用開始をするというよ
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うなことでございます。この件につきましては、建設への同意については出ていない。

調査の進捗状況をみながら改めて地元住民へのお願いをしていくようになっているとい

う説明を受けました。 

（４）、介護認定審査については、ここに記載しているような流れで処理してありま

す。 

次に、４でございますが、出された意見、要望事項でございます。 

消防関係、①火災発生の放送については、苓北分署、地元消防団の意見を聞き、現場

周辺の特定が困難な地域については、ポイントを指定して早急に現場に到着できるよう

対策を講じられたい。②救急消防に関しては、緊急性を要するため署所の再編について

は地元住民の声を把握し、十分な検討をしていただきたいということでございます。 

衛生関係、①新ゴミ処理施設の建設については、地元住民の意見を十分に反映された

いということであります。 

最後に、介護認定審査会関係でございますが、これについては特記事項はありません

でした。 

以上をもって報告を終わります。 

○議長（山本政人君） 只今、山下委員長より２点について報告がございました。 

まず、災害状況調査について何か質疑はありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） １番松本です。全体的なことではございませんけれども、この

報告書の中で、２の（３）の出席の中で総務常任委員会で山下委員長は出ておいでにな

らないようなことでございましたが、委員長はおいでになっておられませんでしたか

ね。 

というのが、次の三常任委員会の合同視察の中には総務常任委員会の山下時義委員長

も出ておいでになっているということで明記してありますので、そこら辺確認をいたし

ます。 

○議長（山本政人君） 山下総務常任委員長。 

○総務常任委員長（山下時義君） 松本議員に答弁いたします。 

私は都呂々保育園の副理事長をしておりまして、今都呂々保育園では非常に園児が少

なくなっております。そこで今後運営をどうするかというようなことで、理事会で協議

をいたしまして、山都町にある施設が老人の方も入所していただいて、保育園の経営を

していらっしゃるというような場所がありましたので、そこに行くように、既に１ヶ月

以上前から決定された事項であります。そこで、議長並びに議会事務局長にその旨のお

話を申し上げて、そして許可を得たわけでございます。帰りましてからすぐ、私も局

長、議長、あるいは田嶋建設経済委員長にお電話をしまして、その箇所について現地を

調査をしております。 
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そしてまとめのとき、今、松本議員からお話がありましたように私は出席していない

のでという話をしたが、役職上、やはり総務常任委員長は出るべきだというようなこと

でご案内をいただきました。それで、私は、まとめあるいは町長や執行部に対するお願

い、これについては役職を全うするというような考えの元に出席をしたというようなこ

とであります。 

それで、よろしゅうございましたでしょうか。 

○議長（山本政人君） 今、答弁がありました。松本君。 

○１番（松本良人君） 委員長の出席できなかった理由については、わかりました。あ

りがとうございました。 

この場合、やはり現場にも出ていないということでございますので、本来は副委員長

がそのためにおいででございますので、報告を副委員長からお願いするとか、あるい

は、この調査は災害が主体でございましたので、建設経済委員長あたりにしてもらうと

か、そういうようなしきたりとか何かはありませんか。すいません、私は初めての議員

ですので、そこら辺をお尋ねをいたしたいと思います。 

○議長（山本政人君） このことについては、三常任委員会の合同調査ということもご

ざいまして、そうなれば総務常任委員長が適任じゃないかということでお願いをしまし

た。 

先程指摘がありましたように、確かに調査のときにはご出席ではございませんでした

が、ただ後日帰られてから、すぐ調査場所については全箇所巡回をしておられますし、

そして意見の合同委員会を開いたときには出席をいただいて、いろいろ委員の皆さんか

らも意見を聞いていらっしゃいますので、それで適当であると、そういうような判断を

いたしておるところであります。 

松本君。 

○１番（松本良人君） わかりました。ありがとうございました。 

ただ１点、お願いをいたします。こういった大事な時期ですので、できたら委員長さ

んあたりは、是非現場も見てもらう、おらなければならないというのが一番大事だと思

います。これは苓北町の根幹のいろんな災害状況ですので、そういったことでございま

すので、できたら日にちをずらすとか、時間をずらすとか、そういった対策を今後取っ

ていただければ、町政に反映できるのじゃなかろうかなというように考えます。よろし

くお願いします。 

○議長（山本政人君） 山下総務常任委員長。 

○総務常任委員長（山下時義君） 松本議員から大変建設的なご意見をいただきました

が、私としては保育園の理事をしておる関係でこういうことになりましたが、やはり１

人の都合で全体に迷惑をかけることはできないので、そういうことは一切申し上げず
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に、後ですぐ現場を只今報告したような箇所については見て回ったわけでございますの

で、その点ご理解をよろしくお願いします。 

以上です。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

次に、広域連合の調査についての質疑を賜ります。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） ないようです。質疑なしと認めます。 

次に、町民福祉常任委員会の視察調査の報告書が提出されております。町民福祉常任

委員長に報告を求めます。田嶋豊昭委員長。 

○町民福祉常任委員長（田嶋豊昭君） それでは、報告を申し上げます。 

平成２７年７月８日、苓北町議会議長、山本政人様。町民福祉常任委員会、委員長、

田嶋豊昭。 

町民福祉常任委員会視察調査報告書。 

本委員会は所管事務について調査を行ったので、会議規則第７７条の規定により下記

のとおり報告します。 

記、１、調査事件名、町内各福祉施設の現状把握と実態調査。２、調査の経過、

（１）調査期日、平成２７年６月１７日水曜日、９時より１２時まで行いました。

（２）調査場所、①小規模多機能ホーム「はるかぜ」、②地域密着型介護老人福祉施設

「梧葉苑」、③グループホーム「菜の花苓北」、④養護老人ホーム「寿康園」、⑤苓北町

老人福祉センター。（３）出席委員、田嶋豊昭委員長、錦戸俊春副委員長、山本政人委

員、石田みどり委員。（４）執行部出席、田尻福祉保健課長、西川課長補佐。（５）委員

会書記、宮﨑議会事務局長。（６）調査の方法等、各施設を訪問し、施設側から説明を

受けながら調査し、意見交換を行った。３、所管事務調査、研修内容は次のとおりで

す。 

（１）小規模多機能ホーム「はるかぜ」。苓北町に住所を有し、介護認定の要支援

１・要支援２・要介護１から要介護５までの方が利用できる。高齢者が地域に生きがい

を持って生活が営まれますように利用者の状況に応じて「通い」「泊まり」「訪問」の機

能を組み合わせ提供する在宅介護サービス施設である。①通所サービス、入浴や食事な

どの介護の他、生活上の相談、助言、健康状態確認などの日常生活の世話や機能訓練の

提供。②訪問サービス、自宅に訪問介護員を訪問させ、身体介護や生活補助サービスの

提供。③宿泊サービス、ショートステイで利用者の希望により提供する。④少人数登録

制で、２５人まで利用可能とのことである。⑤宿泊施設は９室あり、他にゲストルー
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ム、面会者の宿泊室１室が準備されていた。 

（２）地域密着型介護老人福祉施設「梧葉苑」。苓北町に住所を有し、要介護１から

要介護５に該当され、入院治療を必要としない方の入所施設である。①利用者定数、２

０人（全個室２０室）。②サービスの内容、食事の提供及び援助、健康管理・服薬管理

の援助、減退防止のための機能訓練、清掃・洗濯・買い物等の日常生活動作援助、排泄

援助及び入浴援助、緊急時の対応（委託及び協力医療機関へ連絡）、個別にあったケア

など。③経営理念、お年寄りも子どもも障がいがある方も、元気な方も共に生きがいを

感じて、心豊かに暮らせる地域づくりの役に立ちたいと考えているとのこと。④運営方

針、生活の機能性を尊重した支援・入居者の立場に立って安心できるサービスを提供、

地域や家庭との結びつきを重視した運営。⑤地域で安心して暮らせるよう新しい地域福

祉の創造を目指し、「地域縁がわづくり」の計画をされていた。 

（３）グループホーム「菜の花苓北」。苓北町に住所を有し、要支援２要介護の認定

を受けた方で、認知症の方が少人数で共同生活を送りながら、入浴、食事、排泄といっ

た日常生活の介護や機能訓練などのサービスを受けるもので、家族・家庭的な雰囲気の

中で普通の暮らしを提供する施設である。①利用者定数、１８人（２ユニット）。②理

念、その人らしく自分らしく、思いやり、やすらぎ、ありがとう、笑顔あふれる菜の花

とされていた。 

（４）養護老人ホーム「寿康園」。６５歳以上の方で、在宅生活が困難（環境上の理

由及び経済的理由）な状態にあると市町村から認められた方が入所する福祉施設であ

る。①利用定数、５０人（訪問時利用者４９人、うち半数の方の介護支援、訪問介護、

通称リハビリ等受けているとのことであった）。②日常生活支援として生活の相談、機

能訓練（棒体操、指体操、ラジオ体操、介護の予防体操、太極拳、嚥下体操）、生活支

援（食事、入浴、排せつ、掃除、洗濯、外出）、レクリエーション（手芸、音楽、書道

など）、健康管理など。又、共同生活を通じて生活上の相談・支援、社会参加の促進な

ど様々な援助もされている。③運営方針、「人間尊重」の基本的精神を持ち、施設や地

域の中で「その人らしい」環境づくりに努め、安心して生活が送られる支援を行います

とされていた。 

（５）苓北町老人福祉センター。事業内容、デイサービス事業・訪問介護事業・自主

事業が実施されている（５月末現在）。①デイサービス事業（月曜から金曜に実施）、登

録人員７３人（一般高齢者４９人、特定高齢者２４人）。②訪問介護事業、介護保険

（身体介護１件・生活援助１０件・介護予防４件）、計１５件。各病院のケアマネージ

ャーより紹介で訪問を行っているとのこと。生活管理１１件。ホームヘルパー派遣２

件、地域包括センターより依頼で派遣しているとのこと。③自主事業、宿泊１組５名以

上の宿泊が条件。１泊素泊まり２,０００円。他寝具代（冬９００円、夏７００円）。食
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事、外注。入浴は１０時から２０時まで。（日曜祭日休み）２００円です。（木曜日、半

額１００円） 

まとめで、何らの施設の入所者・利用者のニーズに合ったサービス内容であると思わ

れた。又、入所施設において、施設内の明るくゆっくりとくつろげる家庭的な雰囲気で

あり、入所されている方は笑顔で明るくいきいきと生活されている様子が伺われまし

た。 

以上、町民福祉常任委員会視察調査の報告を終わります。ありがとうございました。 

○議長（山本政人君） 町民福祉常任委員長より報告が終わりました。 

何か質疑はございませんか。野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） ２点ほどお伺いをいたします。 

施設等の利用内容につきましては大体わかったんですけども、施設の入所者、利用者

の割合は、どれくらい現在あるのか、定員数いっぱいの状況なのかの１点のお尋ねと、

それと、老人福祉センターについての宿泊施設がありますけども、この利用状況はどう

なのかという２点をお尋ねしたいと思います。 

○議長（山本政人君） 田嶋町民福祉常任委員長。 

○町民福祉常任委員長（田嶋豊昭君） 老人福祉センターですかね。 

○７番（野﨑幸洋君） はい、老人福祉センターは宿泊状況で、あと全体的なその割

合、利用状況です。 

○町民福祉常任委員長（田嶋豊昭君） 利用状況は、ほとんど満員状態でやっていると

いうことでした。 

○議長（山本政人君） 宿泊状況。 

○町民福祉常任委員長（田嶋豊昭君） あそこの利用状況は、ちょっとわかんないです

ね。 

○７番（野﨑幸洋君） 担当課にお尋ねいただければ、もしわからないようであれば。 

○町民福祉常任委員長（田嶋豊昭君） 利用状況は、福祉保健課長わかりますか。 

○議長（山本政人君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） 宿泊につきましては、老人福祉センターが自主事業で

やっている事業でございまして、平成２６年度は８０９名の利用があっております。収

入としまして、約１７０万円ほどの収入があっているところです。以上です。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 今の宿泊状況についてですけども、多数の方が利用されている

と思いますけども、主に、これは季節問わず、例えばあとは定修時期の利用が主なの

か、その辺をちょっとお尋ねいたします。 

○議長（山本政人君） 福祉保健課長。 
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○福祉保健課長（田尻伸治君） 発電所の定修の働かれる方とか、あとは子どもさんで

すね、部活とか、そういう合宿関係でおいでだということを聞いております。 

○７番（野﨑幸洋君） ありがとうございました。 

○議長（山本政人君） ほかにありませんか。 

町民福祉常任委員長、何か答弁あっと。 

○町民福祉常任委員長（田嶋豊昭君） いやいや、さっき書いてあった分でちょっと間

違いがありました。 

地域密着型老人施設の「梧葉苑」ですね。これが、②のサービス内容、食事、健康管

理のため、機能訓練、掃除、選択とありますけど、この選択の字が間違ってました。 

洗濯するの洗濯です。すいませんでした。一応報告しておきます。 

○議長（山本政人君） 訂正です。訂正方お願いします。 

松本君。 

○１番（松本良人君） 老人福祉センターの活用方法について、今ご説明がありまし

た。確かに、かなり経営あたりが苦しい状態だと思いますけれども、この老人福祉セン

ターの目的は、老人の諸々の憩いのためとか、あるいは老人の活用等を目的にして作ら

れておると思います、建設当時ですね。それが宿泊施設とか何かになってサービスの拠

点になったりしておりますが、その本質的な本分が現在、順調に行われているか。ある

いは、金の収入あたりが先に出て、本当の老人福祉センターとしての機能が低下してい

ないか、そこら辺をお尋ねをいたします。 

それからもう１点、これはこの問題じゃなくて、全体的に関連すると思います。こう

いった施設も、私もいろいろ興味がございますので、できれば一緒になって行きたかっ

たなという感じがします。総務委員会においてもそうでございます。特に１年生議員で

すのでね。そういったところで、できれば各委員会がそういった勉強会をするときに、

委員以外の者もそおっとでもいいですので、同行させていただいて勉強をする機会を与

えていただけないかなというので、これは各委員会への要望でございますが、そこら辺

できるかできないかをお尋ねをいたします。 

○議長（山本政人君） 今の最後の２つ目の質問でありますが、委員以外の参加です

ね。このことについては、議員皆さんで、全体会議の中で協議をして結論を出せばとそ

のように思います。 

それでは、委員長。 

○町民福祉常任委員長（田嶋豊昭君） わからないからよろしく。福祉保健課長からお

願いします。 

○議長（山本政人君） 大変失礼をいたしました。 

○議長（山本政人君） それでは、そういう委員長からの要望でありますので、福祉保
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健課長。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） 老人福祉センターの活用につきましては、条例、施行

規則で定められているところでありますけれども、ＪＡが指定管理者になりまして、そ

の中で併せてデイサービスというようなところで、高齢者が極力介護状態にならないよ

うにいろんな事業をやっているところでございまして、老人福祉センターとしての機能

は果たしているんじゃないかと思いますが、私どももよく今後、又、条例、施行規則を

見まして、それと外れているところはないかというところは点検をしていきたいという

ふうに思っております。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 今後、老人は増えるばかりでございます。施設も満室というこ

とで聞いておりますが、やはりこの施設自体は、老人の安らぎの場として造られたんじ

ゃなかろうかなと思いますね。今、そういったことで規則とか何かに照らしてというよ

うなご意見がございましたけれども、その施設を造って、どういった規則を取り交わし

ているのかわかりませんけれども、是非、本分を忘れない規則の作り方と、そしてそこ

を忘れないような指導の仕方をしていただいて、今後まだまだ増えていく老人の福祉の

ために使うというようなことで、ひとつ頑張っていただければなと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（山本政人君） 答弁あります。そのように努力をされるということでよろしい

ですね。 

ほかにありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 全部で５つの施設を調査研究しておられます。いろんなサービ

スの内容がそれぞれであるようですが、これは施設利用者の利用料といいますか、そう

いうものは固定化されているのか、それともそれぞれ１人ずつ違うのかどうか。そし

て、おおむねどのくらい一月に負担しないとならんのか、教えていただければと思いま

す。 

○議長（山本政人君） 田嶋委員長。 

○町民福祉常任委員長（田嶋豊昭君） これも訪問したときには、そういうあれは聞き

ませんでしたので、福祉保健課長、わかっていればお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） お答えします。 

これにつきましては、介護保険の認定を、介護施設につきましては、その認定に応じ

まして利用料の１割、それからまた地域密着型の中でも様々な、例えば個室とか何とか

ございまして、負担も違うわけでございまして、一律ではございません。それぞれの施

設で、介護１の方でも違う場合があるわけでございます。以上です。 
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○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 一律でないということですが、おおむね１人幾らぐらいかかる

というふうな、そこら辺の数値も掴んでおられませんか。 

○議長（山本政人君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） すみません、手元にございませんので、後で一覧表を

提出させていただきたいと思います。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） うろ覚えでもわかりませんか。 

○議長（山本政人君） うろ覚えって、そんな不正確なことを言うわけにはいかんでし

ょうから、後ほど一覧表を配付しますということですから、それでよろしいですか。 

○８番（浜口雅英君） はい、わかりました。 

○議長（山本政人君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

報告第８号、所管事務の調査結果報告についてを終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 承認第１２号 専決処分の承認について 

専決第１２号 平成２７年度苓北町一般会計補正予算（第

４号）について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第３、承認第１２号、専決処分の承認について、専

決第１２号、平成２７年度苓北町一般会計補正予算（第４号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 承認第１２号、平成２７年度苓北町一般会計補正予算（第４

号）の専決処分の承認についてをご説明申し上げます。 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、平成２７年度苓北町一般会計補正予算を

専決処分いたしましたので、同条３項の規定により議会に報告し、承認をお願いするも

のでございます。 

これは、去る６月１０日から１１日までの豪雨により発生した災害に対応するための

補正でございます。なお、内容につきましては、企画政策課長からご説明をいたさせま

すので、よろしくご承認のほどをお願いを申し上げます。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） それでは、平成２７年度苓北町一般会計補正予算（第

４号）の内容についてご説明します。 

歳入歳出それぞれ１,０００万円を追加しまして、総額を４９億１,９０７万９,００
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０円とするものでございます。今回の補正は、平成２７年６月１０日から１１日にかけ

ての豪雨による災害に対応する経費でございます。 

６ページをお願いします。歳入でございますが、款９地方交付税、項１地方交付税、

目１地方交付税、節１地方交付税、普通交付税１,０００万円の増でございます。 

７ページをお願いします。歳出です。款１０災害復旧費、項２公共土木施設災害復旧

費、目１河川等災害復旧費、節１３委託料、査定設計委託料１,０００万円の増額で

す。 

以上で、苓北町一般会計補正予算（第４号）の説明を終わります。ご承認のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

質疑はありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） この１,０００万円は、何箇所分の工事箇所ですかね、被災箇

所何箇所分の設計委託料なのか。それから入札されたときは、一括して入札されたの

か。それから１,０００万円の設計根拠は何か。以上です。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） まず、この１,０００万円につきましてのご説明を申

し上げますが、当初私どもで、災害が町内あちらこちらに発生をいたしております中

で、当該上唐津丸線の地滑り災害というようなことで、今回補正を計上させていただい

たわけでございますけども、当初ここの場所につきまして現場を見た限りでは、当然地

滑りというような想定をいたしておりませんでした。 

議員の皆さま方にも、各現場を町内の重要な被災箇所のご案内をした際にも、この部

分をそういう重要な箇所ということで把握をいたしておりませんでしたので、ご案内も

いたしておりませんでしたが、この上唐津丸線につきまして現状の把握ができた後に、

県のほうにもご相談をいたしました関係で、後での地滑り対応と地滑り災害での採択に

向けた対応というようなことで追加の対応になったわけでございますが、ボーリングを

いたしまして、地滑りの状況を確認するための傾斜計の設置、それから水位計の設置及

び観測のための測量に、前回７月２２日の議会で既に承認をいただいておりましたけど

も、第１回目の専決でいただいた予算の中で、ボーリングを設置する費用といたしまし

て約６６０万円、そちらに使っておりました。 

その後に不足する部分といたしましては、災害全体では、相当やはり現場の状況等々

で、出入りが設計を委託しておりました中で生じておりますが、今回１,０００万円の

追加をお願いいたしました分は、その上唐津丸線の地滑り災害として採択をいただくた

めの測量設計費７８０万円でございますが、その部分の経費として計上をいたしたとこ

ろでございます。 
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その後にも災害自体が、台風でも若干ではございますけども６ヶ所ほど追加が出てお

りますので、そういう概略の部分を含んだ中で１,０００万円ということで計上をさせ

ていただいたところでございます。 

ご理解のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） これは、上唐津丸線の災害復旧に関わる委託料と、主としてと

いうことでよかっですな。６６０万円に７８０万円をまた追加した１,５００万円が複

雑な、精度を要する調査設計も必要だったということでしょうけども、それだけかかっ

たということでよろしいんですか。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 今、議員がお尋ねのとおり、その合計額ほどが、この

上唐津丸線１ヶ所での地滑り災害に必要な費用というようなことでございます。 

一応地滑り災害といたしまして採択をされますと、国庫の補助の対象になってまいり

ますので、なるべくこちらで災害の採択を受けるように、今後査定に向けて努力をして

まいりたいと考えております。以上でございます。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） ないようです。質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

承認第１２号を採決します。 

本案は、承認することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第１２号、専決処分の承認については承認することに決定しまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第４６号 苓北町税条例の一部を改正する条例について 

○議長（山本政人君） 日程第４、議案第４６号、苓北町税条例の一部を改正する条例

についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 議案第４６号、苓北町税条例の一部を改正する条例の

内容について説明をさせていただきます。次のページをお願いいたします。 
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平成２７年苓北町条例第（ ）号。苓北町条例の一部を改正する条例（案）。 

苓北町税条例（昭和４０年苓北町条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

改正内容につきましては、新旧対照表により説明させていただきますので、新旧対照

表の１ページをお開きください。対照表の右の欄が改正前、左の欄が改正後で、棒線の

部分が今回改正されたものでございます。 

今回の主な改正事項は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律が公布され、地方税法施行規則等の一部が改正されたのに伴い、苓北町

税条例の一部を改正するものでございます。 

今回の改正での条文の整備、条項等の変更につきましては、説明を省略させていただ

き、主な改正事項について説明をさせていただきます。１ページをお願いいたします。 

第３６条の２第８項についでございます。町民税の賦課徴収について必要があると認

める場合、町内に事業所、又は事業所を有する法人に該当する場合、２０日以内に申告

させることができることとなっており、申告に必要な事項に法人番号の記載が追加され

たものです。 

同じく１ページの５１条についてでございます。町民税については、生活保護等を受

ける者など一定の要件に該当する場合、町民税の減免を受けることができます。その申

請に個人番号及び法人番号を記載するように追加されました。 

２ページをお願いいたします。第５６条でございます。平成２８年４月から独立行政

法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律が施行さ

れ、（独）労働者健康福祉機構が（独）労働安全衛生総合研究所と統合し、（独）労働者

健康安全機構と名称が変更になりました。 

第６３条の２でございます。第６３条の２は、地方税法でマンション建物等の区分所

有に関する補正の方法に関する申請について、個人番号及び法人番号を記載するように

追加されました。 

３ページをお願いいたします。第６３条の３第１項は、区分所有に係る家屋の敷地の

用に供されている土地などに対して課する固定資産税の按分の申し出について、申出書

の様式に個人番号及び法人番号を記載するように追加されました。同じく、第６３条の

３第２項は、特定被災供用土地に係る按分の申し出について、個人番号及び法人番号の

記載が追加されました。 

４ページをお願いいたします。第７１条は、固定資産税について減免の要件に該当す

る場合の申請書について、個人番号及び法人番号を記載するよう追加されました。第７

４条は、住宅用地の所有者は所有者の住所、住宅用地の所在、住宅用地に家屋を新築し

た等、申告すべき事項が発生した場合の申請書に個人番号及び法人番号の記載が追加さ

れました。 
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５ページをお願いいたします。第７４条の２は、震災等により住宅が滅失したり、損

壊したり、住宅用地として使用できないと認められる場合は、被災した翌年度及び翌々

年度において、被災住宅用地として住宅用地と同等の特例措置が適用されることがあ

り、その申請について個人番号及び法人番号の記載が追加されました。 

６ページをお願いいたします。第８９条は、公益のために直接使用すると認められる

軽自動車に対して、軽自動車税を減免することができるとなっておりますが、その減免

申請書に個人番号、又は法人番号の記載が追加されました。 

第９０条は、身体障害者等が使用、又は所有する軽自動車についての減免申請書につ

いて、減免を受ける者の氏名に個人番号の記載が追加されました。 

７ページをお願いいたします。第１３９条の３は、公益のために直接使用する土地や

災害により著しく価値を減じた土地等について、減免申請書に個人番号、又は法人番号

の記載が追加されました。第１４９条は、鉱泉浴場を経営しようとする者の申告につい

て、個人番号及び法人番号の記載が追加されました。 

続きまして、８ページから１０ページについてでございますが、これにつきまして

は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定を受けようとする者がすべき申告につ

いてでございます。附則第１０条の３第１項は、新築された住宅に対する減額申告、第

２項は、新築された長期優良住宅に対する減額申告、第３項は、新築された土地再開発

法によって規定する住宅の減額申告でございます。 

９ページをお願いいたします。第４項は、高齢者の居住の安定確保に関する法律のサ

ービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の減額申請、第５項は、

防災街区の整備の促進により建設された住宅に対する減額申請、第６項は、耐震改修工

事が行われた住宅に対する減額申請でございます。 

１０ページをお願いいたします。第７項は、高齢者、障害者、その他政令で定められ

る者で居住の安全及び高齢者等に対する介助の向上を目的とする改修工事が行われた住

宅に対する減額申請でございます。第８項は、熱損失防止改修工事を実施した住宅に対

する減額申請でございます。第９項は、耐震基準適合家屋に係る工事を実施した家屋に

係る減額申請でございます。 

以上、第１項から第９項までの申告について、個人番号及び法人番号の記載が追加さ

れました。 

１０ページから１１ページでございます。第２２条第１項は、東日本大震災に係る固

定資産税の特例の適用を受けようとする者が行う申告で、震災等により住宅が滅失した

り損壊し、住宅用地として使用できないと認められる場合は、被災した翌年度及び翌々

年度において被災住宅用地として住宅用地と同等の特例措置が適用されることがあり、

その申請について個人番号及び法人番号の記載が追加されました。 
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第２２条第３項につきましては、東日本大震災に係る特定被災共用土地の代表者が行

う申告について、個人番号及び法人番号の記載が追加されました。 

恐れ入りますが、条例本文の３ページをお願いいたします。附則につきまして、第１

条でそれらの規定の施行期日を定めております。 

４ページをお願いいたします。第２条で町民税に関する経過措置を、第３条で固定資

産税に関する経過措置、第４条で軽自動車税の経過措置、第５条で特別土地保有税の経

過措置でございます。第６条で入湯税に関する経過措置を規定したものでございます。 

この条例の改正は、原則として平成２８年１月１日改正でございます。 

以上が、苓北町税条例の一部を一部改正する条例（案）の内容でございます。よろし

くご審議のほどをお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。石田君。 

○６番（石田みどり君） この税条例の改正なんですけども、これはマイナンバー制度

における変更というふうに理解してよろしいんでしょうか。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） はい、そのように理解していただいて結構です。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。山下君。 

○１０番（山下時義君） 課長にお尋ねします。 

一昨日、熊日新聞にマイナンバーのことが詳しく書いてあります。桁数は１２桁であ

るということと、ナンバーはあれは国から指定されるんですかね。その辺を第１点に聞

きたいわけですよ。その１２桁であるということですね。 

それと、この前の協議会でもありましたように、自分からそのナンバーを変えるとき

には、申し出をしてならば変えられるようなことを勉強したと思いますが、そういうこ

とを許されるのかどうか。 

それともう１点は、家族が１人、２人、３人、５人といろいろといるわけですが、そ

の場合、一人一人のナンバーが付いてくるかと思います。その場合に、通し番号でその

場合はされるのかですね、それをお聞きしたい。 

もう１点は、携帯電話でご存知のように、ドコモなんかは「０９０」で始まっており

ます。ａｕなんかは「０８０」で始まっているわけですが、そういうシステムで国から

ナンバーが指定されてくるのかどうか、その点を３点だけ教えてください。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 只今の山下議員の質問でございます。まず、ナンバー

の指定につきましては国から番号を振って指定されます。それから、ナンバーの変更に

つきましては、先程おっしゃいましたように、先日の説明会にもありましたが、漏えい
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といいますか、これは何かの関係で漏れるというような心配をされる場合に限り、ナン

バーの変更はできるということになっております。通常このナンバーにつきましては、

最初生まれてから亡くなるまで同じ番号で原則としていきますけれども、そういうよう

な特殊な事情がある場合には、ナンバーの変更ができるということになっております。 

それからナンバーにつきましては１２桁、これはランダムで、地方公共団体情報シス

テム機構というナンバーを統括するところがありますけれども、そちらのほうで番号を

機械的に振りますので、家族の通し番号ということはありませんで、それぞれ一人一人

違う番号が、１２桁の番号が振られます。以上でございます。 

○議長（山本政人君） 山下君。 

○１０番（山下時義君） 私は、先程申し上げましたように、新聞で勉強しただけであ

りますが、この前の協議会でもありましたように、このマイナンバー導入については、

恐らく町民の方も大変困惑されるんじゃなかろうかと思います。その場合、やはりこれ

は全体として町民にどういう仕組みでどうなっているかという、そういう説明会という

んですかな、そういうのは今後考えていかれないものかどうか。ただ国から押しつけら

れたナンバーがずうっと来るわけですが、その辺、町民の方はいいんですかね。課長、

どうお考えですか。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） まず、ナンバー制の説明会等につきましては、私がお

答えはできませんけども、まず通知番号が１０月５日から、住民の皆さんには、５日か

らすぐとはわかりませんが、地方公共団体情報システム機構のほうから送られてまいり

ます。 

それで、私たち税務住民課の窓口では、この住民通知カードの説明等、来られたお客

様にしていきたいと思っております。それと、通知カード、それだけでは証明する、そ

ういうような身分証明等の役目、又、今後の個人番号カードの申請をしていただくとい

うようなことが大事でございますので、まず個人番号カードの申請につきましても、税

務住民課の窓口のほうで通知カードと写真等が必要で、それからこの個人番号カード交

付申請書受付センターという、そちらのほうへ送っていただくような、そのような手続

き等につきましても、窓口のほうで説明をできる限りしていきたいと思っております。 

又、全体的なこの広報等につきましては、町の広報誌とか、そういうようなとで今も

されておりますけれども、今後また引き続き掲載をされて住民の方々に説明の機会をも

っていただけることということで考えております。 

○議長（山本政人君） よろしいですか。他にありませんか。野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 先程、番号変更について、例えば漏えい等の発生が考えられる

場合に、本人から申し出があれば交換できるみたいなことで答弁があったと思うんです
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けども、その漏えいが考えられるというのは、実際漏えいがなくても、本人がそういう

危惧をした場合に、「これ変えてください」という申請さえあれば、それが可能なの

か。それとも実際に漏えいがあったから、こういう実例があるから変えますよという、

そういう事前じゃなくて被害があった場合だけしか変えることができないのか、その点

のお尋ねと、先程マイナンバーが登録されて写真入りのその証明書が発行されるという

ことですけども、その写真については、役場のほうで個人個人申請に来られた方の写真

を撮るのか、それとも直接写真屋さんに行って、そういった規定のサイズの写真を持っ

て来なければ登録ができないのか、その２点についてお尋ねをいたします。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） まず、写真につきましてですけれども、このように提

出していただきますのは、縦が４.５㎝、横が３.５㎝の写真でございます。今考えてお

りますのは、本人さんの方で写真を撮られたものを、あくまでもこれは申請につきまし

ては、本人さんがしていただくことになっております。本人さんが通知カードの申請書

用紙に写真を貼って送っていただきますので、あくまでも写真については、本人のほう

で撮っていただくということで、こちらの方ではお尋ねとかあったときにその説明です

か、そういうことはさせていただくということでなっています。 

それと漏えいにつきましては、例えば個人番号カードを作っておったり、それから通

知カードあたり番号が付されておりますので、これを持っておられて、もし無くされた

り紛失したりして、本人さんがこれは心配であるとか、そういうようなことであれば、

その番号が漏えいされるというような危惧があられる場合には、作り替えとか、そうい

うことができると考えておりますけれども。その個人情報につきましては、またちょっ

と説明が不足であれば、後で説明を確認してしたいと思います。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 再度確認ですけども、その番号変更についてですけども、例え

ば、何回も言いますけども、漏えいの心配だけで交換ができるという意味でお答えをい

ただいているのか、それとも、さっきも言いましたけども、被害が実際あったからなの

か、その辺がちょっとはっきりしません。例えば、「この番号は、おれは縁起の悪か、

好かん」といって変えたいなと思っても、役場に申請すれば「ああ、よかですよ」って

変えてくれるものなのか。その辺の番号に対する重みといいますか、簡単にそんなに変

えて良いものなのかというのがあるんですけども、その辺の規約といいますか、規定、

そういうものはあるんですか、ないんですかね。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長よろしいですか。 

○税務住民課長（益田大介君） 番号につきましては、申し上げましたように、やはり

厳格な決まりの中で、あくまでもさっきのような状況があったときに変更できるという
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ようなことで規定されておると思いますけれども、これは又、再度確認をいたして、後

で報告いたします。 

○議長（山本政人君） いいですか。 

○７番（野﨑幸洋君） はい。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） このシステム自体は、各支所でもできるわけですか。 

それと、今後確かにここの本庁の窓口ではかなりの対応、今のような質問あたりにも対

応できると思いますけれども、今後高齢化社会になってきますと、やはりここまで来る

のが大変だと。「出張所に聞きぎゃ行こうかい」というようなことが多々あると思いま

すね。今の出張所の充実というのは、今のままの体制でいかれるのか、あるいは今後、

再度昔のように職員を配置してこの対応に専念されると、軌道に乗るまでですね。そう

されるのか、お尋ねをします。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 松本議員の質問にお答えします。 

まず、この通知カードは個人に送って、先程申しました１０月５日以降に通知カード

という、これは皆さんにまず送っていただいて行くわけですけども、その後の、今度番

号カードといいますか、これが写真を貼る分ですけども、貼って送ってくる分です。ま

ず、この申請につきましては本人が行いますけども、説明につきましては本庁ばかりで

はなくて、各出張所のほうでもそういうふうな説明ができるようにお願いしていきたい

と思っております。 

ただ１つ、その通知カードを、今度は申請をしていただいた後に、先程申しました地

方公共団体情報システム機構というところで個人番号カードというのが正式なのが作っ

てきます。これは、個人番号カードはプラスチック製のような形で、これも写真が付い

てありますけれども、これにつきましては役場本庁に来ていただかなければできませ

ん。それはなぜかと言いますと、この間も説明がありましたが、１２桁の番号とそれか

ら当日本人さんの４桁の暗証番号、これを設定していただかなければなりません。この

４桁の暗証番号を設定するのには、役場の本庁に機械が１台ございます。それは、今住

民基本台帳カードの機械がありますので、その機械を応用いたしますので、それは役場

にしかありませんので、その交付につきましては役場でしか交付はできません。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 私の質問が悪かったのか、受け取り方が悪かったのかわかりま

せんけれども、これが軌道に乗ったときに、そのカードを持って行っていろんな手続き

をするときに支所でもできますかと。機械を置いとかんばんとでしょう。そういうこと

をまず１点お伺いしたのと、あとの２点目は、このマイナンバー制度というのは、いろ
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いろとやっぱり地区でも困難が生じると思います。事実、私もよくはわかりませんの

で、いろいろ質問等がまいると思いますけれども、そこら辺の質問とか、あるいは使い

方等に入念に熟練された方が支所においでになるか、あるいは今の臨時的な職員の方を

そのまま置いとって、それで対応されるのか、そこら辺を私は聞いたつもりでございま

すけれども、ちょっと回答がずれておったようでございますが。 

○議長（山本政人君） どなたか答弁できますか。税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） まず今、松本議員おっしゃいましたこのカードは、本

人確認ですね。今おっしゃったいろいろ申請をするときに、今、役場のほうでも住民票

とか戸籍とか申請をされるときに、本人確認ということで免許証を見せていただいた

り、そしてその方が本人さんに間違いないですよということでしております。これは出

張所についても同様でございます。 

それから個人番号カードを、これは身分証明、身分確認ができます。といいますの

は、まず、今おっしゃったように番号のカードの中に本人の名前と写真が貼ってありま

すので、これで本人確認ができます。それと、個人番号カードを取っておられない方に

ついは、通知カードという、今度は紙のとが送られますけれども、それには写真が貼っ

てありませんので。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長、答弁中ですがね、質疑は結局、出張所で説明が

できるのか、その説明をするために現在の人用で対応するのか、それとも増員をして対

応をするのかと、そういう質問ですよ。 

○税務住民課長（益田大介君） 申し訳ございません。 

出張所で説明は、私は個人的には今お願いしようと考えております。今の役場の本庁

と出張所職員の方に説明をしてお願いをしたいと考えておりますけど。 

○議長（山本政人君） どなたか説明、総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 各出張所での対応につきましては、現在、嘱託職員で出張

所は対応しておりますけれども、この制度につきましてもその職員に十分説明した上

で、出張所でもこの制度の概要、あるいは本人のカードの申請方法、それも含めて説明

できるようにしっかり教育を行ってまいります。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） しっかり内容を説明して対応していただくということですが、

今現在の状況でも支所の方は職員さんと違って、いろんな点で引っかかるところがあり

ます。極端なことを申しますと、「これを本庁にファックスで送ってくださいよ」と言

っても、そのファックスの使い方がわからんというようなことも、半年以上になります

ばってんですな。そこら辺の指導の徹底はどうなっているのか。、そういうことも要す

るにあまりされん、あるいはちょっとした申請を言っても「本庁に、ちょっと待ってく
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ださい、問い合わせますので」ということで、各地域では、確かにここにおいでの方は

本庁で仕事をしておられるので１つも不自由はないと思いますけれども、支所に行った

方は、かなり不自由をしておられるのではなかろうかと思います。 

そういうことで、私自体も不自由をしております。もうちょっと、そこら辺が現在の

ところでも不自由をしておる中で、このマイナンバー制度が出てきて、それ以上の説明

ができるような感じになるかならんか。そして、その後の対応はどうするのか。 

もう私の簡単な例ですけれど、とりあえず３ヶ月くらい本庁にずっと順番でここで仕

事をしていただいて、そして職員の方を同じ仕事をするのですからね、支所に置いてい

ただいて、例えば手助けをしていただいて、ここで仕事をなさっていただいてというこ

とで、そこで訓練をした方を置いていただくということになれば大変助かるわけですけ

れども。多分、現在の状況で本当に対応できるというのは、机上の空論で、「おら、こ

こで説明したけん、お前たちはせろ」って言うたっちゃ、現場サイドに立った場合は大

変な困難が出てくるんじゃなかろうかと、現在の時点で推測しますが、そこら辺対応し

ていただけますか、確実に。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 出張所の職員の研修につきましては、今年度から２名体制

でということで行いましたので、十分出張所の職務に対応できるように研修を行ってお

ります。今年度も５月に２日間の研修を行いまして、それぞれ住民票の関係、福祉関

係、そういった出張所で扱います手続き関係、そういった研修を２日間行っておりま

す。 

このマイナンバー制度につきましても、先程申しましたように、十分説明を行い、窓

口での対応ができるように努めてまいりたいと思います。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。倉田君。 

○５番（倉田 明君） １点お尋ねいたしますが、マイナンバー、これは個人ですけど

も、マイナンバーばかりかと思ったら法人も番号があるんですね。これは用途用途で違

うんでしょうけども、それはそれとして理解いたしますが、直接関係があるかどうか、

ここで質問したがいいかどうかわかりませんが、税条例ということで質問をさせていた

だきますが、現在、苓北町に家があって他所に在住されていると、その方々の税金、い

わゆる固定資産、これはずっとほとんどの方は入っているんですかね、登録されている

方。わかるかな意味は。 

現在、苓北町に家を建てて他所に移住された方。家は残っとるですたいな。それは全

部課税されているかどうか。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 課税をしております。苓北町に建物と土地と所在して
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おる方につきましては、課税をしております。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） 課税されていれば結構です。特に、今度この制度でほとんど漏

れがなくなると思うし、メリット・デメリットありますが、そういうことで税収が入っ

ておるということであれば結構でございます。終わります。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 他にないようです。質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４６号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４６号、苓北町税条例の一部を改正する条例については、原案の

とおり可決することに決定いたしました。 

ここで、１１時１０分まで休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５４分 

再開 午前１１時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） 休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第４７号 苓北町手数料条例等の一部を改正する条例について 

○議長（山本政人君） 日程第５、議案第４７号、苓北町手数料条例等の一部を改正す

る条例についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 議案第４７号、苓北町手数料条例等の一部を改正する

条例の内容について説明をさせていただきます。次のページをお願いいたします。 

平成２７年苓北町条例第（ ）号、苓北町手数料条例等の一部を改正する条例

（案）。 

苓北町手数料条例（平成１２年苓北町条例第６号）の一部を次のように改正する。 

今回の改正事項につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号
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の利用等に関する法律が施行されることに伴い、個人番号の指定及び通知カードが送付

されることになり、個人番号法附則第１条第４号に掲げる個人番号カードの交付の期日

が、来年１月１日とされたことによりまして、通知カードの再発行及び個人番号カード

の交付手数料について苓北町手数料条例の一部を改正する必要があるためでございま

す。 

個人番号カードは、来年１月１日から申請後交付されますが、それまでに本年１０月

５日時点で苓北町の住民基本台帳に登録されております町民に対しまして、個人番号１

２桁が記載されました通知カードが、国の委託を受けました地方公共団体情報システム

機構（以下機構）から簡易郵便書留で送付されてまいります。通知カードは、１０月５

日以降、世帯単位で送付されます。この通知カードには、氏名、住所、生年月日、１２

桁の個人番号、性別が印字されておりまして、今後個人番号により、年金、労働、福

祉・医療などの社会保障分野、税金の確定申告などの届出書関係の分野、災害対策分野

など様々な分野での利用が法律で規定されております。 

１０月５日以降送付されます通知カードには、その下の方に個人番号カードの交付申

請書が印刷されております。その申請書に写真を貼って郵送していただくことによりま

して、個人番号カードを受け取ることができます。 

今回の改正内容につきまして、新旧対照表によりまして説明させていただきますの

で、新旧対照表をお開きください。対照表の右の欄が改正前、左の欄が改正後で、棒線

の部分が今回改正されたものでございます。 

今回の改正は、社会保障・税番号（マイナンバー）制度の施行により、住民基本台帳

カードの運用が平成２８年１月１日から個人番号カードに引き継がれるのに伴い、苓北

町手数料条例を改正するものです。 

平成２７年１０月５日以降、通知カードが国の委託を受けました地方公共団体情報シ

ステム機構から簡易郵便書留で送付されてまいります。その後、その個人番号カードの

交付手続きにつきましては、通知カードに印刷されております、又、下のほうに書いて

あります申請書に記入をしていただきまして、それを国の委託を受けました地方公共団

体情報システム機構へ写真を添えて申請を行うことによりまして、平成２８年１月１日

以降、個人番号カードを受け取ることができます。 

今回の条文の改正について説明をさせていただきます。第１条の改正は、苓北町手数

料条例の一部改正でございます。今回、１０月５日送付されます通知カードにつきまし

ては、第１回目につきましては無料で送付されますが、今後紛失された場合、手数料が

必要となり、再交付手数料として平成２７年１０月１日から１件あたり５００円の手数

料を徴収します。このことによりまして、第２４号の次に第２４号の２として加えるも

のです。 
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次に、第２条の改正は、苓北町手数料条例の一部を改正する条例の一部改正でござい

ます。平成２８年１月１日から住民基本台帳カードから個人番号カードへ引き継がれま

すのに伴いまして、この第２４号に通知カードの再交付手数料を１件につき５００円に

改正いたしまして、第２４号の２を個人番号カードの交付１件につき８００円とし、苓

北町手数料条例の改正案として提案させていただきます。 

恐れ入りますが、前のページをお開きください。この経過措置といたしまして、個人

番号カードの初回の交付手数料相当経費については、国庫補助の対象予定という通知が

総務省からまいっております。このことによりまして、当分の間、手数料については徴

収しない見込みでございます。なお、今回通知カード及び個人番号カードの再交付手数

料については、平成２７年４月１７日、総務省から再交付手数料の取り扱いについて通

知がまいっておりまして、それぞれの原紙、ＩＣカードの購入原価等を考慮して算定さ

れております。 

以上が苓北町手数料条例等の一部を改正する条例（案）につきまして説明をさせてい

ただきました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

それから先程、マイナンバー、個人番号の番号変更につきましてということでござい

ますが、これは国の方から来ております通知によりますと、マイナンバーの番号につき

ましては、原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはでき

ません。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられる恐れがあると認める場合

に限り、本人の申請、又は市町村長の職権により変更することができますということで

回答が来ております。ただ、この具体的な詳細につきましては、まだ参っておりません

ので、その点につきましては詳細が参りましてから、また広報等で掲載、お知らせして

いきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 先程の議案もそうですが、今度の議案でも種々説明をしてもら

っておりますが、その番号の見本はまだできていないんですか。もし、できているとい

うことであれば見本とか何とか、持ち出し禁止とか、そういう、よく苓北町では説明し

た後、回収するとか、そういうこともありますので、そういうものを見ながら説明をし

ていただければ私たちもわかりやすいという気がします。それができるのか、できない

のか。 

それから、この個人番号カードは８００円ですね。８００円が正しいのか５００円が

適当なのかよくわかりませんが、これは何で３００円高くなっているのかということ。 

それともう１つ、１ページの第２条で括弧で「苓北町手数料条例の一部を改正する条
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例の一部改正」、この一部、一部って、２つも３つもくっとばってんが、これは正しい

使い方になっとですかね。あとの一部は、これは省いてもよかっじゃなかかという気が

すっとですが。以上です。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 個人番号カードの料金８００円につきましては、３０

０円につきましてはどうかということで具体的にはわかりませんが、先程説明しました

ように通知カードは５００円、これは紙のような厚紙なので、個人番号カードにつきま

しては８００円で、これはプラスチックのもので、その原価を算定してということで国

の方から通知をしておりますので、その３００円の差額はこちらの方で今の状況では、

お答えできる状況ではありません。 

それから、通知カードの見本につきましてはどうかということで、確かにお手元にも

配付しておりませんし、私たちの方にもまだ来ておりませんけれども、先日番号法の説

明会をさせていただいた中で見本という形で図示ですね、書いてあったと思います。そ

の中で通知カードとそれから個人番号カードというようなことが図示をされておりまし

て、大体名刺大ぐらいの大きさではないかなという感じがいたします。 

まだすみません、手元のほうには、こちらにまだまいっておりませんので、又、そう

いうサンプルとか来るような状況がありましたらお知らせしたいと思います。 

それから、只今の条文につきましては、一部と一部、一部ということで、これにつき

ましては、条例の基準によりまして、こういう書き方で提案させていただいたところで

ございます。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） この前、金曜日の全員協議会の中で通知カードのコピーですか

ね、材質がどういうものなのかよくわかりませんが、最終的にはこの広いといいます

か、Ａ４の３分の１ぐらいの紙から更に小さく切り抜くようになっています。それから

個人番号カードは、今の話ではプラスチックということですが、通知カードは紙なんで

すか。紙でずっと保管。これは保管せんでもよかっですかな、保管しなければならない

と思うわけですが、どがんですか。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 紙といいましても普通の紙ではなく、厚紙のような、

何といいますか厚い紙であると思います。まだ、現品が来ておりませんけれども、先程

議員おっしゃったように、一生保管をしていただくカードでございますので、それにつ

きましては、そういうような保管できるような厚紙であると思います。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） やっぱり５００円と８００円の３００円の差をつけずに、５０
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０円で統一してもらいたいと思います。終わります。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。倉田君。 

○５番（倉田 明君） 今の使用されてる住民基本台帳のいわゆるカード、これを廃止

してそのまま引き継ぐということでございますが、ちなみにこの住民基本台帳カード申

請利用者というのは、現在何名申請しておられるか。 

それと、今度引き継ぐということですが、そのシステムはそのまま改修、修理等しな

くても使用できるかどうかですね。 

それと２８年の１月からですか、以降、利用する人は交付してくれということでござ

いますが、交付しない人がおられた場合、何か支障が特に生じるのかどうか、その点を

お願いします。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 現在、住民基本台帳カードの使用者につきましては、

１００名ちょっとと思います。正確には今、わかりませんけども。 

それからシステム改修の件につきましては、先日説明会の中で機械本体の改修費用と

か、そういうことを説明をされたと思います。今後の経費につきましては、ちょっと私

のほうでは、今わかりませんけども。 

それから、１月以降の交付される、あくまでもこれは通知カードを基に申請をしてい

ただくわけですけども、本人確認ということでは通知カードが番号は記載してありま

す。それと、また運転免許証と一緒に掲示していただければ、その場で本人確認という

ことができますので、その点につきましては住民票とか戸籍をとる際の本人確認はでき

ますので、通知カードプラス免許証で、先程申しました個人番号カードはそれに写真が

貼ってありますので、個人番号カードであれば、それ１枚で身分証明の代わりになると

いうようなことでございます。 

○議長（山本政人君） それと、申請がなかった場合はどうなるのかという質問があっ

たでしょう。 

○税務住民課長（益田大介君） 支障と言いますか、支障はあります。ちょっとまだ具

体的に今からいろいろ制度が変わりまして、新しく今後展開されますけれども、その中

で支障は出てくる可能性はあると思いますけれども、はっきりどういう支障があるかと

いうことは、申し訳ありません、ちょっと今の時点ではなかなかお答えできませんが、

申請をしていただいたほうがいろいろ手続きをする場合には、容易にできるのではない

かということだけはわかります。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） やはり、今ご承知のとおり高齢化等が進んでおります。なおま

た、施設入所の方、あるいはいろんな体調不良でそういった手続等ができない方もおら
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れると思うんですね。ややもすると、もう内部、いわゆるシステムを持っている本部あ

るいは窓口はわかっていても、個人番号ですね、本人はそういった申請をしないまま、

やはり万が一お亡くなりになる可能性もあるんですね。そうした場合、何か支障があっ

とかなと、これは今からいろんな問題が提起されてくると思いますし、又、このシステ

ムですね、費用が若干、昨日の説明でもそうかからないようなあれだったですけども、

もうたったたった維持管理、何とか改修、もうそういうふうで増えてくるんですね。こ

れは、止むを得んといえば止むを得んとでしょうけども。 

それで、いわゆる住基カードを１００名ぐらいが利用されて、これも非常にやはり投

資してるんですよね。１００名といったら、苓北の人口からしたらわずかでしょう。今

度からはもう使用しないといけないんでしょうけども。それで、やはり今から電子時代

でしょうけども、あまりにも改修、改正が進んで、もう費用負担ばかり。今恐らく苓北

のこういった分野の負担はもう億のお金でしょ、維持管理含めてですね。これは止むを

得んといえば止むを得んとでしょうけども、まして会社がもう決まっとっでしょう。こ

の機械を使用する場合は、そのシステムしかということで他所の会社は入らないんです

よね、往々にして。その点は、どがんなっとっとですかね、見通しとして。もう１社

の、今現在うちのいろんな機械扱っておりますけども、ほかの会社はシステムをもう入

られんとでしょう、現実的に。その辺をちょっとお尋ねします。 

○議長（山本政人君） どなたかわかります。税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） システムにつきましては、私はお答えはできませんけ

れど、今死亡された場合のカードですけど、死亡された場合には死亡届がありましたと

きに、この個人番号は取り消しになります。それは、死亡届けがあったときにそういう

手続きをいたします。 

それと、あと利便性につきまして、今後どういうことかということを忘れていました

が、例えば、今の会社等を辞められて国保に窓口に来られる場合は、前に勤めておられ

た会社のほうから離職証明とかそういう証明書を取ってきていただいて、役場の窓口で

添付していただいてから国保の手続きをいたしますけども、今後は個人番号カードを提

出していただければ、まず会社を辞めるときに労働基準監督署の方にその個人番号カー

ドを提示して離職をするということであれば、その手続きをしていただければ、今度は

番号の流用ということで役場の方においでいただくときには、離職証は提出されなくて

も個人番号カードで、その辺の横の連携はできるというようなことも聞いております。 

又、国民年金等の請求等につきましても、厚生年金等を申請する場合に所得証明書等

が必要な場合があるようでございますけども、この個人番号カードを入れますと、年金

事務所の方に行きまして個人番号カードを提示して、あと町の方に所得の照会とか、個

人番号を利用してされると、そういうことも将来的には可能にはなるということも、こ
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の中では聞いております。 

○議長（山本政人君） 課長、システムに他の企業が参入できるのかどうかという、そ

ういう質問があったでしょう。 

総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 現在、今回の社会保障・税番号制度の導入に対しまして

は、国の補助を受けまして改修を行っておるわけですけども、これまでの住民基本台帳

システムあるいは税システムを改修して行うということで、全く新たな機械に更新した

わけではございません。そういったことで、ある程度現在入れておりますシステムを改

修していくということになりますので、やはり関連する機器等はこれまで扱ったような

メーカーの品を使っていくような形になるのではないかということです。 

○議長（山本政人君） 倉田君。 

○５番（倉田 明君） そこなんですよ。今まで使っている会社の機器を使うというの

が基本になっていくと思うんですね。ということは、他の機械、業者がもう入れないん

ですよね、１回導入したら。だから、競合しないからもう随意契約になるんですよね、

ややもすれば。だからそこに若干の問題点っていうか、心配する、懸念する部分がある

んですね。 

そして、ゆくゆくは銀行とも金融機関ともつなげる、そういった場合、また何かソフ

トを導入するのかしないかわかりませんが、随意はどんどん変わっていくんですね。そ

の度その度、やはり町の負担が増えるんじゃないかと危惧するんです。まあ、利便性は

わかりますよ。課長がおっしゃるようにいろんな企業の離職票とか何とかも一元化され

ると思います。そういう歳出が伴うことはわかります、利便性があるから。しかし、私

が一つ言いたいのは、競合しない機種、あるいはシステムが次から次に引き継ぐから、

言葉は悪いですが、もう半永久的なんですよね。良いのか悪いのか難しいですけども。 

そういうことで、そういった業者とも、これは町長にもお願いをしたいのですが、同

じ自治体なんかでもそういうのを議論して、なるだけ抑えるような方向で、難しいんで

しょうけども研究いただければと思っております。終わります。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 今、倉田議員のご指摘は、私も常々懐疑的に思っている案件で

ございます。 

マイナンバー制度の仕組みを受け取る機械は国の法律で決まったというわけですが、

おっしゃるとおりで、１回入ったらずっと維持補修もやっていく。一番良い例が、うち

の行政サービスを司るサービスですね。なかなか下がっていかない。新たにまたすると

大変だということで、非常に我々の弱みを掴んだような形で維持補修もそういう状況で

ございます。 
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残念でございますが、競争が働かない。本当に残念至極でありますが、現実でござい

ます。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。錦戸君。 

○１１番（錦戸俊春君） ちょっと関連した質問ですけれども、いわゆるこの制度とい

うのは国の制度ですよね。国の制度ですので、国でそのソフトを開発して、今この苓北

町で使いよるそのコンピュータの中にソフトを入れ込むということはできないわけです

か。独自に町で開発されるわけですか。 

そこで、もし国で開発されたのをそのまま使えるのならば、今後いろんな形で不具合

が生じて改良されたり改革されたりしたときには、その国からそのソフトを持って来

て、そして苓北町の機械に入れるというような、コンピュータに入れるというような仕

組みではないわけですか。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） システムにつきましては、国の方がシステムを作りまし

て、それがこちらの方にまいるわけですけども、そのために国から補助金、金曜日の説

明の中でちょっと話しましたけど、大体７割弱くらいの国の補助を受けて税システム、

住民基本台帳のシステムを改修したということでございますので、今後ともそういった

形でシステム改修の場合は国の補助があるのかどうか、維持管理について国の補助があ

るのかどうかというのは、今の段階では国の方もはっきりまだ示しておられません。町

としましては、やはり国がこういった法律を作って制度を導入するわけですから、維持

管理につきましても、応分の国からの負担をお願いしていきたいということで考えてお

ります。 

○議長（山本政人君） よろしいですか。松本君。 

○１番（松本良人君） １番、松本です。すいません、何回もですね。 

今、町で印鑑登録をしたカードを私は持っております。それから国保のカードも持っ

ております。そこら辺との併用は、今回このカードでできるのかどうか。そうすれば、

今度もらえば３枚になるわけですが、それが１枚でＯＫになるのかどうか、そこら辺を

お尋ねをします。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 今回の個人番号カードにつきましては、カードの裏に

ＩＣチップというのがあります。これは金属片で、将来的には国保とかそういうのも個

人番号を利用したところでの取り扱いができると聞いております。 

印鑑証明等につきましては、現在のカード、このままでいくということで、印鑑証明

につきましては、それぞれ各自治体で様式が違っておりますが、それは今回のこの個人

番号カードの中には入らないと思っております。 
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○議長（山本政人君） よろしいですか。松本君。 

○１番（松本良人君） 国保あたりも、要するにまた別にカードば持っとかんばんって

いうことですかね。国保のカードも私たちは持っとっとですよ、毎年１回ですね。 

要はカードば何枚も持っておけば、私ももう７０歳越えましたので、あっちやりこっ

ちやりで大変ですが、そこら辺、しっかりとした上部団体あたりがするのならば、印鑑

証明あたりもそのカードでいいですよと。それは簡単にできると思うとですよ。そこら

辺は、はっきりできるかできないか、いずれできるかと思いますじゃなくて、できる

か、できんかはっきり。 

○議長（山本政人君） できますか、どうですか。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 行政が行う業務につきまして、どういったサービス、この

カードに基づいてどういったサービスをするかということは、今後の洗い出し作業にな

っております。まだ今の時点では、法律に伴いまして、先程から言いますように税、そ

れから社会保障、避難対策、こういった分野でまずこの番号制度が始まるということで

ございまして、その後、各自治体で協議をいたしまして、自治体の情報としてこの個人

番号カードを使うということであれば、そういったどういうものに使うというものを町

の方で条例で改める、こういった事務にこれを使いますというそういう規定をしっかり

つくった中で、行政として対応していくということになります。 

やはり個人情報の保護の関係もございますので、そういった両面をみながら各自治体

の方で定めていくということになっております。 

○議長（山本政人君） よろしいですか。松本君。 

○１番（松本良人君） なっていきます、なっていきますっていうことで、現状ぐらい

なもんしか説明を聞かんとですが、今後の対応として、そこら辺、特に印鑑証明のカー

ドなんかっていうのは簡単にできるんじゃなかろうかと思うとですよ。そこら辺を見据

えた上で、是非検討なさっていただきたい、そう思っております。お願いです。 

○議長（山本政人君） 他にございませんか。石田君。 

○６番（石田みどり君） 今も総務課長がおっしゃいましたように、今後も維持管理費

が、多分たくさん費用が出てくるというふうに思います。それこそ大変だろうなという

ふうに思いますので、これはやっぱり課長もおっしゃいましたように、国の方へ意見を

上げていただくと維持管理費も出してくれということで、国の制度なんだから国の方で

面倒みてくれということで、国の方にも町としても意見を上げていただくというふう

に、町の負担ができるだけ少なくて済むようなことも考えていただくようにお願いした

いと思います。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） そのように努力をしていきます。 
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○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） ないようです。質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４７号を採決します。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４７号、苓北町手数料条例等の一部を改正する条例については、

原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 議案第４８号 苓北町個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

○議長（山本政人君） 日程第６、議案第４８号、苓北町個人情報保護条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 議案第４８号、苓北町個人情報保護条例の一部を改正する

条例について。 

苓北町個人情報保護条例の一部を別紙のとおり改正することとする。平成２７年９月

４日提出、苓北町長、田嶋章二。 

提案理由ですが、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律が施行されることに伴い、苓北町個人情報保護条例の規定を改正する必要があ

るためでございます。 

次のページをお願いします。 

苓北町個人情報保護条例の一部を改正する条例（案）。 

苓北町個人情報保護条例（平成１７年苓北町条例第１号）の一部を次のように改正す

る。 

改正部分につきまして新旧対照表によりご説明いたしますので、新旧対照表の１ペー

ジをお開き願います。 

今回の改正は、先程の議案にもありましたように、法の施行に伴い特定個人情報につ

いて、法律が施行するに伴い改正するものでございますけれども、この条例改正案につ

きましては、特定個人情報について法律におきましては、これまでの一般法よりも更に

厳格な個人情報保護措置を講じていることから、地方公共団体で定めております条例に
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つきましても、その趣旨に沿って改正を行うものでございます。 

まず、新旧対照表の１ページ、目次ですが、文言の訂正及び改正理由に基づく条文の

追加による改正でございます。 

第１条、目的。近年の情報化社会における個人情報保護の重要性の反映及び文言の追

加修正でございます。 

第２条、定義。他の個人情報保護法及び番号法との整合性を図るため、第１号、第３

号、第４号の文言追加及び修正を行い、特定個人情報・保有特定個人情報・情報提供等

記録を新たな用語として追加し、号数を整理をいたしております。 

２ページをお開き願います。第３条、実施機関等の責務。個人情報保護の重要性や適

正な管理について実施機関の職員に対する実施機関の責務を明確にするため、新たな項

の追加をいたしております。 

第７条、収集の制限。第１項では、特定個人情報の収集については番号法第１９条及

び２０条によることとなるため、第７条の個人情報から特定個人情報を除外する規定を

おいております。又、第２項では、他の個人情報保護法及び番号法との整合性を図るた

め、第５号、第８号の文言を修正をしております。 

３ページをお開き願います。第８条、保有個人情報の目的外利用及び外部提供の制

限。他の個人情報の保護法制及び番号法との整合性を図るため、保有個人情報の目的外

利用と外部提供の制限について、文言の修正及び新たな項を追加し、明確にしておりま

す。第１項では、保有個人情報。これには特定個人情報を含みます。その目的外利用に

ついては原則禁止とし、第４項において、新たに個人の生命、健康、生活又は財産を守

るため緊急且つやむを得ないと認められるときと、例外規定をおいております。 

第２項は、第１項を繰り下げまして第３項とし、文言の修正を行い、保有個人情報の

外部提供について新たに第２項として追加をいたしました。 

第３項は、第２項を繰り下げ第５項とし、文言の追加及び修正を行いました。 

次のページ、４ページをお開き願います。第９条、電子計算組織の結合の制限。近年

電子計算組織、これは基幹電算システムなどになりますが、その組織による個人の情報

の取り扱いが中心となっていることから、番号法との整合性を図りながら条項の見直し

を行いました。改正前が１項立てだったものを３項立てとし、第１項では保有個人情報

のオンライン結合。これは、実施機関と町の実施機関以外の電子計算組織と通信回線、

その他の方法により結合する方式でございますけども、これによる処理の禁止を明確に

定めております。 

第２項では、これまで第１項内に但書として規定されていた例外規定を別に定めまし

た。又、新たに実施機関がオンライン結合により、保有個人情報を提供、又は提供を受

ける場合の保護措置について必要な措置を講じるよう第３項に規定をいたしました。 
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第１０条、外部提供先に対する措置要求。第８条の改正等に関連しての文言の修正で

ございます。 

５ページをお開き願います。第１１条、適正な管理。これは文言の修正でございま

す。第１２条、委託に伴う措置。第１３条、受託者等の責務。第１３条の２、指定管理

者等の責務。 

次のページになります。個人情報を取り扱う業務の受託者及び指定管理等に対する責

務などを明確かつ厳格にするため、第１２条の全部を見直し、第１３条、第１３条の２

を新たに追加をしております。 

第１２条は、第１項において実施機関が個人情報の処理を含む業務の全部、又は一部

を実施機関以外のものに委託できることを明確にするとともに、第２項におきまして委

託の際の委託契約において個人情報の保護に関し必要な措置を講じることを規定いたし

ております。 

第１３条では、前条により業務を受託したものなどの個人情報保護に関する責務を新

たに規定をいたしました。 

次のページ、６ページをお開き願います。第１３条の２では、第１項及び第２項にお

いて公の施設の指定管理者の手続きに関する条例に規定されております指定管理者等の

個人情報保護に関する責務を新たに規定した他、第３項において実施機関が指定管理業

務の協定締結において、個人情報の保護に関し必要な措置を講じることも新たに規定を

いたしました。 

第１３条の３、個人番号利用事務等の適用除外。番号法第２条で定める個人番号利用

事務及び個人番号関係事務については、同じく番号法第９条により、それぞれ委託が認

められております。これらの事務を委託した場合、番号法による委託の規制を受けるた

め第３条の規定は適用除外とする規定を新たに設けております。 

第１４条、開示の請求。改正前の第１３条を１条繰り下げ、第１４条としておりま

す。第１項では、実施機関が保有する自己に関する保有個人情報を自己情報と読み替え

る文言に修正し、これ以降の開示や訂正、消去の請求等に係る規定で個人情報の誤りが

ある場合には、自己情報に改正をしております。第２項では、他の個人情報保護法制及

び番号法との整合を図るため規定の修正を行っております。 

７ページをお開き願います。第１５条、開示請求の手続き。改正前第１４条を１条繰

り下げ第１５条とし、文言の修正を行いました。 

第１６条、開示の請求に対する決定及び通知。改正前第１５条を１条繰り下げ第１６

条とし、文言の修正を行いました。又、改正前第１５条第６項については、他の個人情

報保護法制等との整合を図るため削除をいたしました。 

８ページをお開き願います。第１７条、開示決定等の期限の特例。改正前第１６条を
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１条繰り下げ第１７条とし、文言の修正を行いました。 

第１８条、第三者保護に関する手続き。他の個人情報保護法制等との整合を図るた

め、第三者保護に関する手続きについての規定を新たに設けました。 

第１９条、開示しないことができる自己情報。改正前第１７条を２条繰り下げ第１９

条とし、文言の修正を行いました。又、他の個人情報保護法制等との整合を図るため、

開示しないことができる個人情報として第１号から第１０号まで定めていた規定を全部

見直しまして、新たに開示しないことができる自己情報として第１号から第７号まで規

定をし直しております。 

１１ページをお開き願います。第２０条、自己情報の存否に関する情報。改正前第１

８条を２条繰り下げ第２０条とし、他の個人情報保護法制等との整合及び本条例におけ

る他の規定との整合を図るため、条文全体の修正を行っております。 

第２１条、部分開示。改正前第１９条を２条繰り下げ第２１条とし、他の個人情報保

護法制等との整合及び本条例における他の規定との整合を図るため、文言の修正及び第

２項を新たに追加をいたしました。 

第２１条の２、裁量的開示。他の個人情報保護法制との整合を図るため裁量的開示に

関する新たな条文の追加をいたしております。 

１２ページをお開き願います。第２２条、開示の実施。改正前第２０条を２条繰り下

げ第２２条とし、第１項では、文言の修正及び自己情報の開示を受ける場合の請求者の

本人確認を規定する文言を追加をいたしております。第２項、第３項は、文言の修正を

行いました。なお、改正前第４項は、改正後第１項にその内容を追加したため削除をい

たしております。 

第２３条、訂正の請求権。 

次のページの第２４条、消去の請求権。 

第２５条、収集、目的外利用又は外部提供の停止の請求権。改正前第２１条で規定さ

れておりました個人情報の訂正、削除、中止の請求に関する規定を全部見直し、他の個

人情報保護法制及び番号法との整合を図るため、訂正の請求権、消去の請求権、収集、

目的外利用、又は外部提供の停止の請求権として各々の権利を明確にし、新たな条文と

して第２３条、第２４条、第２５条を追加をしております。第２３条第１項では、自己

情報の訂正に関する請求権について規定をし、第２項において代理人による訂正請求に

ついて準用規定を設けております。 

１３ページをお開き願います。第２４条第１項では、第１号から第４号までに該当す

る場合の自己情報の消去に関する請求権について規定し、第２項において代理人による

請求について準用規定を設けております。 

第２５条第１項では、第１号から第４号までに該当する場合の自己情報の収集、目的
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外利用の停止に関する請求権について規定し、第２項におきまして自己情報の外部提供

の停止に関する請求権を規定をいたしました。第３項において、代理人による前２項の

停止請求についての準用規定を設けております。 

１４ページをお開き願います。第２５条の２、情報提供等記録の適用除外。番号法第

３０条の規定により情報提供等記録については利用停止請求が認められないことから、

第２５条の次に新たに第２５条の２を追加し、条例第２４条、第２５条の規定を適用除

外としております。 

第２６条、訂正請求等の手続き。改正前の第２２条を４条繰り下げまして第２６条と

し、本条例における他の規定との整合を図るため文言等の修正を行っております。 

第２７条、訂正等の請求に係る決定及び通知。改正前第２３条を４条繰り下げ第２７

条とし、本条例における他の規定との整合を図るため文言等の修正を行いました。な

お、改正前の第２３条第５項については、他の個人情報保護法との整合を図るため削除

をいたしております。 

第２８条、訂正等の実施。他の個人情報保護法制及び番号法との整合を図るため訂正

請求等により、訂正消去又は停止した場合の通知先等を新たに規定をいたしておりま

す。 

１５ページをお開き願います。第２９条、是正の申し出。改正前第２４条を５条繰り

下げ第２９条とし、本条例における他の規定との整合を図るため文言等の修正を行いま

した。 

第３０条、費用負担。改正前第２５条を５条繰り下げ第３０条とし、本条例における

他の規定との整合を図るため文言等の修正を行いました。 

第３１条、不服申し立てがあった場合の措置。改正前第２６条を５条繰り下げ第３１

条とし、本条例における他の規定との整合を図るため文言等の修正を行っております。 

１６ページをお開き願います。第３２条、苓北町個人情報保護審査会。改正前第２７

条を５条繰り下げ第３２条とし、第３号を１号繰り下げ第４号とし、新たに第３号とし

て他の個人情報保護法制及び番号法との整合を図るため、審議会の所掌事務に特定個人

情報ファイルの取り扱いに関する規定、廃止する事項を追加をしております。 

第３３条、苦情の処理、第３４条、苦情相談の処理、第３５条、事業者に対する指導

及び勧告はそれぞれ条の繰り下げを行いました。 

第３６条、制度の周知徹底。改正前第３１条を５条繰り下げ第３６条とし、本条例に

おける他の規定との整合を図るため文言等の修正を行いました。 

１７ページをお開き願います。第３７条、他の制度との調整。改正前第３２条を５条

繰り下げ第３７条とし、本条例における他の規定との整合を図るため文言等の修正を行

った他、他の個人情報保護法制及び番号法との整合を図るため改正前第２項を全部削除
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し、新たに第２項及び第３項、第４項を設けております。 

第３８条、実施状況の公表、第３９条、委任は、それぞれ条の繰り下げを行っており

ます。 

第４０条は、改正前第３５条を５条繰り下げ第４０条とし、本条例における他の規定

との整合を図るため文言の修正を行いました。 

１８ページをお開き願います。第４１条から第４４条までは、それぞれ条の繰り下げ

を行い、本条例における他の規定との整合を図るため文言の修正を行いました。 

第４５条は、番号法第７７条の規定に基づき個人情報を取り扱う業務の受託者、指定

管理者等に対する罰則規定を設けております。 

条例案に戻っていただきまして、１４ページをお開き願います。附則といたしまし

て、施行期日、第１条、この条例は、番号法の施行の日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。 

第１号、第２条及び第３２条第１項の改正規定。公布の日。第２号、第８条の改正規

定及び第１３条の３を加える改正規定。番号法附則第１条第４項に規定する規定の施行

日としておりまして、法律の施行日であります平成２７年１０月５日から施行すること

としております。ただし、第１号で規定する条例第２条の定義、第３２条第１項の個人

情報の保護審査会の改正規定については、法律の附則で関連する法律条文が施行日但書

により既に施行されておりますので、条例可決後の公布の日からとしております。又、

第２号で規定する第８条の保有個人情報の目的外利用及び外部提供の制限、第１３条の

３個人番号利用事務等の適用除外の規定については、法律の附則で定められております

平成２８年１月１日から施行することとなります。 

以上、ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明がおわりました。 

質疑はありませんか。松野君。 

○４番（松野重幸君） 今、説明を受けましたが、この条例はカード制導入による改正

ということで理解しておりますが、全般的な個人情報の法の改正ということになってお

りますので、２、３関連してお尋ねをいたします。 

この個人情報保護条例というのは、当初の目的からすれば全く目的を逸脱して悪用さ

れている法律だと思っております。片一方では、個人情報保護条例といって誰にも言う

なといいながら、作った本人たちがどんどん情報を流していっている。そういうような

事態も見受けられますが、そこで私が２、３気にしておりますのが、例えば、民生委員

の活動の中、それから学校教育の中、当然地域の人たちが知っておらなければならない

ような事柄まで、この個人情報保護条例というこれが入ってくるんですね。果たしてこ

れが個人情報保護になっとかというような事例がたくさんあります。 
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当然、この目的の中に町政の適切かつ円滑な運営を図るということが目的であります

ので、やはりここら辺の運用というか、この法律の中身をもう少しちゃんと知っとっ

て、あんまり悪用されるようなことはやめていただきたいというような意見を私は持っ

ておりますが、具体的に町の方にそういうような苦情はありませんか。まず、それをお

尋ねいたします。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 確かに今、松野議員がおっしゃるように、情報関係では個

人情報の保護条例というものがございます。又、対して情報公開条例というのもござい

まして、そこら辺はそれぞれ個々の情報管理に対してどちらの条例、規定を対応するべ

きか苦慮する面もございます。 

そういった中で個人情報の保護条例につきましては、今回、法律の中でもこれまでの

一般的な法律よりも更に個人情報の保護を厳格にしていくというようなことでございま

したので、それに対応すべく町の個人情報保護条例につきましても今回管理体制の徹

底、強化を図るという意味から改正をご提案しているものでございます。 

ご理解をお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 松野君。 

○４番（松野重幸君） 強化を図るのはそれは良いですが、やっぱりさっきも言いまし

たように、特に過疎化になって隣にはどういう人が住んどっとかということもわからん

ような、そういう状況の中で個人情報だから名前まで言わん。そういうような事態、地

域にはどういうような人たちが住んどっとかということも把握できんというような状況

が果たして正常な町の状態かということは、私は疑問に思っております。 

ですから、そこまでがそれでは個人情報の保護条例に違反するというところが、見極

めというとがどこで線を引くかということ、これはやはり、よっと検討していかんと今

後大変なことになる。私はそこを危惧しております。何事も法律を作れば、今は個人情

報保護条例、こればっかり、これの一辺倒。果たしてこれが、あんまり大げさなことに

なりますが、日本の国にとって良いことかどうか、私は大変疑問に思っております。 

意見になりましたが、そこら辺もひとつ今後の検討課題として、よろしくお願いいた

します。 

○議長（山本政人君） 何か答弁ありますか。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 状況を十分見極めながら、正しい適正な運用ができるよう

に努力をしてまいります。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） まず第２条の定義の旧法律の第４号では、「事業者とは、法人

その他の団体（国及び地方公共団体その他の公共団体を除く）」ということがなされて
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おりますが、新、改正後の法律では第７号で事業者があります。３段目に「他の地方公

共団体及び地方独立行政法人及び」、一番最後に飛んで「及び事業を営む個人をいう」

ということになれば、前の法律では地方公共団体は入っていなかった。ところが、新し

い分では入っているというふうに理解できるわけですが、そこは何か理由があるんでし

ょうか。 

それから、旧条例第３６条と改正後第４１条の中で、旧法律の中では「行政文書に記

載された個人情報」という言葉が「保有個人情報」に書き換えられています。前の法律

では、比較的その中身がわかりやすい状況にありますが、新しいものでは「保有個人情

報」ということで、非常に中身がわかりにくい。言うならば抽象的な、前の条文で詳し

く書いてありますけども、ここら辺を見ると抽象的な表現で何か範囲が掴みにくくて不

安な感じを持ちますが、そこら辺の違いはどういうことなんでしょうか。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） まず第２条の部分につきましては、行政部分につきまして

はこれも含まれておるわけですけども、今回の番号法の施行に伴いまして条文の改訂等

を、入れ替え等も行っております。そういったことの改正でございます。 

それから保有個人情報につきましては、これは法律の中で「保有個人情報とは」とい

う規定がございまして、それにあわせて改訂を行っているものでございまして、改正後

の第４０条でも、こういったものが保有管理情報であるということで入れておりますの

で、その文言の修正ということで、そういうことで見ていただければと思います。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 抽象的なといいますか、幅広くなり過ぎた捉え方の分はまだ勉

強しなきゃならないと思いますが、どうしてもこの第２条の第４号、これまでは国、地

方公共団体は除くにしていたものが、今度の法律では入ってきたという、そういう極端

ですよね。この前まではお前はでけんばいって言うとったとが、新しか法律のときはお

前も入って良かけんっていうような解釈になっとじゃなかかと思うとですが、そこはど

がんですかね。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） これにつきましては、改正前の規定でも行政に係る部分の

情報は入っております。第４号の中で特定個人情報という形で定めている部分でござい

まして、これも法律の改正によるものでございます。 

○議長（山本政人君） よろしいですか。他にありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） これはもう回数ば減らしてもらわんばんとばって、あと１回ゆ

っくり説明をしてください。 

この前までは「除く」になっとって、今度は「除く」が抜けとっじゃっかな。そこが
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何でそういう表現の仕方になっとっとですかということですよ。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 改正前の第４号につきましては、事業者はこういうもので

すよというようなことで、事業者の中の法人、その他の団体のその中には、国及び地方

公共団体、その他の公共団体は除いた分ですという規定を定めてあったものでございま

す。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） これは、私は最初に言うたでしょう。旧法律の中では第４号で

事業者とあると。その中には、読みます。「法人その他の団体（国及び地方公共団体、

その他の公共団体を除く）」でなっている。ということは、地方公共団体は事業者の中

には入れないということでしょう。ところが改正後の法律の中では、第７号「事業者、

法人その他の団体」、括弧は省略します。「他の地方公共団体及び地方独立行政法人及び

事業を営む個人をいう」と。ということは、地方公共団体は入ってくっとじゃなかか

て、全然違うでしょう。ちょっとずれたぐらいならばそうは思いませんけども、前の法

律ではお前たちは除く、今度の法律では「除く」という言葉は入っとらんですね。含む

に入っとっとじゃなかですか。 

○議長（山本政人君） 今、即答ができますか。 

質問の途中でありますが、午後にしましょうか。 

それではここで質問の途中でありますが、午後の分に持ち越して、ここで昼食のた

め、午後１時１０分まで休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時１１分 

再開 午後１時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） 休憩前に引き続き、本会議会を再開します。 

質疑の途中でありましたが、答弁。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 第２条、定義、第７号の事業者のところでございます。 

改正前におきましては、第４号事業者の定義といたしまして「法人、その他の団体及

び事業を営む個人をいう」ということで規定しておりまして、法人、その他の団体にお

いては「国及び地方公共団体、その他の公共団体を除く」というような規定でございま

した。ここの規定を明確にするため、改正後の第７号の事業者につきましては「法人、

その他の団体及び事業を営む個人をいう」ということで、括弧書きの中で法人その他の

団体につきまして「国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人を除

く」ということで規定をし直したものでございます。 
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○議長（山本政人君） 今の説明で良いですか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 改正後に、どこに除くって書いてあっとですかね。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 第２条、定義の第７号のところの一番下から２行目になり

ますけれども、「地方独立行政法人をいう。以下同じ。）を除く」ということで、「除

く」を入れております。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） 指定管理者とか、今、町では臨時の方っていうか、何といわす

とですかね、パートっていわすとですかね、方々の雇用がかなりあると思います。その

方たちについての責任分野、そこら辺は指定管理者についてはいろいろ書いてあります

けれども、そこら辺がどういった形になるか。 

案外、今までのは国内の情報を見てみますと、そこの職員さんたちが情報を漏らした

り、どうのこうのというのが多々取り上げられておりますけれども、そこら辺はどうお

考えになっとるか、お聞かせください。 

それが１つと、それから比較対象表の１５ページの第３０条に「自己情報の閲覧に係

る手数料は、無料とする。」ということになっておりますが、これは例えば地図とか何

かそういったことも全部無料ですかね。それも含まれとっとですか。１５ページの第３

０条。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） まず第３０条の費用負担のところですけども、これは自己

情報ですから自分の情報の閲覧に係る手数料は無料ですという規定でございます。 

それから、指定管理者の使用人というか、従業員の関係ですけども、改正後の第４５

条、ここに「受託者もしくは指定管理者の代表者又は受託者もしくは指定管理者の代理

人、使用人その他の従業者がその受託業務、又は指定管理業務に関し、第４０条又は第

４１条に規定する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、」ということで、

こういう厳しい厳罰規定がございます。これが法律に基づくものでございます。 

○町長（田嶋章二君） いやいや、臨採の人たちのこと。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 臨時職員につきましても、公務員に準ずるものでございま

すので、この規定が適用されます。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 確かに地方公務員法に云々とありますけれども、臨採の方あた

りは、公務員並みの本当に責任を取らせても、それなりの、例えば退職をさせてみたり

なんかするとも、はっきり言えば臨採の方あたりは１年雇用でしたりなんかしてあるの
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で、「次に、来月から、来年から来んじゃったっちゃよかばい」ていうのは簡単です

が、皆さんは、明日から来んなってなればそれは大変ですので、もう公務員法に適用に

なれば大変でございますけれども、臨採の方あたりの責任分野をもういっちょ、それを

管理する課長に権限を与えるとか、どうのこうのするぐらいまでには、何もお考えはな

かっですかね。 

かなりその臨採はあまりその責任は感じとられんとか。今ここにおいでの方は、しっ

かりしとらす方だけをいっぱい雇ってあると思いますけれども、今後の対応とか何かが

ありますので、そこら辺をお尋ねをしたいと思いますが。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 非常勤職員、臨時職員等につきましても地方公務員法の適

用を受けまして、守秘義務等厳しいものがございます。 

今、議員の方からいろいろご指摘がありましたように、臨時職員等の採用につきまし

ては、改めて採用の時点でもこういった守秘義務があるということを徹底しながら職員

管理を行っていきたいということで考えております。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） そこら辺は私も重々わかった上で、本当に公務員法を簡単に適

用するというような一口で言って責任逃れになるかもしれませんけれども、その程度の

あれで良いのか。本来ならば、なるだけ臨採とか何かを使わずにして公務員にした方が

良いんじゃなかろうかと思いますけれども、事情等があって臨採あたりも含めておられ

ると思いますので。確かに条例どおりにいけば、そういったこともあるかもしれません

けれども、案外そこら辺がミスが出た場合のことをお尋ねをしておるわけでございま

す。 

○議長（山本政人君） 答弁ありますか。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 先程申し上げましたように、公務員でございますので、厳

しく管理をしていくということに変わりはございません。そういった方向で進めてまい

りたいと思います。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。石田君。 

○６番（石田みどり君） 指定管理者へのシステム構築の費用とか、それから維持管理

費の費用とかいうのはどうなりますか、お聞きいたします。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） これにつきましては、システムの改修でありますとか、管

理を指定管理者に委託する場合の規定でございまして、今のところ町のほうではシステ

ムの改修につきましては、それぞれ税システム、それから住民基本台帳システムを管理

しております会社に業務委託をしてやっておるわけでございます。ですから、そういう
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形でそれぞれ個々に管理がございますので、個々の中で管理を行っていただいてるとい

うことでございます。 

○議長（山本政人君） よろしいですか。石田君。 

○６番（石田みどり君） ということになりますと、指定管理者の出費がかさむという

ことになりますよね。大変じゃなかろうかなというふうに思っているんですが。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 指定管理につきましては、今、石田議員がおっしゃる指定

管理がどの指定管理なのかなんですけども、今のところは建物の管理とかを町としては

指定管理業者の方にお願いをしております。 

この個人情報保護条例の中にあります指定管理といいますのは、そういった業務の指

定管理をした場合と、それから指定管理の委託業者につきましても秘密でありますと

か、情報の保護の対象になりますよという規定でございますので、先程言いましたよう

に、第１４号で言いましたけれども、使用人とか従業員の方が指定管理業務の中で個人

情報を漏らしたとか、そういうことになれば罰則の規定等が適用されますということで

ございます。 

○議長（山本政人君） 石田君。 

○６番（石田みどり君） すいません、指定管理者へのシステム構築の費用とか、それ

から維持管理の費用とかいうことをお聞きしているんですが。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 指定管理の業者につきましては、その委託は行っておりま

せん。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） ないようです。質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４８号を採決します。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４８号、苓北町個人情報保護条例の一部を改正する条例について

は、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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○議長（山本政人君） ここで次の議案に入ります前に、先程、介護施設利用料金一覧

表というのが配られております。これは、午前中の所管事務の調査の折にそういう質問

が出ておりました。このことについて説明を。福祉保健課長。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） それでは日程第２のところで説明がありまして、その

とき準備ができておりませんでしたので、只今一覧表をお配りさせていただきました。

表が介護施設利用料の一覧表ということで一般と書いてありますが、この一般というの

は住民税がかかっている世帯というふうに理解いただければと思います。左のほうに要

介護１から５まで、右側のほうに施設の名称が書いてあります。 

「楽洋の里」は広域型の特別養護老人ホーム、それから右の３つは地域密着型、町が

認めた指定をした施設ということでございますが、特別養護老人ホームの「梧葉苑」、

それからグループホームの「菜の花苓北」、それから小規模多機能型居宅介護施設の

「はるかぜ」ということで、「はるかぜ」だけは通いの施設ということになります。サ

ービスの利用料とありますけれども、これは国が法律で決めた介護報酬でございまし

て、あとこれに利用人数とか、そういうところで基本料金が変わってまいります。それ

から、本人は、基本的には利用料の１割を払うことになっていまして、ただし、これが

本年８月からは所得の高い方については２割負担が導入されたところです。すべて１割

というふうにしまして、この金額と食費、それから居住費が加算をされまして、計とあ

りますが、この計、大体１０万円前後という数字が並んでおりますけれども、これを毎

月払っていただくことになります。 

裏の方が養護老人ホームの入所者の費用徴収基準とありますが、収入額から税とか医

療費とか社会保険料とか、そういうものを控除した後の金額がこれに該当する場合には

右側の徴収月額になりますよというようなことが書いてあります。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第７ 議案第４９号 苓北町議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例を廃止

する条例について 

○議長（山本政人君） それでは、日程第７、議案第４９号、苓北町議会議員の議員報

酬の臨時特例に関する条例を廃止する条例についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 議案第４９号、苓北町議会議員の議員報酬の臨時特例に関

する条例の廃止について。 

苓北町議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例を廃止する条例を次のように制定

する。平成２７年９月４日提出、苓北町長、田嶋章二。 
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提案理由ですが、苓北町議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例において、特例

期間を平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日までと定めており、特例期間が終

了したためでございます。 

次のページをお願いいたします。 

苓北町議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例を廃止する条例（案）。 

苓北町議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例（平成２５年苓北町条例第２６

号）は廃止する。 

附則、この条例は、公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

補足説明をさせていただきます。 

本条例は、平成２５年６月議会において議決いただいた条例で、国の要請を受けた町

職員等の給与減額支給措置に準じて特例期間を平成２５年７月１日から平成２６年３月

３１日までと定め、議員報酬及び期末手当について１００分の６を乗じて得た額を減ず

ると規定していたものでございますが、この特例期間が終了しているため廃止するもの

でございます。 

ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行いますが、質疑をされる場合はマイクをちょっと上に向けて、そし

て発言をお願いをいたしたいと思います。議事録の作成関係でよく言葉が入るように、

そのようにご配慮お願いしたいと思います。 

質疑はありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） この条例は、要するに給料の定額から１００分の６を少なく払

っておるからということですかね。そして、これを廃止にして元に戻すということです

かね。 

この件について、何か他に、例えばこれは必ず平成２６年４月１日に廃止をしなけれ

ばならないとか、そういったことはありますか。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 本条例につきましては、先程も申しましたように、条例の

中で期間を定めて平成２５年７月１日から平成２６年３月３１日までの間ということ

で、特例期間を定めておりました関係で今回廃止をするものでございます。 

なお、本来ならば、その条例の折に附則の中で何日をもって廃止するという附則条例

を規定しておれば、こういった廃止の条例は必要なかったわけでございますけども、既

にこの期間が過ぎておりますので、改めて条例を廃止する条例を提出する必要があるた

め、今回提案をしたものでございます。 

なお、その他につきましては、この後お願いします町職員等の給与関係、これも規定



 

－126－ 

がございますので、次の提案にさせていただきたいと思います。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） それでは、もう公布があったときに、もう既に廃止をしなけれ

ばならないということであったわけですかね。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 今回の条例につきましては、今言いましたように期間を設

けてしておったわけですけども、実際はその条例を制定する折に附則の中で、例えば、

この条例は平成２６年３月３１日をもって廃止するという、この規定まで含めて定めて

おれば、当然、改めて条例の廃止の必要はなかったわけですけども、その規定がござい

ませんでしたので、条例を廃止する条例を提出する必要があるということで今回は提案

しております。 

○１番（松本良人君） はい、わかりました。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 確認ですが、これは平成２６年３月３１日までということで、

条例でなっておりますので、既に我々はその分は報酬として受け取っているということ

で理解して良いんですかね。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） この期間の報酬につきましては、その分を減額した中で支

払いをしております。現在は、元に戻った形で支給をしております。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） それなら、これの提案が執行部とすれば遅れていたという部分

があるということですかね。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 本来ならば、平成２６年３月３１日までという規定でござ

いましたので、その後直ちに廃止条例の提出をしなければならなかったわけですけど

も、遅れたということでございます。 

○８番（浜口雅英君） 終わります。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第４９号を採決します。 
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本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第４９号、苓北町議会議員の議員報酬の臨時特例に関する条例を廃

止する条例については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 議案第５０号 苓北町職員等の給与の臨時特例に関する条例を廃止する条

例について 

○議長（山本政人君） 日程第８、議案第５０号、苓北町職員等の給与の臨時特例に関

する条例を廃止する条例についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 議案第５０号、苓北町職員等の給与の臨時特例に関する条

例を廃止する条例について。 

苓北町職員等の給与の臨時特例に関する条例を廃止する条例を次のように制定する。

平成２７年９月４日提出、苓北町長、田嶋章二。 

提案理由でございます。 

苓北町職員等の給与の臨時特例に関する条例において、特例期間を平成２５年７月１

日から平成２６年３月３１日までと定めており、特例期間が終了したためでございま

す。 

次のページをお開き願います。 

苓北町職員等の給与の臨時特例に関する条例を廃止する条例（案）。 

苓北町職員等の給与の臨時特例に関する条例（平成２５年苓北町条例第２５号）は廃

止する。 

附則、この条例は、公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

補足説明をさせていただきます。 

本条例も平成２５年６月議会において議決いただいた条例でございまして、地方公務

員の給与改定に関する取り扱いについて国からの強い要請を受けて、町職員等の給与減

額支給措置を実施する臨時特例条例を定めたものでございます。特例期間を平成２５年

７月１日から平成２６年３月３１日までと定め、町長、副町長、教育長の給料、期末手

当について１００分の６を乗じて得た額を減ずる。又、一般職の給料について、２級以

下の職員は１００分の２、３級以上の職員は１００分の５.７、同じく一般職の期末手

当、勤勉手当についても１００分の５.７を乗じて得た額を減じると規定していたもの

でございますけれども、この特例期間が終了しているため、廃止するものでございま

す。 
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ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） これは、直接この問題に該当するか、該当しないかわかりませ

んけれども、今我々議員の給料あるいは町長、副町長の、職員さんは除いた方々の給

料、これは、私たちも好き好んでやったわけです、町会議員になったわけですが。 

これを今後改めて、ちいったもらい過ぎやっかと、少し減額して今の時世に対応しよ

うというような町長のお考えはございませんか。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） どこを比較してもらい過ぎかどうかというのが、私はわかりま

せん。私は給料以上に働いていると思っております。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 町長がそういうことであれば、町長の給料はそのまましておい

ても、私考えますと、区長の経験もしたことあります。やはり、区長との比較でなる

か、ならんかわかりませんけれども、案外区長よりも議員のほうが楽じゃなかろうかな

と。仕事ばせろば別ですけれども、今の私のようなぐらいではですね。それに対して

は、かなりの給与の格差があります。 

そしてまた、いろんな町のそういった給料を減額したりなんかしとらすところもあり

ますけれども、今やはり、かなりのお年寄りも増える、町にも金もいる、そういった中

で、ここにも起債あたりもかなり増えているということで、やっぱり我々も始末をし

て、この状況にあわせていかにゃならんとじゃなかろうかというような気がします。 

当然、どこを期待にしとるかということでございますけれども、町づくりに一所懸命

貢献しますよというようなことで、私たちは選挙運動期間中にも常に口に出して、本当

にやろうということで私も議員になったわけですけれども、皆さんもそうじゃなかろう

かと思います。そうするならば、この議員というのを金で買うとじゃなくて、やる気を

持って奉仕の精神もいくらかいるのじゃなかろうかと思います。そういったことで、私

はここで改めて聞いたわけですが、町長がどこで私は一所懸命仕事しよりますというこ

とであれば、町長はそれで良いと思いますけれども、私の考えはそういったことでござ

いますが、今後の問題としてひとつお含みをおいていただきたい、そう思います。 

○議長（山本政人君） わかりました。そういう意見でございます。 

他に質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第５０号を採決します。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５０号、苓北町職員等の給与の臨時特例に関する条例を廃止する

条例については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第９ 議案第５１号 苓北町ふれあい館の設置及び管理に関する条例を廃止する

条例について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第９、議案第５１号、苓北町ふれあい館の設置及び

管理に関する条例を廃止する条例についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 議案第５１号、苓北町ふれあい館の設置及び管理に関する

条例の廃止について。 

苓北町ふれあい館の設置及び管理に関する条例を廃止する条例を次のように制定す

る。平成２７年９月４日提出、苓北町長、田嶋章二。 

提案理由でございますが、苓北町ふれあい館は平成２６年度に解体し、その用途を終

えたためでございます。 

次のページをお願いいたします。 

苓北町ふれあい館の設置及び管理に関する条例を廃止する条例（案）。 

苓北町ふれあい館の設置及び管理に関する条例（平成６年苓北町条例第２３号）は廃

止する。 

附則、この条例は、公布の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） この解体はいつで解体しましたかね。それと、跡地はどのよう

にしていくのか。それから、隣に旧ＫＤＤのテニスコートがあります。ふれあい館の話

とは若干ずれるかもしれませんが、隣りあわせの土地ですので、ふれあい館の跡地とま

とめたところで新たな活用策が考えられるというふうに思います。 

それからもう１点、津波の避難所がありますが、非常品が消防倉庫に入れてあるとい

うことですが、あれでは役に立たんですよね。津波の来たときには高っかとこに逃げと
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かんば。だから、津波が来た時には非常品の倉庫も流されてしまうというふうな感覚に

ならなければならないというふうに思います。 

そういう意味で、以上４点についてお尋ねいたします。 

○議長（山本政人君） 総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） ふれあい館につきましては、平成２６年１１月２０日から

平成２７年２月２０日にかけて解体をしております。 

それから、跡地利用につきましては、現在役場内に定めております公共利用等、土地

の利用等の検討委員会の中で、今後活用策を検討するということで現在、協議をしてい

るところでございます。 

テニスコートにつきましても、同じく公共利用等の施設の検討委員会の中で協議をし

ております。 

それから、津波関係の備品関係ですけども、消防倉庫のほうで保管をしているところ

でございます。 

○議長（山本政人君） だから、それではだめじゃないかというような、そういう意見

だったでしょう。 

○総務課長（山﨑秀典君） その点につきましては、備蓄場所を検討してまいりたいと

思います。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 検討されることは良いわけですが、施策の中で非常に積極的に

「検討してなかっじゃなかつや」て、「もうすっとかい」というような事業もあります

し、本来ならば検討して「もうそろそろ結論も出さんばんときじゃなかとか」っていう

のが、いつまでたっても検討しとる、検討しとる、検討しとるですよね。特にＫＤＤの

テニスコートなんていうのは、買収してから何年経っていますか。それが、まだ検討中

なんですか。 

やっぱりそこら辺は事案に応じて、町民の皆さんのいこいの場とかそういうものに使

えるとじゃなかですか、早いうちに取り組めば。そういうものが役場職員の皆さんの中

で検討していくということですけども、やっぱりそこら辺は見方を若干変えてでも早急

な取り組み、当然お金が財政的に必要な部分も出てこようかというふうに思いますが、

だからこそ、検討、検討、検討じゃなくて、早い時期に結論を出そうという意欲が必要

だと思います。 

それから津波については、まだ他の部分もありますので、別の機会にお尋ねします。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） この件は、テニスコートのみをひとつどうするかということじ

ゃなくて、法務局がだいぶ老朽化しておりましたので、法務局跡地も含めて、そしてＫ



 

－131－ 

ＤＤの宿舎、そしてＫＤＤのあとに今、社協が入っていますが、あの辺も全部含めた中

で一体的にどうするのか、あるいは分散的にやるのかを含めて今検討してもらってま

す。 

今、指摘の中にあったような形で、もう少しスピードアップしたほうがいいんじゃな

いかなという感がありますので、後でその辺については検討委員会のメンバーの方々に

ご指摘をしたいと思っております。 

○議長（山本政人君） よろしいですか。 

○８番（浜口雅英君） 終わります。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第５１号を採決します。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５１号、苓北町ふれあい館の設置及び管理に関する条例を廃止す

る条例については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１０ 議案第５２号 平成２７年度苓北町一般会計補正予算（第５号） 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１０、議案第５２号、平成２７年度苓北町一般会

計補正予算（第５号）を議題とします。 

ここで提案理由の説明の前に、皆さま方のお手元に平成２７年度中における起債借入

見込等に関する調書が配付されております。この説明を簡単で結構ですが、説明をお願

いできますか。企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 補正予算の説明の中でさせていただきます。 

○議長（山本政人君） わかりました。 

それでは、平成２７年度苓北町一般会計補正予算（第５号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 議案第５２号、平成２７年度苓北町一般会計補正予算（第５

号）（案）についてご説明を申し上げます。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に７億１,６８０万４,０００円を追加し、歳入歳
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出予算の総額を歳入歳出それぞれ５６億３,５８８万３,０００円とするものでございま

す。 

今回の補正予算は、国等からの交付金、負担金、補助金等の交付決定通知に基づくも

の、及び先の豪雨により発生した災害復旧費が主なものでございます。 

内容につきましては、企画政策課長から説明をいたさせますので、よろしくご審議の

ほどお願いを申し上げます。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 議案第５２号、平成２７年度苓北町一般会計補正予算

（第５号）（案）の内容について、ご説明申し上げます。 

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７億１,６８０万４,０００円を追加し、予

算の総額を歳入歳出それぞれ５６億３,５８８万３,０００円とするものでございます。 

５ページをお願いします。第２表、地方債の補正でございます。 

１、追加で、災害復旧事業等債、農地等災害復旧事業で限度額３,２９０万円、林道

施設災害復旧事業で限度額２,０７０万円、公共土木施設災害復旧事業で限度額１億６,

６５０万円をそれぞれ追加するものです。 

下の２、変更で公共事業等債、富岡港改修事業負担金で２７０万円減額し、限度額を

１,０８０万円に、臨時財政対策債は発行額の確定により１,９７３万９,０００円減額

し、限度額２億９,０２６万１,０００円に変更するものでございます。 

公共事業等債、国県道整備事業負担金が単県事業で起債対象とならなかったために、

４００万円減額するものです。 

先程、議長さんのほうから説明がありましたお手元に配付しておる起債の借入見込額

等に関する調書でございますが、当初予算に、只今追加変更したものを平成２７年度中

増減額の借入額ということで整理しまして、作成したものを配付させていただいており

ます。 

次に、８ページをお願いします。歳入です。款８地方特例交付金、項１地方特例交付

金、目１地方特例交付金は、減収補てん特例交付金で交付額確定に伴い２万９,０００

円の減額です。 

９ページをお願いします。款９地方交付税、項１地方交付税、目１地方交付税は、普

通交付税の交付確定に伴いまして９,３３２万７,０００円の増額です。 

１０ページをお願いします。款１１分担金及び負担金、項２分担金、目２農林水産業

費分担金は、節１災害復旧費分担金で農地等災害復旧費申請者分担金９１３万７,００

０円を新たに計上しました。 

１１ページをお願いします。款１２使用料及び手数料、項２手数料、目４災害復旧手

数料、節１農地等災害復旧手数料で農地等災害復旧事業申請者負担分設計手数料４９万
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８,０００円を新たに計上しました。 

１２ページをお願いします。款１３国庫支出金、項１国庫負担金、目３災害復旧費国

庫負担金は、節１公共土木施設災害復旧費、国庫負担金現年災分３億３,３５０万円を

新たに計上しました。 

１３ページをお願いします。項２国庫補助金、目１総務費国庫補助金、節２個人番号

カード交付事業費補助金は、補助金額の決定により２７６万７,０００円を新たに計上

しました。 

１４ページをお願いします。款１４県支出金、項２県補助金、目３農林水産業費県補

助金、節２農業費補助金は、くまもとの６次産業化総合対策事業県補助金、くまもと稼

げる園芸産地育成対策事業補助金、機構集積協力金事業県補助金、合わせて９１万５,

０００円の増額。目７商工費県補助金、節１商工費補助金は、熊本県癒しの森整備支援

事業補助金５６万円を新たに計上。目８災害復旧費県補助金、節１農林水産施設等災害

復旧補助金で、林道施設災害復旧費補助金、農地等災害復旧費補助金、合わせて９,６

７５万５,０００円を新たに計上しました。 

１５ページをお願いします。款１６寄附金、項１寄附金、目１総務費寄附金は、大雨

災害に係る義援金、見舞金がありましたので、一般寄附金９万１,０００円を増額しま

した。 

１６ページをお願いします。款１７繰入金、項１特別会計繰入金、目１介護保険特別

会計繰入金は、事業確定により介護保険特別会計からの繰入金２５５万６,０００円の

増額です。 

１７ページをお願いします。項２基金繰入金、目１財政調整基金繰入金、節１財政調

整基金繰入金は、財政調整基金取崩し３,３５１万円の減額です。 

１８ページをお願いします。款１９諸収入、項３貸付金元利収入、目１貸付金元利収

入は、奨学金償還金１３９万６,０００円の増額です。 

１９ページをお願いします。項５雑入、目１雑入は、次世代自動車充電インフラ整備

促進事業費補助金７８２万３,０００円の増額が主なもので、合計で８２２万５,０００

円の増額です。目２過年度収入、節１民生費国庫負担金過年度収入は、障害福祉費並び

に保育所運営費国庫負担金過年度収入、合計で２９７万１,０００円の増額、節２民生

費県負担金、過年度収入は、障害者福祉費並びに保育所運営費県負担金過年度収入、合

計で１４７万３,０００円の増額、目４貸付金元利収入過年度収入は、奨学金償還金過

年度収入２５１万１,０００円の増額です。 

２０ページをお願いします。款２０町債、項１町債、目２土木債、節１道路橋梁債

は、国県道整備整備事業負担金分４００万円の減額、節２港湾債は、富岡港改修事業負

担金分２７０万円の減額です。目５臨時財政対策債は、発行額の確定により１,９７３
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万９,０００円の減額です。目７災害復旧事業債は、節１農林水産施設災害復旧事業債

で、農地等と林道施設合計で５,３６０万円、節２公共土木施設災害復旧事業債で１億

６,６５０万円を新たに計上しました。 

２１ページをお願いします。歳出です。款１議会費、項１議会費、目１議会費、節２

給料から節４共済費までは、４月の職員の異動に伴う人件費分でございます。以後、人

件費部分については、説明を省略させていただきます。 

２２ページをお願いします。款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、節１報

酬は、情報開示審査会委員報酬６万円の増額。節２給料、節４共済費は人件費分、節９

旅費は、情報審査会委員費用弁償で６万４,０００円の増額、節１９負担金補助及び交

付金は、安全運転管理者協議会負担金１万円の増額です。目４会計管理費は、職員の人

件費分です。目５財産管理費は、財源区分の変更です。 

２３ページをお願いします。目６企画費、節２給料から節４共済費は人件費分、節１

２役務費３２万円、節１３委託料５０万円、節１５工事請負費１,１００万円の増額

は、いずれも次世代自動車充電インフラ整備事業の事業費でございます。目１１地域間

交流費、節９旅費は、普通旅費７万円の増額です。目１３電算システム管理費、節１９

負担金補助及び交付金２７６万７,０００円は、地方公共団体情報システム機構への通

知カード、個人番号カード関連事務委託交付金です。目１５企業誘致対策費は、人件費

分です。 

２４ページをお願いします。項２徴税費、目１税務総務費は人件費分、目２賦課徴収

費、節４共済費は、人件費分、節７賃金は、臨時雇賃金９７万２,０００円の増額で

す。 

２５ページをお願いします。項３戸籍住民基本台帳費、目１戸籍住民基本台帳費は、

人件費分です。 

２６ページをお願いします。項４選挙費、目１選挙管理委員会費、節１１需用費は、

選挙権年齢の１８歳引き下げに伴う選挙関係法規追録代４万円の増額です。 

２７ページをお願いします。項６監査委員費、目１監査委員費は、監査委員報酬１５

万８,０００円の増額です。 

２８ページをお願いします。款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費、節

２給料から節４共済費までは人件費分、節１２役務費は、予算の組み替え、節２３償還

金利子及び割引料は、臨時福祉給付金事業並びに臨時福祉給付金事業事務費補助金返還

金、合計で５２３万４,０００円の増額です。目２老人福祉費は、敬老会用の町有バス

運行委託料４万円の増額、目４介護保険事業費、節２給料から２９ページの節４共済費

は、人件費分です。目５後期高齢者医療費、節２給料から節４共済費は、人件費分、節

２８繰出金は、後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定分）１２４万６,０００
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円の減額です。目６障害福祉費、節２３償還金利子及び割引料は、障害関係の福祉事業

補助金返還金６８万２,０００円の増額です。 

３０ページをお願いします。項２児童福祉費、目１児童福祉総務費、節２３償還金利

子及び割引料は、保育所関係補助金返還金、臨時特例給付金事業並びに臨時特例給付金

事業事務費補助金返還金、合計で１７万８,０００円の増額です。 

３１ページをお願いします。項４国民年金事務取扱費、目１国民年金事務取扱費は、

人件費分です。 

３２ページをお願いします。款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費は、

人件費分です。目３環境衛生費、節１報酬は、生活環境整備対策委員報酬１万８,００

０円の増額、節９旅費は、生活整備対策委員の費用弁償５,０００円の増です。目４斎

場費は、斎場の機械設備更新等の修繕料２２７万３,０００円の増額です。 

３３ページをお願いします。項２清掃費、目１清掃総務費は人件費分です。 

３４ページをお願いします。款５農林水産業費、項１農業費、目１農業委員会費、節

２給料と節４共済費は人件費分、節２３償還金利子及び割引料は、農地中間管理機構集

積支援事業補助金返還金１７万９,０００円の増額です。目２農業総務費、節２給料か

ら節４共済費までは人件費分、節１１需用費５万円は、町有自動車の車検に係る費用の

増額です。目３農業振興費、節１９負担金補助及び交付金は、くまもと６次産業化総合

対策事業補助金、くまもと稼げる園芸産地育成対策事業補助金、機構集積協力金交付

金、合計で９１万５,０００円の増額です。節２３償還金利子及び割引料は、青年就農

給付金事業交付金返還金１名の半年分７５万円の増額です。目５農地費、節１１需用費

は、大円地区土砂撤去費４０万円の増額。節１３委託料は、渕の上、中ノ田頭首工撤去

に係る委託料５０万円の増額。 

次のページ、節１９負担金補助及び交付金は、委託料に組み替えた５０万円の減額で

す。 

３６ページをお願いします。項２林業費、目２林道費、節４共済費は人件費分、節１

１需用費は、林道２ヶ所のガードレール設置費としての修繕料３０万円の増額です。節

１３委託料は、萱の木線増破分の委託料４５万円の増。節１４使用料及び賃借料は、崩

土除去のための重機等借上料８００万円の増額です。 

３７ページをお願いします。項３水産業費、目１水産業振興費は人件費分です。目２

漁港管理費、節１３委託料は、志岐漁港海岸公有水面埋立竣工認可図面作成に係る設計

委託料５０万円の増額です。目３漁港建設費は、人件費分です。 

３８ページをお願いします。款６商工費、項１商工費、目１商工総務費は人件費分で

す。目３観光費、節７賃金は、観光施設等清掃賃金６０万９,０００円の増額、節１１

需用費は、パンフレット等の印刷費、キャンプ場のガードパイプの修繕料など、合計で
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１１３万５,０００円の増額。節１９負担金補助及び交付金は、ＶＩＳＩＴ天草プロジ

ェクト事業負担金６０万９,０００円の増、中止となった長崎ペーロン大会の出場補助

金６０万円の減額です。目４温泉センター管理費、節１１需用費は、機械室屋根設置等

で修繕費７３万５,０００円の増、節１８備品購入費は、時計購入費の４万９,０００円

の増です。目５富岡城公園管理費、節１１需用費は、資料館のぼり旗、公園内手すり修

繕料合わせて４４万９,０００円の増額、節１３委託料は、県補助で行う標識作成設置

委託料６０万円の増額。 

３９ページ。節１８備品購入費は３００万円の減額です。 

４０ページをお願いします。款７土木費、項１土木管理費、目１土木総務費は人件費

分です。 

４１ページをお願いします。項２道路橋梁費、目１道路橋梁総務費は人件費分です。

目２道路維持費は、財源区分の変更、目３道路新設改良費、節１３委託料は、町道田ノ

平線建物鑑定評価委託料１５０万円の増額。目５国県道整備促進費は、国県道整備事業

負担金９０万円の減額です。 

４２ページをお願いします。項３河川費、目１河川総務費、節１４使用料及び賃借料

は、土砂除去に伴う重機等借上げ３００万円の増額、節１９負担金補助及び交付金は、

鶴地区急傾斜地崩壊対策事業負担金４０万円の増額です。 

４３ページをお願いします。項４港湾費、目１港湾管理費、節１９負担金補助及び交

付金は、富岡港改修事業負担金３００万１,０００円の減額です。 

４４ページをお願いします。款５住宅費、目１住宅管理費は人件費分です。 

４５ページをお願いします。款８消防費、項１消防費、目４災害対策費は、大雨台風

時の警戒待機に伴う時間外勤務手当て５０万円の増額です。 

４６ページをお願いします。款９教育費、項１教育総務費、目２事務局費、節２給料

から節４共済費までは人件費分、節１３委託料は、旧坂瀬川、都呂々中学校環境整備、

志岐小学校の支障木伐採委託料、合計で３４万２,０００円の増額、節２１貸付金は、

奨学金貸付金７２万円の減額です。 

４７ページをお願いします。項２小学校費、目１学校管理費、節１１需用費は、都

呂々小学校体育館雨漏り修繕料１２０万円の増額、節１２役務費は、アコーディオンの

調律料６万５，０００円の増額です。 

４８ページをお願いします。項４社会教育費、目１社会教育総務費、節３職員手当、

節４共済費は人件費分、節１９負担金補助及び交付金は、都呂々小学校自主文化事業負

担金、天草五人衆サミット負担金、合わせて１１万円の増額です。目２公民館費、節１

９負担金補助及び交付金は、中止になった志岐地区盆踊り大会補助金１４万８,０００

円の減額です。目３社会教育施設費、節１１需用費は、総合センターテニスコート修繕
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費１５万円の増額です。目５志岐集会所管理費、節１８備品購入費は、スポットライト

の購入費６５万２,０００円の増額、目６資料館費、節１３委託料は、旧郷土資料館除

草剪定委託料１７万７,０００円の増額です。 

４９ページをお願いします。項５保健体育費、目１保健体育総務費、節７賃金は、マ

ラソン大会コース草刈清掃賃金３万５,０００円の増、節１１需用費は、マラソン大会

看板購入費１０万円の増額です。目２学校給食費、節１報酬は、産休代替えの調理員報

酬３９万１,０００円の増、節４共済費は人件費分、社会保険料等は、産休代替え分で

す。節７賃金は、嘱託職員産休による代替え臨時職員賃金３７万７,０００円の増額で

す。 

５０ページをお願いします。款１０災害復旧費、項１農林水産業施設災害復旧費、目

１農業用施設災害復旧費、節３職員手当等は、時間外勤務手当１５万円の増、節９旅費

は、査定等の普通旅費２万４,０００円の増、節１５工事請負費は、農地施設１６件分

１億１,０３９万９,０００円の増額です。目２林道施設災害復旧費、節３職員手当等

は、時間外勤務手当１５万円の増、節９旅費は、査定等の普通旅費２万４,０００円の

増、節１１需用費は、消耗品費１０万円の増額、節１５工事請負費は、千保線他２件分

５,４９９万９,０００円の増額です。 

５１ページをお願いします。項２公共土木施設災害復旧費、目１河川等災害復旧費、

節１５工事請負費は、道路３億円、河川２億円、合計で５億円の増額、節１７公有財産

購入費は、災害復旧工事に伴う土地の購入費４００万円の増額、節２２補償補てん及び

賠償金は、立木補償費３０万円の増額です。 

以上で、平成２７年度苓北町一般会計補正予算（第５号）（案）の説明を終わりま

す。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑をされる方は、ページ数等をおっしゃってから質疑を

お願いいたします。質疑はありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 補正の前の２号、３号でも、かなり借上料がかなりの金額、そ

れぞれの種目に分かれて、かなりの金額が総額では上がっていたと思いますが、借上料

の対象はリース会社ですか、それとも一般の土木建設業者ですか。 

それから、志岐集会所の正面玄関の右側は雨漏りがしていますが、あれは教育委員会

の方には連絡はありませんか。以上です。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） まず、重機借上等の借上げ先につきまして、ご説明を

申し上げます。今、町の方で重機借上料という形でお支払いの対象にしておりますの

は、町内の土木業者さんでございます。以上です。 
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○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 志岐集会所の正面玄関付近につきましては、ちょっとこち

らで把握しておりませんでしたので、至急把握いたしまして対処したいと思います。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 農業費関係からは、報告がありませんが。 

○議長（山本政人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農委事務局長（野田尚之君） 農林水産業関係の重機借上も土木管理

課長が申されたとおり同様でございます。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） そこに金額で決めて良いのかどうかわかりませんけども、「あ

そこの道路がちょっと壊れとるけんが、すんませんばってん、あればちょっと上げてく

れんな。銭は借上料で払うけん」というような場合は、あえてやむを得ない。ところ

が、借上料に１,０００万円余りの金額が、全部足せば公共と農地で１,０００万円超え

てますね、２,０００万円超えますか。こういう形が借上料としてレンタルの資格も何

も持たない、機械は持ってるけどもレンタルの資格はない、そういう会社といいます

か、事務所といいますか、そこに借上料という形で契約をして良いのかどうか。そこら

辺は何も問題はありませんか。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 借上料という形で支払いをするのに対しまして、その

資格等々についてのご提案というか、ご質疑でございますが、機械自体はあくまでもリ

ース契約等に基づいてお支払いをしているのではなくて、実際使った実績等々を勘案し

たところでお支払いをしておる分でございますので、そのリース契約等々との絡みとい

いますか、そういうところとは若干ちょっと性質が違うものというふうに理解をいたし

ております。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 今回は特に、災害復旧の箇所で仕事の内容によっては二次災害

が起こる可能性があります。そういった場合に、修繕料とかそういう形で土木建設業者

さんと契約している分は仮に不幸な災害が起こりそうになった、あるいは起こってしま

った場合でも、法的に対応が可能だというふうに思いますが、これをレンタル、借上料

として支払いしとったと。受けたのは、その貸し出しの許可を持たない、いわゆるレン

タル会社でないところとやっておったという形では、もしものときに対応できるのかど

うか。そこら辺を心配して、やっぱり借上料という形でするならば、何とかレンタルと

かに頼むべきであって、それをしない場合は、この借上料じゃなくて修繕料で支出する

べきではないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。 
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○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 今ご指摘の部分につきましては、確かに崩土等で土砂

が道路に落ちてきているような状況の中で、次の崩落も想定される部分ではございます

が、ある意味、急を要した箇所以外については、ある程度天候が落ち着いた中で土砂等

は取っていただいたというふうな認識でおるわけでございますけども、ご指摘のよう

に、二次災害の発生等々につきましても、今後は依頼する際におきましては、十分な安

全の確保をした上で、土砂の取り除き、もしくは倒木等々の処理につきましても同じで

ございますけども、そういうような点について十分な注意を払った中でしていただくこ

ととしたいというふうに思いますが、ご指摘のように、やはり修繕料という形で仮に発

注なりをしたとしても、契約というようなやり方にはならないというふうに理解をいた

しております。 

実質かかった日数、それからそこに要したトラック、それから重機類含めて、そうい

う明細で現在のところは、その請求をしていただくような形の中で代金のお支払いをい

たしておりますので、今後そこら辺につきましても、ちょっとまた検討をさせていただ

きたいと思います。以上です。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 私が問題提起をしているのは、修繕料でする場合は、その内訳

が実績にもどってくるんだとか、次の日もきったんだとか、そういう質問をしているわ

けではないわけですね。公の会計の中で借上料は何かというと、使用料及び賃借料です

か、という形で載ってくるわけですね。ところがその中身というのは、地元の業者さ

ん、まあ慣れているからということであれば、また話は別ですが、になっているわけで

すね。だから、その人たちというか、予算の組み方は借上料ではなくて修繕料に持って

くれば非常にそういう問題は解決できると思うわけですよ。もし二次災害の話も言いま

したけども、もし最悪の事態が発生したときに、この支出の仕方は適切じゃなかったと

か、何とかっていう話になってくれば困る場合が出てきやせんかというふうに思います

ので、今後検討していくということですが、できるだけそういう形で、何かが起こるん

だということは考えながら、事務を進めてもらいたいというふうに思います。終わりま

す。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） ４８ページの教育総務費なんですけれども、天草五人衆サミッ

トの負担金が計上してございますが、これは文化協会の記念事業として、前々から天草

五人衆のサミットを行いたいなあという話を聞いた覚えがございます。それに伴う負担

金であるかどうかということと、これは要望でございますけども、土木管理課長、堆積

物の除去の場合に、できるならば町内の業者、今盛んに利用し、又それぞれ協力して行
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っておりますけれども、ヒューム管とか大型の側溝となるとバキュームカーを利用した

掃除が有効だと思います。できるならば、バキュームカーを利用した側溝の清掃等につ

いてもご検討方いただきたいと思います。以上です。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 只今、髙戸議員のご質問でございますけども、今年の１２

月５日に開催されます天草文化協会の主催のサミットの負担金でございます。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 今、髙戸議員のほうから、暗渠等においての対応とい

たしまして、バキュームカー等の利用をということでのご提案がございましたけども、

本年の６月１１日、その前から大雨によりまして「菜の花」周辺で町道の排水の方があ

ふれまして、床下浸水を何回も発生をいたしておりましたが、そこの正面にあります町

道の排水路が暗渠という形になっておりますが、約６０ｍほど、これにつきましては大

日本清掃というところで本渡の方の業者がございますけども、そちらの業者さんにお願

いをいたしまして、土砂等を清掃撤去したということで対応いたしておりますので、今

ご案内ありましたような業者さんを活用した中で対応しているということでございま

す。以上です。 

○議長（山本政人君） よろしいですか。 

○３番（髙戸幸雄君） はい。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） ４点ほど質問させていただきます。 

まず２８ページの町有バスの運行委託料、これ４万円で上がってますけど、今回、敬

老会にこれは使用されるというので先程説明があったように思いますけども、今まで敬

老会にもバスを運行したほうがいいんじゃないかという意見をずっと言ってきたんです

けど、今回多分初めての運行じゃないかと思いますけど、その運行内容を教えてくださ

い。 

それと次に、３２ページの修繕料ですけども、斎場費の修繕料ということで、先程の

説明では機械設備の修繕ということで説明を聞きましたけども、今回、監査委員さんも

決算の審査意見書にも書いてありますけども、屋根外壁を含めた中での老朽化を懸念す

る意見が出とるわけですけども、聞いたところによりますと斎場の車寄せのところの屋

根が一部崩落して危険だったという話もちょっと聞いておりますけども、こういった部

分での機械だけじゃなく他の修繕も必要じゃないかという気がするんですけども、その

辺の他の修繕に関しての、今回は先程機械設備だけということだったようなんですけど

も、他の修繕の予定は入っていないのかというのと、次、４２ページですけども、河川

総務費の中で重機借上げの部分で３００万円上がってますけども、土砂排出ということ
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で聞きましたけども、これはどこの河川なのか、お伺いをいたします。 

以前といいますか、今回の大雨の際、一応執行部にお願いをしたのは小路川河口の堆

積物も非常に今回堆積していまして、普通の川は流れが多かったんで下流の海までほと

んどが流れてるんですけども、ここの原因としては橋脚部分がＴ字型といいますか、真

ん中に橋脚があるせいなのか、この小路川の河口においては堆積したままになっており

ます。ここは、地域住民の方が非常に大潮等のときに又、床下浸水等の危険があるんじ

ゃないかというので、すごく心配、危惧をされておりますので、ここの部分の小路川の

河口の堆積物の除去を含めた中の予算なのか、お伺いをいたします。 

次、最後に５１ページですけども、工事請負費の中で道路３億円、河川２億円という

ことでお聞きしましたけども、先程言いました小路川、これの上流部分といいますか、

この川自体が町河川になっておりますけども、先程言いました橋脚部分が真ん中にある

せいでか知りませんけども、恐らく今回の大雨によって床上浸水、床下浸水が発生した

わけですけども、非常に地域住民はこの橋脚部分を何とかしてくれというのをだいぶ強

く言われてますので、この部分の改修予定は考えておられないのか、以上をお尋ねいた

します。 

○議長（山本政人君） それでは、町有バスからいきますか。福祉保健課長。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） 野﨑委員ご承知のように、今年度から敬老会につきま

しては、スクールバスを基本に運行をしながら送迎をしたいというふうに考えていま

す。日程も１０月１４日が志岐と富岡、それから１５日が坂瀬川と都呂々ということ

で、具体的にどこどこ回すということがいりますでしょうか。 

○７番（野﨑幸洋君） そういうルート的なものを、時間とか、そういうのを考えてあ

るのか。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） そこは、この前８月３１日に各団体、後援会とか何と

かご案内しまして、そういう中でご議論をお願いして最終的に決定したことを敬老会の

案内状に同封して、一人一人区長さんに届けていただくというふうにしております。 

志岐の中心部につきましても当初はありませんでしたけども、やはりコミセンの方ま

で出かけるもんですから、志岐の中心部も回って送迎をするというふうにしておりま

す。以上です。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 今回、予算といたしまして３００万円の重機の借上料

を計上をいたさせていただいておりますが、これにつきましては、主に上津深江の支川

であります大迫川、こちらの方の河川の閉塞をしている状況が今も続いておりますの

で、それの対応というようなことで２６０万円ほど、その他に、あと４０万円ほどにつ

きましては、他のところの対応というようなところの部分で計上をいたしたわけでござ
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いますけども、正直に申し上げまして今回の６月２日から３日にかけて、それから同じ

く６月１０日から１１日にかけて、同じくまた７月に入りましてからの豪雨まで含めま

して町内の至るところで河川敷内に土砂がたまったりとか、小河川あたりでも河川の形

状をなさないような土砂の堆積があっておりまして、そういうところで民家等への水の

流れ等々で苦情がまいりまして、ある意味対応してまいったところでございますけど

も、予算的にはこの重機の借上料というのが今のところはギリギリな状態ということで

ございます。と申しますのは、この前の台風災害の際にも坂瀬川の小路川につきまして

は、一番河口側から申し上げまして国道下じゃなくて、その次の第２橋目、第３橋目、

２橋につきましては、同じようにご指摘がありましたように橋脚部等に流木、それから

流れてきました竹、ごみ等々が相当堆積をいたしておりまして、そこまでは一応撤去の

対応ができたところでございますが、なかなか河川内にたまっております土砂を再度追

加して取るとなってくると、やはり予算的な対応をしていく必要があるんじゃないかと

いうふうに考えておりますけども、正直申し上げまして、今町内に災害の申請を上げて

おりますのが９８ヶ所といいますか、工区数で約１６０近くを発注するようにいたして

おりますが、なかなか全体像というのが明確にはまだ正直つかめておりません。そうい

う中で、今後の状況を見た中で予算が不足する分については、又、予算のお願いをしな

がら対応をしてまいりたいというふうに考えておりますけども、今、ご指摘がありまし

たようなところで、各河川についてはこちらで調査をいたしまして、必要な箇所につい

ては対応をさせていただきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（山本政人君） 税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 野﨑議員の斎場のことでございます。 

今回、補正予算で計上させていただいておりますのは、昨年の雷によりました非常用

発電機の制御盤等の修理費用等で２２７万円計上させていただいております。今年度当

初予算で２０２万８,０００円組んでおりますけども、この中で当初しております機械

等の設備の修理とか、そういうのがございますけども、先程おっしゃられた斎場の非常

に危険と考えられるところにつきましては、この予算の中で対応できる分について優先

順位を検討して、予算の中で至急必要であると思いますので対応していきたいと考えて

おります。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） まず先程の敬老会の運行バスの件については、そういうふうな

周知徹底がされているというのは大変良かったと思いますので、是非有効な利用をお願

いしておきたいと思います。 

それと、先程の重機借上料の３００万円の件ですけども、今、課長のご答弁の中で

は、まだ今回は小路川のそういった河口堆積物の除去の予算は付いていないように答弁
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いただいたように思いますけども、ここは６月１１日の豪雨といいますか、災害の中で

も小路川というのは、床上・床下浸水、もう町内でも一番ひどかったんじゃないかと言

われるぐらいの災害が発生しとるわけですね。その中でのこういった地域住民の方の堆

積物の除去というのは、もう悲痛なお願いをされておるわけですけども、ですから是

非、ここは優先順位を問わず、先にこういった地域住民の心配を払しょくするためにも

早い対応をお願いしたいわけですけども、是非追加予算でも早期に付けていただきたい

という思いでのお願いをしておきます。 

あと斎場の件ですけども、これも今、優先順位をみてやりますということですけど

も、先程言いましたように車寄せからの壁の落下、これというのは人に当たったら大け

が、命も危ないぐらいの内容になってくるわけですから、もう当然優先順位は先になっ

てくると思いますので、当然機械のそういった発電機、これも当然先にしなければいけ

ない部分ですけども、そういった人のけがとか人命に関わるようなこういった事故が起

こらないように早急の対応が必要じゃないかと思いますけども、再度早急な、今言った

部分は予算を是非付けていただきたいという願いで質問は終わります。 

○議長（山本政人君） では、そのように配慮をしてください。 

松本君。 

○１番（松本良人君） まず３１ページの国民年金関係でございますが、ちょっと関連

するかなと思いますけれども、大体国民年金にかたらなきゃならん方が加入してない

方、あるいは未納の方はどれくらいおられるか。 

それと関連して、こちらの行を見ますと収入によって価格が違うと。それから生活保

護あたりも無年金者の方が生活保護に流れていくというような風潮があって、健常に、

まともに年金を掛けておられる方々が不公平じゃないかと。若いときには年金も掛けで

んおって、年とってからは生活保護とか、極端に言えば施設に入るにも国民年金にかた

っとらんば価格が安くなるというような形でございますけれども、今後そういったこと

もずっと続くのか、あるいは見直しがあるのか、あるいはそこら辺の対応をどうするの

かというご意見とかあれば、見通しとかあれば、教えてもらいたい。というのが、今の

若年層に言わせれば「年金を掛けてもはっきり言うて何にもならん」と。「食うていか

んごてなれば、生活保護があるやっか。施設に入る人たちじゃったっちゃ年金掛けとる

よりか、掛けんほうがましやっか」というような見方が多々あります。 

そういったところのことを考慮して、ひとつどういった形で国自体が進んでいくの

か、あるいは町あたりの考え方をお尋ねをいたしたいと思います。 

それから、測量設計委託が点々と組んであります。できたらすぐにはならんと思いま

すが、全体的な補正を含めたところの今年度のがどの程度の委託料があるか。例えば、

農地費の林道あたりにも５０万円ぐらい委託を組んであると、他にもずっと災害復旧な
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んかもあったわけですが。今回、私も質問をしましたけれども、監査委員あたりの件の

中にも、ちょっと町自体の技術力が不足しているんじゃないかというような話が出てお

ったように思います。 

是非、こういった機会にひとつ時間外等にでも組み替えていただいて、多くの技術を

取得させるような対応はできんものか。臨採でもいっぱい入れていただいて、そして職

員の技術更新をできんものか、そこら辺を全体的に思います。 

それから、あとは簡単です。３９ページ、商工費の中で備品購入を３００万円減額し

てありますけれども、これは何が減ったのかなということと、教育関連施設環境整備委

託料ということで３４万２,０００円委託料を組んでありますけれども、これはどうい

うようなものかなと思いましたので、そこら辺を教えていただければなと思うところで

ございます。よろしくお願いします。 

○議長（山本政人君） それではまず、税務住民課長。 

○税務住民課長（益田大介君） 只今の松本議員からの年金の現在の加入率ですけれど

も、平成２６年度実績で８４.５％でございます。 

○１番（松本良人君） それは、加入すべき人が加入しとらっさんとがこれだけです

か。 

○税務住民課長（益田大介君） 加入すべき人が加入しているのが８４.５％です。 

○１番（松本良人君） 要するに１５.５％が加入しとらんということですね。 

○税務住民課長（益田大介君） はい、対象者が加入してないということです。 

あと、年金の加入の意義は、ひとつはやはり、いざ事故とかに遭われたときに年金に

加入しておられれば、障害年金を受けられるというようなことがありますけれども、加

入状況は、以上のとおりです。 

○議長（山本政人君） 次に、土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） まず、土木管理課の所管でありますところの災害復旧

に関しますところの委託料についてご説明を申し上げたいと思いますが、土木管理課で

しております公共債の方の委託料が６,３５０万１,０００円が、本日ご承認をいただき

ました分も含めたところの委託料でございます。 

今現在、業者さんに委託をいたしております主な理由でございますけども、まず文明

が発達をいたしまして、昔は紙の上に、方眼紙の上に計画図あたりをおとすというのが

職員自らが現場に行って測量をした中で可能でございました。ところが今、県もしくは

国あたりとの情報のやりとりをする際には、電子データということの中でＣＡＤで図面

を起こすようなことになっております。併せまして、地籍で個人と公共の境あたりを図

面の中に当然おとす必要があるわけでございますけども、従来の職員が出向いておって

現場の状況にあわせた中で測量をして計画を入れてというのが、やはり状況がそういう
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ふうな官民の境界を明確にした上で計画を入れる必要が出てきたとか、ということで職

員がなかなか対応ができない部分というのが正直ございます。 

そういう中で、この電子データで国・県とやり取りをしながら、指示を受けながら最

終的には査定に臨むというようなことになる関係上、専門の業者さんにやはりお願いを

するようなことになってしまったというのが正直なところでございます。 

ただ、職員のそういう技術的な部分の習得のために研修等にもやってはおりますけど

も、なかなかＣＡＤということについての勉強会というのは機会が少のうございますの

で、今後職員に対しまして町内の土建屋さん、それから測量屋さん等にいらっしゃる技

術者の方の応援を受けながら、またそういうふうな研修の機会というのを今後しながら

職員の養成にあたりたいというふうに考えているところでございます。 

土木の方の公共債につきましては、以上でございます。 

○議長（山本政人君） 農林水産課長。 

○農林水産課長兼農委事務局長（野田尚之君） ３６ページで、今回測試ということで

追加で挙げさせていただいております。これは萱の木線の災害を申請する途中で、又増

破をいたしまして、どうしても緊急性があるということで、県とも協議する必要がござ

いましたので、その分を計上させていただきました。 

それと、漁港の管理費で、これも測量設計委託を５０万円計上させていただきまし

た。これは、建設海岸の釜海岸の工事が完了いたしましたので、公有水面の埋立認可の

図面ということで、これは丈量図で正確な面積を出す必要がございますので、これは専

門的になりますので、今回計上させていただきました。 

それと、議員のご指摘のとおり、職員の技量のアップといいますか、育成につきまし

ては、今後単独事業あるいは修繕工事等で機会をみて、現場に出向かせて適切に対応さ

せていきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 教育関連施設の整備委託料でございますけども、今回、旧

坂瀬川中学校、旧都呂々中学校の周辺の除草の委託料と志岐小学校の支障木の枝の伐採

委託料を計上させていただいております。 

○議長（山本政人君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（立山清剛君） ３９ページですけども、これは富岡城公園管理費の中

の備品購入費でございますけれども、資料館の中の１階と２階にあります異形の展示壁

ですね、こちらの方が教育委員会の方で工事請負費で対応できるということでございま

したので、教育委員会の方で支出してということで商工観光課の方の予算は、この分を

減額したということでございます。 

○議長（山本政人君） 松本君。 
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○１番（松本良人君） もうひとつ年金の関係と、もう１件、あと社会保障の関係を。 

○議長（山本政人君） 福祉保健課長。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） 大変先のことでよくわからないんですけれども、ご承

知のように、社会保障が今、自立・自助・共助というところでお互いの地域で支え合う

という体制をつくりなさいというふうになってきています。そういう中で私どもも包括

支援センターを中心に今やってるんですけども、なかなか専門家もいないし、そういっ

た資源もないし、非常にもう苦労をしている状況です。ただ、私たちも生活相談なんか

受ける中で、本当にあきれるような生活の仕方をしておられる人もおられるわけです

ね、生活力がないというか、金銭感覚がないといいますか、そういう方々も含めて将来

的にどうしても生活が成り立たない場合には、最後には生活保護というふうになってい

くんじゃないかと思います。本町の場合には、福祉事務所の方が決定権を持ってますの

で、私たちは話を聞いて引き継ぐということにしているところです。以上です。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） まず年金のかたっておられん方、あるいはかたられん方が、将

来は国がみてくれるけんよかやっかというそういった考え方の払拭という「こういった

考えはだめですよ」というようなＰＲあたりも率先して行っていかんことには、年金は

今後潰れるんじゃなかろうかなと思います。 

これは、この町の、ここの１ヶ所の問題じゃないと思いますけれども、ことあるごと

にそういったことをひとつ、上部団体あたりにも言っていただく、あるいは是非年金に

はかたってくださいよというようなことでＰＲをするとかっていうようなことでひとつ

頑張っていただきたい。そうしないと財政が、国の財政が潰れるんじゃないかと思いま

すので、よろしくお願いをいたします。 

それから、先程町の職員の技術力アップということで、まあ単独あたりには、極力、

そういったことで取り組むということでございます。特に、そういったことで機械を使

った、あるいはどうしようもできんということになれば、徐々にそこら辺だけを請け負

わせて、実際の設計については町がやっていこうというようなことにしなければ、何も

かんも業者さんにということになれば、過去にいろいろな問題が出てきたように委託に

していっちょけば、何かの問題が今までずっと起きておりますので、是非、先程農林水

産課長あたりがおっしゃられましたが、技術力のアップに力を入れていただきたい、そ

う思っております。終わります。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） ないようです。質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第５２号を採決します。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５２号、平成２７年度苓北町一般会計補正予算（第５号）は、原

案のとおり可決することに決定しました。 

ここで、２時５５分まで休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時４４分 

再開 午後２時５５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） それでは、休憩前に引き続き本会議を再開します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１１ 議案第５３号 平成２７年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号） 

○議長（山本政人君） 日程第１１、議案第５３号、平成２７年度苓北町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（山﨑敬一君） 議案第５３号、平成２７年度苓北町国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）（案）についてご説明をいたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９４５万４,０００円を追

加し、歳入歳出それぞれ１２億６,７３１万円とするものでございます。 

今回の補正の主な理由は、平成２６年度決算に伴う繰越金と、平成２６年度事業確定

に伴う国等への返還金が生じたものでございます。 

補正予算の中身についてご説明をいたしますので、６ページをお開きください。まず

歳入ですが、款１１繰入金、項２基金繰入金、目１財政調整基金繰入金８１８万５,０

００円の減額補正は、平成２６年度決算により繰越金の増額で財源が発生しましたので

減額するものでございます。 

７ページをお願いします。款１２繰越金、項１繰越金、目１その他繰越金１,７６３

万９,０００円の増額は、前年度決算による余剰金から条例に基づく積立金２００万円

を控除した額でございます。 

続きまして、歳出補正の説明をいたしますので、８ページをお願いたします。款７共
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同事業拠出金は、財源内訳変更のための補正でございます。 

９ページをお願いします。款１１諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目３償還金

９４５万４,０００円の増額は、平成２６年度実績に伴い、療養給付費等負担金及び療

養給付費交付金の返還額の合計でございます。 

以上が、平成２７年度９月補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） ６ページですが、この８１８万５,０００円マイナスは、これ

は基金取り崩しになっとですかね。基金繰り戻しという表現のほうが適切じゃなかです

かね。 

○議長（山本政人君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（山﨑敬一君） 取り戻しなんでしょうけれども、一応取り崩しの減額

ということで、ここで解釈をしております。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） ほんなら、内容は基金の方に又、戻したということでよかっで

すな。取り崩しじゃなくてですな。 

○議長（山本政人君） 健康増進室長。 

○健康増進室長（山﨑敬一君） はい、議員の言われるとおりでございます。 

○議長（山本政人君） よろしいですか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） これは今後、他の会計にもこういう表現の仕方がなってくると

思いますけども、財政的には表現の仕方としてはどういう形になっとですか。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 基金の取り崩しが少なくて済んだということでの減額

でございます。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） ないようです。質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第５３号を採決します。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５３号、平成２７年度苓北町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）は、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 議案第５４号 平成２７年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第１

号） 

○議長（山本政人君） 日程第１２、議案第５４号、平成２７年度苓北町介護保険特別

会計補正予算（第１号）を議案とします。 

提案理由の説明を求めます。福祉保健課長。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） 議案第５４号、平成２７年度苓北町介護保険特別会計

補正予算（第１号）（案）についてご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１,２３３万７,０００円を

追加し、歳入歳出それぞれ９億１,００１万３,０００円とするものでございます。 

今回の補正の主な理由は、前年度決算に伴うものと、実績報告による国・県及び支払

基金分の負担金交付金の確定によるものでございます。 

それでは、補正予算の中身についてご説明いたしますので、６ページをお開きくださ

い。歳入です。款８繰越金ですが、前年度決算により１,２３３万７,０００円の増額補

正でございます。 

７ページをお願いいたします。歳出です。款１総務費、項１総務管理費、目１一般管

理費、節１１需用費につきましては、法改正により印刷製本費の予算不足が見込まれま

すので５万円の増額補正でございます。 

８ページをお願いします。款６諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目２償還金７

０３万１,０００円の増額は、前年度精算により国・県及び支払基金に対して負担金、

交付金を返還するものでございます。 

９ページをお願いします。項２繰出金、目１一般会計繰出金でございますが、前年度

実績により２５５万６,０００円の増額補正でございます。 

款７予備費につきましては、現段階で財源的に余ってまいりますので２７０万円予備

費に計上したところでございます。 

以上が、平成２７年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第１号）の内容でございま

す。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

質問はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 
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これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第５４号を採決します。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５４号、平成２７年度苓北町介護保険特別会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 議案第５５号 平成２７年度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 

○議長（山本政人君） 日程第１３、議案第５５号、平成２７年度苓北町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（山﨑敬一君） 議案第５５号、平成２７年度苓北町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第１号）（案）についてご説明をいたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４万６,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１億１,０４０万８,０００円とするものでございます。 

今回の補正の主な理由は、平成２６年度決算に伴い繰越金等の確定によるものでござ

います。 

補正予算の中身についてご説明いたしますので、６ページをお願いいたします。まず

歳入ですが、款１後期高齢者医療保険料、目２普通徴収保険料４万６,０００円の増額

は、平成２６年度で保険料の滞納が生じたための滞納繰越分でございます。 

７ページをお願いいたします。款３繰入金、目１一般会計繰入金１２４万６,０００

円の減額は、平成２６年度の決算に伴い繰越金の財源が発生いたしましたので、同額分

を減額するものでございます。 

８ページをお願いいたします。款４繰越金ですが、平成２６年度の決算による繰越金

１２４万６,０００円の増額でございます。 

続きまして、歳出補正の説明をいたしますので、９ページをお願いいたします。款２

後期高齢者医療広域連合納付金ですが、滞納保険料徴収分を連合会に支払う額４万６,

０００円の増額でございます。 

以上が、平成２７年度９月補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 
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○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第５５号を採決します。 

本件は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５５号、平成２７年度苓北町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）は、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 議案第５６号 平成２７年度苓北町水道特別会計補正予算（第１号） 

○議長（山本政人君） 日程第１４、議案第５６号、平成２７年度苓北町水道特別会計

補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 議案第５６号、平成２７年度苓北町水道特別会計補正

予算（第１号）（案）についてご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７１３万３,０００円を追

加し、歳入歳出それぞれ２億８,５２２万円とするものです。内容は、前年度繰越金の

確定に伴うものが主なものでございます。 

歳入につきましては、６ページをお願いいたします。款２使用料及び手数料、項１使

用料、目１水道使用料、節２過年度収入で１万９,０００円の増額です。平成２６年度

で１件、水道料の未納が発生した分と、平成２５、２６年度分で徴収漏れがあった分で

す。未納の１件につきましては、借家で無届けのまま転出された方で、後日連絡先が判

明しましたので請求しましたが、家主と敷金で精算済みであるとの主張で理解が得られ

ず、まだ納付をいただいておりません。徴収漏れにつきましては、開栓手続きを電話で

受け付け、料金請求の事務処理ができていなかったものです。水道、下水道料金共発生

しましたが、料金につきましては、既に納付をいただいております。 

７ページをお願いいたします。款４繰入金、項２基金繰入金、目１繰入金、節１基金

繰入金は、繰越金収入により、基金取り崩しが不要になったため５００万円の減額で

す。 
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８ページをお願いいたします。款５繰越金、目１繰越金は、前年度繰越金の確定によ

り１,２１１万４,０００円の増額です。 

歳出につきましては、９ページをお願いいたします。款１水道費、項１水道管理費、

目１一般管理費、節１需用費は、大雨による水道管の破断等による修繕料、それから坂

瀬川水源のポンプの取り換え等による修繕料で５１３万３,０００円の増額です。節１

５工事請負費は、城下地区におきまして農業用石綿管の撤去工事にあわせ、水道用の石

綿管の撤去と水道管が仮設してございますので、その配水管の布設替工事を実施するも

ので２００万円の増額です。 

１０ページをお願いいたします。款２公債費、項１公債費、目１元金は、財源区分の

変更でございます。 

以上で、平成２７年度苓北町水道特別会計補正予算（第１号）（案）の説明を終わり

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） １０ページですね、財源の中でその他がマイナスになって、一

般財源がちょうど同じ額５００万円増えとるわけですが、何か理由とかありますかね。 

○議長（山本政人君） 水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） その他が基金繰入金で一般税源が繰越金でございま

す。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 特定財源が５００万円というのが、どういった金であって、ど

ういった形で、要するに、逆に一般財源というのは水道の一般財源から出たっていうこ

とでしょう。こっちが減って、一般財源の懐具合がようなったから、こっちからもらわ

んごとなったっですよとか何か、そういう意味ですか。 

○議長（山本政人君） 水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 繰越金が１,２１１万４,０００円ございましたので、

当初予算では５００万円は基金を取り崩す予定でございましたけども、繰越金が１,２

１１万４,０００円あったためにその取り崩しをやめまして、一般財源で元金の支出を

賄うということで、この財源区分の変更を行っております。 

○議長（山本政人君） よろしいですね。他に質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第５６号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５６号、平成２７年度苓北町水道特別会計補正予算（第１号）に

ついては、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 議案第５７号 平成２７年度苓北町下水道特別会計補正予算（第１号） 

○議長（山本政人君） 日程第１５、議案第５７号、平成２７年度苓北町下水道特別会

計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 議案第５７号、平成２７年度苓北町下水道特別会計補

正予算（第１号）（案）についてご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１６４万４,０００円を追

加し、歳入歳出それぞれ３億５,３９７万円とするものでございます。内容は、前年度

繰越金の確定に伴うものが主なものでございます。 

歳入につきましては、６ページをお願いいたします。款２使用料及び手数料、項１使

用料、目１下水道使用料、節２過年度収入で、下水道使用料の過年度収入１万円の増額

でございます。理由につきましては、先程の水道と同じでございます。 

７ページをお願いいたします。款５繰越金、目１繰越金、節１繰越金は、前年度繰越

金の確定により１６３万４,０００円の増額です。 

歳出につきましては、８ページをお願いいたします。款１公共下水道事業費、項１下

水道管理費、目１一般管理費で、節１１需用費は、新築に伴う公共桝の追加等による修

繕料１４４万７,０００円の増額です。 

節１４使用料及び賃借料は、台風でマンホールポンプ場の停電の恐れがある場合、発

電機を設置して運転が継続できるように備えておりますが、既に今年度２回台風の接近

があっておりますので、あと１回分の１９万７,０００円を増額するものです。 

以上で、平成２７年度苓北町下水道特別会計補正予算（第１号）の説明を終わりま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 
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これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第５７号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５７号、平成２７年度苓北町特別会計補正予算（第１号）につい

ては、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 議案第５８号 平成２７年度苓北町農業集落排水特別会計補正予算（第

１号） 

○議長（山本政人君） 日程第１６、議案第５８号、平成２７年度苓北町農業集落排水

特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 議案第５８号、平成２７年度苓北町農業集落排水特別

会計補正予算（第１号）（案）についてご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３１万４,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ１,７４８万円とするものでございます。内容は、前年度繰越金

の確定に伴うものが主なものです。 

歳入につきましては、６ページをお願いいたします。款４繰越金、目１繰越金は、前

年度繰越金の確定により３１万４,０００円の増額です。 

歳出につきましては、７ページをお願いいたします。款１農業集落排水事業費、目１

一般管理費で、節１４使用料及び賃借料は、鶴地区の農業集落排水処理施設及びマンホ

ールポンプ場３ヶ所におきまして、停電が発生したときにバキューム車によって汚水を

汲み上げて下水処理場で処理をするために、バキューム車の借上料として３１万４,０

００円の増額補正をお願いしております。 

以上で、平成２７年度苓北町農業集落排水特別会計補正予算（第１号）（案）の説明

を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います、質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第５８号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５８号、平成２７年度苓北町農業集落排水特別会計補正予算（第

１号）については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 議案第５９号 平成２７年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計

補正予算（第１号） 

○議長（山本政人君） 日程第１７、議案第５９号、平成２７年度苓北町特定地域生活

排水処理事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 議案第５９号、平成２７年度苓北町特定地域生活排水

処理事業特別会計補正予算（第１号）（案）についてご説明いたします。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２３万４,０００円を追加

し、歳入歳出それぞれ４,８２６万円とするものです。主な内容は、前年度繰越金の確

定に伴うものです。 

歳入につきましては、６ページをお願いいたします。款３県支出金、項１県補助金、

目１特定地域生活排水処理事業費補助金は１万２,０００円の減額です。熊本県浄化槽

市町村整備推進事業交付金は起債の償還に充てるため前年度事業費の６.５％を補助す

るもので、前年度事業費の確定により１万２,０００円の減額です。 

７ページをお願いいたします。款５繰越金、目１繰越金は、前年度繰越金の確定に伴

い２４万６,０００円の増額です。 

歳出につきましては、８ページをお願いいたします。款１特定地域生活排水処理事業

費、目１一般管理費、節１１需用費は、ブロアーなどの修理費の増に伴う修繕料で１７

万４,０００円の増額です。節２７公課費は、消費税が不足するため６万円の増額で

す。 

９ページをお願いいたします。款２公債費、項１公債費、目１元金は、財源区分の変

更です。 

以上で、平成２７年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計補正予算（第１号）

（案）の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 
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これから質疑を行います、質疑はありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） この特定地域生活排水処理事業特別会計に関することだけじゃ

なくて、公共下水道特別会計から農業集落排水特別会計まで含めたところで、先にも何

かの折にご質問したと思いますけれども、使用料にばらつきがあるということで申し上

げたことがございます。 

例えば、公共下水道事業においては７ｔくらいかな、定額までしたときに６４０円ぐ

らいしか公共下水道事業の使用料はございませんけれども、特定地域生活排水処理事業

あたりは１ｔ使っても２,９００円ぐらいから３,７００、８００円ぐらい、まあ人数に

よって違うようでございますけれども、の使用料を納めにゃいかんというような感じで

すね。そこら辺に町民として相当の差があると。農業集落排水事業は、ちょっと私のと

ころにはありませんので比較できませんけれども、例えば、１戸の老人所帯でも辺ぴな

ところにおいでの方は、特定地域生活排水処理事業を使っておれば、１ｔか２ｔしか使

わっさんばってんが下水道については３,０００円ばっかり払わんばんとですね。そう

したところ、全体的に４,０００円ぐらい払わんばんといかん。ところが、公共の下水

道においては７ｔぐらい使っても１,４００円か１,５００円でよかというような相当な

開きがあるわけですね。 

前回、何回かそこら辺も見直しはどうかということで、ご質問はしたわけですけれど

も、同じ町民でありながら事業が違う、住んでいる場所が違うということで、その下水

道の利用状況が極端に変わってくるということは大変じゃなかろうかなと思っておりま

すので、そこら辺の見直しというふうなご検討はなされましたか。 

○議長（山本政人君） 水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） その点につきましては、現在、生活環境整備対策委員

会の委員の方をお願いして、協議をしていただいております。その中で、下水道料金の

値上げ、それから特定地域生活排水処理事業特別会計、合併浄化槽の使用料の負担の軽

減、そういう面も含んだところでの検討を現在していただいております。以上です 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 今進められて、見直しあたりの検討を進められているというこ

とですかね。 

○水道環境課長（小林和文君） そうです。 

○１番（松本良人君） 是非、町民にただ住んでいるところ、住宅の建て方が悪いとこ

ろ、場所的にちょっと辺ぴなところは下水道が高いんだよと。一番便利の良かところの

真ん中のところは安いんだぞというようなことでアンバランスになっては、町民の方に

いろいろな問題、不公平さが出てくると思いますので、なるだけ一遍にはいかんと思い

ますので、徐々にでもひとつ見直しをやっていっていただければなと思います。以上で
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す。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第５９号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第５９号、平成２７年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計

補正予算（第１号）については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１８ 議案第６０号 平成２７年度苓北町宅地造成事業特別会計補正予算（第

１号） 

○議長（山本政人君） 日程第１８、議案第６０号、平成２７年度苓北町宅地造成事業

特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 議案第６０号、平成２７年度苓北町宅地造成事業特別

会計補正予算（第１号）についてご説明を申し上げます。 

今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１４８万５,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８０９万８,０００円とするものでござ

います。内容につきましては、前年度決算による繰越金の確定によるものでございま

す。 

まず、歳入についてご説明申し上げます。６ページをお開きください。款３繰越金、

項１繰越金、目１繰越金１４８万５,０００円の増額につきましては、前年度からの繰

越金でございます。 

７ページをお開きください。歳出についてご説明を申し上げます。款３予備費、項１

予備費、目１予備費１４８万５,０００円につきましては、節２９で予備費として１４

８万５,０００円を計上いたしました。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。浜口君。 
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○８番（浜口雅英君） これは造成された団地を購入した、そしてそれを町が又、売却

しているという形になってるというふうに思いますが、購入したときに借りた金がある

とか、そういうものがあって、そういうものの精算はここには出てこないのでしょう

か。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 今、町の財務の会計上は、単年度での収支という形で

ございますので、ここにはその借り入れにかかった経費等々についての経費は計上いた

しておりません。以上です。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） ３年ぐらい前ですか、そういう会計では、単年会計では、将来

的に赤字がつかめなくなってしまうということから、公会計にやり直すということが町

の方で説明があったと思います。公会計の取り組みはどうなっていますかというお尋ね

をいたしましたところ、もう既に公会計に入っているというふうなことの説明もありま

したけども、そこら辺と今の土木管理課長の説明等の食い違いがあるんじゃないかと思

いますが、いかがですか。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 土木管理課長が申しましたように、今のこの決算上は

単年度でするようになっております。 

公会計につきましては、特別会計と広域連合、一般会計を含んだところでそれぞれに

出して、最終的には全体的にということで数字が出ておりますが、一般会計それと特別

会計を合わせたところ、その連結ということで広域連合の負担金も含めたところで出し

ておりまして、特別会計全体、ちょっと数字が全体的なところでしか見ておりませんの

で、個別の特別会計についてはちょっと調べてみないとどういう数字になっているのか

というのは、現在資料を手元に持っておりません。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 手元にはないけども、事務所にはあるということで理解してい

いんですか。もし事務所にあるようであれば見せてください。後で構いません。 

○議長（山本政人君） それでは、それは後日配付でよかですか。 

○８番（浜口雅英君） はい。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 他に質疑がないようです。質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第６０号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第６０号、平成２７年度苓北町宅地造成事業特別会計補正予算（第

１号）については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１９ 議案第６１号 請負契約〔苓北町拠点避難地造成工事（１工区）〕の変

更締結について 

○議長（山本政人君） 日程第１９、議案第６１号、請負契約〔苓北町拠点避難地造成

工事（１工区）〕の変更締結についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 議案第６１号、請負契約〔苓北町拠点避難地造成工事

（１工区）〕の変更締結について。 

平成２６年７月１４日、議案第３０２号により議決された苓北町拠点避難地造成工事

（１工区）請負契約を下記のとおり、変更締結するものとする。平成２７年９月４日提

出、苓北町長、田嶋章二。 

記、１、工事名、苓北町拠点避難地造成工事（１工区）。２、当初契約金額、８,４２

４万円。３、変更による増減額、２８６万９,６９７円の減額です。４、変更後契約

額、８,１３７万３０３円。５、契約の相手方、熊本県天草郡苓北町坂瀬川１７９３番

地、株式会社長濱興業、代表取締役、長濱優二。 

提案理由でございます。地方自治法第９６条第１項第５号並びに議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を経る必

要があるためでございます。 

今回の契約の変更内容につきましてご説明を申し上げます。お手元の資料の平面図

を、まずお開きをいただきたいというふうに思います。 

今回の主な変更点でございますが、１工区の左上部になりますけども、当初ここに壁

面工といたしまして、アデムウォールブロックとＡＣⅡによる盛土を計画をいたしてお

りましたが、隣接する住民の方から、余りにも住宅に近いので引いてほしいとの要望が

ございました。部内で検討をいたしまして、結果といたしまして約１０ｍほど引きまし

て、アデムウォールの壁面工に変えて重力式の擁壁を設置することといたしました。 

このことが主な変更内容でございますが、その他にもアデムウォールブロックの設置

において、トラッククレーンでの施工を積算の段階で見落としておりましたので、歩掛
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に１㎡あたり６５３円を追加したところでございます。壁面工につきまして、取りやめ

に伴う減額でございますが、合計額で直接工事費４２２万２,４１０円の減額でござい

ます。壁面工に変えて新たに設置いたしました重力式擁壁等が１４７万１,９７２円の

増額でございます。 

この他に右側でございますけども、温泉センター面にあります切土面の法面につきま

して、もたれ式の擁壁を施工することといたしておりましたが、現地の状況を確認いた

しまして、施工延長が５２ｍから４７ｍに変更をいたしております。この分につきまし

ては９２万６,０８５円の減額となりました。 

只今申し上げました変更の内容で、擁壁工全体では３６６万２,０１９円の減額とい

うことでございますけども、先程壁面工を取りやめたということでご説明を申し上げま

した民家に面する法面でございますけども、勾配が急で崩落の状況がございましたの

で、そちらにはモルタルの吹き付け工を追加したところでございます。なお、この他に

も構造物の撤去等で処分料の実績等に伴いまして３２万４,８１３円の増額等をしたと

ころでございます。 

なお、当初予定がございませんでした上部の平面部でございますけども、武道館横の

進入路から上がりました右側になる分でございます。この図面でいきますと中央の左側

でございますが、公園の外周部にのみフェンスを設置することといたしておりましたけ

ども、この公園部と上部のグラウンド面の高低差が５ｍもあるというようなことで、安

全の確保の面からフェンス工を追加することといたしました。この部分が９６万６,０

４１円の増額でございます。最終的に、直接工事費の合計では１７３万９,４９９円の

減額でございますけども、共通仮設費、その他諸経費等々を含めまして算定上は２９０

万５,２００円の減額となります。 

只今申しました金額に請負率の９８.７７７９４を乗じまして、今回の変更減額とな

ります２８６万９,６９７円ということで、減額変更とするものでございます。 

主なものをかいつまんで説明をいたしましたが、以上のような内容で今回の変更に至

ったわけでございますけども、１工区の避難地の造成面積でございますが、当初の予定

では７,２３４㎡といたしておりました分が、壁面工を背後に引いた関係で１２３㎡減

の７,１１１㎡となる見込みでございます。 

以上で、説明を終わらせていただきます。 

○議長（山本政人君） 只今、説明が終わりました。 

これから質疑を行いますが、質疑はありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 工期は９月３０日でしたかね、現在の進捗率を教えてくださ

い。 

それから、このことについてはこれまでも何回か不適切であるという言い方をしてき
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ましたが、１工区、２工区の工区分け、区分の方法は、済んでしまったことではありま

すが、担当課長として適切であったというふうに思っておられるかどうか。 

それから、金額の比較はこの前の全員協議会の中でいただきましたが、数量で１工区

の切土量、盛土量、それからＡＣⅡの数量を教えてください。 

それから、武道館横の取り付け道路から公園の終点部分まで、安全柵、フェンスを設

けたという話でしたけども、もう少し具体的にどういう種類の安全柵を設けられたのか

教えてください。以上です。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） まず、工期についてのお尋ねでございましたけども、

工期につきましては、平成２７年１２月２１日までと延長をいたしております。 

それから、８月末の工事の進捗率でございますけども、併せまして２工区の方まで申

し上げたいというふうに思いますが、１工区が５３.０８％でございます。２工区につ

きまして５７.８％ということで状況はそういう状況でございます。 

それと切土の数量等についてのお尋ねがございましたが、ちょっと切土量にはちょっ

と把握ができておりませんけども、ＡＣⅡの使用量につきましてご説明をさせていただ

きたいというふうに思いますが、ＡＣⅡが１工区当初２,５８２㎥の予定でございまし

たが、先程この避難地の北西部にあります民家に隣接する方を取りやめたというような

ことの中で、１,８５０㎥に変更になっております。２工区につきましては１万６,４０

５㎥ということで、当初の設計との変更の予定はあっておりません。 

それと、フェンスの件についてのお尋ねがございましたけども、今こちらで計画をい

たしております分につきましては、高さが１.２ｍのパネル式といいますか、縦格子型

の転落防止柵を設置をいたす予定にいたしております。支柱の支間といいますか、距離

が２ｍということでございます。以上でございます。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長、区分けの満足度についても質問があったばっ

て、それについてありますか何か。工区分けの満足度について。 

○土木管理課長（山口仁人君） 工区分けの件については、この工事を行うにあたりま

して、当時の課長さんなり執行部につきましても、やはり土木業者さんの育成という見

地から、いろいろ仕事の機会を増やすという意味合いもあった中で、苦肉の策で北側と

南側という形を１工区、２工区というふうに分けられたんだろうというふうに思います

けども、工事をするにあたっては、ご指摘のように工区を分けたことによってなかなか

調整が難しい面もゼロではなかったろうなというふうなところは、私もそういうふうに

感じておりますけども、今のところ業者さんがそれぞれ協力をしていただいた中で、こ

の工事が進められているというふうに理解をいたしております。以上です。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 
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○８番（浜口雅英君） 工区分けの問題ですが、これはもう明らかにこういう区分け方

というのは、作業がしにくいということは、誰もが認める事実だろうというふうに思い

ます。山口課長の立場ではそういう話になろうかと思いますが、今後、もしこういう事

業を進めていく中では、積極的に現場がしやすい、地形を見て、現場を見て、工事がし

やすいような工区分けに意見を述べてもらいたいと思います。私は、何も工区分けをせ

ずに１つの工区で大型事業にして発注しなさいということではありません。それは分け

ても構わんと思いますが、分けるにあたっては明らかに工事がしにくい工区分けですの

で、今後はそういうことでお願いをしたいと思います。 

それから、工期の変更には５,０００万円超えていますけども、議会の承認はいらな

いんですかね。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 議会の議決がいらないかということでのお尋ねでござ

いますが、議会に議案として提案をいたしております書類をご覧いただいてもあれです

けども、一応工期については議決事項ということでは上げておりません。これについて

は、内部の決裁で対応できるということで工期変更の伺いを稟議いたしまして、上の決

裁をいただいた中で変更をいたしているところでございます。以上です。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 工期の分については、工期だけ承認の対象外だということは、

また関係機関、法律を見て調べていただければと思います。終わります。 

○議長（山本政人君） ほかにありませんか。野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） 確認の意味でお尋ねをいたします。 

今回、私以前、調整池の上の部分には転落防止として柵を設けたがいいんじゃないか

ということでお話したときに、以前は計画予定はないというお返事だったんですけど

も、今回取り付けていただいたことに関しては転落防止の意味で良かったなと思いま

す。この上の部分ですけども、ＡＣⅡの擁壁があってその上は多分盛土といいますか、

土でされると思うのですけども、最終的段階としては、ここに例えば芝生を植えると

か、少しでも緑になるような、そういったお考えがあるのか。 

そしてまた、反対側に公園が計画されているわけですけども、当初からするとすごい

小さい公園のような気がするわけですけども、ここの法面に関してはＡＣⅡ擁壁をその

ままむき出し状態でその下に公園をされるのか、その２点をちょっとお尋ねをいたしま

す。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） まず、進入路のところのアデムウォールの上にありま

す法面でございますけども、こちらにつきましては崩落を防止するために土羽について



 

－163－ 

は植生を施工する予定でございます。 

それから、公園の規模等についてのご質問がございましたけども、公園につきまして

も造成の面積等については、当初ご説明を申し上げておりましたとおり４７０㎡程度と

いうことでございますので、確かに元々ございました公園からすると小さくはなってお

りますけども、説明を申し上げてきた分との変更はございません。 

それと、ＡＣⅡを盛土した部分がむき出しじゃないかということでのお尋ねでござい

ますが、この公園と上の避難地面、高低差が５ｍあるということでございますけども、

ここについても植生をいたしますので、土の上に植生をしていくということですから、

そこの部分はＡＣⅡの施工は、元々は盛土はございませんのでご理解頂きたいと思いま

す。以上です。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） この公園に関してですけども、植生も良いと思うんですけど

も、大変狭くなっておりますので、ここを有効利用といいますか、草スキーでもできる

ような、そういったちょっとでも子どもたちが遊べるような、そういったことも考えて

いただいて、芝生化されて有効利用をというのをお願いしておきたいと思います。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） この斜面でございますが、大体勾配といたしましては

１割８分という勾配でございますので、まあ健常な方は登ろうと思えば歩いて登れるぐ

らいの勾配かなというふうに思っておりますが、そこには一応植生シート工という形の

中で、いろいろ草を生やすという形で考えております。なかなかやはりこういうところ

に芝をとなりますと単価も高くなってまいりますので、一応今回の工事の中では、植生

シートを周囲を含めて、法面に関しては植生シートを張っていくということで対応いた

しているところでございます。 

○議長（山本政人君） 野﨑君。 

○７番（野﨑幸洋君） ここは前も言いましたけども、唯一苓北町で公園と呼べる場所

だったわけですね。結果的に当然狭くはなったわけですけども、遊具はどんな遊具を置

かれるかどうかは私もわかりませんけども、できればそういったシートで覆うんじゃな

くて、やっぱり天然的な芝を植えて、少しでも憩いの場となるような、そういったの

も、上は避難地ではありますけども、町民の憩いの場として有効利用を少しでも考えて

いただいて、その辺は、もし変更できるようであれば今後検討いただきたいと思いま

す。以上です。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） すいません、前回しておけば良かったと思いますが、実は石炭

灰を使うっていうとがＡＣⅡというとですかね。私はそこら辺の言葉も、まだ新人議員
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ですのでわかりませんので、そこら辺確認ですが。この石炭灰を使ってこの施設を造っ

た場合と、そのまま今のここにある土を盛り土のところに流用して使った場合、かなり

の金額が安くなると思います。というのが、殆ど盛土流用がされますし、それから計画

高はまだずっと下げられますので構造物が少なくなるというように、私は素人でござい

ますけれども、図面を見る限りはそういった解釈ができますけれども、そこら辺の試算

はどの程度でなろうかなと思いますが。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 只今、ＡＣⅡの使用じゃなくて、ここにある土砂を使

った中で盛土をして高さはその分下がってはくるということで、私も理解はするわけで

すけども、今ご指摘の分についての試算については、ちょっと私の方では全く把握はで

きておりませんが、面が下がるんだというふうに、下がってもいいんだというふうな理

解になりますと、そういうところの部分も考えられなくはないと思いますが、一応今回

は高さを３０ｍという中で設計をいたしておりますので、その他の泥については、外部

からの持ち込みがない中で今回のこの避難地造成という工事に至った状況でございます

ので、３０ｍという前提の元ではＡＣⅡを使わなければ購入土で仮に算定をいたします

と、距離にもよりますけども、立米当たりＡＣⅡが５００円に対して、購入土はそれよ

りも若干高くはなると。ですから、３０ｍという基準を置いた中での部分としてＡＣⅡ

を使ったことは、直接比較で考えれば購入土よりは安く済むという中での策だったとい

うふうに理解をいたしてるところでございます。以上です。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） この場合は、それじゃあ要するに避難所なので海抜３０ｍの場

所に広場を造ったということなんですかね。元々、そういった海抜の関係があったとい

うことですかね。 

それならわかりますけれども、もしこういった施設をするときに、この場合の、仮に

避難所ということで、３０ｍじゃなくて２８ｍ程度ならば流用土で存分に足りたんじゃ

なかろうかなと、そうすればＡＣⅡの約２万㎥は要らなかったんじゃなかろうかと。そ

したら、それに伴う床掘、構造物も少なくて済んだんじゃなかろうかと。極端に申しま

すと、半額位ぐらいできたんじゃなかろうかというような気もいたしますので、今後の

計画においては、そういったことを十分に検討されて、やはり税金ですので、あくまで

も、そういったことで、是非取り組んでいただきたい。３０ｍという海抜が決まっとっ

たならば、いいんじゃなかろうかと思います。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 先程も申し上げましたように、今回その避難地造成を

する際におきまして、最終的に３０ｍの避難地を造るということで計画を進めた関係
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上、そういう形で盛土をするのに他所から土を持ってくると。それが購入土よりもＡＣ

Ⅱが安い中でそういう形になったということで、ご理解をお願いしたいというふうに思

います。以上です。 

○議長（山本政人君） 町長。 

○町長（田嶋章二君） 細かい数字はわかりませんが、麟泉の湯も避難地になった場合

には、相当関係してまいります。通常、運動公園の場合でも麟泉の湯と関連がありまし

たので、そういったことも勘案して、あまり低くすると２５ｍぐらいでも計算は多分出

しているはずです、試算を。あまりにも高低差が大きくなり過ぎるというようなこと

で、今の高さになったという記憶があります。 

○議長（山本政人君） ほかにありませんか。今度が３回目かな。松本君。 

○１番（松本良人君） ２５ｍぐらいでも良いと、ただ、そっちのセンターの方が落差

が云々ということで、そういったことでされるならば、やはり金額のほうも膨大な金額

にならんとやっかと。１００年に１回ぐらいのあれが来るとにですね。町民自体は「あ

がんとばなんするとか」としか言いよらんとですよ、はっきり申しまして。そこら辺、

いろいろ言い分はあろうと思いますけれども、あくまでも金の問題も絡むわけですの

で、そこ辺十分検討していただいて最小限のお金で最大限の効率をし、そしてまたそこ

ら辺はいくらか町民の方々も不自由はなされるかもしれんが、そこら辺はありますので

というご理解を得るのも必要だと思いますので、今後こういった計画については十分検

討をしていただきたい、そう思います。終わります。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） 土木管理課長に確認の意味で質問をしたいと思います。 

実は、先日の全員協議会の折に「床掘をしました。そこでダンプトラックによる運搬

の追加をした」と。「原因は何か」と言うと、「ＡＣⅡの品質管理があったのでそういう

ふうにいたしました」ということがあったように聞いておりますけど、その確認、お願

いしたいと思います。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 今、髙戸議員からのご質問でございますが、ここで床

掘で発生をいたしました泥でございますけども、床掘後にはアデムウォールの擁壁を立

てまして、その背後にはＡＣⅡを打設をして上に上がっていくわけでございます。一般

的には、床掘土というのは周辺に置ける場所があれば、そこに置くわけですけども、背

後が勾配がある急な土地だということで、上の一番平なところまで持ち上げたというの

が今回の工事の内容でございまして、その背後の斜面のところにそのまま積んでおきま

すと、雨等で土砂が下の方に流れ下ってくると。そうなりますとＡＣⅡを上に何層も積

んでいく中で、ＡＣⅡ自体がかたまりも当然ですけども、間に土をかむという形になり
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ますので、強度上も問題があるというようなことから、ＡＣⅡの仕上がりの品質にも影

響が考えられたものですから、この周辺には置かずに上に持ち上げるというのにダンプ

トラックを使ったということでございますので、ＡＣⅡの品質を当然守るというのも、

この土を動かした理由でございます。以上です。 

○議長（山本政人君） 髙戸君。 

○３番（髙戸幸雄君） ダンプトラックの追加は、１工区、２工区それぞれございま

す。一般の人たちは、同じ工事施工区内で泥のあっち行きこっち行きやったということ

については、それに経費を出すということについては、少し違和感があるのではなかろ

うかなと思います。 

しかしながら、工事施工中において請負業者と発注者側が対等な立場で協議した上で

の結果でしょうから、そのことについてはこれ以上申しませんけども、そういった一般

の方々の考え方もあるということも、課長、どうぞ宜しくお願いしたいと思います。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑がないようです。質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第６１号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第６１号、請負契約〔苓北町拠点避難地造成工事（１工区）〕の変

更締結については、原案のとおり可決することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２０ 議案第６２号 請負契約〔苓北町拠点避難地造成工事（２工区）〕の変

更締結について 

○議長（山本政人君） 日程第２０、議案第６２号、請負契約〔苓北町拠点避難地造成

工事（２工区）〕の変更締結についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 議案第６２号、請負契約〔苓北町拠点避難地造成工事

（２工区）〕の変更締結について。 

平成２６年９月８日、議案第３２２号により議決された苓北町拠点避難地造成工事

（２工区）請負契約を下記のとおり変更締結するものとする。平成２７年９月４日提
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出、苓北町長、田嶋章二。 

記、１、工事名、苓北町拠点避難地造成工事（２工区）でございます。２、当初契約

金額、９,１８８万６,４００円。３、第１回変更による増減額、１,９６９万７,２６７

円。４、第２回、今回ですけども、変更による増減額、３０８万４６８円。５、変更後

の契約額、１億１,４６６万４,１３５円です。６、契約の相手方、熊本県天草郡苓北町

都呂々９１６番地、前川建設株式会社、代表取締役、前川敏士。 

提案理由でございます。地方自治法第９６条第１項第５号並びに議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を経る必

要があるためでございます。 

変更内容について説明を申し上げます。後ろについております平面図の方をご覧をい

ただきたいというふうに思います。 

拠点避難地の南側、２工区でございますが、主な変更部分についてのみ説明をさせて

いただきます。まず、擁壁工におけますところの土工でございますけども、壁面工の床

掘土につきまして、床掘幅が広く背面地場に傾斜があり、降雨等で流出することが予想

されたことから、この造成地の上部にトラックによりまして運搬することといたしまし

た。 

これにつきましては、先程もご質問がございましたように降雨等によりまして背面の

盛り土等が流出し、盛土、ＡＣⅡによります盛土等に品質的な影響を与えないようにと

いうようなことの中で、一番上部の平面の部分に床掘土の運搬をいたしました。このダ

ンプトラックによりましての増額でございますけども、直接工事費で１７７万２,８０

２円でございます。 

この他に、１工区と同じくアデムウォールのブロックの設置におきまして、トラック

クレーンでの施工を積算の段階で見落としておりました。この部分が６５３円、１㎡当

たりでございますけども、その部分を正当に積算上に加えた部分といたしまして８８万

１１８円の増額でございます。 

擁壁工の合計で、直接工事費では２６５万２,９２０円の増額でございますが、その

他に構造物の撤去工といたしまして、実際の取り壊し量、処分量ということでマニフェ

スト伝票によりまして、その処分量を確認をいたした中で、実績量にあわせまして４１

万９,０６４円の減額をいたしたところでございます。この他にも雨水排水の設計にお

きまして、水路等々の延長が短くなったり、自由勾配側溝をＵ型側溝に変更したこと等

に伴いまして１０万３７３円の減額等もございました。 

そういう中で今回、南東部でございますけども、壁面工の施工の下に温泉の方に通じ

る通路の築造をいたしました。これにつきましては、従来からこの拠点避難地の前身で

あります活性化広場を通りまして温泉に通じる散策路があったわけでございますが、そ
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の散策路の一部という形で補完をする意味合いでここに通路を設けておりますけども、

その分につきましては階段工とコンクリ―トの舗装工で６６万４９６円の増額となった

ところでございます。 

只今申し上げました内容の直接工事費の合計で２７２万３,８３９円の増額になって

いるところでございますが、共通仮設費の積算で計上しておりました交通整理員が、こ

の城下草場線の方が思ったよりも交通量がないというようなことで、交通整理員を不要

と判断いたしまして、この分の減額が７７万８００円ということで減額をいたしており

ます。 

その他に現場管理費、諸経費があるわけでございますが、消費税を含めたところで３

１１万４,７２０円の積算上の増額となっています。これに請負率の９８.９００３３を

乗じまして、今回の請負契約の変更になります３０８万４６８円の増額変更となった次

第でございます。 

以上で、説明を終わらせていただきます。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） これも工期は１２月２１日まででしょうか。 

それから、２工区、１工区では、土工、切土、盛土は掴んでいないということです

が、２工区での切土はどのくらいか、盛土はどのくらいか、ＡＣⅡは１万６,４０５㎥

ということですが、これは今後変わりはないのかお尋ねします。 

それから、変更の中で自由勾配側溝をＵ型に替えて安上がりに努めたと、経済性を考

慮したということでしたけども、この示されとる平面図、１工区も同じですが、ほとん

ど自由勾配側溝で表示されています。どこをどのように変えたのか教えてください。 

それから、温泉に行く道はここで途切れとっですよね。前は下の道路から温泉まで上

れる道がありましたけども、それはどこに残っているのでしょうか、なくなったのでし

ょうか。以上です。 

○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） まず工期についででございますけども、この２工区に

つきましても、平成２７年１２月２１日まででございます。 

それから、土量等についてのお尋ねがまずあっておりますけども、今回２工区におけ

ますところの、まず擁壁工の作業土量については当初６,１６０㎥をみておりまして、

その分についての変更はございません。それから、先程申し上げましたダンプトラック

の運搬でございますけども、そのうちの約５,９００㎥をダンプなりで上に運んだとい

うことで変更の積算に入れているところでございます。 

その他、ＡＣⅡの施工量につきましては、今のところの部分で変更はないということ
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で先程申し上げましたように、この２工区では１万６,４０５㎥を見込んでいるところ

でございます。 

それと、通路の件についてのお尋ねでございますけども、今回、今まであった分の代

替えといたしまして、この図面でいきますと図面の南東側といいますか、右下側になり

ますが、下の町道の方から前回の議会で説明をさせていただきました遊水池の一番右側

のところ、ここに隣接する形でここに小さなコンクリートの橋が架かっておりますけど

も、この橋を渡って遊水池の横からＡＣⅡの壁面の下をずっと沿う形で、ここに１.５

ｍ幅の通路を造っておりまして、右側にちょっと細く赤でいっぱい作っておりますが、

ここが階段工でございますけども、ここに階段を設置いたしました。温泉の方につなが

る部分といたしましては、今温泉の玄関先に駐車スペースがありましたけども、そこを

取り壊す中で、この下の拠点避難地の面まで４ｍ幅くらいで道路を造るようにいたして

おりますが、それは下ってきております。この部分とこの斜面を管理いたしますところ

の通路幅１.５ｍございますけども、ここを経由した中で温泉センターの前まで上がれ

るような形で通路を確保いたしております。 

それと、自由勾配側溝等を長さが変わった部分はどこかということでのお尋ねでござ

いましたが、今この図面で申しますと、調整池を築造いたしますところの右左の斜めに

なっております部分、ここが勾配がついております関係上、自由勾配側溝を施工した場

合は底面、自由勾配側溝というのは中にインバートコンクリートというのを打設をする

わけでございますけども、勾配が付いているとそのインバートコンクリートの打設がで

きないと。ちょっと専門的な言葉になってしまいましたけども、そういう中でここにつ

いてが右左でございますが、Ｕ型側溝に変えた部分ということでございます。以上でご

ざいます。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） まず自由勾配側溝ですが、今更変更もできないということです

が、基本的にＵ字溝と自由勾配側溝とでは雲泥の差があろうかと思います。工事費でで

すね。平面のグラウンドには、全部Ｕ字溝じゃなくて自由勾配側溝を使うんだというよ

うな工事の土木施工基準かなんかあれば話は別ですが、必ずしもそうではないというふ

うに思います。若干の勾配を付けてやれば水は流れていくわけですので、是非経済性を

考えた工事に今後取り組んでいただきたいと思います。 

それから道の問題ですが、階段まではきましたけども、階段から上はどっちに行けば

良かっじゃろうかというところにきとっとですが。町道があって川を渡りますよね。そ

れから調整池の右端をずっと右側に上って行く、それで３段に分けてある階段を上って

いく。上ってきました。温泉から約３ｍぐらいの道が下ってきているのはわかります。

でも、その道は、この土羽になっている斜面を四つ足で登るわけですか。 
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○議長（山本政人君） 土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 只今、上の方からグラウンド面まで下りてきたところ

までご説明をいただいたところですけども、このグラウンド面、下りてきたところから

また更に左側に、上から行きますと下りる形の中で、そこにこの法面の中段域に１.５

ｍ幅で管理幅というのを設けておりますが、その部分が上からずっと下っております。

ですから、ここにできております斜面部分というのが細長く三角で上に食い込んで上が

ってきているかと思いますが、こちらにまで、奥に行けるようにレベルの部分を設けて

おります。そこからこの斜面の下に管理道路ですね、この大きな斜面というのは、この

一番上から見ますと２段でＦＨの２４ｍという計画があるのがおわかりでしょうか。調

整池の上にＦＨ１８、ＦＨ２４、ＦＨ３０ということで黒字で数字を入れておりますけ

ども、このＦＨ２４のところに通じる管理道路１.５ｍが右側の方から下りてまいって

おります。その下りて来ておる管理道路１.５ｍのところに今回の通路をつなげており

ますので、当然ですけども、上のグラウンドを経由して温泉の前まで通り抜けが可能だ

ということでございます。 

○議長（山本政人君） 今度が３回目かな。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） ３回目です。 

○議長（山本政人君） はい、どうぞ。 

○８番（浜口雅英君） 切土、盛土をお尋ねしたのは、この断面図を見ていただければ

おわかりになろうかと思います。先程松本議員からも質問があっていたように、言うな

らば流用土の中で造成事業ができたんじゃないかということですね。「もう工事も済ん

でしまいよっとやけっけんが、そがんた掴んどらん」ということも理解しますが、今後

のいろんな参考のためにも、この切土、盛土の数値の把握は、そう難しい仕事でもない

と思います。断面図を見ていただけばわかりますように、このＡＣⅡを入れんがために

切土量が増えたとか、あるいは盛土量が減ったとか、そういう部分もあろうかと思いま

す。今後、ＡＣⅡは、また公共の工事にじゃんじゃん使って工事を進められる可能性も

ありますので、現地次第では流用土で賄うことができますよということを積極的に意見

として出せるような体制をとっていただきたいと思います。 

それから、歩いて温泉にこっちから上って行く人が果たして何人いるのかという問題

もあろうかと思いますが、やはり公共工事の中では、先程公園の問題が出ておりまし

た。地域の皆さんが親しめる公共施設をまず第一に頭に置いて、今後取り組んでいただ

きたいというふうに思います。終わります。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） №４から５、６までぐらいの部分についての計画の入れ方とい

うのが、ちょっとご説明しますが、№４の方の右側の方には、もうこのＡＣⅡは入れん
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がよかっじゃなかろうかなというような感じなんですね。この壁は要らんとじゃなかろ

うかと、小さな鍬止め程度でよかっじゃなかろうかというような感じでおくるわけです

よ。 

そういったことでそこら辺は、これはもう山口課長時代じゃないので、山口課長に転

化するわけじゃないんですが、今後の対応として、それから№５にしても、ここは左

側、№６あたりも果たしてここまで壁を下げて、そこにこういった構造物を造らんばな

らんどかと、もうちょっと上で上げても鍬止めぐらいででくっとじゃなかろうかと。そ

ういったことも考えられます。 

そういったことで、今浜口議員の方からもいろいろ指摘がございましたけれども、や

はり入念な審査が必要じゃなかろうかなと。先程髙戸議員あたりも申しましたが、なる

だけ別に、大体現場内工務間については髙戸議員のおっしゃるとおりですよ。なるだけ

そこら辺は土を動かさんごてして、もしＡＣⅡを何かの形でこれだけ１万８,０００㎥

ですかね、使ってあるわけですが、使わんばんとならば、もうちょっと仮運搬とか、そ

ういった良かところば掘り起こしてそこに擁壁造ってどうのこうのせんでも、まちっと

フラットなところで使うとか、というような利用の形態もあろうかと思いますので、そ

れは苓北町で発電所があるから使わんばいかん立場もあるでしょばってんが、そこら辺

上手な使い方でやっていかんことには、金もようけかかって利用効果もあんまり少ない

ということであれば、町民の方々に大変迷惑をかけるということでございますので、そ

こら辺、今後の検討次第として是非考えていただきたい。わかりますかね、そこの場

所、課長わかりますか。わかっですね。私が言わんとするとこわかりますかね。 

○土木管理課長（山口仁人君） はい。 

○１番（松本良人君） ほんならよかです。 

○議長（山本政人君） よかですか。他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 他に質疑がないようです。質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

議案第６２号を採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第６２号、請負契約〔苓北町拠点避難地造成工事（２工区）〕の変

更締結については、原案のとおり可決することに決定しました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） ここで皆さまにお知らせします。 

本日の会議時間は審議案件が残っておりますので、会議規則第９条第２項によりあら

かじめ会議時間を延長します。 

ここで、日程第２１からの決算の認定に入ります前に登本代表監査委員に出席を求め

ておりますので、ご着席をお願いいたします。なお、倉田議員も監査委員席へ着席をお

願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２１ 認定第 １号 平成２６年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第２２ 認定第 ２号 平成２６年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２３ 認定第 ３号 平成２６年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２４ 認定第 ４号 平成２６年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第２５ 認定第 ５号 平成２６年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

日程第２６ 認定第 ６号 平成２６年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第２７ 認定第 ７号 平成２６年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第２８ 認定第 ８号 平成２６年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第２９ 認定第 ９号 平成２６年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第３０ 認定第１０号 平成２６年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計

歳入歳出決算の認定について 

日程第３１ 認定第１１号 平成２６年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

○議長（山本政人君） 日程第２１、認定第１号、平成２６年度苓北町一般会計歳入歳

出決算の認定についてから、日程第３１、認定第１１号、平成２６年度苓北町宅地造成

事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの１１件を一括議題としたいと思います

が、これにご異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。認定第１号から認定第１１号までを一括

議題とします。 

まず、一般会計から順次提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 認定第１号、平成２６年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定

についてご説明を申し上げます。 

平成２６年度苓北町一般会計歳入歳出決算は、地方自治法第２３３条第１項及び第２

項の規定による所定の手続きを終わりましたので、同条第３項の規定により監査委員の

意見を付して議会の認定をお願いするものでございます。 

一連の手続きは、会計管理者から平成２７年６月３０日付で提出を受けました一般会

計、特別会計に係る決算書につきまして、平成２７年７月１０日付で監査委員に審査を

お願いをいたしました。 

監査委員におかれましては、平成２７年７月２７日から８月７日までの間、各費目ご

とに担当課の事情聴取をいただきながら慎重に審査をしていただき、その結果につきま

して、平成２７年８月３１日付で適正であるとの審査意見書をいただきました。 

膨大な資料と長時間にわたりご審査をいただきました監査委員のご労苦に対しまし

て、特に暑い、一番暑い時期でもあったにも関わらず、しっかりと審査をしていただき

ました。深く敬意を表するものでございます。 

一般会計における決算の状況でございますが、歳入総額６１億８,４６５万１,４３２

円、歳出総額６０億１,３４４万１,０９５円で、翌年度へ繰り越すべき財源４,６６５

万９,０００円を差し引きますと、実質収支額は１億２,４５５万１,３３７円の黒字と

なりました。 

なお、平成２６年度における主要施策の成果につきましては、別紙でお手元に配付し

てございます。決算の詳細につきましては、企画政策課長及び担当課長からご説明をい

たさせますので、よろしくご審議のほどをお願いを申し上げます。又、認定第２号、平

成２６年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算の認定から認定第１１号、平成２

６年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定につきましては、それぞれ担当

課長からご説明をいたさせますので、よろしくご認定のほどをお願いを申し上げます。 

○議長（山本政人君） 企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 私の方から、平成２６年度苓北町一般会計歳入歳出決

算書の内容について説明させていただきます。 

決算書の７ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。決算額

は、歳入総額が６１億８,４６５万１,４３２円、歳出総額が６０億１,３４４万１,０９

５円で、歳入歳出差引額が１億７,１２１万３３７円です。そのうち翌年度へ繰り越す
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べき財源の繰越明許費繰越額４,６６５万９,０００円を差し引いた実質収支額は１億

２,４５５万１,３３７円となりました。この残金の処理につきましては、地方自治法第

２３３条の２及び地方財政法第７条の規定により、６,４００万円を財政調整基金に積

み立て、６,０５５万１,３３７円を平成２７年度への繰越金としました。 

詳細につきましては、歳入が決算書の１１ページから４７ページまで、歳出が４８ペ

ージから２００ページまでに掲載してあります。３３１ページから３３８ページに財産

に関する調書を添付しております。 

又、平成２６年度の主要施策成果説明書を別冊で配付しております。ご審議の方よろ

しくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第２号、平成２６年度苓北町坂瀬川財産区特別会計

歳入歳出決算の認定について説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 認定第２号、平成２６年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳

入歳出決算の認定についてご説明いたします。 

決算書の２０３ページをお開き願います。苓北町坂瀬川財産区特別会計の実質収支に

関する調書でございます。歳入総額１,５７２万６,８７３円、歳出総額４万３,２６２

円、歳入歳出差引額１,５６８万３,６１１円、翌年度へ繰り越すべき財源はございませ

ん。実施収支額は１,５６８万３,６１１円です。ご審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第３号、平成２６年度苓北町都呂々財産区特別会計

歳入歳出決算の認定について説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（山﨑秀典君） 認定第３号、平成２６年度苓北町都呂々財産区特別会計歳

入歳出決算の認定についてご説明いたします。 

決算書の２１１ページをお開きください。苓北町都呂々財産区特別会計の実質収支に

関する調書でございます。歳入総額４,２６１万３,９２３円、歳出総額５５万８,１０

４円、歳入歳出差引額４,２０５万５,８１９円、翌年度へ繰り越すべき財源はございま

せん。実質収支額は４,２０５万５,８１９円でございます。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第４号、平成２６年度苓北町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算の認定について説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（山﨑敬一君） 認定第４号、平成２６年度苓北町国民健康保険特別会

計歳入歳出決算の認定についてご説明をいたします。 

決算書の２２１ページをお願いいたします。実質収支に関する調書ですが、歳入総額

１１億３,１３４万２,０１７円、歳出総額１１億１,１７０万１,９０１円、歳入歳出差

引額１,９６４万１１６円、翌年度へ繰り越すべき財源はありません。５、実質収支額
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１,９６４万１１６円。６、実質収支額のうち苓北町国民健康保険財政調整基金条例第

２条の規定による基金繰入額は２００万円といたしました。 

以上が、平成２６年度苓北町国民健康保険特別会計決算の状況でございます。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第５号、平成２６年度苓北町介護保険特別会計歳入

歳出決算の認定について説明を求めます。福祉保健課長。 

○福祉保健課長（田尻伸治君） 認定第５号、平成２６年度苓北町介護保険特別会計歳

入歳出決算の認定についてご説明いたします。 

決算書の２４８ページをお願いいたします。実質収支に関する調書ですが、歳入総額

８億９,４７６万２,２４２円、歳出総額８億６,８４２万３,４４７円、歳入歳出差引額

２,６３３万８,７９５円、翌年度へ繰り越すべき財源はございません。実質収支額２,

６３３万８,７９５円、実質収支額のうち苓北町介護給付費準備基金条例第２条の規定

による基金繰入額は１,４００万円といたしました。 

以上が、平成２６年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の状況でございます。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第６号、平成２６年度苓北町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算の認定について説明を求めます。健康増進室長。 

○健康増進室長（山﨑敬一君） 認定第６号、平成２６年度苓北町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算の認定についてご説明をいたします。 

決算書の２７０ページをお願いいたします。実質収支に関する調書ですが、歳入総額

１億１,０２９万２,９１８円、歳出総額１億９０４万５,０７６円、歳入歳出差引額１

２４万７,８４２円、翌年度へ繰り越すべき財源はありません。実質収支額１２４万７,

８４２円でございます。実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定による基

金繰入れの額はありません。 

以上が、平成２６年度苓北町後期高齢者医療特別会計決算の状況でございます。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第７号、平成２６年度苓北町水道特別会計歳入歳出

特別決算の認定について説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 認定第７号、平成２６年度苓北町水道特別会計歳入歳

出決算の認定についてご説明いたします。 

決算書の２８１ページをお願いいたします。実質収支に関する調書です。歳入総額２

億８,４３９万５,４８８円、歳出総額２億７,２１８万８６８円、歳入歳出差引額１,２

２１万４,６２０円、翌年度へ繰り越すべき財源はありません。実質収支額１,２２１万

４,６２０円です。実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰
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入額はありません。 

以上が、平成２６年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の状況であります。ご審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第８号、平成２６年度苓北町下水道特別会計歳入歳

出決算の認定について説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 認定第８号、平成２６年度苓北町下水道特別会計歳入

歳出決算の認定についてご説明をいたします。 

決算書の２９３ページをお願いいたします。実質収支に関する調書です。歳入総額３

億５,２５８万６,８７７円、歳出総額３億５,０９５万１,５４１円、歳入歳出差引額１

６３万５,３３６円、翌年度へ繰り越すべき財源はありません。実質収支額１６３万５,

３３６円です。実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額

はありません。 

以上が、平成２６年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の状況であります。ご審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 続きまして、認定第９号、平成２６年度苓北町農業集落排水特

別会計歳入歳出決算の認定について説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 認定第９号、平成２６年度苓北町農業集落排水特別会

計歳入歳出決算の認定についてご説明いたします。 

決算書の３０６ページをお願いいたします。実質収支に関する調書です。歳入総額

２,１８６万４,７４０円、歳出総額２,１５０万５,６６９円、歳入歳出差引額３５万

９,０７１円、翌年度へ繰り越すべき財源はありません。実質収支額３５万９,０７１円

です。実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額はありま

せん。 

以上が、平成２６年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の状況であります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、認定第１０号、平成２６年度苓北町特定地域生活排水処

理事業特別会計歳入歳出決算の認定について説明を求めます。水道環境課長。 

○水道環境課長（小林和文君） 認定第１０号、平成２６年度苓北町特定地域生活排水

処理事業特別会計歳入歳出決算の認定についてご説明いたします。 

決算書の３１６ページをお願いいたします。実質収支に関する調書です。歳入総額

４,７７０万８,７７２円、歳出総額４,７４５万２,００４円、歳入歳出差引額２５万

６,７６８円、翌年度へ繰り越すべき一般財源はありません。実質収支額２５万６,７６

８円です。実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額はあ

りません。 
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以上が、平成２６年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算の状況

であります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本政人君） 認定第１１号、平成２６年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入

歳出決算の認定について説明を求めます。土木管理課長。 

○土木管理課長（山口仁人君） 認定第１１号、平成２６年度苓北町宅地造成事業特別

会計歳入歳出決算の認定についてご説明を申し上げます。 

決算書の３２６ページをご覧ください。実質収支に関する調書でございます。歳入総

額４７３万７,５１２円、歳出総額３２５万１,３８０円、歳入歳出差引額１４８万６,

１３２円、翌年度へ繰り越すべき財源はございません。実質収支額１４８万６,１３２

円でございます。 

以上、ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（山本政人君） 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

それでは４時５５分まで休憩をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後４時３９分 

再開 午後４時５４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（山本政人君） 約束の時間より少々早うございますが、全員お揃いでございま

すので、休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

決算について説明がございましたが、これから質疑を許します。ただし、明日、火曜

日から決算審査特別委員会において審議をお願いする予定でございますので、総括的な

質問に限らせていただきたいと思います。 

質疑は各会計ごとに行いますが、まずここで質疑につきましてはあくまでも質疑であ

って、質疑については本人の意見は原則認められていません。どうしても意見を申され

る場合は完結明瞭にお願いし、質疑をされますようにお願いをいたします。 

なお、質疑については、決算書のページを言ってから質疑をされるようにお願いをい

たします。 

それでは、認定第１号、平成２６年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定に対する質

疑を許します。 

本案について質疑はありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） この決算のやり方でございますが、委員会付託じゃなくて、私

はそのまま本会議で続けてやったらどうかなというような意見を持っておりますけれど

も、というのがやはり時間的にも、あるいはひょっとしたら本会議でやっとるほうが仕

事もさばけるんじゃなかろうかなというのがひとつございます。 
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それから、今後、情報の公開等もございますが、やはり町民の皆さまも、今回は決算

でございますけれども、予算もあわせて申し上げますと、予算等については相当関心が

あられる人もおいでじゃなかろうかと。そういうことであれば、傍聴あたりも可能じゃ

ないかと思いますけれども、委員会においてはそれはできないと。 

それから前回の決算、私は決算にしか出たことございませんが、決算のときのことを

申しますと、やはり、私たちが発言した分と書記が捉えた分で、だいぶ意見が食い違う

ところがあると。そういったことがございますので、ここでやれば何ら問題ないと、ぴ

しゃっとした録音機もありますので、私はこういったこの本会議でもってそのまま補正

予算とか何かと同じような形でやっていただければいいんじゃないかなと思います。 

○議長（山本政人君） 今、そういう意見でございました。 

ただ、傍聴はできないということは、委員長の許可によって傍聴はできることになっ

ております。ただ、会場が第１、第２委員会室でございますので、狭うございますの

で、既に今、今回の決算審査におきましても委員会の傍聴の申請がなされております。 

それと、この特別委員会につきましては質問の制限もございませんし、自分の意見も

十分に言えるというそういう利点もございます。したがいまして、議長としましては、

従来どおり特別委員会を設けて、そこで審議をしていきたいとそのように思っておりま

す。 

松本君。 

○１番（松本良人君） 今回はそういったことで、議長、おつもりでございますのでや

むを得んかなと思いますが、今後、そういった、例えば予算とか何かについてするとき

がございましたならば、是非ひとつ考慮していただきたい、そう思っております。よろ

しくお願いします。 

○議長（山本政人君） そのことについては、全員協議会の席で協議をしていきたいと

思います。 

それでは第１号の議案です。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 私も今の松本議員の意見に、そのまま本会議に持ってこいとい

うことではありませんが、予算委員会、決算委員会は、当時１６人、１８人議員がおら

れたときを３つに分けたという状況があろうかと思います。現在は、１２人になってし

まっています。ですから人数も少人数で、例えば予算決算は３グループに分かれずとも

１つのグループでやってしまおうということになっております。 

非常にこう何と言いますか、いろんな話が出る、具体的な話が出てくる、それは、や

はり町民の皆さんにもお知らせすべきだろうというふうに思うわけですね。別に秘密会

ではないという議長の話でもありますので、会場を、委員会室では狭いということであ

れば、大会議室でも良いんではないかと。このことについては、議会活性化特別委員会
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を作るというふうになっておりますので、今後その中では、今意見の出たようなこと

も、議員の皆さん真剣に議論していただきたい、そう思います。終わります。 

○議長（山本政人君） わかりました。それでは、そのようなことにいたしたいと思い

ます。 

認定第１号、一般会計についての質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） ないようです。質疑なしと認めます。平成２６年度一般会計歳

入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

次に、認定第２号、平成２６年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

対する質疑を許します。 

本案について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。平成２６年度苓北町坂瀬川財産区特別会

計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

次に、認定第３号、平成２６年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算の認定に

対する質疑を許します。 

本案について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。平成２６年度苓北町都呂々財産区特別会

計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

次に、認定第４号、平成２６年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

対する質疑を許します。 

本案について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。平成２６年度苓北町国民健康保険特別会

計決算に対する質疑を終わります。 

次に、認定第５号、平成２６年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定に対す

る質疑を許します。 

本案について質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。平成２６年度苓北町介護保険特別会計歳

入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

次に、認定第６号、平成２６年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

に対する質疑を許します。 
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質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。平成２６年度苓北町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

次に、認定第７号、平成２６年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定に対する質

疑を許します。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。平成２６年度苓北町水道特別会計歳入歳

出決算の認定に対する質疑を終わります。 

次に、認定第８号、平成２６年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定に対する

質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。平成２６年度苓北町下水道特別会計歳入

歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

次に、認定第９号、平成２６年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定に

対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。平成２６年度苓北町農業集落排水特別会

計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

次に、認定第１０号、平成２６年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳

出決算の認定に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。平成２６年度苓北町特定地域生活排水処

理事業特別会計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 

次に、認定第１１号、平成２６年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定

に対する質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。平成２６年度苓北町宅地造成事業特別会

計歳入歳出決算の認定に対する質疑を終わります。 
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以上で質疑を終わります。 

お諮りします。認定第１号から認定第１１号については、議長と議選の監査委員を除

く１０名の議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査すること

にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、認定第１号、平成２６年度苓北町一般会計歳入歳出決算から、認定第１

１号、平成２６年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算までの１１件について

は、議長と議選の監査委員を除く議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに

付託して審査することに決定しました。 

決算審査特別委員会の日程は、９月８日、火曜日、９日、水曜日、１０日、木曜日の

いずれも午前９時３０分から第１、第２委員会室で行います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３２ 報告第９号 平成２６年度決算における健全化判断比率等について 

○議長（山本政人君） 日程第３２、報告第９号、平成２６年度決算における健全化判

断比率等についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。企画政策課長。 

○企画政策課長（荒木広之君） 報告第９号、平成２６年度決算における健全化判断比

率等について。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条の規定により、平成２６年度決算に

おける健全化判断比率等の財政指標を別紙監査委員の意見を付けて議会に報告する。平

成２７年９月４日、苓北町長、田嶋章二。 

それでは指標について説明させていただきますので、２ページをお願いします。議案

書です。議案書の後ろの方にございます。 

健全化判断比率の状況ということで、①から④まで丸で囲んだ数字を付けておりま

す。 

まず、①の実質赤字比率で、一般会計の赤字比率ですが、赤字はございませんので、

数字は上がってきません。 

次に、②は連結実質赤字比率で、一般会計と特別会計を合算した赤字比率ですが、こ

れも同じく赤字はありませんので、数字は上がってきません。 

次に、③の実質公債費比率ですが、一般会計、特別会計、広域連合まで含めた公債費

比率で１３.８％になり、早期健全化基準値の２５％以内となっております。 

次に、④将来負担比率ですが、一般会計、特別会計、広域連合を含めた将来負担比率

で１３２％でございます。早期健全化基準値の３５０％以内となっております。 
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３ページから５ページまでが、計算式等を用いた数値を示しております。 

又、決算審査意見書の５１ページに、今申し上げました数値を監査委員さんに審査し

ていただいた意見書が出ております。（３）の是正改善を要する事項で、特に指摘する

事項はないとの意見をいただいております。 

以上で、平成２６年度決算における健全化判断比率等についての報告を終わります。 

○議長（山本政人君） 報告が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これで報告第９号を終わります。 

監査委員の方におかれましては、大変ご苦労さまでございました。本日はこれでご退

席いただいて結構でございますが、９月８日、火曜日からの決算審査特別委員会へのご

出席につきましても、どうぞよろしくお願いを申し上げます。大変ご苦労さまでござい

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３３ 報告第１０号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価

報告について 

○議長（山本政人君） それでは、日程第３３、報告第１０号、教育に関する事務の管

理及び執行の状況の点検及び評価報告書が提出されましたので、お手元に配付いたして

おります。朗読は省略します。 

質疑はありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） ３ページに児童生徒の体格、体力、それから児童生徒の生活状

況がそれぞれアルファベットで「Ｃ」が入っています。「Ｃ」は１ページで評価の基準

は、「Ａ」が良好、「Ｂ」が普通、「Ｃ」は要改善としたというふうになっております。

多分この改善策が３５ページから３７ページ、２７ページから３４ページだろうと思い

ますが、もう少し詳しく説明していただけませんか。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 児童生徒の体格体力につきましては、２７ページから３４

ページに掲載してございますけども、体格面で身長は平均より下回って、体重は上回っ

ていると肥満傾向にあるということで、ちょっとやはり学校間で運動能力、部活動とか

ありますけども、基礎体力をもっとつけてスリムな体格になってほしいということで、

若干「Ｃ」を付けさせていただきました。 

そして生活面、児童生徒の生活状況でございますけども、３５ページから３７ページ

で主な点からしますと、アンケート調査で、どうしても家庭内の学習時間がちょっと減
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少傾向にあるということで、やはりもうちょっと家庭内の学習を強化しなければならな

いということで、「Ｃ」を付けさせていただいております。以上です。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 今、中学生が主になると思いますけども、塾が非常に行き渡っ

ているというか、塾に通う生徒が多いというふうに思いますが、そういうことも今、教

育課長の発言にあった家庭内学習なんかに入るんでしょうか、入らないんでしょうか。 

○議長（山本政人君） 教育課長。 

○教育課長（汐﨑正喜君） 塾の時間は、家庭内の学習には入らないと認識しておりま

す。 

○議長（山本政人君） 他にございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 他に質疑なしと認めます。 

これで、報告第１０号を終わります。 

お諮りします。９月８日から１０日にかけては決算審査特別委員会による審査等のた

め、休会としたいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。したがって、９月８日から９月１０日ま

での３日間については、休会とすることに決定しました。 

次の本会議は、９月１１日、午前９時３０分から開催します。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。 

本日はこれで散会します。どなた様も大変お疲れ様でした。 

散会 午後５時１４分 



 

 

  

 

 

平成２７年９月１１日（金）  

（第３日目）  
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平成２７年第５回苓北町議会定例会会議録（第３日目） 

 

 平成２７年第５回苓北町議会定例会は、平成２７年９月１１日苓北町議会議場に招集

された。 

 

１．午前９時３０分開会 

 

２．応招議員は次のとおりである。 

    １番  松本 良人          ２番  田 幸英 

    ３番  髙戸 幸雄          ４番  松野 重幸 

    ５番  倉田 明           ６番  石田 みどり 

７番  野﨑 幸洋          ８番  浜口 雅英 

９番  田嶋 豊昭         １０番  山下 時義 

１１番  錦戸 俊春（副議長）    １２番  山本 政人（議長） 

 

３．不応招議員 なし 

 

４．出席議員は、応招議員と同じである。 

 

５．欠席議員は、不応招議員と同じである。 

 

６．議会書記 

  事 務 局 長  宮 﨑 裕 昭     書    記  野 田 寛 子 

 

７．地方自治法第１２１条の規定により議案説明に出席した者は、次のとおりである。 

町 長  田 嶋 章 二     副 町 長  松 野   茂 

教 育 長  芦 塚 博 昭     総 務 課 長  山 﨑 秀 典 

税務住民課長  益 田 大 介     土木管理課長  山 口 仁 人 

農林水産課長兼 
        野 田 尚 之     企画政策課長  荒 木 広 之 
農委事務局長  

福祉保健課長  田 尻 伸 治     健康増進室長  山 﨑 敬 一 

                    会計管理者兼       
水道環境課長  小 林 和 文                   大 田 勝 彦 
                    会 計 課 長        

教 育 課 長  汐 﨑 正 喜     商工観光課長  立 山 清 剛 

代表監査委員  登 本 玄 一 
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８．議事日程 

日程第 １ 認定第 １号 平成２６年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて（委員長報告） 

日程第 ２ 認定第 ２号 平成２６年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決

算の認定について（委員長報告） 

日程第 ３ 認定第 ３号 平成２６年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決

算の認定について（委員長報告） 

日程第 ４ 認定第 ４号 平成２６年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算の認定について（委員長報告） 

日程第 ５ 認定第 ５号 平成２６年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定について（委員長報告） 

日程第 ６ 認定第 ６号 平成２６年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について（委員長報告） 

日程第 ７ 認定第 ７号 平成２６年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定

について（委員長報告） 

日程第 ８ 認定第 ８号 平成２６年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認

定について（委員長報告） 

日程第 ９ 認定第 ９号 平成２６年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決

算の認定について（委員長報告） 

日程第１０ 認定第１０号 平成２６年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会

計歳入歳出決算の認定について（委員長報告） 

日程第１１ 認定第１１号 平成２６年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決

算の認定について（委員長報告） 

日程第１２ 同意第 ７号 苓北町教育委員会の委員の任命について 

日程第１３ 発議第 ３号 苓北町議会会議規則の一部を改正する規則について 

日程第１４ 陳情等文書表について 

日程第１５ 陳情第 ５号 熊本県管理河川松原川の河川護岸改修を求める陳情書 

日程第１６ 閉会中の継続審査調査の件 

日程第１７ 議員派遣の件 
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９．議事の顛末 

開会 午前９時３０分 

○議長（山本政人君） おはようございます。 

只今の出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、只今から本日の会議を

開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 １ 認定債 １号 平成２６年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て（委員長報告） 

日程第 ２ 認定第 ２号 平成２６年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算

の認定について（委員長報告） 

日程第 ３ 認定第 ３号 平成２６年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算

の認定について（委員長報告） 

日程第 ４ 認定第 ４号 平成２６年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について（委員長報告） 

日程第 ５ 認定第 ５号 平成２６年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について（委員長報告） 

日程第 ６ 認定第 ６号 平成２６年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について（委員長報告） 

日程第 ７ 認定第 ７号 平成２６年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて（委員長報告） 

日程第 ８ 認定第 ８号 平成２６年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定

について（委員長報告） 

日程第 ９ 認定第 ９号 平成２６年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算

の認定について（委員長報告） 

日程第１０ 認定第１０号 平成２６年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計

歳入歳出決算の認定について（委員長報告） 

日程第１１ 認定第１１号 平成２６年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算

の認定について（委員長報告） 

○議長（山本政人君） これより日程第１、認定第１号、平成２６年度苓北町一般会計

歳入歳出決算の認定についてから、日程第１１、認定第１１号、平成２６年度苓北町宅

地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまでの１１件を一括議題としたいと思

いますが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 
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したがって、認定第１号から認定第１１号までを一括議題とします。 

本件は、決算審査特別委員会に審査を付託しておりました。報告書の提出がありまし

たので、その写しをお手元に配付いたしております。 

会議規則第４１条の規定により、決算審査特別委員長に審査結果の報告を求めます。

田嶋豊昭委員長。 

○決算審査特別委員長（田嶋豊昭君） それでは、苓北町議会決算審査特別委員会審査

結果報告をいたします。 

平成２７年第５回苓北町議会定例会において、本委員会に付託された平成２６年度苓

北町一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算の認定について、次のとおり審査の結果を

報告します。 

記、審査年月日、平成２７年９月８日、９月９日、９月１０日の３日間。審査場所、

第１、第２委員会室。委員の出席、田嶋豊昭委員長、野﨑幸洋副委員長、松本良人委

員、田幸英委員、髙戸幸雄委員、松野重幸委員、石田みどり委員、浜口雅英委員、山

下時義委員、錦戸俊春委員。委員の欠席なし。委員外の出席、山本政人議長。監査委員

の出席、登本玄一代表監査委員、倉田明監査委員。執行部の出席、町長、副町長、教育

長、総務、企画政策、会計、土木管理、農林水産、商工観光、税務住民、福祉保健、水

道環境、教育の各課長及び健康増進室長。委員会の書記、宮﨑議会事務局長、尾脇総務

課長補佐、錦戸企画政策課長補佐。審査の経過、本委員会は、平成２６年度苓北町一般

会計及び各特別会計の歳入歳出決算書に基づき、監査委員及び執行部の出席を求め、提

出を求めた各資料を含めて慎重に審査いたしました。 

１０、審査の結果、①認定第１号、平成２６年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定

について。②認定第２号、平成２６年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算の認

定について。③認定第３号、平成２６年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算の

認定について。④認定第４号、平成２６年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について。⑤認定第５号、平成２６年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定について。⑥認定第６号、平成２６年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について。⑦認定第７号、平成２６年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認

定について。⑧認定第８号、平成２６年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて。⑨認定第９号、平成２６年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定

について。⑩認定第１０号、平成２６年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳

入歳出決算の認定について。⑪認定第１１号、平成２６年度苓北町宅地造成事業特別会

計歳入歳出決算の認定について。以上、１１件全て認定すべきものと決定いたしまし

た。１１、少数意見の留保があっております。別紙で報告があります。 

併せて次の事項について、執行部に対し要望することを決定しました。一般会計、歳
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入について、町税の徴収については引き続き努力されたい。ふるさと納税については積

極的に取り組まれたい。歳出について、特記事項はなし。 

その他の要望事項、結婚相談事業については、いろいろな方向から積極的な取り組み

を進められたい。巡回バス運行等については効率的な運行を検討されたい。イノシシ被

害対策に向けて、国・県・農協等と一体になって取り組みを進められたい。職員の専門

的技術を含めた資質向上に積極的に努められたい。熊本・天草幹線道路の早期実現に向

けては、２市１町住民一体となった運動に取り組まれたい。町内河川については、災害

防止のため、適正な維持管理と共に総合的な調査・検討に取り組まれたい。２、坂瀬川

財産区特別会計、特記事項なし。３、都呂々財産区特別会計、特記事項なし。４、国民

健康保険特別会計、健康保険増進の取り組みを進められたい。５、介護保険特別会計、

健康保持・増進の取り組みを進められたい。６、後期高齢者医療特別会計、①健康保

持・増進の取り組みを進められたい。７、水道特別会計、特記事項なし。８、下水道特

別会計、特記事項なし。９、農業集落排水特別会計、特記事項なし。１０、特定地域生

活排水処理事業特別会計、特記事項なし。１１、宅地造成事業特別会計、特記事項な

し。平成２７年９月１０日、苓北町議会決算審査特別委員会、委員長、田嶋豊昭。苓北

町議会議長、山本政人様。 

執行部に対する要望事項について、補足説明をさせていただきます。 

一般会計の収入について、町税の徴収については延滞処理の努力も認められますが、

不納欠損もあり、納税者の不公平感がないよう引き続き努力をしていただきたいという

ことであります。ふるさと納税についても、活発に取組まれている自治体もあり、貴重

な財源となると共に産業育成にもつながるようでもありますので、本町でも積極的に取

り組んでいただきたいということであります。 

その他の要望事項でありますが、結婚相談事業については、外への働きかけや社会教

育活動として若い人の出会いの場を増やすなどいろいろな方向から積極的に取り組んで

いただきたいと思います。 

巡回バス運行については、産交バスの他、民間も行っているので、効率的な運行体型

を検討していただきたいということであります。 

イノシシ対策についてはなかなか大変でありますが、新たな方法も含めて各団体が協

力して取り組みを進めていただきたいということであります。 

次に、職員の資質向上のための取り組みでありますが、今回の決算審議でもいろいろ

と話がありましたように、専門的な技術の習得やチェック機能が働くような組織となれ

るよう研修への参加も含めて、積極的に人材育成に努めていただきたいと思います。 

熊本・天草幹線道路の早期完成に向けての取り組みでは、これまでも国・県等に対し

要望もしていますが、なかなか進まない状況であります。そこで２市１町天草全体で住
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民が運動を起こして、総決起集会等でアピールすべきではないかと思います。是非起こ

していただきたいと思います。 

町内河川については、６月の豪雨で住宅、農地に甚大な被害を出しております。これ

からの災害防止のため、堆積土砂や竹木の除去と共に改修に向けた総合的な調査も必要

であると思われます。是非取り組んでいただきたい。 

福祉関係の国保、介護、後期高齢者特別会計については、健康保持・増進に向けて更

に取り組んでいただきたいということであります。そのことが、ひいては保険税、保険

料の軽減にもつながるということで、健康教室、健康講座等、積極的に取り組みを進め

ていただきたいと思います。 

以上で、決算審査特別委員会の報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。 

○議長（山本政人君） 委員長の報告が終わりました。 

次に、本案については、浜口雅英君から会議規則第７６条第２項の規定によって少数

意見報告書が提出されております。 

少数意見の報告を求めます。壇上で報告をしてください。浜口雅英君。 

○８番（浜口雅英君） 平成２７年９月１０日、苓北町議会議長、山本政人様。苓北町

議会決算審査特別委員会委員、浜口雅英、賛成者、松本良人。 

少数意見報告書。平成２７年９月１０日の委員会において保留した少数意見を下記の

とおり、会議規則第７６条第２項の規定により報告します。 

記、１、認定第１号、平成２６年度苓北町一般会計歳入歳出決算。２、意見の要旨、

平成２６年度苓北町一般会計歳入歳出の決算の認定について、第３回苓北町議会定例会

での監査委員の随時監査結果公表などを参考にしながら決算審査を行った。その結果、

官民共同作業における工事において官民取り決めの関係書類が不適切、工事後の現場管

理が不十分、境界の決定は過年度用地購入に比べて曖昧である。他にも看板の表示ミス

などがあることなどから、平成２６年度苓北町一般会計歳入歳出決算は認定できない。

以上です。 

○議長（山本政人君） それぞれ報告が終わりました。 

これより審議に入りますが、お諮りします。 

決算審査特別委員会においては、議長と議選の監査委員を除く残り全議員で審査を行

いましたので、委員長報告並びに少数意見報告書については質疑を省略したいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

これから、認定第１号、平成２６年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定について討

論を行います。討論はありませんか。 
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討論があります。原案に反対者の発言を許します。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） これは委員会の中での少数意見として報告しましたように、

先程は工事についてのあり方が不十分であるということです。他にも、補助金の支出の

あり方等々に疑問視しなければならないような取り扱いもありました。そういう意味か

ら、この平成２６年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定には反対します。以上です。 

○議長（山本政人君） 少数意見がありましたので、まず本当は、原案に賛成者の発言

を許可しなければなりませんでした。順番が間違っておりました。ご容赦ください。 

それでは次に、原案に賛成者の発言を許します。錦戸君。 

○１１番（錦戸俊春君） 私は、平成２６年度一般会計歳入歳出決算の承認について、

賛成の立場で意見を述べさせていただきます。 

この平成２６年度に係る予算及び補正予算については、議会に対し議案提出説明がな

され慎重に審議をし、平成２６年度に執行された全ての予算に対し議会で可決をいたし

ております。町執行部は各事業の執行にあたっては、その全ての予算書に基づき、又、

関係条例、規則等に基づいて事務手続きがなされ、的確に事務事業が執行なされたもの

と私は確認したところでございます。 

今回、決算審査特別委員会の審査過程で提出のあった少数意見書の意見要旨に記載が

あるように、上津深江地区内広域避難地法面工事の官民共同作業における工事について

もいろいろと意見が出されましたけれども、私は官民間で覚書が交わされ、それぞれ負

担する工事費等も明確になされて、工事を進められていると確認したところです。 

したがって、何ら不備がないものと確信をいたしておりますので、平成２６年度苓北

町一般会計歳入歳出決算については賛成をいたします。以上です。 

○議長（山本政人君） 次に、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。松本

君。 

○１番（松本良人君） 只今賛成者のご意見をお聞きいたしました。 

実は私は、先程問題になりました防災費、消防費の中の工事請負について、いささか

疑問でありました。というのが、当時老人ホームの件が予算委員会の中で出てまいりま

したけれども、私の記憶するところでは計画当時だったですかね、老人ホームについて

は坂瀬川の方に移転するんだというようなことでお聞きをいたしておりましたが、その

後、この前の意見の中では老人ホームがあそこに建つということ。先程、賛成者の意見

については、いろいろ説明の中では多分そういった形で老人ホームじゃなくて違う施設

が建つんじゃないかというような形で、承認は予算審議の中でいろんな説明があったん

じゃなかろうかと考えます。 

それからもう１件、農業委員会の許可云々の問題が出てまいりました。当然、行政に

おいては、完全なる所有権が移った後に工事施工については見切り発車じゃなくて、手
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続きを踏んだ上で完全な登記の中で着手をしてくださいよというような指導を、各個人

等がなされたときにはしておられると思いますけれども、何でか町工事発注について

は、当然この前の説明の中では見切り発車のような感じで、そこはどうも農業委員会で

の相続問題ができなかったのでほっといたと。そのために、前後しますけれども、施工

の金についても我々は一般町民でありましたので、当時ですね、有利な起債の元でやる

ということをお聞きしておりましたので、半ばさすがだなあというようなことで安堵し

ておりましたけれども、その後、農業委員会云々ので許可が遅れたところについては単

純な一般会計でなされておるというような説明もありました。 

何か不自然なところがいっぱいありまして、我々町民に対しての一部、いささか間違

ったやり方を報告しておられるんじゃなかろうかと、そういったことで、私は今後、間

違い等もないようにしていただきたい。その辺も含めて今回反対をいたします。 

○議長（山本政人君） 次に、賛成者の発言を許します。松野君。 

○４番（松野重幸君） 賛成の討論をいたします。 

少数意見の留保の中にありましたその件につきましては、私も議員の立場で財ノ尾の

問題の反省点を踏まえて、十分農地法に対しての配慮をしながら進んでくれるようにと

いうことを全議員が口を酸っぱくして申し上げており、当然、執行部もそのように対応

をしてくれた。そのことに対して、我々はいろいろと議会の中でも発言をしながら、

又、言うべきことを言いながら福祉ゾーンの建設については今、各地であっております

大きな災害、そして全く予期しなかったような大きな災害が起こっております。弱者、

特に福祉施設あたりに入居をされておられる方が、いざ避難するといってもなかなか机

の上での計画では簡単にいきますが、実際それを行うとなれば大変だと、そういうよう

な観点の中で福祉ゾーンの計画というのをされたと思います。 

あの福祉ゾーンの中の、課長の答弁の中にもありましたけれども、あちこちの福祉施

設にも声をかけられて、最終的には１福祉法人の方があそこに福祉関係の施設を造ると

いうような決断をされたと聞いておりますし、当然これからもいろいろな福祉施設をあ

そこにはできれば造っていただいて、文字どおり全く目的どおりの福祉施設の避難場所

兼福祉ゾーンとしてあそこが一大拠点としていけば、これは町の計画どおりになってく

るわけであります。 

私は、農業委員会の問題については議論の中で納得をしてこの計画には賛成いたしま

した。又、検討委員会の中でもいろいろと何回も検討をされたということの結果でござ

います。 

それから、毎度いろいろと町の施策の中で税金の無駄遣いじゃないかと、そういうよ

うな声もあっておりますが、私は他の市あるいは町、そういう地方を見てみますと、遅

まきながら今、苓北町が取り組んでおりました事業にようやく着手している、そういう
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状況があっております。私は、有利な起債、有利な財源というのは、やはり先見の明を

持って後で造るよりも先に有利な起債、そういうものがあったときに造る、そのことが

やはり町の財源を真剣に考えていく者の立場として理解しております。 

決算ということで、監査委員の指摘の中にも適正かつ適応という監査意見が出されて

おります。我々は、今後も執行部の決算、予算の執行にあたりましては、議会の立場と

して慎重に見守りながら又、意見も申し上げていく立場に変わりはございませんが、平

成２６年度の決算については、そういうことで私は大変評価をして賛成の討論といたし

ます。 

○議長（山本政人君） 次に、原案に反対者の発言を許します。ありませんか。 

○８番（浜口雅英君） はい。 

○議長（山本政人君） 討論は、１回限りであります。 

○８番（浜口雅英君） わかりました。 

○議長（山本政人君） 次に、原案に賛成の討論を行いたいと思いますが、ありません

か。田嶋君。 

○９番（田嶋豊昭君） 私は、賛成の立場で発言させていただきます。 

今回の決算については、錦戸議員が言われたように詳しくされましたけども、今回の

決算の処理に対しましては適正に整理されていると思います。決算審査特別委員会の中

で一部指摘、要望がありましたが、町長、副町長、教育長、職員全体で連携を取り、や

る気を持って努力をするという発言もありました。そのことを信じて、私は平成２６年

度の決算については賛成します。以上です。 

○議長（山本政人君） 次に、原案に反対者の発言を許します。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

発言はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 他に討論はなしと認めます。 

これより採決を行いますが、採決は、認定第１号から認定第１１号まで、それぞれ起

立によって行います。 

認定第１号、平成２６年度苓北町一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決しま

す。本件に対する委員長の報告は、認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願いま

す。 

[賛成者 起立] 

○議長（山本政人君） 起立多数です。したがって、認定第１号、平成２６年度苓北町
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一般会計歳入歳出決算については認定することに決定しました。 

次に、認定第２号、平成２６年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算の討論を

行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

採決を行います。本件に対する委員長の報告は、認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願いま

す。 

[賛成者 起立] 

○議長（山本政人君） 全員起立です。起立多数です。したがって、認定第２号、平成

２６年度苓北町坂瀬川財産区特別会計歳入歳出決算については認定することに決定しま

した。 

次に、認定第３号、平成２６年度苓北町都呂々財産区特別会計歳入歳出決算の討論を

行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論はありません。討論なしと認めます。 

認定第３号の委員長報告は、認定すべきであります。 

お諮りします。本件は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願いま

す。 

[賛成者 起立] 

○議長（山本政人君） 起立多数です。したがって、認定第３号、平成２６年度苓北町

都呂々財産区特別会計歳入歳出決算については認定することに決定しました。 

次に、認定第４号、平成２６年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の討論を

行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

認定第４号、平成２６年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の採決をいたし

ます。 

本件に対する委員長の報告は、認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願いま

す。 

[賛成者 起立] 

○議長（山本政人君） 全員起立であります。起立多数です。したがって、認定第４

号、平成２６年度苓北町国民健康保険特別会計歳入歳出決算については認定することに
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決定しました。 

次に、認定第５号、平成２６年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

認定第５号の本件に対する委員長の報告は、認定すべきであります。 

お諮りします。本件は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立を願いま

す。 

[賛成者 起立] 

○議長（山本政人君） 全員起立であります。起立多数です。したがって、認定第５

号、平成２６年度苓北町介護保険特別会計歳入歳出決算については認定することに決定

いたしました。 

次に、認定第６号、平成２６年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

本件に対する委員長の報告は、認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願いま

す。 

[賛成者 起立] 

○議長（山本政人君） 全員起立であります。起立多数です。したがって、認定第６

号、平成２６年度苓北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算については認定すること

に決定しました。 

次に、認定第７号、平成２６年度苓北町水道特別会計歳入歳出決算の認定について討

論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

本件に対する委員長の報告は、認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願いま

す。 

[賛成者 起立] 

○議長（山本政人君） 全員起立であります。したがって、認定第７号、平成２６年度

苓北町水道特別会計歳入歳出決算については認定することに決定しました。 

次に、認定第８号、平成２６年度苓北町下水道特別会計歳入歳出決算の認定について
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討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

本件に対する委員長の報告は、認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願いま

す。 

[賛成者 起立] 

○議長（山本政人君） 全員起立であります。したがって、認定第８号、平成２６年度

苓北町下水道特別会計歳入歳出決算については認定することに決定しました。 

次に、認定第９号、平成２６年度苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

本件に対する委員長の報告は、認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願いま

す。 

[賛成者 起立] 

○議長（山本政人君） 全員起立であります。したがって、認定第９号、平成２６年度

苓北町農業集落排水特別会計歳入歳出決算については認定することに決定しました。 

次に、認定第１０号、平成２６年度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳

出決算の認定について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

本件に対する委員長の報告は、認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願いま

す。 

[賛成者 起立] 

○議長（山本政人君） 全員起立であります。したがって、認定第１０号、平成２６年

度苓北町特定地域生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算については認定することに決

定しました。 

○８番（浜口雅英君） 議長。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 浜口ですが、認定第２号から１１号までの採決の結果は全員起

立という表示がされました。 
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認定第１号は多数ですということだけですが、同様の扱いをするならば、１号も賛成

何人、反対何人という表現をしなければならないのではないですか。 

○議長（山本政人君） ご指摘のあったとおりだと思います。 

多数でよかっですけどね。はい、どうぞ。 

○８番（浜口雅英君） 今までは、多数だけでした。全員というのはなくて。 

私は１回議会の中で、「賛成何人、反対何人というのを出してください」と、議事録

に残るようにという話をしましたけども、それは結果的に却下されてしまいました。今

日は、山本議長が２号からは全員起立とおっしゃったので、ここは前に進んだばいと。

できれば、その第１号も「賛成７、反対２」という形でしてもらえばと、だいぶ前に進

んだ採決の報告だったと思っております。今後ともよろしくお願いします。 

○議長（山本政人君） 承知をしました。規則を見まして正論を見つけ出して、そのよ

うに次回からはしたいと思います。 

次に、認定第１１号、平成２６年度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算の認定

について討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

本件に対する委員長の報告は、認定すべきです。 

お諮りします。本件は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立願いま

す。 

[賛成者 起立] 

○議長（山本政人君） 全員起立であります。したがって、認定第１１号、平成２６年

度苓北町宅地造成事業特別会計歳入歳出決算については認定することに決定しました。 

いろいろ意見があっておりますが、これは議長の不手際だったかもしれません。 

先程申しましたように、規約等を見まして適切な方法で報告をさせていただくように

いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１２ 同意第７号 教育委員会委員の任命について 

○議長（山本政人君） それでは日程第１２、同意第７号、教育委員会委員の任命につ

いてを議題とします。 

提案者の説明を求めます。町長。 

○町長（田嶋章二君） 同意第７号、教育委員会委員の任命についてご提案を申し上げ

ます。 

次の者を教育委員会の委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 
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記、坂西力。 

提案理由、苓北町教育委員会の委員のうち、１人の委員が平成２７年１１月１６日を

もって任期満了となるので、後任の委員を任命するためでございます。 

なお、坂西氏の略歴につきましては次ページに記載しておりますので、ご覧をいただ

き、ご同意のほどをよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（山本政人君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

これから、同意第７号の教育委員会の委員の任命についてを採決します。 

この採決は会議規則第８２条の規定によって無記名投票で行います。 

これに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

議場の出入り口を閉めます。 

（議場 閉鎖） 

○議長（山本政人君） 只今の出席議員数は１１名です。 

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定によって、５番倉田明

君、６番石田みどり君、７番野﨑幸洋君を指名します。 

事務局長が投票用紙を配ります。投票用紙の枠の中に、賛成の方は賛成、反対の方は

反対と記載願います。 

（投票用紙 配付） 

○議長（山本政人君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 配付漏れなしと認めます。 

投票箱を点検します。 

（投票箱の点検） 

○議長（山本政人君） 異常なしと認めます。 

只今から投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投

票願います。 

○議会事務局長（宮﨑裕昭君） １番、松本良人議員、２番、田幸英議員、３番、髙

戸幸雄議員、４番、松野重幸議員、５番、倉田明議員、６番、石田みどり議員、７番、
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野﨑幸洋議員、８番、浜口雅英議員、９番、田嶋豊昭議員、１０番、山下時義議員、１

１番、錦戸俊春議員。 

○議長（山本政人君） 投票漏れはありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

これから開票を行います。立会人の倉田君、石田君、野﨑君、開票の立ち合いをお願

いします。 

（開票） 

○議長（山本政人君） 同意第７号の投票の結果を報告します。投票総数１１票、有効

投票１１票、無効投票はありません。有効投票のうち賛成１１票、反対はゼロでありま

す。 

したがって、同意第７号、坂西力君を教育委員会の委員に任命することについては、

同意することに決定しました。 

議場の出入り口を開きます。 

（議場 開鎖） 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） すいません、飛び込んで質問でですね。 

大体今、教育委員さんおいででございますけれども、最長何年ぐらいの委員さんです

かね。教育長にお尋ねしますけれども。長い方。坂西さんはですね、全体的なことでち

ょっと。 

○議長（山本政人君） それは議案と関係ございませんので、後ほど直接お尋ねくださ

い。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１３ 発議第３号 苓北町議会会議規則の一部を改正する規則について 

○議長（山本政人君） 次に、日程第１３、発議第３号、苓北町議会会議規則の一部を

改正する規則についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。田嶋豊昭君。 

○９番（田嶋豊昭君） 発議第３号、苓北町議会会議規則の一部を改正する規則につい

て。 

苓北町議会会議規則の一部を別紙のとおり改正することとする。平成２７年９月４日

提出、提出者、苓北町議会議員、田嶋豊昭、賛成者、苓北町議会議員、山下時義、賛成

者、苓北町議会議員、野﨑幸洋。 

提案理由です。全国町村議会議長会が示している標準町村議会会議規則の一部改正が

行われ、議会における欠席の届け出の取り扱いに関して社会情勢などを勘案し、出産の
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場合の欠席の届け出について新たに規定されたことから、苓北町議会会議規則の一部を

改正するものであります。 

次のページをお開きください。苓北町議会会議規則の一部を改正する規則（案）。 

苓北町議会会議規則（平成３年議会規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

第２条に次の１項を加える。２、議員が出産のため出席できないときには、日数を定

めてあらかじめ議長に欠席届を提出することができる。 

附則、この規則は、公布の日から施行する。 

次のページの新旧対照表をご覧ください。右が改正前、左が改正後の中でアンダーラ

インを引いている部分が改正箇所であります。 

補足説明をさせていただきます。全国の市議会が会議規則のモデルとする全国市議会

議長会の標準市議会会議規則と全国の町村議会が会議規則のモデルとしている全国町村

議会議長会の標準町村議会会議規則がこのほど一部改正されました。これにより、全国

の市・町・村の議会へ改正通知が届けられています。男女が共に子どもを生み育てなが

ら働ける社会づくりのため、自らの地元の議会でも実践できるよう環境整備を図るもの

であります。 

ご審議のほどをよろしくお願いします。以上です。 

○議長（山本政人君） 説明が終わりました。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） 改正後の件でございますけれども、これは全部国内統一された

文言でしょうか。 

○議長（山本政人君） 田嶋君。 

○９番（田嶋豊昭君） これは会議規則ではありますが、議会の運営や委員会の組織に

関する基本的事項を定めた会議規則、委員会条例は議会の議決が必要とされますので、

このため今回提案をさせていただいた議案でございます。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 私は、この条文自体が統一された条文であるかなということを

お尋ねしましたけれども、３回という期限がありますので続けて申しますが、この条文

の中で日数を定めてあらかじめ議長に欠席届を提出することができるとなっております

けれども、日数を定めんでも産休ですよということで届けておれば、応分で例えばたや

すい人、きつい人、いっぱいおいででございますので、そこら辺この趣旨から申します

と応分によかっじゃなかろうかというのが１件。それから、あらかじめ議長に欠席を届

けをするんじゃなくて、前もってというような文言に変えるようにしたらいかがかなと

思いまして、提案を申し上げます。 

○議長（山本政人君） 田嶋君。 
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○９番（田嶋豊昭君） そこら辺は、詳しく私の方もわからないんですけど、誰かわか

る人。議会事務局。 

○議長（山本政人君） 議会事務局長。 

○議会事務局長（宮﨑裕昭君） 議会事務局から答えさせていただきます。 

先程説明でもありましたように、全国の町村議会が会議規則のモデルとしております

のが、全国町村議会議長会発行しております標準会議規則です。それの改正文面に基づ

いてやっておりますので、ほぼ統一された文面になっております。事前にお尋ねした市

町村においても、ほとんどのところが同じような形で規則の改正を行っております。 

先程の日数については、会議規則の改正はこういう形でしますけれども、具体的な日

数等については、それぞれの議会で定めるということになっておりますので、今後議員

の皆さん方で話をして協議をされて、定めてもらうようになると思いますけれども、全

国町村議会議長会から流れてきている文面からしますと、先程言われました労働基準法

による産前産後とかの休暇の日数とかもありますけど、そういうのも参考にということ

で言われて、あくまでも最終的には、それぞれの議会のほうで定めるということになっ

ております。以上です。 

○議長（山本政人君） 松本君。 

○１番（松本良人君） 最終的にはここ独自で定めて良いというように解釈をいたしま

すが、できたら、例えばあらかじめ云々じゃなくて、前もって届け出とればいいんだよ

というような柔軟な姿勢でもいいんじゃなかろうかと。 

それから、日数を定めなくても、「私は出産をしますが、予定日は何日ですよ」とい

うぐらいで私はいいんじゃなかろうかなと。これは普通の、例えばいろんなのと違いま

すのでね。やっぱりそれくらいの応分の規則の作り方でもいいんじゃなかろうかなと思

います。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 全国町村議長会のこの規則を作る目的は、男女が共に子どもを

生み育てると、まあ男は産めんわけですが、育てる部分に入ってこようかと思います。

そういう目的がありながら、この２条の中では具体的には、「議員が出産のため」とい

うことになっております。これは、女性に限られているということでありますので、若

い人たちを議員の中に引っ張り込もうということもこの中にあろうかと思います。そう

いう意味では、議員に限らず、当事者に限らず、議員の奥さんが子どもを生むときに

は、付き添いのために休みを取ると。まあ３日も４日もとは言いませんけども、１日ぐ

らいは休みが取れるというようなことを、この中に苓北町だけでも入れることはできな

いのか、お尋ねをします。 

○議長（山本政人君） 田嶋君。 
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○９番（田嶋豊昭君） 議会事務局の方でわかったら、お願いいたします。 

○議長（山本政人君） 議会事務局長。 

○議会事務局長（宮﨑裕昭君） 今のご質問ですけれども、対象となるのは議員本人と

いうことで、これも全国議長会の方からきております。今言われたようなことについて

は、まだ他のところもやっておりません。そういう形でもできるのかどうかというの

は、今後お尋ねをしてみたいと思います。 

○議長（山本政人君） 浜口君。 

○８番（浜口雅英君） 国も男女共同参画とか、そういう形の中で男女同権とか、そう

いういろんな形がありますので、女性だけということじゃなくて、男性も協力していけ

るような形の規則を作るべきだろうと思いますので、今後の中で検討していただくよう

にお願いをして終わります。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 討論なしと認めます。 

発議第３号、苓北町議会会議規則の一部を改正する規則についてを採決します。 

本案は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

○１番（松本良人君） 提示したのはどうなったのかなと、この原案どおりかなと。 

 問題を提起したのはどうなっとかなということです。 

○議長（山本政人君） 原案どおりですよ。松本君、どういう意見ですか。 

○１番（松本良人君） 私がこういった方に前もってとかいうことで、提案したこと

は。 

○議長（山本政人君） そのことについては、先程からありますように各議会で日数等

も定めて良いということでございますので、これは最終的にはそういう場で、また発言

をいただければというふうに思いますが、どうですか。 

○１番（松本良人君） 一応、この件はこれで決定して、そして今後また決定をし直す

ということですかね。 

○議長（山本政人君） だと思います。 

規則は、これで良いということです。会議規則はですね。 

○１番（松本良人君） それで私が言ったのは、全然討議もされずに、何もされずに、

そのままいくのですかと。松本が言うたが、皆さんどう思いますかとか、その件につい

て賛否を取りますとかいうような普通の会議についてはありますけれども、意見は私は
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出しっぱなしということなんでしょうか。 

○議長（山本政人君） 答弁があったですもね。答弁のとおりです。 

○１番（松本良人君） いや、反対も何もなかけんですね。 

私は、例えば、議員が出産のために出席できないときは、日数はもう消してもいいん

じゃなかろうかと。それから、「あらかじめ」、というのを「前もって」と変更した方が

良くはないですかということで提起したわけですよ。それについては、皆さんにお諮り

もせずにいきなりこのとおりなんですかということなんです。 

○議長（山本政人君） 質問に対して答えは言ってありますね。 

○１番（松本良人君） いや、答えというのが、私は変更をこういったふうに変更した

方がいいのじゃないかということで提起をしたわけですよ。そして、これについては全

然、通常の会議においては松本からこういった意見があったが、皆さんはどう思います

かと。そして皆さんの意見がなるほどなと、松本の方が良いかなということであると

か、あるいはそれには反対、このままで良うはなかかというようなことがあれば、やっ

ぱりそれなりの討議をしていただいて決定していただくんじゃなかろうかなと思ったも

んですから。 

○議長（山本政人君） ですから、異議はないかどうかって、異議があれば、その原案

のとおり可決することに、また進行していきますので、討論もありますから。 

異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） したがって、発議第３号、苓北町議会会議規則を一部改正する

規則についての討論を行います。討論はありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） 是非、私が先程意見を申し上げましたとおり柔軟な姿勢でもっ

て対応していただくということの元に、この条例あたりは、先程浜口議員もおっしゃっ

たとおり、いろんな場合も含めて軟らしくということでございますので、私が先程申し

ましたような内容に訂正をしていただければなと思います。 

○議長（山本政人君） 今んとは、討論で良かですかな。 

異議ありということですね。 

それでは異議がありますので、起立によって採決をします。 

原案のとおり可決することに賛成の方は、起立願います。 

[賛成者 起立] 

○議長（山本政人君） 起立多数です。 

このことについては、議長の不手際でした。先程から意見もあっておりますように、

何人が賛成し、何人が反対なのかというようなそういう意見も耳にしたことがありまし

たので、先程は全員が起立ですということを申し上げたところであります。これは、お
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詫びをいたします。 

それでは、起立多数でありますので、したがって、発議第３号、苓北町議会会議規則

を一部改正する規則については、原案のとおり可決することに決定をしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１４ 陳情等文書表について 

○議長（山本政人君） 日程第１４、陳情等文書表についてを議題とします。 

本日まで受理した陳情書は、先にお配りしました５件です。 

陳情第３号、労働法制の規制強化と安定雇用の確立を求める意見書の提出に関する陳

情。 

陳情第４号、「集団的自衛権」行使を具体化する「安全保障法案」に反対することを

求める陳情。 

陳情第６号、外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書の採択を求める陳情。 

陳情第７号、人種差別を扇動するヘイトスピーチを禁止し処罰する法律の制定を求め

る陳情。 

以上の４件については、議会運営委員会にお諮りし、議会運営に関する申し合わせに

より議員配付とすることに決定しましたので、お手元に配付をいたしております。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１５ 陳情第５号 熊本県管理河川松原川の河川護岸改修についての陳情 

○議長（山本政人君） 日程第１５、陳情第５号、熊本県管理河川松原川の河川護岸改

修についての陳情を議題といたします。 

お諮りします。 

陳情第５号については、会議規則第９条第２項の規定によって、委員会の付託を省略

したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

これから討論を行いますが、討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） これから、陳情第５号、熊本県管理河川松原川の河川護岸改修

についての陳情を採決します。この採決は起立によって行います。 

陳情第５号を採択することに賛成の方は、起立願います。 

[賛成者 起立] 

○議長（山本政人君） 起立多数です。 

したがって、陳情第５号は採択とすることに決定しました。 

お諮りします。只今採択されました陳情第５号の県への要望については、町内では松
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原川の他に志岐川や上津深江川、小路川などでも農地や宅地等に大きな被害が発生いた

しております。これらを含めて要望書を作成し、議会として県へ提出したいと思いま

す。 

これにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

事前に議長、建設経済委員長、議会事務局で要望書の案を作成しておりますので、お

手元に配付させていただきます。 

しばらくお待ちください。 

（要望書（案） 配付） 

○議長（山本政人君） なお、このことにつきましては、町の方へも陳情がなされてお

ります。議会へも陳情があったということでありまして、町の方も全町的な被害があり

ましたので、県への要望書も提出されております。 

配付漏れはなかですね。 

それでは、この要望書について議会事務局長に朗読をしていただきましょう。 

○議会事務局長（宮﨑裕昭君） 熊本県管理河川等の整備要望について（案）。 

熊本県におかれましては、平素から苓北町の振興のために、又、県管理河川の維持管

理につきましても格別のご高配を賜り、心から厚く御礼申し上げます。 

さて、近年においてはゲリラ豪雨といわれる異常な大雨により河川の増水が著しく、

河川の氾濫や浸水による被害を心配しておりましたが、本年６月の集中豪雨の際には、

本町でも県管理河川であります志岐川、松原川、上津深江川においても河川が氾濫し、

周辺住家等の浸水や河川護岸の決壊による水田への土砂流入、農地畦畔の浸食等、甚大

な被害が発生しました。 

これらの河川は河川幅が狭いことに加えて護岸高が低いこともあり、河川内の堆積土

砂や竹木等によって断面が小さくなっていたことから決壊氾濫したものと考えられま

す。又、町河川小路川河口では国道３２４号カルバート橋脚に流木等が詰まり、流れを

阻害して氾濫し、付近住宅の床上床下浸水被害の原因ともなりました。 

つきましては、抜本的な災害防止策として志岐川、松原川、上津深江川について改修

計画を策定され、河川改修、堆積土砂の除去及び竹木の伐採除去に加え、小路川河口国

道３２４号のカルバートを橋脚のない橋に架け替える等の対策を講じていただきますよ

う要望いたします。このことにつきましては、地元住民からも強い要望が出されており

ます。 

熊本県におかれましては、以上のような窮状をお汲み取りいただき、県管理河川志岐

川、松原川、上津深江川の早急な改善、復旧及び小路川河口国道３２４号カルバートの
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橋脚のない橋への架け替えに特段のご高配を賜りますようお願いいたします。 

平成２７年９月吉日、熊本県知事、蒲島郁夫様、苓北町議会議長、山本政人。 

以上です。 

○議長（山本政人君） 只今事務局長が朗読しました案を県へ提出したいと思います

が、これについてご異議ありませんか。松本君。 

○１番（松本良人君） 河川の河川名を指定してありますけれども、実は都呂々川も県

河川なんですね。ただ表面的には出ておりませんけれども、竹木等があって、その対岸

は何箇所か農地に被害を与えておりました。現に浸水もして植えたままのやつが全部流

されたとかいうことがあっております。ただそれは、箇所箇所が部分的でございますの

で、そういったことが表面的にも、余りにも他のところが大きかったので目に見えんだ

ったわけですが、多分他の川においても、そういった小さくてもオーバーして上がって

きたところがあるかもしれません。それは竹木、要するに河川の清掃が不行き届きとい

うことでございますが、そこら辺を勘案したところの文書をできれば作成していただけ

ればなと思いますけれども。 

○議長（山本政人君） 今のご意見のとおり、町内あらゆる箇所で被害が出ました。で

すから、文言を「等」にするか、そのようなことで配慮し、今、先程申しましたが、議

長、建設経済委員長と議会事務局で、そこら辺は検討したいというふうに思います。こ

れにつきましては、先程も申しましたように、町の方からもそういう要望書は出されて

いるというふうに思います。 

山下君。 

○１０番（山下時義君） 先程、松本議員からご発言がありましたように、都呂々川も

非常に危険なところがあるんですよ。そういうことでありますので、どうぞ文書におい

ては、その点、地名を入れてありますので、他の地域は、よろしくお願いします。 

○議長（山本政人君） 他にありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、ご承認いただきました要望書を県へ提出することに決定をいたしまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１６ 閉会中の継続審査調査の件について 

○議長（山本政人君） 日程第１６、閉会中の継続審査調査の件についてを議題としま

す。 

議会運営委員長、総務常任委員長、町民福祉常任委員長、建設経済常任委員長、議会

広報委員長、議会活性化等検討特別委員長から会議規則第７５条の規定に基づき、閉会
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中の継続審査調査の申し出があっております。 

お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査調査をすることにご

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、各委員長からの申し出については、閉会中の継続審査調査とすることに

決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１７ 議員派遣の件 

○議長（山本政人君） 日程第１７、議員派遣の件を議題とします。 

お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配付しましたとおり、派遣するこ

とにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（山本政人君） 異議なしと認めます。 

したがって、議員派遣の件については、お手元に配付しましたとおり派遣することに

決定しました。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。これで本日の会議を閉じます。 

平成２７年第５回苓北町議会定例会を閉会します。どなた様も大変お疲れ様でした。 

閉会 午前１０時５５分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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